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Ⅰ．2015年闘争の経過 

 

１．2015年闘争を取りまく情勢 

 

日本経済は、消費者物価上昇率２％を目標とする2013年１月以来の量的・質的金融緩和をきっかけと

して、円高の是正と株価の上昇、金利の低下が進み、輸出の回復、投資の拡大、銀行貸出の増加など、

経済の持ち直しが見られる状況となりました。しかしながら、2014年４月の消費税率５％から８％への

引き上げによって、４月には経済活動は大幅に落ち込み、５～７月には回復が見られたものの、その後、

低迷が続きました。 

消費者物価上昇率（総合）は、2014年５月には一時、消費税率引き上げ分（２％程度）を含め、3.7％

となりましたが、その後は鈍化し、交渉が本格化する2015年２月には2.2％となりました。一方、金属産

業の企業業績は、おおむね増収増益、予測も上方修正の傾向となりましたが、中小企業などでは、円安

による原材料価格高騰の影響等によって、厳しい状況のところもみられました。 

金属労協は、消費税率引き上げ後の経済の低迷が、予想外に大きなものとなる中、デフレ脱却と景気

回復を確実なものとし、経済の好循環を図るべく、継続的な賃上げと労働条件の向上による個人消費の

回復が決定的に重要となっているとの認識の下で、2015年闘争に取り組みました。 

 

２．2015年闘争推進の基本的考え方と金属労協の方針 

 

2015年闘争は、経済の好循環の実現に向け、継続的な賃上げと労働条件の向上、底上げ・格差是正に

取り組み、労使の社会的責任を果たしていくとの考え方の下で、取り組むことにしました。 

賃金の引き上げについては、①「経済の好循環」を実現するための継続的な賃上げ、②実質生活を守

るための賃上げ、③「人への投資」による企業の持続的な発展を図るための賃上げの３つの観点から、

日本経済や生産性の動向、物価動向をはじめとする勤労者生活の動向、金属産業の動向、などを総合的

に勘案し、ＪＣ共闘が一丸となって、「6,000円以上」の賃上げを求めました。また、経済の好循環、実

質生活の維持、「人への投資」の実現に向けた重要な取り組みとして、産業間・産業内の賃金格差是正と

非正規労働者の賃金の底上げを図ることにしました。 

併せて、一時金に対する適正な成果配分や、非正規労働者の労働条件改善、ワーク・ライフ・バラン

スの実現、60歳以降の賃金・労働条件の改善、安全衛生体制の充実と労災付加補償の増額、退職金・企

業年金の引き上げ、職場における男女共同参画推進のためのポジティブ・アクションなどについても、

産業・企業の実態を踏まえて、制度の充実や水準・運用の改善、格差是正等に取り組みました。 

 

＜金属労協の具体的取り組み＞ 

賃金 ＜賃金の引き上げ＞ 

◯賃金制度に基づき賃金構造維持分を確保した上で、6,000円以上の賃上げに取り組

む。 

○中期的に下記の「あるべき水準」に到達することをめざす。 

【基幹労働者（技能職35歳相当）の「あるべき水準」】 

＊目標基準：基本賃金 338,000円以上 

＊到達基準：基本賃金 310,000円以上 

＊最低基準：到達基準の80％程度（24.8万円程度） 
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＜賃金実態の把握と賃金制度の確立＞ 

○すべての組合は、賃金実態の点検、課題の把握と改善に努める。 

○賃金水準が低下している組合は、その是正に取り組む。 

○賃金制度が未整備の組合は、賃金制度や賃金引き上げの仕組みの確立に向けて取り

組む。 

ミニマム運

動 

○企業内最低賃金協定の締結拡大と水準の引き上げ 

・すべての組合が企業内最低賃金協定を締結する。 

・企業内最低賃金協定の水準は、高卒初任給準拠とし、着実に引き上げる。 

・月額156,000円以上の水準、もしくは月額3,000円以上の引き上げに取り組む。 

・時間額で協定する場合は、上記月額を所定労働時間で除した水準とし、時間額987円

以上の水準、もしくは時間額19円以上の引き上げに取り組む。 

・社会全体への波及効果を高めるため、非正規労働者（直接雇用）を含めた協定の締

結をめざす。 

○特定（産業別）最低賃金の機能強化 

○「ＪＣミニマム(35歳)」は、月額21万円とする。 

一時金 ○要求の基本は、基準内賃金の年間５カ月分以上とする。 

○最低獲得水準として、年間４カ月分以上を確保する。 

非正規労働

者 

○未組織も含めた非正規労働者の賃上げに関する交渉・協議では、賃金の底上げの重

要性を踏まえて取り組む。 

○非正規労働者の雇用に関して、労使で確認や協議を行うとともに、法令遵守の徹底

を図る。 

○賃金・労働条件や福利厚生などの改善、能力向上機会の提供・協力についても、均

等・均衡待遇の観点から実態に応じて取り組む。 

○非正規労働者の組織化に向けた取り組みを進める。 

○未組織労働者を含めた非正規労働者の賃金・労働条件改善に関する交渉・協議の実

施に向けて取り組む。 

ワーク・ライ

フ・バランス 

○年間総実労働時間1,800時間台の実現に向けて取り組む。 

○労働時間管理の徹底を図る。 

○時間外労働60時間超の割増率50％以上については、猶予措置の対象となっている中

小企業も含め、所定労働時間を上回るすべての労働時間を時間外労働算定対象時間

とする。 

○年次有給休暇の完全取得に向けて、具体的な取り組みを行う。 

○仕事と家庭の両立支援制度の充実に取り組む。制度を利用しやすい環境を整備し、

活用の促進を図るため、労使協議の充実等に取り組む。 

その他 ○60歳以降の賃金・労働条件 

○安全衛生体制の充実と労災付加補償の増額 

○退職金・企業年金 

○職場における男女共同参画のためのポジティブ・アクション 

○政策・制度課題への取り組み 

 

３．2015年闘争の経過と労使の主張 

 

(1) 闘争の経過 

 

① 第57回協議委員会の開催 

2014年12月12日に、第57回協議委員会を開催し、2015年闘争方針として、「2015年闘争の推進」を決定

しました。協議委員会では、産別からＪＣ共闘の一員として精一杯の取り組みを展開するとの決意表明

がなされ、これまで培ってきたＪＣ共闘の枠組みを最大限に生かしながら、一枚岩で取り組むことによ

って成果を上げていくことを確認しました。 
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② 2015年闘争推進集会の開催 

2015年１月27日に、「2015年闘争推進集会」を開催し、2015年闘争における交渉参考資料について提起

しました。また、５産別の書記長・事務局長をパネラーに、「2015年闘争における各産別の取り組み」と

題してパネルディスカッションを行い、加盟組織の産業状況、闘争方針に関して、相互に理解を深めま

した。 

 

③ 2015年最低賃金連絡会議の開催 

2015年１月28日に、「2015年最低賃金連絡会議」を開催し、「2015年度の特定（産業別）最低賃金の取

り組み方針」を報告し、意見交換を行いました。最低賃金の重要性が高まっていることから、基幹産業

である金属産業の誇りを持って、特定（産業別）最低賃金に取り組んでいくことや、金属労協としても

しっかり支援していくことなどを確認しました。 

 

④ 戦術委員会、中央闘争委員会の開催 

＊2014年12月17日の第１回戦術委員会および第１回中央闘争委員会では、ＪＣ共闘の集中回答日を2015

年３月18日にすることなど、主要日程を設定しました。 

＊2015年１月23日の第２回戦術委員会および第２回中央闘争委員会では、経団連が１月20日に発表した

「経営労働政策委員会報告」に対して、１月21日、「継続的な賃上げによって経済の好循環の実現を」

との見解を発表したこと、３月18日の集中回答日に向けた主要日程を設定し、金属労協の総力を結集

して闘争を推進することを確認しました。 

＊2015年２月25日の第３回戦術委員会および第３回中央闘争委員会では、集計登録組合を中心とした要

求提出状況および交渉状況を把握し、要求趣旨に沿った回答を引き出すべく、強力に交渉を展開する

ことを確認しました。 

＊2015年３月13日の第４回戦術委員会では、金属労協全体の要求状況および交渉状況を把握し、交渉の

最終局面に向けた方針を以下の通り確認するとともに、最後まで一丸となって強力な交渉を粘り強く

展開し、要求の実現を図ることを確認しました。 

○賃上げは、昨年実績からさらに大きな前進を図り、賃上げの流れを確かなものとする。 

○一時金は、組合員の協力・努力や成果にふさわしい適正な配分を求め、積極的な水準引き上げを

果たす。 

○企業内最低賃金の協定締結および引き上げは、未組織労働者・非正規労働者の賃金の底上げを果

たすため、要求趣旨に沿った改善を図る。 

○非正規労働者の賃金・労働条件は、今次闘争における底上げの重要性を踏まえ、着実な前進を図

る。 

＊2015年３月16日の第５回戦術委員会では、最終局面における情報交換を行いました。 

＊2015年３月18日の集中回答日には、第６回戦術委員会と第４回中央闘争委員会を開催し、集計登録組

合を中心とする回答の受け止め、ならびに中堅・中小登録組合の回答状況の公表等によって後続組合

に対する支援を行うことを確認しました。 

＊2015年４月３日の第７回戦術委員会では、金属産業全体の格差改善と底上げを図るため、昨年を確実

に上回る賃上げの流れを、今後回答を引き出す組合に波及させていくことなどを確認しました。 

＊2015年４月22日の第８回戦術委員会と第５回中央闘争委員会では、昨年を上回る賃上げ額を獲得する

傾向がＪＣ共闘の大勢となっている流れを、今後回答を引き出す組合に波及させていくことや、早期
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決着に向けて一層の努力を図ることなどを確認しました。 

＊2015年５月27日の第９回戦術委員会と５月28日の第６回中央闘争委員会では、要求提出組合の約８割

が回答を引き出している状況の下で、闘争諸機関を解散することを確認しました。また、闘争全体の

評価等について、「2015年闘争評価と課題・中間まとめ」を取りまとめました。 

 

(2) 2015年闘争における労使の主張 

 

① 経団連「経営労働政策委員会報告」への見解 

経団連は、2015年１月20日に「経営労働政策委員会報告」を発表し、2015年の労使交渉に臨む経営側

の姿勢を明らかにしました。2015年版の経労委報告では、「デフレからの脱却に向けた『期待』を『確信』

へと変えていかない限り、経済の再生は困難である。企業労使は、こうしたマクロ的な認識や、春季労

使交渉・協議に対する社会的な期待の大きさを踏まえていく必要がある」とマクロの視点の重要性が提

起されました。しかしながら一方では、賃金は賞与を含めたものであると主張し、「『賃金の引き上げ＝

ベースアップ』といった単純なものとはならない」とするなど、ベアには慎重な姿勢を示しました。 

これに対し、金属労協では、同日「継続的な賃上げによって経済の好循環の実現を」との観点から見

解を発表しました。見解では、「デフレ脱却を確かなものとするには、将来にわたって月例賃金が継続的

に引き上げられるという『確信』が必要」「継続的な賃上げによって、勤労者の実質生活を維持すること

は当然」「現在求められているのは、『マクロの視点』」「景気回復をチャンスと捉え、『人への投資』によ

って賃金格差是正を進めることが重要」等の主張を展開しました。 

 

② 2015年闘争の推進 交渉参考資料の作成 

2015年１月末に「2015年闘争の推進 交渉参考資料」を作成、発行しました。経団連「経営労働政策

委員会報告」に対して、詳細な反論を行うとともに、「ベースアップが賃上げの選択肢のひとつなら、『マ

クロ的な認識』に立って賃上げ要求に応えるべき」「ベースアップの消費拡大効果は、一時金引き上げよ

りも大きい」「物価が上昇すると賃金構造維持だけでは、生活水準切り下げになる」など、労働組合の主

張をとりまとめました。 

 

③ 企業別交渉における労使の主張点 

＜経営の主張＞ 

＊「人への投資」の必要性や、デフレ脱却や経済の好循環に向けて経営の果たすべき役割は理解する。 

＊賃上げ要求は、将来にわたる固定的負担が増加し、経営に与える影響が非常に大きい。取りまく環境

からみても重い要求であり、組合要求にそのまま応えることは困難である。 

＊大幅な賃上げによって競争力を失い、雇用を脅かすことがあってはならない。 

＊短期的な物価上昇で賃上げを行うべきなのか疑問がある。物価について、社会保障制度を通じて国民

に還元される消費税増税分を含めて賃上げの根拠とするのは適切ではない。 

＊一時金は、組合員の協力・努力には感謝するものの、業績回復は為替など外的要因によるところも多

く、真の実力でないことから慎重に判断せざるを得ない。 

＊企業内最低賃金の引き上げは、コスト競争力や雇用への影響も踏まえた慎重な対応が求められる。 

＜労働組合の主張＞ 

＊デフレ脱却と経済成長を確かなものとするための極めて重要な局面にある。「人への投資」を行い、経
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済の好循環を実現すべき。 

＊実質賃金が低下し、消費の回復に至っていない。個人消費の下支えとして、継続的・安定的に月例賃

金の改善を行うことが、労使の社会的責任として強く問われている。 

＊実質生活を維持し、消費拡大への影響の大きい月例賃金の引き上げによって経済を好循環に導くのは、

労使の社会的責務である。 

＊個人消費の拡大、生活不安の払拭に向けて、賃上げに対する組合員の期待は大きい。組合員の意欲・

活力につながる「人への投資」として、月例賃金の引き上げを行うべきである。 

＊一時金は、業績改善に対する組合員の協力・努力や成果にふさわしい適正な配分を行い、働く意欲、

活力につなげるため、組合員の思いをしっかり受け止めるべきである。 

＊未組織労働者・非正規労働者の賃金の底上げを図るため、企業内最低賃金を引き上げるべきである。 

 

Ⅱ．2015年闘争の評価と課題 

 

１．2015年闘争の概括 

 

2015年闘争は、消費税率引き上げをきっかけとした消費の低迷により景気の足踏みが見られ、継続的

な賃上げと労働条件の向上による個人消費の回復によって、デフレ脱却と経済成長を確実なものとする

ことができるか否かの岐路に立つ中での取り組みとなりました。 

また、２年連続で政労使会議が開催され、2014年12月16日に、「経済の好循環の継続に向けた政労使の

取組」について合意しました。2015年４月２日には、「価格転嫁や支援・協力についての取組策およびサ

ービス業の生産性向上に向けた取組策」に合意し、中堅・中小企業の賃上げに注目が集まりました。 

こうした中、金属労協は、経済の好循環を実現するとともに、物価上昇の下で勤労者生活を守り、適

正な成果配分と「人への投資」によって企業の持続的な発展を図るべく、2014年を上回る継続的な賃上

げの実現、産業間・産業内の賃金格差是正と非正規労働者の賃金の底上げを重視して取り組みました。

生活を守り、消費拡大の鍵となる賃上げについては、2002年闘争以来、13年ぶりに具体的な要求額を示

し、ＪＣ共闘が一枚岩となって、「6,000円以上」の賃上げ実現に向けて取り組みました。 

これに対して、経営側は、「人への投資」の必要性や、デフレ脱却と経済の好循環に向けて経営の果た

すべき役割は理解するとするものの、「大幅な賃上げは将来にわたる固定的負担を増大し、競争力を失う」

「短期的な物価上昇で賃上げを行うべきなのか疑問がある」などと主張し、慎重な態度で交渉に臨みました。 

ＪＣ共闘は、緊密な連携・情報共有の下で、要求を策定し、交渉に臨んだ結果、2014年闘争で作り出

した賃上げの流れを加速させ、賃上げ獲得組合、賃上げ額ともに前年を上回る成果を引き出すことがで

きました。また、中小労組の結果は大手の結果には及ばないものの、賃上げを獲得する組合が拡大し、

賃金の底上げを図ることができました。実質生活を守り、経済の好循環を実現するという今次闘争の意

義からみて、着実な成果を上げることができたものと考えます。 

デフレマインドの払拭や経済の好循環を実現するための道筋を確かなものとするためには、今後も継

続的に賃金を引き上げていくとともに、回答を引き出した組合の３分の１では賃上げを獲得できていな

い実態を踏まえ、中小労組を中心に賃上げ獲得組合の拡大に力を注いでいくことが重要課題となってい

ます。 
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２．具体的な取り組みの評価と課題 

 

(1) 賃金 

 

① 要求 

賃金については、日本経済や生産性の動向、物価動向をはじめとする勤労者生活の動向、金属産業の

動向などを総合的に勘案し、経済の好循環、実質生活の維持と底上げ、「人への投資」に資するため、具

体的な要求基準を「6,000円以上の賃上げ」と示して、賃金の引き上げ、産業間・産業内の賃金格差是正

に取り組みました。 

集計登録組合は、全53組合のうち２年サイクルで決定済みの組合を除く37組合全てが賃上げを要求し、

要求額の平均は6,943円となりました。 

中堅・中小登録組合は、169組合のうち144組合が賃上げを要求し、要求額の平均は、5,992円となりま

した。 

全体集計では、3,283組合のうち、2,732組合が要求し、そのうち81.6％にあたる2,223組合が賃上げを

要求しました。要求額の平均は5,705円となりました。要求額を規模別にみると、1,000人以上が6,054

円、300～999人が5,994円、299人以下が5,578円となっています。 

 

② 回答 

集計登録組合は、37組合全てが賃金構造維持分を確保しました。このうち、36組合が平均で2,801円の

賃上げを獲得し、前年の平均1,737円を1,064円上回りました。 

中堅・中小登録組合は、回答を引き出した148組合全てが賃金構造維持分を確保しました。このうち、

132組合が平均1,862円の賃上げを獲得し、前年の1,268円を594円上回りました。賃上げを獲得した組合

は、回答を引き出した組合の89.2％、賃上げを要求した組合の91.7％となっています。 

全体集計では、回答を引き出し、賃金構造維持分が明確な2,240組合のうち、2,137組合（95.4％）が

賃金構造維持分を確保しました。このうち、1,607組合が平均1,751円の賃上げを獲得し、前年の1,320

円を431円上回りました。賃上げ額を規模別にみると、1,000人以上が2,265円（前年1,469円）、300～999

人が1,777円（同1,280円）、299人以下が1,631円（同1,291円）となり、いずれの規模においても前年の

獲得額を上回りました。しかしながら、規模ごとの賃上げ額の差は広がっています。 

また、賃上げを獲得した組合は、回答を引き出した組合の60.9％（前年55.8％）、賃上げを要求した組

合の72.3％（同67.1％）となっています。回答引き出し組合に対する賃上げ獲得組合の比率を規模別に

みると、1,000人以上が89.8％（前年72.9％）、300～999人が78.4％（同66.3％）、299人以下が53.8％（同

48.9％）となっており、全ての規模で、賃上げを獲得した組合の比率が改善しています。ただし、規模

が小さくなるほど獲得組合の比率が低く、その改善度合いも小さいことについては、留意する必要があ

ります。 

 

③ 評価と課題 

長期にわたるデフレからの脱却と景気回復の兆しが見え始めたことから、2014年闘争では、「人への投

資」によって産業の競争力を強化し、持続的な成長と勤労者生活の安定・向上を実現していく時代への

転換を迎えているとの認識の下、マクロの視点を重視しながら、さまざまな要素を総合勘案した要求を

行い、ＪＣ共闘全体で「１％以上」の賃上げを要求し、回答を引き出した組合の６割近くが賃上げを獲
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得しました。 

2015年闘争では、日本経済や生産性の動向、物価の動向など、マクロの視点をより重視した要求スタ

ンスに立ち、2014年を確実に上回る継続的な賃上げによって実質生活を維持し、経済の好循環を確実な

ものとすることをめざして、2002年闘争以来、13年ぶりに具体的な要求額を「6,000円以上」と示しまし

た。 

これに対して、経団連は、2015年度の「経営労働政策委員会報告」において、「マクロ的な認識や、春

季労使交渉・協議に対する社会的な期待の大きさを踏まえていく必要がある」との考え方を示しました。

各企業の交渉でも、経営側が「デフレ脱却や経済の好循環に向けて経営の果たすべき役割は理解する」

とするなど、産業・企業の事情を見据えつつも、マクロ経済における賃上げの必要性について理解を示

す発言がみられました。 

こうした取り組みの結果、前年同時期との比較で、賃上げ獲得組合、賃上げ額ともに昨年を上回る継

続的な賃上げを実現することができました。マクロの視点を重視した賃上げを行い、ＪＣ共闘として明

確な賃上げ基準を示して共闘を強化したことで、賃上げを獲得する組合が拡大し、賃金の底上げを図る

ことにつなげることができたものと考えます。 

2015年闘争の重要課題である賃金格差の是正と底上げの取り組みについては、共闘強化の結果、賃金

の社会性を重視し、人材確保や「人への投資」の観点から、原材料の高騰や価格転嫁の困難さから経営

が厳しい中にあっても、賃上げを実施する企業が少なくなかったなど、成果を得ることができました。

また、中小労組の結果は大手の結果には及ばないものの、先行する組合の賃上げ獲得が波及し、相乗効

果によって、賃上げを獲得する組合が増加することになりました。物価が上昇する下で、実質生活を守

り、経済の好循環を実現するためには、継続的に賃上げを実現することが重要です。 

一方で、企業体力、業績の厳しさなどを理由に賃上げを見送る企業もあり、規模ごとに賃上げ獲得の

状況に差が見られるなどの課題が残りました。デフレマインドの払拭や経済の好循環を実現するための

道筋を確かなものとするためには、働く者全体の賃金の底上げが不可欠です。中堅・中小労組の回答状

況を注視し、次年度以降の取り組みにつなげていくことが必要です。 

 

(2) ＪＣミニマム運動 

 

① 要求 

企業内最低賃金協定は、引き上げ額の基準を2014年の「2,000円以上」から引き上げ、高卒初任給に準

拠した水準を基本としながら、「月額156,000円以上の水準、もしくは月額3,000円以上の引き上げ」に取

り組みました。また、全単組締結に向けて、未締結組合が企業内最低賃金協定の締結に取り組みました。 

集計登録組合は、53組合のうち、25組合が2014年を上回る引き上げを要求し、その他の組合において

も、労使協議等で取り組みました。 

 

② 回答 

集計登録組合では、企業内最低賃金協定を締結している52組合の平均は、159,801円になりました。そ

のうち、引き上げを要求した組合、賃上げに連動して引き上げる組合、労使協議によって引き上げる組

合を併せて、前年の38組合を上回る40組合が水準を引き上げました。引き上げ額の平均は月額で2,014

円となり、前年の1,694円を320円上回りました。 

全体集計では、3,283組合のうち、企業内最低賃金協定を締結している組合は1,714組合・52.2％とな
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り、前年から70組合・２ポイント増加しました。このうち、18歳最低賃金協定は、平均で月額156,957

円となり、前年から1,221円増加しました。 

 

③ 評価と課題 

企業内最低賃金協定の引き上げを獲得する組合が前年よりも増加し、引き上げ額も前年を上回ること

ができました。デフレ脱却と経済成長を確実なものとするためには、未組織労働者・非正規労働者を含

めた、働く者全体の底上げが不可欠です。企業内最低賃金協定の引き上げは、未組織労働者・非正規労

働者の賃金の引き上げに寄与するものであり、賃金の底上げに向けて、労働組合に課せられた一定の社

会的責任を果たすことができました。今後、交渉・協議の中で決定する組合においても、労働組合の社

会的責任として、強力に取り組んでいくことが必要です。 

近年、地域別最低賃金が都市部を中心に急速に引き上げられてきたことから、企業内最低賃金協定の

水準が地域別最低賃金や特定（産業別）最低賃金の水準と接近・逆転している地域も出てきています。

このため、地域や対象者を限定して企業内最低賃金協定を引き上げる組合も一部でみられるところとな

っています。企業内最低賃金協定の適用対象範囲や地域間格差については、労使で企業内最低賃金協定

の意義・役割について十分議論を尽くした上で、対応することが重要です。 

特定（産業別）最低賃金は、組織労働者が締結した企業内最低賃金協定の水準を未組織労働者に波及

させる役割を担っています。企業の枠を超えて、金属産業で働く者全体の賃金の底上げに寄与するため、

企業内最低賃金協定の水準が、特定（産業別）最低賃金の引き上げを牽引する水準となるよう、積極的

に引き上げに取り組む必要があります。産業・企業の実態を踏まえて、全組合の協定締結や適用対象者

の拡大に取り組むことが重要です。 

 

(3) 一時金 

 

① 要求 

一時金は、産業・企業ごとにバラツキはあるものの、全体として企業業績は堅調に推移していること

から、組合員の協力・努力に報い、業績改善にふさわしい適正な成果配分を求めることとしました。要

求は、年間５カ月以上を基準として、年間４カ月を最低獲得水準と位置づけて、企業業績にかかわらず、

確保するように取り組みました。 

 

② 回答 

集計登録組合は、51組合が確定し、その平均獲得月数は年間5.35カ月となり、前年の年間5.16カ月を

0.19カ月上回りました。前年と比較できる49組合のうち、38組合（77.6％）が前年を上回り、５組合（10.2％）

が下回りました。最低獲得水準である年間４カ月を下回る組合は１組合となりました。  

中堅・中小登録組合は、158組合が確定し、その平均獲得月数は年間4.89カ月となり、前年の年間4.75

カ月を0.14カ月上回りました。前年と比較できる145組合のうち80組合（55.2％）が前年を上回り、41

組合（28.3％）が下回りました。最低獲得水準である年間４カ月を下回る組合は、前年の16組合から12

組合に減少しました。 

全体集計は、2,620組合が回答を引き出しています。平均獲得月数は年間4.35カ月となり、前年の年間

4.30カ月とほぼ同水準になりました。前年と比較できる2,431組合のうち、1,149組合（47.3％）が前年

を上回り、747組合（30.7％）が下回りました。最低獲得水準である年間４カ月を下回る組合は、前年の
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32.3％から34.2％に増加しました。 

 

③ 評価と課題 

金属産業の業績はおおむね堅調であるものの、中堅・中小企業では業績が厳しい組合もあったことな

どから、一時金の水準は、企業ごとのバラツキが大きくなりました。集計登録組合では前年の月数を年

間0.19カ月上回っているものの、金属労協全体の平均では、前年とほぼ同水準となりました。前年との

比較では、金属労協全体の５割近い組合が前年実績を上回りましたが、前年実績を下回る組合が14.8％

から29.3％へと増加しており、二極化することとなりました。 

金属労協では、一時金の要求基準を「年間５カ月分以上」としていますが、年間５カ月以上を獲得し

た組合は29.6％であり、前年と同水準に止まっています。業績にふさわしい、適正な成果配分を獲得す

るため、「年間５カ月分以上」を安定的に獲得できる取り組みが重要です。 

一方、最低獲得水準である年間４カ月に到達しない組合は、前年とほぼ同水準の34.2％となりました。

ここ数年、年間４カ月を下回る組合が減少してきましたが、業績がばらつく中で、年間４カ月以上の確

保に向けてさらなる取り組みが必要となっています。 

一時金は、年間決定を基本に取り組んでいますが、半期の回答に止まる組合が少なくありません。年

間総賃金の一部として、生活の安定の観点から、年間決定にこだわって取り組むことが必要です。 

 

(4) 非正規労働者 

 

① 要求 

未組織を含めた非正規労働者の賃上げに関する交渉・協議を行う組合は、賃金の底上げの重要性を踏

まえて取り組むこととしました。また、非正規労働者の雇用に関して、仕事内容、労働契約期間、人員、

社会保障への加入、労働条件、正社員への転換等について、労使で確認や協議を行うとともに、法令遵

守の徹底を図る取り組みも行いました。 

非正規労働者を組合員化している組合では、正規労働者の賃上げに見合った賃上げや一時金の引き上

げを要求する組合が増加しました。また、間接雇用の非正規労働者に関しては、産別レベル、単組レベ

ルで労働条件改善を申し入れるなど、産業・企業の実態を踏まえた取り組みが広がりました。 

 

② 回答 

非正規労働者の賃上げ等に取り組んだ組合では、賃上げをはじめとする具体的な前進回答や経営の前

向きな見解を引き出しました。 

また、従来から取り組んできた労使協議についても徹底を図りました。 

 

③ 評価と課題 

産業・企業の実態を踏まえつつ、非正規労働者の賃金・労働条件改善に取り組む組合が増加したこと

で、労働組合として、賃金の底上げに向けた取り組みを一歩前進させることができました。 

具体的な賃上げの取り組みは、組織化している非正規労働者が中心となりましたが、その取り組みに

準じて、未組織の非正規労働者の賃上げにつながっている組合もみられます。通年で労使協議等に取り

組む組合についても、2015年闘争の成果を、未組織労働者・非正規労働者の賃金・処遇の改善に波及さ

せるように取り組むことが重要です。 
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一方、組織化していない非正規労働者の労働条件改善については、産別レベル・単組レベルで協議や

申し入れなどの取り組みが広がりましたが、具体的な成果に結びついたかどうかを検証した上で、今後

の取り組みにつなげていかなければなりません。 

今後は、正社員登用、組織化の取り組みを強化するとともに、非正規労働者の労働条件改善に向け、

春季生活闘争で獲得した賃上げや企業内最低賃金協定を波及させるように取り組んでいくことが必要で

す。 

 

(5) ワーク・ライフ・バランスの実現 

 

ワーク・ライフ・バランスについては、企業労使の取り組みによって、職場実態を踏まえつつ、勤労

者のニーズに合った働き方を実現するとともに、少子化に歯止めをかけ、日本の経済・社会の活力を高

める観点から取り組みました。 

2015年闘争では、一部の組合が時間外労働抑制の観点から労働時間管理の徹底や年次有給休暇の取得

促進などに取り組み、一定の前進が図られました。 

時間外労働の抑制や年次有給休暇の取得促進などについては、通年で労使協議等に取り組む組合も多

く、職場の実態を踏まえつつ、実効性のある施策の実施などに取り組むことが必要です。 

また、仕事と家庭の両立支援策については、制度の充実とともに、制度を活用しやすい職場の意識や

風土の改革が不可欠です。通年の労使協議等を通じて、職場環境の改善に取り組まなければなりません。 

 

(6) 60歳以降の賃金・労働条件 

 

60歳以降の賃金・労働条件については、公的年金が支給されない状況において生活を賄うことのでき

る賃金水準の確保、モチベーションを削ぐような賃金・処遇制度の見直し、厚生年金（報酬比例部分）

の支給される年代についても希望者全員雇用とするなど、個別企業の状況に応じて、必要な制度改善を

図っていくこととしています。2015年闘争では、60歳以降の就労者についても、賃上げに取り組むこと

としました。 

各単組では、60歳以降の就労制度の実態に応じて、賃上げ等を要求し、賃上げや一時金の引き上げ等

を獲得する組合が増加しました。制度のあり方とともに、賃金水準についても、継続的に点検・見直し

を図ることが重要です。 

 

(7) 安全衛生体制の充実と労災付加補償の増額 

 

労災付加補償については、金属産業全体が、死亡・障害等級１～３級3,400万円に到達することをめざ

して取り組んでいます。 

大手労組ではおおむね到達してきましたが、中堅・中小労組においても到達できるように、粘り強く

取り組むことが必要です。 

 

(8) 退職金・企業年金 

 

退職金については、公的年金の支給開始年齢の引き上げや、今後、マクロ経済スライドの実施による
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公的年金の支給水準の実質的な引き下げが見込まれる状況の中で、高齢者の生活の安定にとって、退職

金や企業年金の重要性が増しているとの認識の下で、産業・企業の状況を踏まえて、退職金の引き上げ

に取り組みました。産別方針に基づいて取り組んだ組合では、水準の引き上げを図ることができました。 

 

(9) 職場における男女共同参画推進のためのポジティブ・アクション 

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」が閣議決定され、国会に提出されていますが、

法案成立は不透明なままとなっており、詳細についても今後検討されることとなっています。 

公平・公正で、男女が共にワーク・ライフ・バランスを実現しながら、いきいきと働くことのできる

職場をつくるためには、組合員のニーズや職場の実態を踏まえた取り組みを進めることが重要です。こ

のため、労使協議の場で、職場の実態を共有するなどの取り組みをすすめなければなりません。 

 

(10)政策・制度課題への取り組み 

 

金属労協では、景気回復基調を維持し、デフレ脱却を確実なものにするとともに、ものづくり産業に

働く者の「現場力」強化を図るための政策・制度の取り組みを推進しています。「2015年闘争の推進」で

は、①ものづくり産業を支えるマクロ環境整備、②ものづくり産業を強化する「攻め」の産業政策、③

ものづくり産業における「良質な雇用」の確立、④ものづくり産業の強化に向けたエネルギー・環境政

策の観点から、取り組むことを確認しました。 

2015年４月には、「2015年政策・制度課題重点取り組み項目」を策定し、実現に向けた取り組みを推進

しています。 

 

３．2016年闘争に向けて 

 

2015年闘争では、ＪＣ共闘で「6,000円以上」の要求基準を示し、一枚岩となって取り組むことで、2014

年闘争で作り出した賃上げの流れを加速させ、賃上げ獲得組合、賃上げ額ともに前年を上回る成果を引

き出しました。また、賃上げを獲得する組合の裾野が広がり、賃金の底上げを図ることができました。 

2016年闘争では、この２年間の取り組みをさらに前進させ、継続的な賃上げによる勤労者生活の維持・

改善、経済の好循環実現と金属産業の基盤強化に資する賃上げを図るべく、議論を尽くしていきます。

このため、生産性と物価の動向をはじめ、日本経済の状況、勤労者の生活実態、金属産業の動向、企業

収益などを十分に精査していきます。 

2015年闘争で重要課題として取り組んだ賃金の底上げは、前進を図ることができました。しかしなが

ら、回答を引き出した組合の３分の１が賃上げを獲得しておらず、2016年闘争では、賃上げを獲得する

組合の一層の拡大をめざし、ＪＣ共闘強化に向けた検討を進めます。 

日本の金属産業の強みは、サプライチェーン、バリューチェーン全体の総合力です。労働力不足が見

込まれる中、ものづくり産業基盤強化の観点から、金属産業全体として日本の基幹産業にふさわしい賃

金水準を実現するように取り組まなければなりません。このため、政策・制度面では、優越的地位の濫

用の防止や下請法の強化など適正取引の確立に向け強力に取り組むとともに、金属産業における付加価

値配分のあり方について議論を深めていきます。 

さらに、デフレ脱却と経済成長を確実なものとするためには、未組織労働者・非正規労働者を含めた
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働く者全体の賃金・労働条件の底上げが不可欠です。2015年闘争では、産別レベル、単組レベルでさま

ざまな取り組みを行い、非正規労働者の賃金・労働条件改善の取り組みを一歩前進させることができま

した。非正規労働者の賃金・労働条件改善に向けて、組織化の取り組みや、企業内最低賃金協定を特定

（産業別）最低賃金の引き上げに波及させる取り組みを進めるとともに、さらに実効性ある取り組みの

あり方について検討を深めていきます。 
 

以上 
 

－12－



 

 

 

 

 

 

2 0 1 5 年 闘 争 結 果 

 





Ⅰ
．
各
産
別
の
要
求
内
容
 

  

1
 

 

金
属
労
協
各
産
別
の
要
求
内
容
（
原
案
）
 

20
15

年
１
月

27
日
 
金
属
労
協
政
策
企
画
局
 
 
 

 
金
属
労
協
 

自
動
車
総
連
 

電
機
連
合
 

機
関
決
定
 

第
57

回
協
議
委
員
会
(2
01
4.
12
.1
2)
 

第
82

回
中
央
委
員
会
（
20
15
.1
.1
5）

 
第

10
1
回
中
央
委
員
会
（
20
15
.1
.2
9-
30
）
 

要
求
提
出
 

集
計
登
録
組
合
を
中
心
に

2
月

25
日
ま
で
 

２
月
末
ま
で
。
拡
大
戦
術
会
議
登
録
組
合
は

2
月

18
日
。
車
体
･

部
品
部
門
は

2
月

25
日
ま
で
。
 

２
月

19
日
ま
で
 

賃
金
 

＜
賃
金
の
引
き
上
げ
＞
 

◯
賃
金
制
度
に
基
づ
き
賃
金
構
造
維
持
分
を
確
保
し
た
上
で
、

6,
00
0円

以
上
の
賃
上
げ
に
取
り
組
む
。
 

○
中
期
的
に
下
記
の
「
あ
る
べ
き
水
準
」
に
到
達
す
る
こ
と
を
め
ざ

す
。
 

【
基
幹
労
働
者
（
技
能
職
35
歳
相
当
）
の
「
あ
る
べ
き
水
準
」】

 

＊
目
標
基
準
：
基
本
賃
金
 
33
8,
00
0円

以
上
 

＊
到
達
基
準
：
基
本
賃
金
 
31
0,
00
0円

以
上
 

＊
最
低
基
準
：
到
達
基
準
の
80
％
程
度
（
24
.8
万
円
程
度
）
 

＜
賃
金
実
態
の
把
握
と
賃
金
制
度
の
確
立
＞
 

○
す
べ
て
の
組
合
は
、
賃
金
実
態
の
点
検
、
課
題
の
把
握
と
改
善
に

努
め
る
。
 

○
賃
金
水
準
が
低
下
し
て
い
る
組
合
は
、
そ
の
是
正
に
取
り
組
む
。 

○
賃
金
制
度
が
未
整
備
の
組
合
は
、
賃
金
制
度
や
賃
金
引
き
上
げ

の
仕
組
み
の
確
立
に
向
け
て
取
り
組
む
。
 

○
平
均
賃
金
要
求
 

 
す
べ
て
の
単
組
は
、
目
指
す
べ
き
経
済
の
実
現
、
物
価
動
向
、
生

産
性
向
上
の
成
果
配
分
、
産
業
実
態
、
賃
金
実
態
を
踏
ま
え
た
格

差
・
体
系
の
是
正
な
ど
様
々
な
観
点
を
総
合
勘
案
し
、
6,
00
0
円
以

上
の
賃
金
改
善
分
を
設
定
す
る
。
 

な
お
、
直
接
雇
用
の
非
正
規
労
働
者
の
賃
金
に
つ
い
て
も
、
原
則

と
し
て
、
賃
金
改
善
分
を
設
定
す
る
。
 

○
個
別
ポ
イ
ン
ト
絶
対
水
準
要
求
 

 
技
能
職
中
堅
労
働
者
(中

堅
技
能
職
)の

現
行
水
準
を
維
持
し
、

水
準
向
上
や
格
差
・
体
系
是
正
に
向
け
、
各
組
合
の
判
断
に
よ
り
賃

金
改
善
分
を
設
定
す
る
。
 

＜
技
能
職
中
堅
労
働
者
(中

堅
技
能
職
※
)銘

柄
の
目
指
す
べ
き
水

準
＞
 

賃
金
セ
ン
サ
ス
プ
レ
ミ
ア

37
0,
00
0
円
、
自
動
車
産
業
プ
レ
ミ

ア
 
29
2,
00
0
円
、
自
動
車
産
業
目
標

27
2,
00
0
円
、
自
動
車
産

業
ス

タ
ン

ダ
ー

ド
24
8,
00
0
円

、
自

動
車

産
業

ミ
ニ

マ
ム

24
0,
00
0
円
 

 
 
※
35

歳
・
高
卒
・
勤
続

17
年
・
技
能
職
に
準
じ
た
職
種
 

【
統
一
要
求
基
準
】
 

○
開
発
・
設
計
職
基
幹
労
働
者
賃
金
（
基
本
賃
金
）
 

〔
ｽｷ
ﾙ･
能
力
基
準
：
ﾚﾍ
ﾞﾙ

4、
年
齢
要
素
：
30

歳
相
当
〕
 

・
水
準
改
善
額
（
引
上
額
）：

6,
00
0円

以
上
 

【
統
一
目
標
基
準
】
 

○
製
品
組
立
職
基
幹
労
働
者
賃
金
（
基
本
賃
金
）
 

〔
ｽｷ
ﾙ･
能
力
基
準
：
ﾚﾍ
ﾞﾙ
4、

年
齢
要
素
：
35
歳
相
当
〕
 

・
水
準
改
善
額
（
引
上
額
）：

開
発
・
設
計
職
基
幹
労
働
者
賃
金
の

水
準
改
善
額
に
見
合
っ
た
額
 

○
高
卒
初
任
給
：
16
1,
50
0円

以
上
（
3,
00
0円

引
き
上
げ
）
 

○
大
卒
初
任
給
：
21
1,
00
0円

以
上
（
4,
00
0円

引
き
上
げ
）
 

○
産
業
内
格
差
改
善
 

○
男
女
の
機
会
均
等
と
均
等
処
遇
の
確
立
 

〇
エ
イ
ジ
フ
リ
ー
社
会
を
展
望
し
た
雇
用
延
長
 

ミ
ニ

マ
ム

運
動
 

○
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
の
締
結
拡
大
と
水
準
の
引
き
上
げ
 

・
す
べ
て
の
組
合
が
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
を
締
結
す
る
。
 

・
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
の
水
準
は
、
高
卒
初
任
給
準
拠
と
し
、
着

実
に
引
き
上
げ
る
。
 

・
月
額
15
6,
00
0円

以
上
の
水
準
、
も
し
く
は
月
額
3,
00
0円

以
上
の

引
き
上
げ
に
取
り
組
む
。
 

・
時
間
額
で
協
定
す
る
場
合
は
、
上
記
月
額
を
所
定
労
働
時
間
で
除

し
た
水
準
と
し
、
時
間
額
98
7円

以
上
の
水
準
、
も
し
く
は
時
間

額
19
円
以
上
の
引
き
上
げ
に
取
り
組
む
。
 

・
社
会
全
体
へ
の
波
及
効
果
を
高
め
る
た
め
、
非
正
規
労
働
者
（
直

接
雇
用
）
を
含
め
た
協
定
の
締
結
を
め
ざ
す
。
 

○
特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
の
機
能
強
化
 

○
「
Ｊ
Ｃ
ミ
ニ
マ
ム
(3
5
歳
)」

は
、
月
額

21
万
円
と
す
る
。
 

○
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
の
締
結
 

・
全
て
の
未
締
結
単
組
は
新
規
締
結
に
取
り
組
む
。
 

・
要
求
基
準
に
未
達
の
場
合
は
、
締
結
額
の
引
上
げ
を
図
る
。
 

・
非
正
規
労
働
者
へ
の
締
結
対
象
の
拡
大
を
目
指
す
。
 

・
18

歳
の
最
低
賃
金
要
求
は
、
15
6,
00
0
円
以
上
と
す
る
。
 

・
基
準
達
成
の
組
合
は
高
卒
初
任
給
に
準
拠
し
た
水
準
で
の
協
定

化
を
目
指
す
。
 

○
特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
の
金
額
改
正
に
向
け
た
取
り
組
み
 

○
年
齢
別
最
低
保
障
賃
金
の
締
結
 

20
歳

15
9,
00
0
円
 
25

歳
17
8,
50
0
円
 
30

歳
21
2,
00
0
円
  

35
歳

23
5,
00
0
円
 
40

歳
25
3,
50
0
円
 
45

歳
26
2,
50
0
円
 

【
統
一
要
求
基
準
】
 

産
業
別
最
低
賃
金
（
18

歳
見
合
い
）
 

・
16
0,
50
0
円
（
4,
00
0
円
引
き
上
げ
）
 

【
統
一
目
標
基
準
】
 

25
歳
最
低
賃
金
（
基
本
賃
金
）：

17
9,
50
0
円
以
上
 

40
歳
最
低
賃
金
（
基
本
賃
金
）：

22
6,
50
0
円
以
上
 

技
能
職
群
(3
5
歳
相
当
)ミ

ニ
マ
ム
基
準
：
21
0,
00
0
円
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2
 

 

 
金
属
労
協
 

自
動
車
総
連
 

電
機
連
合
 

一
時
金
 

○
要
求
の
基
本
は
、
基
準
内
賃
金
の
年
間
５
カ
月
分
以
上
と
す
る
。 

○
最
低
獲
得
水
準
と
し
て
、
年
間
４
カ
月
分
以
上
を
確
保
す
る
。
 

○
年
間
５
カ
月
を
基
準
と
し
、
最
低
で
も
昨
年
獲
得
実
績
以
上
と

す
る
。
 

○
安
定
的
確
保
要
素
と
成
果
配
分
要
素
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
平

均
で
年
間
５
ヵ
月
分
を
中
心
と
す
る
。
 

○
産
別
ミ
ニ
マ
ム
基
準
と
し
て
、
年
間
４
ヵ
月
分
を
確
保
す
る
。
 

非
正

規
労

働
者
 

○
未
組
織
も
含
め
た
非
正
規
労
働
者
の
賃
上
げ
に
関
す
る
交
渉
・

協
議
で
は
、
賃
金
の
底
上
げ
の
重
要
性
を
踏
ま
え
て
取
り
組
む
。 

○
非
正
規
労
働
者
の
雇
用
に
関
し
て
、
労
使
で
確
認
や
協
議
を
行

う
と
と
も
に
、
法
令
遵
守
の
徹
底
を
図
る
。
 

○
賃
金
・
労
働
条
件
や
福
利
厚
生
な
ど
の
改
善
、
能
力
向
上
機
会
の

提
供
・
協
力
に
つ
い
て
も
、
均
等
・
均
衡
待
遇
の
観
点
か
ら
実
態

に
応
じ
て
取
り
組
む
。
 

○
非
正
規
労
働
者
の
組
織
化
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
る
。
 

○
未
組
織
労
働
者
を
含
め
た
非
正
規
労
働
者
の
賃
金
・
労
働
条
件

改
善
に
関
す
る
交
渉
・
協
議
の
実
施
に
向
け
て
取
り
組
む
。
 

○
賃
金
、
一
時
金
の
取
り
組
み
 

＜
直
接
雇
用
の
非
正
規
労
働
者
＞
 

・
直
接
雇
用
の
非
正
規
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
賃
金

改
善
分
を
設
定
す
る
。
ま
た
、
一
時
金
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
正
規
従
業
員
に
準
じ
た
取
り
組
み
を
行
う
。
 

 
＜
間
接
雇
用
の
非
正
規
労
働
者
＞
 

・
自
動
車
総
連
・
各
労
連
は
、
各
種
産
業
団
体
等
に
対
し
て
、
間
接

雇
用
の
非
正
規
労
働
者
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
要
請
す
る
な
ど
、

労
働
組
合
と
し
て
の
社
会
的
役
割
を
果
た
し
て
い
く
。
各
単
組

は
、
労
働
者
派
遣
法
改
正
の
動
向
な
ど
も
踏
ま
え
、
よ
り
一
層
の

関
与
・
対
応
力
を
高
め
る
取
り
組
み
を
進
め
る
。
 

○
そ
の
他
の
労
働
諸
条
件
改
善
に
つ
い
て
 

・
直
接
、
間
接
非
正
規
労
働
者
に
限
ら
ず
、
人
材
確
保
と
い
う
観
点

か
ら
も
正
社
員
登
用
制
度
の
よ
り
積
極
的
な
促
進
を
労
使
協
議

の
場
で
求
め
て
い
く
。
 

・
直
接
、
間
接
非
正
規
労
働
者
に
限
ら
ず
、
能
力
向
上
や
ス
キ
ル
ア

ッ
プ
な
ど
生
産
性
向
上
に
つ
な
が
る
施
策
を
労
使
協
議
で
求
め

て
い
く
。
 

○
直
接
雇
用
の
非
正
規
労
働
者
は
、
産
業
別
最
低
賃
金
（
18

歳
見

合
い
）
を
保
障
す
る
措
置
を
と
る
。
超
え
て
い
る
場
合
は
、
均
等
・

均
衡
処
遇
の
実
現
の
観
点
に
立
っ
て
、
更
に
改
善
を
図
る
。
 

○
派
遣
・
請
負
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
か
か
わ
る
労
使
協
議
の
徹

底
 

○
有
期
契
約
労
働
者
に
関
わ
る
労
使
協
議
の
実
施
 

〇
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
関
す
る
労
使
協
議
の
実
施
 

〇
派
遣
・
請
負
の
契
約
価
格
に
関
わ
る
公
正
な
企
業
間
取
引
の
要

請
 

ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
 

○
年
間
総
実
労
働
時
間
1,
80
0時

間
台
の
実
現
に
向
け
取
り
組
む
。
 

○
労
働
時
間
管
理
の
徹
底
を
図
る
。
 

○
時
間
外
労
働
60
時
間
超
の
割
増
率
50
％
以
上
に
つ
い
て
は
、
猶

予
措
置
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
中
小
企
業
も
含
め
、
所
定
労
働

時
間
を
上
回
る
す
べ
て
の
労
働
時
間
を
時
間
外
労
働
算
定
対
象

時
間
と
す
る
。
 

○
年
次
有
給
休
暇
の
完
全
取
得
に
向
け
て
、
具
体
的
な
取
り
組
み

を
行
う
。
 

○
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
制
度
の
充
実
に
取
り
組
む
。
制
度
を

利
用
し
や
す
い
環
境
を
整
備
し
、
活
用
の
促
進
を
図
る
た
め
、
労

使
協
議
の
充
実
等
に
取
り
組
む
。
 

○
総
実
労
働
時
間
の
短
縮
 

・
所
定
労
働
時
間
18
00
時
間
の
達
成
、
祝
日
法
の
改
正
対
応
 

・
年
次
有
給
休
暇
制
度
お
よ
び
多
目
的
特
別
休
暇
制
度
の
改
善
 

・
時
間
管
理
の
適
正
化
 

・
働
き
方
改
革
に
つ
な
が
る
労
使
協
議
の
推
進
 

○
勤
務
間
に
お
け
る
休
息
時
間
の
確
保
 

・
休
息
時
間
は
24
時
間
に
つ
き
11
時
間
を
め
ざ
す
 

・
勤
務
間
の
休
息
時
間
を
確
保
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
、
労
使
合
意

を
行
う
。
次
に
確
保
に
向
け
た
具
体
的
な
取
り
組
み
に
つ
い
て

確
認
を
行
う
。
 

〇
次
世
代
育
成
行
動
計
画
の
策
定
に
対
す
る
労
使
協
議
の
場
の
設

置
と
意
見
反
映
 

○
所
定
労
働
時
間
1,
95
2時

間
未
達
組
合
は
、
引
き
続
き
そ
の
達
成

に
向
け
て
全
力
で
取
り
組
む
。
 

○
年
次
有
給
休
暇
の
完
全
取
得
に
向
け
た
取
り
組
み
を
推
進
す

る
。
 

○
所
定
外
労
働
時
間
の
削
減
に
向
け
て
、
全
単
組
が
年
間
54
0時

間

以
下
と
な
る
よ
う
36
協
定
の
年
間
特
別
延
長
時
間
の
引
き
下
げ

に
計
画
的
に
取
り
組
む
。
 

○
改
正
労
働
基
準
法
に
お
い
て
、
中
小
企
業
に
対
し
て
適
用
猶
予

と
さ
れ
て
い
る
月
間
60
時
間
超
の
割
増
率
引
き
上
げ
等
に
つ
い

て
も
取
り
組
み
を
進
め
る
。
 

○
労
働
時
間
に
関
す
る
労
使
協
議
の
場
の
設
置
な
ど
、
取
り
組
み

の
基
盤
整
備
を
推
進
す
る
。
 

そ
の
他
 

○
60

歳
以
降
の
賃
金
・
労
働
条
件
 

○
安
全
衛
生
体
制
の
充
実
と
労
災
付
加
補
償
の
増
額
 

○
退
職
金
・
企
業
年
金
 

○
職
場
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
の
た
め
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク

シ
ョ
ン
 

○
政
策
・
制
度
課
題
へ
の
取
り
組
み
 

○
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
た
め
の
労
使
委
員
会

を
設
置
し
、
実
態
把
握
と
問
題
点
の
整
理
、
改
善
の
た
め
の
取
り

組
み
の
検
討
、
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
の
推
進
 

〇
男
女
が
と
も
に
働
き
や
す
い
職
場
を
つ
く
る
た
め
の
取
り
組
み
 

〇
20
14

年
改
正
労
働
安
全
衛
生
法
を
踏
ま
え
、
安
全
で
快
適
な
職

場
を
つ
く
る
た
め
の
取
り
組
み（

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
チ
ェ
ッ
ク
の

導
入
に
向
け
た
対
策
に
関
す
る
推
進
計
画
の
策
定
、受

動
喫
煙
防

止
対
策
、
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
化
学
物
質
）
 

○
60

歳
以
降
の
希
望
者
全
員
を
対
象
と
し
た
雇
用
延
長
制
度
の
実

現
、
労
働
条
件
の
向
上
 

○
組
織
化
の
推
進
に
関
す
る
取
り
組
み
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Ｊ
Ａ
Ｍ
 

基
幹
労
連
 

全
電
線
 

機
関
決
定
 

第
24

回
中
央
委
員
会
（
20
15
.1
.2
0）

 
第

12
回
中
央
委
員
会
(2
01
5.
2.
18
) 

第
19
1
回
中
央
委
員
会
（
20
15
.1
.3
0）

 

要
求
提
出
 

統
一
要
求
日
：
２
月

24
日
 
 

２
月

20
日
（
集
中
要
求
提
出
日
）
 

統
一
要
求
提
出
日
 
2
月

24
日
 

賃
金
 

(1
)賃

金
水
準
の
引
き
上
げ
額
 

賃
金
構
造
維
持
分
に
加
え
る
賃
金
水
準
の
引
き
上
げ
額
に
つ
い

て
、
次
の
通
り
と
す
る
。
 

①
過
年
度
物
価
上
昇
分
と
生
活
改
善
分
を
勘
案
し
て
、
9,
00
0
円
 

②
是
正
が
必
要
な
場
合
に
は
上
記
に
加
え
て
、
1,
50
0
円
以
上
 

(2
)個

別
賃
金
要
求
基
準
 

①
標
準
労
働
者
：
現
行
水
準
に

9,
00
0
円
を
上
乗
せ
す
る
 

高
卒
直
入
者
・
所
定
内
賃
金
 

30
歳

26
9,
00
0
円
  
35

歳
31
4,
00
0
円
 

②
Ｊ
Ａ
Ｍ
一
人
前
ミ
ニ
マ
ム
基
準
 

18
歳

15
6,
00
0
円
  
20

歳
17
0,
00
0
円
  
25

歳
20
5,
00
0
円
 

30
歳

24
0,
00
0
円
  
35

歳
27
0,
00
0
円
  
40

歳
29
5,
00
0
円
 

45
歳

31
5,
00
0
円
  
50

歳
33
5,
00
0
円
 

(3
)平

均
賃
上
げ
要
求
基
準
 
 
 
 
 
 1
3,
50
0
円
 

 
 是

正
が
必
要
な
場
合
の
要
求
基
準
 
 1
5,
00
0
円
以
上
 

１
）
定
期
昇
給
 

①
制
度
的
な
定
昇
の
実
施
お
よ
び
そ
の
確
認
、
ま
た
は
定
昇
相
当

分
を
確
保
す
る
。
 

②
定
期
昇
給
制
度
未
確
立
ま
た
は
未
整
備
な
組
合
に
つ
い
て
は
、

制
度
化
・
整
備
に
取
り
組
む
。
 

２
）
月
例
賃
金
 

○
格
差
改
善
の
観
点
を
基
本
に
、
条
件
の
整
う
組
合
は
そ
の
実
現

に
向
け
取
り
組
む
。
 

○
単
年
度
取
り
組
み
の
組
合
は
、
Ａ
Ｐ
１
４
春
季
取
り
組
み
要
求

基
準
も
ふ
ま
え
て
取
り
組
む
。
 

○
要
求
設
定
に
あ
た
り
、「

当
面
の
目
標
」
を
ふ
ま
え
、
各
業
種
別

部
会
や
個
別
組
合
の
実
情
に
応
じ
て
改
善
額
を
設
定
。
 

○
「
定
期
昇
給
を
は
じ
め
と
す
る
賃
金
構
造
維
持
分
の
確
保
」
を
図

っ
た
う
え
で
、
賃
金
引
き
上
げ
に
取
り
組
む
。
 

・
35

歳
標
準
労
働
者
賃
金
で

6,
00
0
円
以
上
を
個
別
賃
金
方
式
で

要
求
す
る
。
個
別
賃
金
方
式
が
困
難
で
あ
る
単
組
に
つ
い
て
は
、

平
均
賃
金
方
式
で

6,
00
0
円
以
上
を
要
求
す
る
。
 

・
基
幹
労
働
者
(技

能
職

35
歳
相
当
)の

「
あ
る
べ
き
水
準
」
 

 
目
標
基
準
：
め
ざ
す
べ
き
水
準
；
 
33
8,
00
0
円
以
上
 

 
到
達
基
準
：
到
達
す
べ
き
水
準
；
 
31
0,
00
0
円
以
上
 

・
賃
金
構
造
維
持
分
が
制
度
上
で
確
保
さ
れ
て
い
な
い
単
組
は
、
賃

金
カ
ー
ブ
維
持
分
と
し
て

4,
50
0
円
を
要
求
す
る
。
ま
た
、
産

業
・
規
模
間
格
差
是
正
に
向
け
て
は
、
連
合
「
中
小
共
闘
」
に
お

け
る
取
り
組
み
を
踏
ま
え
、
賃
金
水
準
の
低
下
や
賃
金
格
差
、
賃

金
の
ひ
ず
み
の
是
正
を
図
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
賃
金
カ
ー
ブ
維

持
分
の

4,
50
0
円
を
含
め
、
10
,5
00

円
以
上
を
目
安
に
賃
金
引

き
上
げ
を
要
求
す
る
。
 

ミ
ニ

マ
ム

運
動
 

企
業
内
最
低
賃
金
協
定
 

①
18

歳
正
規
労
働
者
月
例
賃
金
を
、
所
定
内
労
働
時
間
で
割
戻
し

た
時
間
額
 

②
年
齢
別
協
定
額
：
35

歳
ま
で
一
人
前
労
働
者
水
準
の

80
％
基
準
 

１
）
最
低
賃
金
 

①
企
業
内
最
低
賃
金
の
締
結
と
引
き
上
げ
 

○
未
協
定
組
合
は
協
定
化
 

○
18

歳
最
低
賃
金
の
水
準
は
高
卒
初
任
給
に
準
じ
た
水
準
を
め

ざ
し
、
Ｊ
Ｃ
Ｍ
方
針
の

15
6,
00
0
円
以
上
の
金
額
で
、
各
組
合

で
設
定
し
具
体
的
な
対
応
を
は
か
る
。
 

○
地
賃
、
特
定
最
賃
引
き
上
げ
状
況
に
鑑
み
、
企
業
内
最
賃
協
定

引
き
上
げ
に
積
極
的
に
取
り
組
む
。
 

○
締
結
に
あ
た
り
時
間
額
を
協
定
に
盛
り
込
む
。
 

②
「
Ｊ
Ｃ
ミ
ニ
マ
ム
（
35

歳
）」

の
確
立
 

○
初
任
給
 

・
18

歳
 高

卒
正
規
入
社
 初

任
給
に
取
り
組
む
。
 

○
企
業
内
最
低
賃
金
 

・
18

歳
の
位
置
づ
け
で
協
定
化
を
図
る
。
 

・
到
達
闘
争
と
し
て

15
6,
00
0
円
以
上
に
引
き
上
げ
る
。
も
し
く

は
、
実
態
に
応
じ
て
底
上
げ
を
図
る
観
点
か
ら

3,
00
0
円
以
上

の
引
き
上
げ
に
取
り
組
む
。
 

・「
JC

ミ
ニ
マ
ム
(3
5
歳
)2
10
,0
00

円
」
の
取
り
組
み
を
推
進
す

る
。
 

一
時
金
 

(1
)年

間
５
カ
月
基
準
ま
た
は
半
期

2.
5
カ
月
基
準
 

(2
)最

低
到
達
基
準
と
し
て
年
間
４
カ
月
ま
た
は
半
期
２
カ
月
 

○
「
金
額
」
要
求
方
式
 

生
活
を
考
慮
し
た
要
素
：
12
0
万
円
な
い
し

13
0
万
円
 

成
果
を
反
映
し
た
要
素
：
40

万
円
を
基
本
に
設
定
 

○
「
金
額
＋
月
数
」
要
求
方
式
：
40

万
円
＋
4
カ
月
を
基
本
 

○
「
月
数
」
要
求
方
式
：
５
カ
月
を
基
本
 

○
業
連
方
式
：
中
期
ビ
ジ
ョ
ン
の
考
え
方
を
ふ
ま
え
る
。
 

○
要
求
基
準
は
、「

生
活
保
障
部
分
（
固
定
部
分
）」

と
「
成
果
反
映

部
分
（
変
動
部
分
）」

を
併
せ
て

5
ヵ
月
中
心
と
す
る
。
 

○
産
別
ミ
ニ
マ
ム
基
準
は
「
平
均
原
資
年
間

4
ヵ
月
」
と
す
る
。
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Ｊ
Ａ
Ｍ
 

基
幹
労
連
 

全
電
線
 

非
正

規
労

働
者
 

有
期
労
働
契
約
や
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ａ
Ｍ
の
「
取
組
み

指
針
」
等
に
基
づ
い
て
取
り
組
む
。
 

○
直
接
雇
用
の
非
正
規
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
組
織
化
に
向
け
た

取
り
組
み
推
進
と
と
も
に
、
労
働
条
件
の
均
等
・
均
衡
処
遇
の
観

点
か
ら
取
り
組
み
を
す
す
め
る
。
 

 
「
労
使
話
合
い
の
場
」「

別
途
申
し
入
れ
」
含
め
対
応
可
能
な
方

策
で
取
り
組
む
。
 

○
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
徹
底
と
受
け

入
れ
に
関
す
る
労
使
協
議
の
充
実
・
定
着
化
に
注
力
す
る
。
 

○
「
改
正
 労

働
者
派
遣
法
」「

改
正
 労

働
契
約
法
」
を
踏
ま
え
る

と
と
も
に
、
同
じ
職
場
の
働
く
仲
間
と
し
て
、
雇
用
の
安
定
と
職
場

の
安
全
確
保
、
公
正
な
労
働
条
件
の
確
保
、
お
よ
び
受
け
入
れ
時
の

対
応
な
ど
、
労
使
協
議
の
充
実
を
図
る
。
 

ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
 

(1
)時

間
外
割
増
率
の
引
き
上
げ
 

(2
)年

間
20
00

時
間
を
超
え
る
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
 

(3
)年

次
有
給
休
暇
取
得
促
進
運
動
の
継
続
・
開
始
 

(4
)
長
時
間
労
働
に
掛
か
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
確
保
と
イ
ン
タ

ー
バ
ル
規
制
の
導
入
 

 

○
年
間
総
実
労
働
時
間
の
縮
減
に
向
け
て
、「

時
間
外
・
休
日
労
働

の
縮
減
」「

有
給
休
暇
取
得
率
の
向
上
（
失
効
年
休
ゼ
ロ
）」

を
「
労

使
話
合
い
の
場
で
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
、継

続
的
か
つ
具
体
的
改

善
を
は
か
る
。
 

○
過
労
死
等
防
止
の
観
点
か
ら
、
３
６
協
定
遵
守
状
況
点
検
。
 

○
Ｗ
Ｌ
Ｂ
、
男
女
共
同
参
画
の
観
点
か
ら
、
育
児
・
介
護
制
度
の
構

築
・
運
用
等
、
状
況
に
応
じ
要
求
を
策
定
す
る
。
 

○
労
働
時
間
短
縮
 

・
年
間
総
実
労
働
時
間
到
達
目
標

1,
80
0
時
間
の
達
成
に
向
け
て
、

積
極
的
に
取
り
組
む
。
 

・
労
働
時
間
の
管
理
・
徹
底
 

・
長
時
間
労
働
是
正
・
時
間
外
労
働
の
削
減
 

○
次
世
代
育
成
支
援
 

・「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
」
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
行
動
計
画
に
お
け
る
実
施
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
を
行
う
。
 

○
育
児
・
介
護
へ
の
対
応
 

・「
育
児
・
介
護
休
業
法
」
の
改
正
主
旨
を
踏
ま
え
、
協
定
締
結
を

行
な
う
際
に
は
、
す
べ
て
の
労
働
者
が
制
度
の
対
象
と
な
る
よ

う
活
用
促
進
に
向
け
た
実
効
性
あ
る
取
り
組
み
を
行
う
。
 

そ
の
他
 

○
65

歳
ま
で
の
希
望
者
全
員
の
雇
用
・
所
得
確
保
 

○
男
女
間
賃
金
格
差
問
題
の
是
正
 

 

○
格
差
改
善
 

・
格
差
を
速
や
か
に
改
善
す
べ
き
項
目
 

 
 
①
年
休
初
年
度

20
日
以
上
 
②
時
間
外
・
休
日
割
増
率
改
善
 

③
労
災
・
通
災
付
加
補
償
の
総
合
水
準
到
達
 

・
退
職
金
：「

当
面
の
目
標
」
ふ
ま
え
た
引
き
上
げ
 

・
労
働
時
間
・
休
日
・
休
暇
：
所
定
労
働
時
間
の
総
合
水
準
を
 

め
ざ
す
 

・
諸
割
増
率
：
法
を
上
回
る
水
準
設
定
 

・
労
災
付
加
補
償
：
労
災
死
亡

3,
40
0
万
円
、
通
災

1,
70
0
万
円

到
達
 

○
Ａ
Ｐ
１
４
春
季
取
り
組
み
か
ら
の
継
続
課
題
対
応
 

○
６
０
歳
以
降
者
に
関
す
る
取
り
組
み
 

○
法
改
正
へ
の
対
応
 

○
産
業
政
策
と
政
策
・
制
度
の
取
り
組
み
 

○
退
職
金
 

○
60

歳
以
降
の
雇
用
確
保
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Ⅱ．要求・回答状況総括表 

 

2015年７月24日 金属労協/ＪＣＭ

Ⅰ．集計登録組合

１．賃金 (単位：組合数・円)

2014年 52 52 52 3,918 52 52 49 1,737

2015年 53 37 37 6,943 37 37 36 2,801

(注)　1.要求組合・回答組合には、賃金制度上、定期昇給を確保しているため、賃金を要求しない組合を含む。

　　　2.賃上げ要求・回答組合は、賃金構造維持分・定期昇給分のみを要求・回答する組合を除く。　　

２．一時金 (単位：組合数、年間月数)

2014年 52 34 16 46 39 2 2 5.16 2

2015年 53 32 19 51 38 6 5 5.35 1
(注)　1.業績連動方式で決定する組合は、確定した時点で「確定組合」に含める。

      2.前年との比較ができない組合があるため、「確定組合」と「前年との比較」欄の合計は異なる。

３．企業内最低賃金協定 (単位：組合数・円)

2014年 52 51 157,003 157,985 28 38 1,694

2015年 53 52 158,084 159,801 25 40 2,014
(注)　1.平均額、平均引き上げ額は、月額で協定している組合の平均。

　　　2.別途協議等で水準引き上げに取り組む組合は、水準引き上げ要求組合に含めないが、回答組合に含む。

      

　    3.賃上げ要求額・獲得額は、ベア・賃金改善分を獲得した組合の単純平均額（算出可能な組合のみ）。
　　　　賃金構造維持分・定期昇給分を除く。

登録組合

　　　4.2015年の要求・回答組合は、基幹労連で前年度に２年を１つの単位として賃金を要求・妥結済みの
　　　　組合を含まない。

2015年闘争要求・回答状況総括表

登録組合

要求組合 回答組合

うち
賃上げ

要求組合

賃上げ
要求額
(円)

うち
賃金構造
維持分
確保

うち
賃上げ

獲得組合

賃上げ
獲得額
(円)

取り組み方式 回答

要求・
回答方式

業績連動
方式

支給額
・月数

確定組合

前年との比較
平均月数
(カ月)

４カ月
未満上回る 同水準 下回る

平均
引き上げ額

(円）
改定前
(円)

改定後
(円)

登録組合
協定締結
組合数

平均額 水準引き上
げ要求組合

数

水準引き上
げ回答組合

数
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Ⅱ．中堅・中小登録組合

１．賃金 (単位：組合数)

登録組合

2014年 161 161 152 3,430 161 156 129 1,268

2015年 169 148 144 5,992 148 148 132 1,862
(注)　1.要求組合・回答組合には、賃金制度上、定期昇給を確保しているため、賃金を要求しない組合を含む。

　　　2.賃上げ要求・回答組合は、賃金構造維持分・定期昇給分のみを要求・回答する組合を除く。　　

２．一時金 (単位：組合数)

登録組合

2014年 161 133 26 152 102 20 15 4.75 16

2015年 169 141 27 158 80 24 41 4.89 12
(注)　1.業績連動方式で決定する組合は、確定した時点で「確定組合」に含める。

      2.前年との比較ができない組合があるため、「確定組合」と「前年との比較」欄の合計は異なる。

　    3.賃上げ要求額・獲得額は、ベア・賃金改善分を獲得した組合の単純平均額（算出可能な組合のみ）。
　　　　賃金構造維持分・定期昇給分を除く。

　　　4.2015年の要求・回答組合は、基幹労連については、単年度の賃上げ要求・回答組合と
　　　　定期昇給要求・回答組合の合計。

取り組み方式 回答

４カ月
未満上回る 同水準 下回る

要求組合 回答組合

うち
賃上げ

要求組合

賃上げ
要求額
(円)

うち
賃金構造
維持分
確保

うち
賃上げ

獲得組合

賃上げ
獲得額
(円)

要求・
回答方式

業績連動
方式

支給額
・月数

確定組合

前年比
平均月数
(カ月)
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Ⅲ．全体集計

１．賃金 (単位：組合数・円)

要求組合 回答組合

2014年 3,272 規模計 2,895 2,329 3,379 2,800 2,332 1,562 1,320

2015年 3,283 規模計 2,732 2,223 5,705 2,637 2,137 1,607 1,751

207 201 6,054 206 200 185 2,265

487 457 5,994 482 461 378 1,777

2,031 1,565 5,578 1,942 1,474 1,044 1,631
(注)　1.要求組合・回答組合には、賃金制度上、定期昇給を確保しているため、賃金を要求しない組合を含む。

　　　2.賃上げ要求・回答組合は、賃金構造維持分・定期昇給分のみを要求・回答する組合を除く。　　

２．一時金 (単位：組合数・円)

2014年 3,272 2,452 209 2,339 1,479 376 321 4.30 727

2015年 3,283 2,589 224 2,619 1,149 535 747 4.35 842

(注)　1.確定組合は、前年比ができない組合を含む。業績連動方式で決定する組合が確定した場合は含む。

      2.前年比は、前年との比較が可能な組合。

３．企業内最低賃金協定
(単位：組合数・％・円)

2014年 1,644 50.2 155,736

2015年 1,714 52.2 156,957

(注)　1.締結組合数は、協定対象者、協定方式にかかわらず、締結している組合。

　　　2.18歳最低賃金協定は、18歳以上の組合員または正社員のみを対象とした協定を原則とする。

締結
組合数

協定締結
組合比率

18歳
最低賃金
平均額

構成組合

取り組み方式 回答

要求・回
答方式

業績連動
方式

支給額
・月数

確定組合

前年比
平均月数
(カ月)

４カ月
未満上回る 同水準 下回る

うち
賃上げ

要求組合

うち
賃上げ

獲得組合

　　　4.2015年の要求・回答組合は、基幹労連については、単年度の賃上げ要求・回答組合と
　　　　定期昇給要求・回答組合の合計。

　    3.賃上げ要求額・獲得額は、ベア・賃金改善分を獲得した組合の単純平均額（算出可能な組合のみ）。
　　　　賃金構造維持分・定期昇給分を除く。

賃上げ
要求額
(円)

うち
賃金構造
維持分
確保

賃上げ
獲得額
(円)

1,000人以上

300～999人

299人以下

構成組合
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・
設

計
職

3
2
5
,
5
0
0
円

3
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
円

三
菱

電
機

労
連

・
三

菱
電

機
1
5
,
7
2
6

3
3
.
8
2
/
1
9
3
/
1
8
集

開
発

・
設

計
職

3
1
2
,
5
0
0
円

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
1
5
,
5
0
0
円

3
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
円

シ
ャ

ー
プ

グ
ル

ー
プ

労
連

・
シ

ャ
ー

プ
富

士
電

機
グ

ル
ー

プ
連

合
・

富
士

電
機

1
0
,
2
3
3

4
1
.
7
2
/
1
9

3
/
1
8
集

開
発

・
設

計
職

3
2
0
,
7
0
0
円

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
2
3
,
7
0
0
円

3
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
円

村
田

製
作

所
労

連
・

村
田

製
作

所
4
,
7
0
0

3
7
.
7
2
/
1
9

3
/
1
8
集

開
発

・
設

計
職

3
1
2
,
8
0
0
円

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
1
5
,
8
0
0
円

3
,
0
0
0
円

O
K
I
グ

ル
ー

プ
連

合
・

沖
電

気
工

業
2
,
4
2
3

3
9
.
3
2
/
1
9

3
/
1
8
集

開
発

・
設

計
職

3
0
2
,
1
0
0
円

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
0
5
,
1
0
0
円

3
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
円

パ
イ

オ
ニ

ア
労

連
･
パ

イ
オ

ニ
ア

3
,
0
6
4

4
0
.
3
2
/
1
9

3
/
1
8
集

開
発

・
設

計
職

2
9
0
,
9
0
0
円

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
9
3
,
9
0
0
円

3
,
0
0
0
円

安
川

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾕ
ﾆ
ｵ
ﾝ

･
安

川
電

機
2
,
4
5
4

3
9
.
3
2
/
1
9
3
/
1
8
集

開
発

・
設

計
職

3
0
1
,
8
6
0
円

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
0
4
,
8
6
0
円

3
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
円

明
電

舎
2
,
6
9
0

3
7
.
3
2
/
1
9
3
/
1
8
集

開
発

・
設

計
職

3
1
7
,
9
6
0
円

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
2
0
,
9
6
0
円

3
,
0
0
0
円

2
,
0
0
0
円

計
1
6
1
,
5
1
2

電   機   連   合産 別
組

織
名

組
合

員
数

年
齢

要
求

日
回

答
日

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
平

均
賃

金

(
*
1
)
「

開
発

・
設

計
職

」
：

開
発

・
設

計
職

基
幹

労
働

者
（

3
0
歳

相
当

）

(
*
2
)
パ

ナ
ソ

ニ
ッ

ク
グ

ル
ー

プ
労

連
は

、
パ

ナ
ソ

ニ
ッ

ク
㈱

に
対

峙
す

る
９

組
合

の
数

値

集 約 方 向

要
求

回
答

ベ
ー

ス

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

2
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昨
年

実
績

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

オ
ー

ク
マ

1
,
4
7
3

3
2
.
8
2
/
2
4
3
/
1
8
集

3
0
歳

2
5
4
,
8
5
0

2
5
4
,
8
1
1

3
0
歳

：
ベ

ア
1
3
,
7
0
0
円

平
均

：
構

造
維

持
分

5
,
9
3
4
円

＋
ベ

ア
9
,
0
0
0

円

構
造

維
持

分
5
,
8
6
9
円

+
ベ

ア
2
,
2
8
5
 
円

構
造

維
持

分
5
,
9
3
4
円

＋
ベ

ア
是

正
2
,
1
4
7
円

島
津

2
,
6
4
1

3
9
.
7
2
/
2
4
3
/
1
7
集

3
5
歳

3
7
2
,
8
6
0

3
6
0
,
6
8
0

3
5
歳

：
ベ

ア
9
,
3
0
0
円

平
均

：
構

造
維

持
分

5
.
7
1
1
円

+
ベ

ア
約

9
,
0
0
0

円
(
*
1
)

構
造

維
持

分
5
,
6
5
2
円

+
ベ

ア
3
,
0
0
0
 
円

構
造

維
持

分
5
,
6
8
1
円

+
ベ

ア
2
,
0
0
0
円

ア
ズ

ビ
ル

4
,
1
3
5

4
0
.
8
2
/
2
3

3
/
9

集
-

-
3
3
5
,
8
1
0
平

均
：

構
造

維
持

分
5
,
1
7
0
円

+
ベ

ア
改

善
3
,
8
3
0
円

構
造

維
持

分
5
,
1
7
0
円

+
ベ

ア
改

善
3
,
8
3
0
円

構
造

維
持

分
5
,
2
8
5
円

+
賃

金
改

善
1
,
6
5
0
円

シ
チ

ズ
ン

8
2
9

3
8
.
2
2
/
2
3
3
/
1
7
集

-
-

3
1
1
,
3
2
3
平

均
：

ベ
ア

9
,
0
2
7
円

定
期

昇
給

 実
施

+
臨

時
昇

給
 平

均
2
,8

0
4
円

構
造

維
持

分
5
,
8
7
1
円

(
*
3
)

ジ
ー

エ
ス

・
ユ

ア
サ

1
,
8
8
2

3
9
.
9
2
/
2
4
3
/
1
8
集

3
5
歳

3
0
7
,
8
7
0

3
2
2
,
5
0
5
平

均
：

構
造

維
持

分
5
,
8
4
9
円

+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
8
4
9
円

+
ベ

ア
2
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
8
6
2
円

+
ベ

ア
1
,
0
0
0
円

Ｎ
Ｔ

Ｎ
5
,
1
7
9

3
8
.
6
2
/
2
4
3
/
1
7
集

3
0
歳

2
6
5
,
9
0
0

-
3
0
歳

：
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

3
0
歳

2
6
7
,
8
0
0
3
0
歳

ベ
ア

1
,
9
0
0
円

3
0
歳

ベ
ア

1
,
0
0
0
円

日
本

精
工

7
,
0
4
6

4
0
.
1
2
/
2
4
3
/
1
7
集

3
5
歳

2
8
3
,
2
0
0

-
3
5
歳

：
9
,
0
0
0
円

(
*
2
)

3
5
歳

2
8
6
,
7
0
0

3
5
歳

ベ
ア

3
,
8
0
0
円

※
住

宅
手

当
改

定
原

資
含

む
　

※
今

後
、

制
度

改
定

を
実

施

3
5
歳

ベ
ア

2
,
6
0
0
円

ク
ボ

タ
労

連
7
,
4
9
0

3
7
.
5
2
/
2
7
3
/
1
7
集

-
-

3
0
9
,
8
3
1
定

期
月

俸
改

定
額

(
約

6
,
7
0
0
円

)
＋

T
職

賃
金

改
善

を
含

む
9
,
0
0
0
円

定
期

月
俸

改
定

額
（

約
6
,
7
0
0
円

）
＋

賃
金

改
善

2
,
7
0
0
円

定
期

月
俸

改
定

額
(
約

6
,
7
0
0
円

)
+
賃

金
改

善
3
,
0
0
0
円

コ
マ

ツ
ユ

ニ
オ

ン
8
,
7
9
6

3
5
.
8

3
/
4

3
/
1
8
集

-
-

2
9
0
,
3
7
2

構
造

維
持

分
6
,
4
0
0
円

+
賃

金
改

善
9
,
0
0
0
円

（
再

雇
用

・
非

正
規

含
む

）

構
造

維
持

分
6
,
4
0
0
円

+
賃

金
改

善
2
,
5
0
0
円

別
原

資
と

し
て

再
雇

用
社

員
・

非
正

規
の

改
善

構
造

維
持

分
6
,
4
0
0
円

+
ベ

ア
改

善
3
,
6
0
0
円

ヤ
ン

マ
ー

1
,
1
3
6

3
6
.
2
2
/
2
4
3
/
1
8
集

-
-

3
0
5
,
5
1
4
平

均
：

構
造

維
持

分
6
,
9
0
5
円

+
賃

金
改

善
9
,
0
0
0
円

賃
金

構
造

維
持

分
6
,
9
0
7

円
＋

賃
金

改
善

2
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
6
,
9
1
1
円

+
賃

金
改

善
1
,
5
0
0
円

井
関

農
機

1
,
1
6
1

4
0
.
2
2
/
2
4
3
/
1
7
集

3
0
歳

2
5
3
,
1
0
0

3
0
3
,
3
6
3
3
0
歳

：
賃

金
改

善
1
5
,
9
0
0
円

構
造

維
持

分
6
,
1
3
2
円

3
0
歳

ベ
ア

1
,
2
0
0
円

計
4
1
,
7
6
8

産 別
組

織
名

組
合

員
数

年
齢

要
求

日

Ｊ     Ａ     Ｍ

集 約 方 向

回
答

日

要
求

回
答

ベ
ー

ス

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
平

均
賃

金

*
1
：

島
津

の
平

均
賃

金
引

き
上

げ
額

は
非

正
規

改
善

分
を

含
む

。
　

*
2
：

日
本

精
工

の
引

き
上

げ
額

は
制

度
改

定
分

2
,
5
0
0
円

を
含

む
。

*
3
：

特
別

支
給

2
4
,
0
0
0
円

を
一

時
金

に
加

算
 
。

3
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昨
年

実
績

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

新
日

鐵
住

金
2
2
,
8
7
2

-
-

-
-

3
5
歳

生
産

職
標

労
2
8
9
,
8
0
0
円

-

J
F
E
ス

チ
ー

ル
1
4
,
2
1
3

-
-

-
-

3
5
歳

生
産

職
標

労
2
8
9
,
8
0
0
円

-

神
戸

製
鋼

9
,
9
1
5

-
-

-
-

3
5
歳

生
産

職
標

労
2
8
9
,
8
0
0
円

-

日
新

製
鋼

3
,
8
8
2

-
-

-
-

3
5
歳

生
産

職
標

労
2
8
1
,
6
7
3
円

-

三
菱

重
工

2
3
,
4
8
3

-
2
/
2
0
3
/
1
8
集

-
-

-

川
崎

重
工

1
1
,
7
1
2

-
2
/
2
0
3
/
1
8
集

-
-

-

Ｉ
Ｈ

Ｉ
5
,
8
3
9

-
2
/
2
0
3
/
1
8
集

-
-

-

住
友

重
機

械
2
,
0
5
2

-
2
/
2
0
3
/
1
8
集

-
-

-

三
井

造
船

3
,
3
9
5

-
2
/
2
0
3
/
1
8
集

-
-

-

キ
ャ

タ
ピ

ラ
ー

ジ
ャ

パ
ン

1
,
7
4
5

-
2
/
2
0
3
/
1
8
集

-
-

-

日
立

造
船

2
,
2
7
8

-
2
/
2
0
3
/
1
8
集

-
-

-

三
菱

マ
テ

リ
ア

ル
3
,
2
1
5

-
-

-
-

-
-

-

住
友

金
属

鉱
山

1
,
8
7
8

-
2
/
2
0
3
/
1
8
集

-
-

-
2
0
1
4
年

度
3
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
2
,
5
0
0
円

三
井

金
属

2
,
1
6
0

-
2
/
2
0
3
/
1
8
集

-
-

-
年

収
増

9
2
,
0
0
0
円

Ｄ
Ｏ

Ｗ
Ａ

4
9
7

-
-

-
-

-
-

-

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

を
基

本
に

2
年

で
2
,
0
0
0
円

J
X
日

鉱
日

石
金

属
1
,
8
0
1

-
2
/
1
3
3
/
1
8
集

-
-

-
2
0
1
4
年

度
3
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

計
1
1
0
,
9
3
7

昨
年

実
績

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

古
河

電
工

3
,
4
8
9

4
1
.
4
2
/
2
4
3
/
1
8
集

3
5
歳

6
,
0
0
0
円

平
均

1
,
5
0
0
円

平
均

1
,
0
0
0
円

住
友

電
工

7
,
3
9
2

4
0
.
5
2
/
2
4
3
/
1
8
集

3
5
歳

6
,
1
4
0
円

・
2
％

3
5
歳

2
,
5
0
0
円

（
各

人
一

律
）

2
,
0
0
0
円

フ
ジ

ク
ラ

1
,
7
4
6

3
6
.
0
2
/
2
4
3
/
1
8
集

3
5
歳

6
,
0
0
0
円

3
5
歳

1
,
0
0
0
円

現
行

通
り

計
1
2
,
6
2
7

集 約 方 向

産 別
組

織
名

組
合

員
数

年
齢

ベ
ー

ス

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
平

均
賃

金

要
求

回
答

ベ
ー

ス

平
均

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
平

均
引

き
上

げ
額

要
求

日
回

答
日

個
別

賃
金

平
均

賃
金

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

を
基

本
に

2
年

で
2
,
0
0
0
円

全  電  線
賃

金
構

造
維

持
分

は
賃

金
制

度
の

実
施

に
よ

り
確

保
さ

れ
る

こ
と

か
ら

要
求

せ
ず

。

基   幹   労   連

昨
年

妥
結

済
み

産 別
組

織
名

組
合

員
数

年
齢

要
求

日
回

答
日

集 約 方 向

要
求

回
答

昨
年

妥
結

済
み

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

引
き

上
げ

額

4
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②
一

時
金

金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

ト
ヨ

タ
－

年
間

6
.
8
ヵ

月
年

間
2
4
6
万

円
－

年
間

2
4
4
万

円
－

日
産

－
年

間
5
.
7
ヵ

月
年

間
2
,
1
6
7
,
6
0
0
円

(
年

間
5
.
7
ヵ

月
)
*
1

年
間

2
,
1
0
2
,
1
0
0
円

（
年

間
5
.
6
ヵ

月
）

　
*
1

本
田

技
研

－
年

間
5
.
0
+
0
.
9
ヵ

月
(
年

間
2
,
2
2
2
,
0
0
0
円

)
*
1

年
間

5
.
9
ヵ

月
(
年

間
2
,
1
9
2
,
0
0
0
円

)
 
 
*
1

年
間

5
.
9
ヵ

月

マ
ツ

ダ
－

年
間

5
.
5
ヵ

月
年

間
1
,
7
3
9
,
0
0
0
円

年
間

5
.
5
ヵ

月
年

間
1
,
6
5
8
,
0
0
0
円

(
年

間
5
.
3
ヵ

月
）

　
*
1

三
菱

自
工

－
年

間
5
.
5
ヵ

月
年

間
1
,
6
9
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
5
ヵ

月
年

間
1
,
5
1
9
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
ヵ

月

ス
ズ

キ
－

年
間

5
.
8
ヵ

月
－

年
間

5
.
6
ヵ

月
－

年
間

5
.
5
ヵ

月

ダ
イ

ハ
ツ

－
年

間
5
.
0
+
0
.
5
ヵ

月
－

年
間

5
.
5
ヵ

月
－

年
間

5
.
5
ヵ

月

富
士

重
工

－
年

間
5
.
0
+
1
.
0
ヵ

月
－

年
間

6
.
0
ヵ

月
－

年
間

6
.
0
ヵ

月

い
す

ゞ
－

年
間

6
.
0
ヵ

月
－

年
間

6
.
0
ヵ

月
－

年
間

6
.
0
ヵ

月

日
野

－
年

間
6
.
0
ヵ

月
年

間
1
,
6
1
3
,
0
0
0
円

年
間

6
.
0
ヵ

月
年

間
1
,
5
8
7
,
6
0
0
円

年
間

6
.
0
ヵ

月

ヤ
マ

ハ
発

動
機

－
年

間
5
.
8
ヵ

月
－

年
間

5
.
8
ヵ

月
－

年
間

5
.
5
ヵ

月

自  動  車  総  連

*
1
：

回
答

水
準

の
置

き
換

え
（

組
合

換
算

値
）

昨
年

実
績

産 別
組

織
名

要
求

回
答

5

－24－



金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

パ
ナ

ソ
ニ

ッ
ク

グ
ル

ー
プ

労
連

業
績

連
動

算
定

方
式

年
間

1
,
8
0
1
,
5
0
0
円

年
間

5
ヵ

月
年

間
1
,
5
7
3
,
5
0
0
円

年
間

4
.
4
カ

月

日
立

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
・

日
立

製
作

所
3
0
5
,
3
0
0

年
間

1
,
8
0
2
,
0
0
0
円

年
間

5
.
9
ヵ

月
年

間
1
,
7
4
6
,
3
1
6
円

年
間

5
.
7
2
ヵ

月
年

間
1
,
7
0
0
,
6
1
2
円

年
間

5
.
6
2
カ

月

東
芝

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
･
東

芝
業

績
連

動
算

定
方

式
業

績
連

動
算

定
方

式
年

間
1
,
8
1
6
,
0
0
0
円

年
間

5
.
5
3
カ

月

全
富

士
通

労
連

・
富

士
通

業
績

連
動

算
定

方
式

年
間

1
,
6
7
3
,
2
0
0
円

年
間

4
.
7
5
ヵ

月
年

間
1
,
6
5
0
,
9
0
0
円

年
間

4
.
7
カ

月

N
E
C
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
・

日
本

電
気

業
績

連
動

算
定

方
式

年
間

1
,
5
6
2
,
2
0
0
円

年
間

4
.
5
8
ヵ

月
年

間
1
,
5
2
0
,
3
0
0
円

年
間

4
.
5
2
カ

月

三
菱

電
機

労
連

・
三

菱
電

機
2
7
9
,
9
6
2

年
間

1
,
7
1
9
,
0
0
0
円

年
間

6
.
1
4
ヵ

月
年

間
1
,
6
8
9
,
0
0
0
円

年
間

6
.
0
3
ヵ

月
年

間
1
,
5
9
5
,
0
0
0
円

年
間

5
.
7
4
カ

月

シ
ャ

ー
プ

グ
ル

ー
プ

労
連

・
シ

ャ
ー

プ

富
士

電
機

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
･
富

士
電

機
3
2
1
,
5
1
7

年
間

1
,
7
3
7
,
2
0
0
円

年
間

5
.
4
ヵ

月
年

間
1
,
6
8
8
,
0
0
0
円

年
間

5
.
2
5
ヵ

月
年

間
1
,
5
9
1
,
9
0
0
円

年
間

5
.
0
カ

月

村
田

製
作

所
労

連
・

村
田

製
作

所
業

績
連

動
算

定
方

式
年

間
1
,
5
5
5
,
5
0
0
円

+
α

年
間

5
ヵ

月
+
α

＋
α

O
K
I
グ

ル
ー

プ
連

合
・

沖
電

気
工

業
3
3
0
,
0
0
0

年
間

1
,
7
1
6
,
0
0
0
円

年
間

5
.
2
ヵ

月
年

間
1
,
6
8
3
,
0
0
0
円

年
間

5
.
1
ヵ

月
年

間
1
,
4
7
1
,
5
0
0
円

＋
α

年
間

4
.
5
カ

月
＋

α
（

0
.
1
カ

月
相

当
）

パ
イ

オ
ニ

ア
労

連
･
パ

イ
オ

ニ
ア

3
4
9
,
9
9
7

年
間

1
,
3
9
9
,
9
8
8
円

年
間

4
.
0
ヵ

月
年

間
1
,
3
9
9
,
9
8
8
円

年
間

4
.
0
ヵ

月

安
川

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾕ
ﾆ
ｵ
ﾝ

･
安

川
電

機
業

績
連

動
算

定
方

式
年

間
2
,
0
0
3
,
9
5
2
円

年
間

6
ヵ

月
1
,
9
3
7
,
9
8
4
円

5
.
8
8
ヵ

月

明
電

舎
3
0
4
,
4
1
0

年
間

1
,
6
7
4
,
2
5
5
円

年
間

5
.
5
ヵ

月
年

間
1
,
5
2
2
,
0
5
0
円

年
間

5
.
0
ヵ

月
年

間
1
,
4
2
2
,
6
2
5
円

年
間

4
.
7
カ

月

産 別
組

織
名

ベ
ー

ス
要

求
回

答
昨

年
実

績

電 　 機 　 連 　 合

6
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金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

オ
ー

ク
マ

年
間

5
.
2
カ

月
年

間
1
,
3
4
1
,
1
4
0
円

年
間

5
.
1
ヵ

月
分

相
当

年
間

1
,
0
8
2
,
7
5
0
円

－

島
津

半
期

：
業

績
連

動
半

期
1
,
0
9
5
,
6
6
0
円

半
期

2
.
9
5
カ

月
半

期
1
,
0
7
1
,
6
0
5
円

（
*
2
）

半
期

2
,
9
5
カ

月
（

*
2
）

ア
ズ

ビ
ル

年
間

：
業

績
連

動
－

年
間

6
.
0
カ

月
－

年
間

5
.
8
1
カ

月
（

*
2
）

シ
チ

ズ
ン

半
期

：
業

績
連

動
半

期
1
,
0
0
8
,
8
6
7
円

半
期

3
.
2
4
カ

月
夏

季
：

9
2
6
,
5
2
3
円

+
2
4
,
0
0
0
円

（
*
2
）

夏
季

：
2
.
9
4
カ

月
＋

2
4
,
0
0
0
円

（
*
2
）

ジ
ー

エ
ス

・
ユ

ア
サ

3
2
2
,
5
0
5

年
間

：
1
,
8
2
1
,
7
1
1
円

年
間

5
.
4
カ

月
年

間
1
,
7
3
2
,
7
3
9
円

年
間

5
.
2
カ

月
－

年
間

5
.
1
2
カ

月

Ｎ
Ｔ

Ｎ
年

間
5
.
4
カ

月
年

間
5
.
3
カ

月
－

年
間

4
.
2
カ

月
+
7
万

円

日
本

精
工

年
間

：
業

績
連

動
－

年
間

6
.
1
カ

月
－

年
間

5
.
8
ヵ

月
（

*
2
）

ク
ボ

タ
労

連
年

間
：

2
2
0
万

円
年

間
2
1
0
万

円
(
*
3
)

2
1
0
万

円
＋

2
万

円
(
*
1
)

－

コ
マ

ツ
ユ

ニ
オ

ン
年

間
：

業
績

連
動

年
間

1
,
8
5
6
,
0
0
0
円

年
間

6
.
2
2
ヵ

月
年

間
1
,
8
3
1
,
0
0
0
円

（
*
2
）

年
間

6
.
2
3
ヵ

月
（

*
2
）

ヤ
ン

マ
ー

年
間

5
.
4
カ

月
年

間
5
.
3
0
3
ヵ

月
－

年
間

5
.
5
カ

月

井
関

農
機

年
間

4
.
5
カ

月
年

間
9
3
0
,
0
0
0
円

年
間

3
.
0
7
ヵ

月
－

年
間

3
.
9
4
カ

月

昨
年

実
績

産 別
組

織
名

ベ
ー

ス
要

求
回

答

Ｊ  Ａ  Ｍ

*
1
：

事
業

点
反

映
解

消
原

資
 
 
　

*
2
：

業
績

連
動

実
績

　
　

*
3
：

再
雇

用
社

員
の

年
間

一
時

金
に

+
1
0
万

円

7
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金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

新
日

鐵
住

金
3
0
6
,
8
0
0

（
業

績
連

動
方

式
）

-
年

間
1
,
7
0
0
,
0
0
0
円

-
年

間
1
,
6
1
0
,
0
0
0
円

－

Ｊ
Ｆ

Ｅ
ス

チ
ー

ル
3
0
6
,
8
0
0

（
業

績
連

動
方

式
）

-
年

間
1
,
5
2
0
,
0
0
0
円

-
年

間
1
,
4
0
0
,
0
0
0
円

－

神
戸

製
鋼

3
0
6
,
8
0
0

（
業

績
連

動
方

式
）

-
年

間
1
,
4
3
0
,
0
0
0
円

-
年

間
1
,
3
5
0
,
0
0
0
円

－

日
新

製
鋼

3
0
9
,
6
0
4

（
業

績
連

動
方

式
）

-
年

間
1
,
3
5
0
,
0
0
0
円

-
年

間
1
,
2
5
0
,
0
0
0
円

－

三
菱

重
工

-

川
崎

重
工

-
（

業
績

連
動

方
式

）
-

－
年

間
6
.
2
カ

月
－

年
間

5
.
6
2
ヵ

月

Ｉ
Ｈ

Ｉ
-

-
年

間
5
.
7
ヵ

月
-

年
間

5
.
4
3
ヵ

月
－

年
間

5
.
1
1
ヵ

月

住
友

重
機

械
-

-
年

間
5
.
4
ヵ

月
-

年
間

5
.
3
ヵ

月
－

年
間

4
.
9
5
ヵ

月

三
井

造
船

-
-

年
間

5
.
0
ヵ

月
-

年
間

4
.
5
ヵ

月
（

事
業

構
造

改
革

推
進

協
力

金
0
.
5
ヵ

月
分

含
む

）
－

年
間

4
.
0
ヵ

月
＋

特
別

協
力

金
5
万

円

キ
ャ

タ
ピ

ラ
ー

ジ
ャ

パ
ン

-

日
立

造
船

-

三
菱

マ
テ

リ
ア

ル
-

（
業

績
連

動
方

式
）

-
年

間
1
,
7
0
7
,
0
0
0
円

-
年

間
1
,
7
3
7
,
0
0
0
円

－

住
友

金
属

鉱
山

-
年

間
2
,
1
0
0
,
0
0
0
円

-
年

間
2
,
0
7
0
,
0
0
0
円

-
年

間
1
,
8
4
0
,
0
0
0
円

－

三
井

金
属

-
（

年
収

増
1
0
万

円
）

-
（

年
収

増
7
.
6
万

円
）

-
年

間
1
,
5
5
0
,
0
0
0
円

－

Ｄ
Ｏ

Ｗ
Ａ

-
（

業
績

連
動

方
式

）
-

年
間

1
,
7
6
5
,
0
0
0
円

-
年

間
1
,
6
7
4
,
0
0
0
円

－

J
X
日

鉱
日

石
金

属
-

（
業

績
連

動
方

式
）

-
年

間
1
,
7
7
6
,
0
8
9
円

（
年

間
6
.
1
8
2
ヵ

月
）

年
間

1
,
6
9
5
,
0
0
0
円

－

古
河

電
工

-
－

年
間

5
.
0
0
ヵ

月
年

間
1
,
3
0
3
,
0
0
0
円

年
間

4
.
1
0
ヵ

月
年

間
1
,
3
2
4
,
0
0
0
円

年
間

4
.
2
2
カ

月

住
友

電
工

-
－

年
間

5
.
0
0
ヵ

月
年

間
1
,
5
5
5
,
2
0
0
円

年
間

4
.
8
0
ヵ

月
年

間
1
,
5
1
6
,
8
0
0
円

年
間

4
.
7
4
カ

月

フ
ジ

ク
ラ

-
－

年
間

5
.
0
0
ヵ

月
年

間
1
,
2
9
2
,
0
0
0
円

年
間

4
.
3
0
ヵ

月
年

間
1
,
2
4
7
,
0
0
0
円

年
間

4
.
2
0
2
カ

月

基  幹  労  連

年
間

1
2
万

円
＋

4
ヵ

月
年

間
4
0
万

円
＋

4
ヵ

月
年

間
1
0
万

円
＋

4
ヵ

月

季
節

手
当

な
ど

に
織

り
込

み
済

み
季

節
手

当
な

ど
に

織
り

込
み

済
み

昨
年

実
績

要
求

回
答

全 電 線産 別
組

織
名

ベ
ー

ス

年
間

5
9
万

円
＋

４
ヵ

月
＋

生
産

協
力

金
3
万

円

季
節

手
当

な
ど

に
織

り
込

み
済

み

年
間

6
2
万

円
＋

４
ヵ

月
年

間
5
3
万

円
＋

４
ヵ

月

8

－27－



③
最

低
賃

金
(
円

)

現
行

水
準

引
上

額
到

達
水

準
引

上
額

到
達

水
準

現
行

水
準

引
上

額
到

達
水

準
引

上
額

到
達

水
準

1
5
9
,
7
6
5

-
1
6
1
,
5
1
5

-
1
6
1
,
3
1
0

-
9
1
3

8
4

6
8

1
3

1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
5
9
,
1
3
0

5
,
8
5
0

1
6
7
,
6
2
5

3
,
1
4
3

1
6
2
,
6
1
9

8
9
5

3
8

9
2
8

3
3

9
2
3

1
1

4
4

8
9

9
6

6
6

6

1
5
7
,
9
8
1

1
,
7
9
5

1
5
7
,
7
4
0

1
,
2
9
4

1
5
8
,
9
3
0

1
5

2
2

1
1

1
5

1
5
6
,
6
3
0

3
,
0
0
0

1
5
8
,
2
0
0

7
8
0

1
5
6
,
8
9
0

3
1

1
1

3

1
5
8
,
0
8
5

4
,
1
0
5

1
6
1
,
5
8
8

2
,
0
1
4

1
5
9
,
8
0
1

8
9
5

3
8

9
2
8

3
3

9
2
0

4
9

1
9

2
3

3
8

4
7

9
6

6
7

9

（
注

）
上

段
：

金
額

（
単

純
平

均
）

、
下

段
：

該
当

組
合

数

平
均

は
、

単
純

平
均

値
。

「
1
8
歳

最
低

賃
金

協
定

」
は

企
業

内
最

賃
協

定
の

う
ち

、
1
8
歳

以
上

の
正

規
従

業
員

対
象

の
協

定
を

原
則

と
す

る
。

平
均

値
は

、
現

行
・

引
上

額
・

到
達

水
準

そ
れ

ぞ
れ

の
（

1
8
歳

最
賃

協
定

は
月

額
の

）
平

均
で

あ
り

、
対

象
組

合
は

一
致

し
な

い
。

別
途

協
議

等
で

水
準

引
き

上
げ

に
取

り
組

む
組

合
は

、
要

求
組

合
に

は
含

め
な

い
が

、
改

定
額

に
含

む
。

要
求

改
定

額
組

織
名

１
８

歳
最

低
賃

金
協

定
全

従
業

員
最

賃
協

定

現
行

水
準

要
求

改
定

額
月

額
時

間
額

引
上

額
到

達
水

準

平
均

引
上

額
到

達
水

準
要

求
改

定
額

自
動

車
総

連

電
機

連
合

Ｊ
Ａ

Ｍ

基
幹

労
連

全
電

線

9

－28－



現
行

水
準

引
上

額
到

達
水

準
引

上
額

到
達

水
準

現
行

水
準

引
上

額
到

達
水

準
引

上
額

到
達

水
準

ト
ヨ

タ

日
産

本
田

技
研

マ
ツ

ダ

三
菱

自
工

ス
ズ

キ

ダ
イ

ハ
ツ

富
士

重
工

い
す

ゞ

日
野

ヤ
マ

ハ
発

動
機

平
均

1
5
9
,
7
6
5

1
6
1
,
5
1
5

1
6
1
,
3
1
0

9
1
3

産 別 名
組

織
名

１
８

歳
最

低
賃

金
協

定
全

従
業

員
最

賃
協

定

現
行

水
準

要
求

改
定

額
月

額
時

間
額

引
上

額
改

定
額

到
達

水
準

引
上

額
到

達
水

準
要

求
改

定
額

自  動  車  総  連

要
求

10
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現
行

水
準

引
上

額
到

達
水

準
引

上
額

到
達

水
準

現
行

水
準

引
上

額
到

達
水

準
引

上
額

到
達

水
準

パ
ナ

ソ
ニ

ッ
ク

グ
ル

ー
プ

労
連

1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

日
立

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
・

日
立

製
作

所
1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

東
芝

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
･
東

芝
1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

全
富

士
通

労
連

・
富

士
通

1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

N
E
C
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
・

日
本

電
気

1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

三
菱

電
機

労
連

・
三

菱
電

機
1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

シ
ャ

ー
プ

グ
ル

ー
プ

労
連

・
シ

ャ
ー

プ

富
士

電
機

グ
ル

ー
プ

連
合

･
富

士
電

機
1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

村
田

製
作

所
労

連
・

村
田

製
作

所
1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

O
K
I
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
・

沖
電

気
工

業
1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

パ
イ

オ
ニ

ア
労

連
･
パ

イ
オ

ニ
ア

1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

安
川

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾕ
ﾆ
ｵ
ﾝ

･
安

川
電

機
1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

明
電

舎
1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

平
均

1
5
6
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
6
0
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
5
8
,
5
0
0

オ
ー

ク
マ

1
5
8
,
4
0
0

5
,
4
0
0

1
6
3
,
8
0
0

9
8
8

島
津

1
5
5
,
8
7
0

3
,
0
0
0

1
5
8
,
8
7
0

8
7
3

2
7

9
0
0

2
7

9
0
0

ア
ズ

ビ
ル

1
5
5
,
0
0
0

1
,
9
0
0

1
5
6
,
9
0
0

1
,
9
0
0

1
5
6
,
9
0
0

8
7
0
(
東

京
神

奈
川

8
9
0
→

9
2
0
)
(
東

京
神

奈
川

8
9
0
→

9
2
0
)

シ
チ

ズ
ン

1
5
9
,
9
0
0

6
,
5
0
0

1
6
6
,
4
0
0

2
,
1
0
0

1
6
2
,
0
0
0

9
1
0

5
0

9
6
0

3
0

9
4
0

ジ
ー

エ
ス

・
ユ

ア
サ

1
5
8
,
3
6
0

4
,
0
4
0

1
6
2
,
4
0
0

8
6
9

2
1

8
9
0

2
1

8
9
0

Ｎ
Ｔ

Ｎ
1
6
5
,
2
0
0

8
,
0
0
0

1
7
3
,
2
0
0

1
,
9
0
0

1
6
7
,
1
0
0

8
7
0

2
0

8
9
0

1
0

8
8
0

日
本

精
工

1
6
7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1
7
4
,
0
0
0

4
,
3
0
0

1
7
1
,
3
0
0

ク
ボ

タ
労

連
1
5
6
,
0
0
0

コ
マ

ツ
ユ

ニ
オ

ン
1
6
6
,
0
0
0

2
,
5
0
0

1
6
8
,
5
0
0

9
0
0

1
0
0

1
,
0
0
0

1
0
0

1
,
0
0
0

ヤ
ン

マ
ー

1
5
6
,
0
0
0

9
2
0

1
0

9
3
0

1
0

9
3
0

井
関

農
機

1
5
2
,
7
0
0

1
5
2
,
7
0
0

8
5
7

平
均

1
5
9
,
1
3
0

5
,
8
5
0

1
6
7
,
6
2
5

3
,
1
4
3

1
6
2
,
6
1
9

8
9
5

3
8

9
2
8

3
3

9
2
3

産 別 名
組

織
名

１
８

歳
最

低
賃

金
協

定
全

従
業

員
最

賃
協

定

現
行

水
準

要
求

改
定

額
月

額
時

間
額

引
上

額
到

達
水

準
引

上
額

到
達

水
準

要
求

改
定

額
要

求
改

定
額

ﾌ
ﾙ
ﾀ
ｲ
ﾑ
1
年

以
上

9
6
0
以

上


ﾌ
ﾙ
ﾀ
ｲ
ﾑ
1
年

以
上

8
9
7
以

上
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現
行

水
準

引
上

額
到

達
水

準
引

上
額

到
達

水
準

現
行

水
準

引
上

額
到

達
水

準
引

上
額

到
達

水
準

新
日

鐵
住

金
 
　

　
※

1
6
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
6
1
,
0
0
0

Ｊ
Ｆ

Ｅ
ス

チ
ー

ル
 
※

1
6
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
6
1
,
0
0
0

神
戸

製
鋼

　
　

　
 
※

1
6
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
6
1
,
0
0
0

日
新

製
鋼

1
5
8
,
2
5
6

2
,
7
4
4

1
6
1
,
0
0
0

三
菱

重
工

1
6
1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
6
2
,
0
0
0

川
崎

重
工

1
5
8
,
8
9
0

5
9
0

1
5
9
,
4
8
0

5
9
0

1
5
9
,
4
8
0

Ｉ
Ｈ

Ｉ
1
5
6
,
0
0
0

1
5
6
,
0
0
0

住
友

重
機

械
1
5
4
,
2
7
0

9
0
0

1
5
5
,
1
7
0

三
井

造
船

1
5
3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

1
5
6
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
5
4
,
0
0
0

キ
ャ

タ
ピ

ラ
ー

ジ
ャ

パ
ン

1
5
6
,
0
0
0

1
5
6
,
0
0
0

日
立

造
船

1
5
6
,
0
0
0

1
5
6
,
0
0
0

三
菱

ﾏ
ﾃ
ﾘ
ｱ
ﾙ

1
5
7
,
5
0
0

2
,
3
0
0

1
5
9
,
8
0
0

住
友

金
属

鉱
山

1
5
7
,
8
0
0

7
0
0

1
5
8
,
5
0
0

三
井

金
属

1
6
1
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1
6
3
,
0
0
0

Ｄ
Ｏ

Ｗ
Ａ

1
6
0
,
0
0
0

1
6
0
,
0
0
0

Ｊ
Ｘ

日
鉱

日
石

金
属

-
-

平
均

1
5
7
,
9
8
1

1
,
7
9
5

1
5
7
,
7
4
0

1
,
2
9
4

1
5
8
,
9
3
0

※
鉄

鋼
総

合
3
社

の
到

達
水

準
は

、
「

基
幹

的
労

働
者

に
適

用
す

る
最

低
賃

金
」

。

古
河

電
工

1
5
8
,
6
7
0

1
5
8
,
6
7
0

住
友

電
工

1
5
6
,
0
0
0

1
5
6
,
0
0
0

フ
ジ

ク
ラ

1
5
5
,
2
2
0

3
,
0
0
0

1
5
8
,
2
0
0

7
8
0

1
5
6
,
0
0
0

平
均

1
5
6
,
6
3
0

3
,
0
0
0

1
5
8
,
2
0
0

7
8
0

1
5
6
,
8
9
0

改
定

額

全
従

業
員

最
賃

協
定

月
額

時
間

額
産 別 名

組
織

名

１
８

歳
最

低
賃

金
協

定

引
上

額
到

達
水

準
引

上
額

到
達

水
準

現
行

水
準

要
求

改
定

額
要

求
改

定
額

要
求

基 幹 労 連 全 電 線

改
訂

後
の

1
8
歳

初
任

給

12
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④
産

別
重

点
項

目

ト
ヨ

タ

日
産

本
田

技
研

マ
ツ

ダ

三
菱

自
工

ス
ズ

キ

ダ
イ

ハ
ツ

富
士

重
工

い
す

ゞ

日
野

ヤ
マ

ハ
発

動
機

自  動  車  総  連

○
要

求
通

り

○
要

求
通

り

○
要

求
通

り

○
要

求
通

り

○
要

求
通

り

○
要

求
通

り

○
要

求
通

り

要
求

通
り

○
要

求
通

り

○
要

求
通

り

※
1
：

未
組

織
の

非
正

規
労

働
者

に
つ

い
て

は
組

織
化

を
方

針
と

す
る

な
ど

計
画

的
な

取
り

組
み

を
設

定
。

組
織

化
し

て
い

る
非

正
規

労
働

者
が

取
り

組
み

対
象

。
「

○
」

の
組

合
は

、
通

年
で

の
取

り
組

み
等

も
含

め
、

処
遇

改
善

（
賃

金
・

一
時

金
等

）
を

要
求

し
て

い
く

。

○
要

求
通

り

○

非
正

規
労

働
者

の
取

り
組

み
（

※
1
）

回
 
 
 
 
答

13
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パ
ナ

ソ
ニ

ッ
ク

グ
ル

ー
プ

労
連

日
立

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
・

日
立

製
作

所

東
芝

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
･
東

芝

全
富

士
通

労
連

・
富

士
通

N
E
C
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
・

日
本

電
気

三
菱

電
機

労
連

・
三

菱
電

機

シ
ャ

ー
プ

グ
ル

ー
プ

労
連

・
シ

ャ
ー

プ

富
士

電
機

グ
ル

ー
プ

連
合

・
富

士
電

機

村
田

製
作

所
労

連
・

村
田

製
作

所

Ｏ
Ｋ

Ｉ
グ

ル
ー

プ
連

合
・

沖
電

気
工

業

パ
イ

オ
ニ

ア
労

連
･
パ

イ
オ

ニ
ア

安
川

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾕ
ﾆ
ｵ
ﾝ

･
安

川
電

機

明
電

舎

・
【

続
】

（
2
0
1
5
年

度
1
年

間
を

施
行

期
間

と
し

て
捉

え
、

労
使

協
議

を
通

じ
、

労
使

で
具

体
的

な
施

策
の

検
討

・
実

施
を

進
め

る
）

・
続

（
引

き
続

き
労

使
課

題
に

関
す

る
検

討
委

員
会

で
の

協
議

事
項

と
す

る
）

・
次

世
代

育
成

支
援

に
向

け
た

取
り

組
み

（
労

使
協

議
の

設
置

）
・

【
〇

】
（

「
次

世
代

支
援

委
員

会
」

を
発

展
的

に
解

消
し

、
新

た
に

「
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

推
進

委
員

会
」

の
新

設
す

る
）

・
時

間
管

理
の

適
正

化
（

3
6
協

定
特

別
条

項
 
1
年

7
0
0
時

間
台

以
下

:
未

到
達

支
部

の
み

）
・

海
外

単
身

赴
任

者
の

家
族

の
任

地
訪

問
お

よ
び

帰
国

休
暇

起
算

日
改

定

・
【

続
】

（
継

続
協

議
）

・
働

き
改

革
に

つ
な

が
る

労
使

協
議

の
推

進
(
年

休
取

得
促

進
等

）
・

非
正

規
労

働
者

に
関

す
る

取
り

組
み

（
有

期
契

約
労

働
に

関
す

る
労

使
協

議
の

実
施

)
・

介
護

休
職

制
度

・
在

宅
勤

務
制

度
な

ど
介

護
に

関
わ

る
規

程
に

関
し

、
社

会
動

向
を

踏
ま

え
協

議

・
【

〇
】

（
長

時
間

労
働

者
の

年
休

取
得

推
進

と
し

て
「

時
間

外
労

働
及

び
休

日
労

働
に

関
す

る
運

用
協

定
書

」
に

文
言

を
追

加
等

）
・

【
〇

】
（

労
働

条
件

を
確

認
）

・
【

続
】

（
必

要
に

応
じ

た
人

事
諸

制
度

の
見

直
し

に
加

え
、

公
的

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
方

法
の

周
知

等
、

労
使

で
構

成
す

る
ワ

ー
ク

・
ラ

イ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
推

進
委

員
会

等
の

場
で

、
継

続
し

て
協

議
を

行
う

）

・
【

〇
】

・
【

〇
】

（
労

使
委

員
会

等
の

組
織

設
置

を
検

討
し

、
進

め
て

い
く

）

要
 
 
 
 
求

回
 
 
 
 
答

・
働

き
改

革
に

つ
な

が
る

労
使

協
議

の
推

進
(
長

時
間

労
働

抑
制

、
年

休
低

取
得

者
向

け
取

り
組

み
等

）
・

次
世

代
育

成
支

援
に

向
け

た
取

り
組

み
（

プ
ラ

チ
ナ

く
る

み
ん

取
得

に
向

け
た

行
動

計
画

の
策

定
)

・
【

〇
】

（
生

産
性

向
上

の
た

め
の

職
場

環
境

づ
く

り
、

働
き

方
改

革
等

を
一

層
進

め
て

い
く

）
・

【
〇

】
（

2
年

後
の

プ
ラ

チ
ナ

く
る

み
ん

取
得

に
向

け
、

労
使

協
議

に
よ

り
行

動
計

画
を

策
定

）

・
非

正
規

労
働

者
に

関
す

る
取

り
組

み
（

派
遣

・
請

負
、

有
期

契
約

労
働

に
関

す
る

法
令

遵
守

の
徹

底
)

・
【

〇
】

（
法

令
遵

守
の

徹
底

を
要

請
）

・
非

正
規

労
働

者
に

関
す

る
取

り
組

み
（

労
使

協
議

の
徹

底
、

有
期

契
約

労
働

者
の

労
働

条
件

の
点

検
等

)

・
【

〇
】

（
法

に
則

っ
た

対
応

を
確

認
、

労
使

協
議

の
徹

底
等

）

・
非

正
規

労
働

者
に

関
す

る
取

り
組

み
（

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
に

関
す

る
労

使
協

議
の

実
施

）
・

【
〇

】
（

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
の

賃
金

に
つ

い
て

も
組

合
員

に
見

合
っ

た
引

き
上

げ
を

実
施

）

電 　 機 　 連 　 合

・
非

正
規

労
働

者
に

関
す

る
取

り
組

み
（

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
に

関
す

る
労

使
協

議
の

実
施

）
・

ポ
ジ

テ
ィ

ブ
・

ア
ク

シ
ョ

ン
推

進
の

た
め

の
労

使
委

員
会

の
設

置
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オ
ー

ク
マ

島
津

ア
ズ

ビ
ル

シ
チ

ズ
ン

ジ
ー

エ
ス

・
ユ

ア
サ

Ｎ
Ｔ

Ｎ

日
本

精
工

ク
ボ

タ
労

連

コ
マ

ツ
ユ

ニ
オ

ン

ヤ
ン

マ
ー

井
関

農
機

回
 
 
 
 
答

要
 
 
 
 
求

・
有

期
社

員
の

ベ
ア

昇
給

と
し

て
3
,
0
0
0
円

昇
給

す
る

。
・

再
雇

用
者

(
S
組

合
員

）
の

一
時

金
に

つ
い

て
、

半
期

毎
の

一
時

金
に

業
績

連
動

加
算

の
仕

組
み

を
設

置
す

る
。

（
連

結
売

上
高

営
業

利
益

率
：

5
%
未

満
、

1
万

円
、

5
%
以

上
1
0
%
未

満
、

1
.
5
万

円
、

1
0
%
以

上
、

３
万

円
を

加
算

）

・
年

間
一

時
金

に
お

い
て

再
雇

用
社

員
に

年
間

1
0
万

円
の

プ
ラ

ス
・

そ
の

他
は

平
成

2
7
年

度
の

労
使

会
議

で
協

議
を

お
こ

な
う

・
家

族
手

当
子

の
み

：
5
0
0
円

、
そ

の
他

：
3
,
0
0
0
円

・
住

宅
補

給
金

を
廃

止
し

住
宅

手
当

を
改

定
し

一
時

金
算

出
式

に
組

み
込

む
・

シ
ニ

ア
（

準
組

合
員

）
の

月
給

3
,
0
0
0
円

、
　

シ
ニ

ア
非

正
規

の
時

給
1
5
円

・
人

事
賃

金
改

定
の

骨
格

を
8
月

末
ま

で
に

作
成

し
、

2
0
1
6
年

4
月

ス
タ

ー
ト

を
目

指
す

・
一

部
の

再
雇

用
者

の
月

例
賃

金
に

月
額

2
,
0
0
0
円

の
増

額
（

無
年

金
期

間
の

み
）

・
物

価
水

準
の

動
向

な
ど

を
踏

ま
え

て
、

前
向

き
に

別
途

検
討

す
る

。

・
非

正
規

の
賃

金
改

善

・
有

期
雇

用
者

の
３

％
賃

上
げ

・
所

定
労

働
時

間
の

短
縮

（
現

行
：

1
,
9
1
2
時

間
　

要
求

：
1
,
9
0
4
時

間
）

休
暇

制
度

実
施

規
則

な
ど

の
見

直
し

・
再

雇
用

者
の

賃
金

改
善

・
再

雇
用

者
の

時
給

引
き

上
げ

　
3
0
円

/
時

間

・
付

帯
要

求
と

し
て

、
家

族
手

当
の

引
上

げ
、

住
宅

手
当

の
見

直
し

、
シ

ニ
ア

(
準

組
合

員
)
の

月
給

引
上

げ
、

シ
ニ

ア
非

正
規

の
時

給
引

上
げ

、
定

年
延

長
を

睨
ん

だ
人

事
賃

金
制

度
の

改
定

、
企

業
内

最
賃

の
協

定

①
定

年
延

長
に

向
け

た
再

雇
用

制
度

の
充

実
、

②
働

き
や

す
い

職
場

環
境

の
構

築
、

③
長

時
間

労
働

の
抑

制
を

前
提

と
し

た
労

働
時

間
管

理
の

徹
底

Ｊ 　 Ａ 　 Ｍ
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新
日

鐵
住

金

Ｊ
Ｆ

Ｅ
ス

チ
ー

ル

神
戸

製
鋼

日
新

製
鋼

三
菱

重
工

川
崎

重
工

Ｉ
Ｈ

Ｉ

住
友

重
機

械

三
井

造
船

キ
ャ

タ
ピ

ラ
ー

ジ
ャ

パ
ン

日
立

造
船

三
菱

ﾏ
ﾃ
ﾘ
ｱ
ﾙ

住
鉱

連

三
井

金
属

Ｄ
Ｏ

Ｗ
Ａ

Ｊ
Ｘ

日
鉱

日
石

金
属

古
河

電
工

住
友

電
工

フ
ジ

ク
ラ

全 電 線

・
休

日
の

１
日

増

・
８

級
勤

続
3
0
年

定
年

退
職

金
　

 
4
0
万

円
増

額
・

退
職

金
3
0
万

円
増

額
(
8
級

勤
続

3
0
年

定
年

)

要
 
 
 
 
求

回
 
 
 
 
答

基 　 幹 　 労 　 連
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Ⅳ
．
中
堅
・
中
小
登
録
組
合
闘
争
結
果
 

   
 

①
賃

金
2
0
1
5
年

７
月

2
4
日

　
金

属
労

協
/
Ｊ

Ｃ
Ｍ

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

ﾙ
ﾈ
ｻ
ｽ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
･
ﾙ
ﾈ
ｻ
ｽ
ｴ
ﾚ
ｸ
ﾄ
ﾛ
ﾆ
ｸ

ｽ
電

機
1
0
,
4
7
5

2
/
2
5

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
2
9
9
,
5
0
0

賃
金

体
系

維
持

開
発

・
設

計
職

2
9
9
,
5
0
0
賃

金
体

系
維

持
開

発
・

設
計

職
3
0
2
,
5
0
0
賃

金
体

系
維

持

ｼ
ﾝ
ﾌ
ｫ
ﾆ
ｱ
ﾃ
ｸ
ﾉ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｰ

ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
･
ｼ
ﾝ
ﾌ
ｫ
ﾆ
ｱ
ﾃ

ｸ
ﾉ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｰ

電
機

1
,
3
2
9

2
/
1
7

3
/
1
9

集
開

発
・

設
計

職
2
9
1
,
8
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
9
4
,
3
0
0
2
,
5
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
9
1
,
8
0
0
2
,
0
0
0
円

日
新

労
連

･
日

新
電

機
電

機
1
,
4
3
7

2
/
2
0

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
2
8
2
,
1
8
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
8
5
,
1
8
0
3
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
8
1
,
0
5
0
2
,
4
2
0
円

ダ
イ

ヘ
ン

電
機

7
9
9

2
/
1
8

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
2
8
7
,
5
7
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
9
0
,
5
7
0
3
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
8
7
,
5
7
0
2
,
0
0
0
円

山
洋

電
気

電
機

1
,
3
0
0

2
/
2
4

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
2
6
4
,
3
2
0

6
,
3
5
0
円

開
発

・
設

計
職

2
6
8
,
3
7
0
4
,
0
5
0
円

開
発

・
設

計
職

2
6
4
,
3
2
0
4
,
0
5
0
円

東
光

高
岳

電
機

1
,
5
5
0

2
/
2
0

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
2
7
5
,
0
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
7
8
,
0
0
0
3
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
7
8
,
5
0
0
2
,
0
0
0
円

岩
崎

電
気

電
機

9
2
4

3
/
3

3
/
1
9

集
開

発
・

設
計

職
2
8
1
,
7
9
5

5
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
8
3
,
7
9
5
2
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
7
9
,
9
5
0
1
,
0
0
0
円

ﾔ
ﾏ
ﾊ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
労

連
･

ヤ
マ

ハ
電

機
4
,
0
5
2

2
/
1
7

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
3
1
5
,
0
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
1
8
,
0
0
0
3
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
1
6
,
0
0
0
2
,
0
0
0
円

Ｊ
Ｖ

Ｃ
ケ

ン
ウ

ッ
ド

グ
ル

ー
プ

労
連

電
機

2
,
8
9
2

2
/
1
9

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
2
7
3
,
0
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
7
6
,
0
0
0
3
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
8
2
,
0
0
0
2
,
0
0
0
円

Ｃ
＆

Ｄ
労

協
電

機
3
1
3

2
/
1
9

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
2
9
1
,
8
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
9
1
,
8
0
0
賃

金
体

系
維

持
開

発
・

設
計

職
2
9
1
,
8
0
0
5
0
0
円

オ
ム

ロ
ン

グ
ル

ー
プ

労
連

･
オ

ム
ロ

ン
電

機
3
,
9
2
0

2
/
1
9

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
2
8
9
,
2
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
9
2
,
2
0
0
3
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
8
9
,
2
0
0
2
,
0
0
0
円

日
本

無
線

電
機

1
,
4
0
9

2
/
1
9

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
2
8
3
,
9
2
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
8
6
,
9
2
0
3
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
8
2
,
5
2
0
2
,
0
0
0
円

ア
ド

バ
ン

テ
ス

ト
電

機
1
,
9
0
5

2
/
2
3

3
/
2
3

集
開

発
・

設
計

職
3
6
0
,
1
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
6
2
,
1
0
0
2
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
6
0
,
1
0
0
賃

金
体

系
維

持

岩
通

労
連

･
岩

通
電

機
2
3
2

2
/
1
9

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
2
7
5
,
8
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
7
8
,
8
0
0
3
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
7
5
,
8
0
0
2
,
0
0
0
円

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｋ

電
機

2
,
0
1
0

2
/
1
9

5
/
2
1

集
開

発
・

設
計

職
3
0
9
,
0
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
0
9
,
0
0
0
賃

金
体

系
維

持
開

発
・

設
計

職
3
0
9
,
0
0
0
1
,
7
0
0
円

日
本

電
気

硝
子

電
機

1
,
7
2
1

2
/
1
7

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
2
7
6
,
0
0
0

6
,
0
0
0

相

当
開

発
・

設
計

職
2
8
6
,
5
0
0
2
,
5
0
0
円

相
当

開
発

・
設

計
職

2
8
5
,
0
0
0
1
,
0
0
0
円

サ
ン

ケ
ン

電
気

電
機

1
,
1
1
1

2
/
2
6

4
/
1
0

集
開

発
・

設
計

職
3
0
8
,
4
2
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
1
1
,
4
2
0
3
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

3
0
8
,
4
2
0
2
,
0
0
0
円

Ｓ
Ｍ

Ｋ
電

機
7
2
9

2
/
1
8

3
/
1
9

集
開

発
・

設
計

職
2
9
1
,
3
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
9
4
,
3
0
0
3
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
9
1
,
3
0
0
2
,
0
0
0
円

Ｉ
Ｄ

Ｅ
Ｃ

電
機

6
6
7

2
/
2
5

3
/
1
9

集
開

発
・

設
計

職
2
8
0
,
6
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
8
3
,
6
0
0
3
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
8
0
,
6
0
0
2
,
0
0
0
円

ホ
シ

デ
ン

電
機

6
2
3

3
/
3

3
/
1
8

集
開

発
・

設
計

職
2
9
5
,
0
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
9
7
,
0
0
0
2
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
9
5
,
0
0
0
賃

金
体

系
維

持

帝
国

通
信

工
業

電
機

2
4
1

2
/
2
0

3
/
1
9

集
開

発
・

設
計

職
2
7
5
,
3
0
0

6
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
7
6
,
3
0
0
1
,
0
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
7
5
,
3
0
0
5
0
0
円

本
多

通
信

工
業

電
機

1
8
3

3
/
3

4
/
2
4

集
開

発
・

設
計

職
2
8
0
,
0
0
0

 
賃

金
体

系
を

事
前

合
意

し
要

求
せ

ず
開

発
・

設
計

職
2
8
2
,
5
0
0
2
,
5
0
0
円

開
発

・
設

計
職

2
8
2
,
0
0
0
2
,
0
0
0
円

地 域
単

組
産

別
組

合
員

数
要

求
日

回
答

日

２
０
１
５
年
闘
争
 金

属
労
協
 中

堅
・
中
小
登
録
組
合
　
要

求
・
回
答
状
況

個
別

賃
金

平
均

賃
金

集
約

方
向

要
求

回
答

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

労 連 加 盟 ・ 全 国 展 開 企 業

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

1
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

ト
ヨ

タ
自

動
車

北
海

道
自

動
車

2
,
2
7
1

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
是

正
分

6
,
0
0
0
円

賃
金

制
度

分
＋

是
正

分
2
,
0
0
0
円

組
合

員
一

人
平

均
基

準
内

賃
金

で
6
,
6
0
0

円
と

す
る

。

庄
内

ヨ
ロ

ズ
自

動
車

1
5
6

2
/
2
0

3
/
2
4

集
8
,
4
0
0
円

3
,
4
0
0
円

3
,
4
0
0
円

ケ
ー

ヒ
ン

自
動

車
4
,
0
2
5

2
/
1
8

3
/
1
9

集
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0

円
（

賃
金

改
善

分
）

制
度

維
持

分
賃

金
改

善
分

0
円

ス
ズ

キ
部

品
秋

田
自

動
車

3
3
5

2
/
2
5

3
/
2
7

集

賃
金

制
度

維
持

分
（

昇
給

水
準

維
持

）
+
賃

金
改

善
分

6
,
0
0
0

円

昇
給

制
度

維
持

分
の

昇
給

と
賃

金
改

善
を

実
施

す
る

。

昇
給

水
準

維
持

、
賃

金
の

改
善

分
と

し
て

3
9
0
円

Ｔ
Ｂ

Ｋ
自

動
車

5
1
9

2
/
1
8

3
/
1
9

集
1
0
,
7
2
3
円

定
期

昇
給

3
,
7
8
8
円

Ｎ
Ｏ

Ｋ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾕ
ﾆ

ｵ
ﾝ

Ｊ
Ａ

Ｍ
5
,
1
7
5

3
/
1
6

3
/
1
8

集
-

-
3
1
1
,
1
0
0
構

造
維

持
分

6
,
1
4
5

円
+
3
,
5
0
0
円

構
造

維
持

分
6
,
1
4
5

円
+
3
,
5
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
7
7
3

円
+
ベ

ア
3
,
0
0
0
円

日
本

製
鋼

所
Ｊ

Ａ
Ｍ

1
,
7
0
2

2
/
2
5

3
/
1
9

集
構

造
維

持
分

5
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
5
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
2
,
5
0
0
円

-

日
立

Ａ
Ｍ

Ｓ
第

三
支

部
Ｊ

Ａ
Ｍ

6
,
2
5
0

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
0
3
,
2
0
0
賃

金
体

系
維

持
+
ベ

ア
6
,
0
0
0
円

賃
金

体
系

維
持

+
ベ

ア
3
,
0
0
0
円

賃
金

体
系

維
持

+
ベ

ア
2
,
0
0
0
円

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

条
鋼

)
基

幹
1
,
2
7
8

2
/
2
0

3
/
2
4

集
(
再

要
求

)
 
3
,
5
0
0
円

1
,
0
0
0
円

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

(
新

日
本

電
工

)
基

幹
3
1
4

2
/
2
0

3
/
1
9

集
3
5
歳

1
7
年

2
4
6
,
7
7
5

2
年

済
み

2
年

済
み

(
個

別
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

(
日

鐵
住

金
建

材
)

基
幹

6
3
8

2
/
2
3

3
/
2
3

集
3
5
歳

1
7
年

2
4
4
,
4
4
0

2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

産
業

振
興

基
幹

6
3
8

2
/
2
5

3
/
2
5

集
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
 
 
 
-

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

(
東

邦
亜

鉛
)

基
幹

5
6
9

2
/
2
7

5
/
2
1

集
2
4
6
,
5
3
9
3
,
5
0
0
円

－
(
平

均
)
 
 
 
 
 
-

(
東

亜
建

設
工

業
)

基
幹

1
,
1
5
2

4
/
9

4
/
2
3

集
若

年
層

の
賃

金
体

系
見

直
し

事
務

・
技

術
初

任
給

1
0
,
0
0
0
円

増
、

1
〜

4
級

5
,
0
0
0
円

増
5
級

4
,
0
0
0
円

増
6
級

3
,
0
0
0
円

増

(
平

均
)
 
 
 
 
-

(
東

亜
道

路
)

基
幹

7
5
7

4
/
1
3

4
/
2
2

集
総

合
職

3
0
歳

ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ

2
7
5
,
0
0
0

2
,
8
0
0
円

－
(
平

均
)
 
1
,
5
0
0
円

北 海 道 ・ 東 北地 域
単

組
産

別
組

合
員

数
要

求
日

回
答

日
集

約
方

向

要
求

回
答

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

平
均

賃
金

個
別

賃
金

2
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

京
三

電
機

自
動

車
1
,
3
0
4

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

(
4
,
1
3
7
円

)
+
是

正
分

(
6
,
0
0
0
円

)

賃
金

制
度

維
持

分
（

4
,
1
3
7
円

）
＋

是
正

分
（

2
,
7
0
0
円

）

賃
金

制
度

維
持

分
+
是

正
分

2
,
5
0
0
円

G
K
N
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾌ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ

ｼ
ﾞ
ｬ
ﾊ
ﾟ
ﾝ

自
動

車
9
7
7

2
/
2
0

3
/
2
3

集
賃

金
改

善
分

6
,
0
0
0

円
賃

金
改

善
分

5
0
0
円

制
度

的
昇

給
昇

格
維

持
分

＋
1
,
0
0
0
円

ミ
ツ

バ
自

動
車

3
,
3
9
4

2
/
1
9

3
/
1
9

集
制

度
的

定
期

昇
給

+
6
,
0
0
0
円

制
度

的
定

期
昇

給
＋

2
,
1
0
0
円

制
度

的
定

期
昇

給
＋

1
,
3
0
0
円

本
田

金
属

自
動

車
5
7
2

2
/
1
8

3
/
1
9

集
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0

円
（

賃
金

改
善

分
）

制
度

維
持

分
定

期
昇

給
分

5
,
0
0
8
円

日
本

電
産

エ
レ

シ
ス

自
動

車
2
8
1

2
/
1
8

5
/
2
9

集
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0

円
（

賃
金

改
善

分
）

制
度

維
持

分
+
2
,
0
0
0

円
（

賃
金

改
善

分
）

賃
金

改
善

分
1
,
3
0
0
円

宝
栄

工
業

自
動

車
2
9
2

2
/
2
6

4
/
7

集
1
0
,
1
6
6
円

3
,
0
0
0
円

賃
金

改
善

分
1
,
0
0
0
円

富
士

機
械

自
動

車
3
1
8

2
/
1
8

3
/
1
9

集
賃

金
体

系
維

持
＋

改
善

分
6
,
0
0
0
円

賃
金

体
系

維
持

分
＋

1
,
6
0
0
円

賃
金

体
系

維
持

分
＋

1
,
3
0
0
円

東
亜

工
業

自
動

車
7
4
2

2
/
1
8

3
/
1
9

集
賃

金
制

度
維

持
＋

改
善

分
6
,
0
0
0
円

賃
金

制
度

維
持

＋
一

人
平

均
8
0
0
円

相
当

賃
金

制
度

維
持

＋
一

人
平

均
8
0
0
円

自
動

車
部

品
工

業
自

動
車

6
7
3

2
/
1
9

3
/
2
0

集
賃

金
カ

ー
ブ

維
持

分
＋

6
,
0
0
0
円

賃
金

カ
ー

ブ
維

持
分

＋
2
,
0
0
0
円

賃
金

カ
ー

ブ
維

持
分

確
保

+
賃

金
改

善
分

1
,
0
0
0
円

澤
藤

電
機

自
動

車
5
9
7

2
/
2
5

3
/
2
7

集
平

均
賃

金
引

き
上

げ
一

人
あ

た
り

1
0
,
4
9
5

円

賃
金

引
上

げ
一

人
平

均
5
,
6
9
5
円

カ
ー

ブ
維

持
分

4
,
5
2
1
円

+
賃

金
改

善
分

3
2
8
円

ソ
ー

シ
ン

自
動

車
8
0
4

2
/
1
8

3
/
2
7

集
定

昇
分

2
,
9
6
5
円

＋
賃

金
改

善
分

6
,
0
0
0

円

定
期

昇
給

分
2
,
9
6
5

円
+
賃

金
改

善
分

1
,
2
0
0
円

制
度

維
持

分
+
改

善
分

1
,
0
0
0
円

Ｎ
Ｏ

Ｋ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾕ
ﾆ

ｵ
ﾝ

Ｊ
Ａ

Ｍ
5
,
1
7
5

3
/
1
6

3
/
1
8

集
-

-
3
1
1
,
1
0
0
構

造
維

持
分

6
,
1
4
5

円
+
3
,
5
0
0
円

構
造

維
持

分
6
,
1
4
5

円
+
3
,
5
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
7
7
3

円
+
ベ

ア
3
,
0
0
0
円

サ
ン

デ
ン

Ｊ
Ａ

Ｍ
2
,
1
7
7

2
/
2
0

3
/
1
7

集
構

造
維

持
分

4
,
8
1
5

円
+
ベ

ア
2
,
2
9
9
円

構
造

維
持

分
4
,
8
1
5

円
+
ベ

ア
2
,
0
8
0
円

構
造

維
持

分
4
,
9
1
8

円
+
ベ

ア
4
6
0
円

市
光

工
業

Ｊ
Ａ

Ｍ
1
,
4
0
6

2
/
2
4

3
/
1
8

集
2
9
4
,
6
4
9
構

造
維

持
分

5
,
8
9
3

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
+
ベ

ア
5
0
0
円

＋
是

正
正

分
5
0
0
円

構
造

維
持

分
＋

改
善

分
1
,
0
0
0
円

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

条
鋼

)
基

幹
1
,
2
7
8

2
/
2
0

3
/
2
4

集
(
再

要
求

)
 
3
,
5
0
0
円

1
,
0
0
0
円

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

単
組

組
合

員
数

要
求

日
回

答
日

集
約

方
向

産
別

地 域 北 関 東

回
答

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

平
均

賃
金

要
求

3
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

(
大

同
特

殊
鋼

)
基

幹
2
,
4
7
9

2
/
2
0

3
/
1
8

集
3
5
歳

1
7
年

2
8
8
,
3
9
6

2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

(
日

鐵
住

金
建

材
)

基
幹

6
3
8

2
/
2
3

3
/
2
3

集
3
5
歳

1
7
年

2
4
4
,
4
4
0

2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

東
邦

亜
鉛

基
幹

5
6
9

2
/
2
7

5
/
2
1

集
2
4
6
,
5
3
9
3
,
5
0
0
円

－
(
平

均
)
 
 
 
 
 
-

沖
電

線
電

線
2
8
1

2
/
2
4

3
/
1
9

集
2
8
0
,
4
9
9
3
,
4
0
9
円

現
行

通
り

現
行

通
り

Ｏ
Ｃ

Ｃ
電

線
2
1
8

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
5
歳

個
別

賃
金

2
8
7
,
1
3
0

6
,
0
0
0
円

3
5
歳

個
別

3
0
1
,
9
6
7
2
,
0
0
0
円

－

(
住

友
電

装
)

電
線

4
,
0
1
5

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
5
歳

個
別

賃
金

3
0
2
,
5
0
0

6
,
0
0
0
円

3
5
歳

個
別

3
0
5
,
0
0
0
2
,
5
0
0
円

3
5
歳

個
別

賃
金

3
0
2
,
5
0
0
2
,
0
0
0
円

日
産

車
体

自
動

車
1
,
8
3
1

2
/
1
8

3
/
1
8

集
平

均
賃

金
改

定
原

資
1
1
,
0
0
0
円

平
均

賃
金

改
定

原
資

8
,
5
0
0
円

平
均

賃
金

改
訂

原
資

7
,
5
0
0
円

ｶ
ﾙ
ｿ
ﾆ
ｯ
ｸ
ｶ
ﾝ
ｾ
ｲ

自
動

車
3
,
0
2
4

2
/
2
0

3
/
1
9

集
平

均
賃

金
改

訂
原

資
1
1
,
0
0
0
円

平
均

賃
金

改
訂

原
資

8
,
2
0
0
円

平
均

賃
金

改
訂

原
資

6
,
2
0
0
円

フ
ァ

ル
テ

ッ
ク

自
動

車
8
3
2

2
/
2
0

3
/
2
3

集
1
0
,
0
0
0
円

4
,
8
0
0
円

4
,
8
0
0
円

河
西

工
業

自
動

車
8
9
6

2
/
2
0

3
/
2
0

集
1
0
,
5
0
0
円

6
,
1
0
0
円

6
,
0
0
0
円

タ
チ

エ
ス

自
動

車
1
,
2
5
0

2
/
2
0

3
/
2
3

集
1
0
,
0
0
0
円

6
,
1
0
0
円

5
,
3
0
0
円

シ
ョ

ー
ワ

自
動

車
2
,
3
9
0

2
/
1
8

3
/
1
9

集
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0

円
（

賃
金

改
善

分
）

制
度

維
持

分
+
1
,
1
0
0

円
（

賃
金

改
善

分
）

賃
金

改
善

分
1
,
3
0
0
円

八
千

代
工

業
自

動
車

1
,
3
4
3

2
/
1
8

3
/
1
9

集
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0

円
（

賃
金

改
善

分
）

制
度

維
持

分
賃

金
改

善
分

0
円

日
本

発
条

自
動

車
3
,
7
8
6

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
改

定
原

資
1
1
,
9
5
0
円

賃
金

制
度

改
定

原
資

8
,
9
5
0
円

(
改

善
分

3
,
0
0
0
円

)

賃
金

制
度

改
定

原
資

8
,
3
5
0
円

曙
ブ

レ
ー

キ
工

業
自

動
車

1
,
8
1
5

2
/
1
8

3
/
1
8

集
1
0
,
9
0
9
円

カ
ー

ブ
維

持
分

＋
賃

金
改

善
1
,
7
0
0
円

6
,
3
0
6
円

ニ
ッ

キ
自

動
車

1
9
6

2
/
1
8

3
/
1
8

集
1
1
,
6
3
8
円

定
期

昇
給

＋
賃

金
改

善
7
5
0
円

6
,
3
1
5
円

Ｎ
Ｏ

Ｋ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾕ
ﾆ

ｵ
ﾝ

Ｊ
Ａ

Ｍ
5
,
1
7
5

3
/
1
6

3
/
1
8

集
-

-
3
1
1
,
1
0
0
構

造
維

持
分

6
,
1
4
5

円
+
3
,
5
0
0
円

構
造

維
持

分
6
,
1
4
5

円
+
3
,
5
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
7
7
3

円
+
ベ

ア
3
,
0
0
0
円

カ
シ

オ
Ｊ

Ａ
Ｍ

1
,
8
4
1

3
/
2

3
/
1
8

集
3
7
1
,
0
0
1
構

造
維

持
分

4
,
6
8
3

円
+
9
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
4
,
6
8
3
円

+
賃

金
改

善
3
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
4
,
9
4
0

円
+
ベ

ア
2
,
0
0
0
円

ボ
ッ

シ
ュ

Ｊ
Ａ

Ｍ
4
,
2
6
6

2
/
1
7

3
/
1
8

集
構

造
維

持
分

4
,
8
0
0

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
4
,
8
0
0

円
+
ベ

ア
3
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
2
0
0

円
+
ベ

ア
2
,
0
0
0
円

東
芝

機
械

Ｊ
Ａ

Ｍ
1
,
1
1
7

2
/
2
0

3
/
1
8

集
構

造
維

持
分

5
,
2
0
0

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
2
0
0

円
+
ベ

ア
1
,
5
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
3
5
0

円
+
ベ

ア
1
,
3
3
0
円

回
答

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

平
均

賃
金

要
求

集
約

方
向

単
組

産
別

組
合

員
数

要
求

日
地 域

回
答

日

南 関 東北 関 東
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

日
本

電
子

連
合

Ｊ
Ａ

Ｍ
1
,
3
1
5

2
/
2
3

3
/
1
8

集
3
5
歳

3
2
6
,
3
0
0

3
3
9
,
3
4
9
構

造
維

持
分

6
,
7
7
9

円
+
ベ

ア
6
,
0
0
0
円

3
5
歳

3
2
8
,
3
0
0
構

造
維

持
分

6
,
7
7
9

円
+
ベ

ア
2
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
6
,
8
1
1
円

リ
ケ

ン
Ｊ

Ａ
Ｍ

1
,
2
1
0

2
/
2
4

3
/
1
8

集
3
5
歳

3
0
0
,
0
6
2

3
0
2
,
6
2
2
構

造
維

持
分

6
,
9
1
6

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

3
5
歳

3
0
2
,
1
6
2
構

造
維

持
分

6
,
9
7
8

円
+
ベ

ア
2
,
1
0
0
円

構
造

維
持

分
7
,
0
4
8

円
+
ベ

ア
5
0
0
円

ダ
イ

キ
ン

工
業

Ｊ
Ａ

Ｍ
6
,
3
0
7

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
2
6
,
4
2
7
平

均
1
1
,
0
0
0
円

平
均

9
,
5
0
0
円

平
均

8
,
0
0
0
円

日
立

Ａ
Ｍ

Ｓ
第

三
支

部
Ｊ

Ａ
Ｍ

6
,
2
5
0

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
0
3
,
2
0
0
賃

金
体

系
維

持
+
ベ

ア
6
,
0
0
0
円

賃
金

体
系

維
持

+
ベ

ア
3
,
0
0
0
円

賃
金

体
系

維
持

+
ベ

ア
2
,
0
0
0
円

ミ
ツ

ミ
ユ

ニ
オ

ン
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
,
1
5
4

2
/
2
4

3
/
1
8

集
3
5
歳

3
3
7
,
0
0
0

3
1
5
,
6
1
1
構

造
維

持
分

4
,
1
2
1

円
+
ベ

ア
6
,
3
0
0
円

+
是

正
3
5
歳

3
4
0
,
7
5
0
構

造
維

持
分

4
,
1
2
1

円
+
ベ

ア
3
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
4
,
1
4
2

円
+
ベ

ア
1
,
0
0
0
円

ス
タ

ン
レ

ー
電

気
Ｊ

Ａ
Ｍ

3
,
0
3
7

2
/
2
4

3
/
1
7

集
構

造
維

持
分

5
,
4
4
3

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

定
期

昇
給

+
ベ

ア
2
,
3
0
0
円

定
期

昇
給

+
ベ

ア
5
0
0
円

マ
キ

ノ
Ｊ

Ａ
Ｍ

1
,
1
6
1

2
/
2
4

3
/
1
7

集
2
7
9
,
7
1
9
構

造
維

持
分

5
,
2
0
0

円
+
ベ

ア
8
,
3
9
2
円

構
造

維
持

分
5
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
2
,
5
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
2
,
0
7
0
円

オ
イ

レ
ス

Ｊ
Ａ

Ｍ
6
4
7

2
/
2
4

3
/
1
7

集
平

均
1
5
,
0
8
4
円

構
造

維
持

分
7
,
7
6
3

円
+
ベ

ア
3
,
3
0
0
円

構
造

維
持

分
7
,
8
2
2

円
+
ベ

ア
1
,
8
0
0
円

Ｋ
Ｙ

Ｂ
Ｊ

Ａ
Ｍ

3
,
1
3
9

2
/
1
8

3
/
2
3

集
2
9
2
,
5
5
4
構

造
維

持
分

5
,
9
3
1

円
+
ベ

ア
6
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
9
3
1

円
+
ベ

ア
1
,
9
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
9
2
1

円
+
ベ

ア
1
,
5
0
0
円

Ｊ
Ｖ

Ｃ
ケ

ン
ウ

ッ
ド

Ｊ
Ａ

Ｍ
2
,
8
9
2

2
/
1
9

3
/
1
8

集
3
5
歳

2
9
3
,
6
0
0

3
5
1
,
6
1
7
3
5
歳

ベ
ア

6
,
0
0
0
円

+
業

界
格

差
改

善
4
,
0
0
0
円

3
5
歳

2
9
7
,
6
0
0
定

昇
+
3
5
歳

ベ
ア

3
,
0
0
0
円

+
業

界
格

差
改

善
4
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
+
ベ

ア
2
,
0
0
0
円

(
1
0
月

実
施

)

市
光

工
業

Ｊ
Ａ

Ｍ
1
,
4
0
6

2
/
2
4

3
/
1
8

集
2
9
4
,
6
4
9
構

造
維

持
分

5
,
8
9
3

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
+
ベ

ア
5
0
0
円

＋
是

正
正

分
5
0
0
円

構
造

維
持

分
＋

改
善

分
1
,
0
0
0
円

(
合

同
製

鐵
)

基
幹

6
3
0

－
－

－
2
年

済
み

2
年

済
み

(
個

別
)

2
0
1
4
年

度
 
 
 
-

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

Ｊ
Ｆ

Ｅ
条

鋼
基

幹
1
,
2
7
8

2
/
2
0

3
/
2
4

集
(
再

要
求

)
 
3
,
5
0
0
円

1
,
0
0
0
円

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

(
淀

川
製

鋼
所

)
基

幹
1
,
0
1
2

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
5
歳

1
7
年

2
6
6
,
9
6
2

2
,
0
0
0
円

初
任

賃
金

を
一

律
1
,
0
0
0
円

増
額

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

日
本

冶
金

工
業

基
幹

8
4
1

2
/
2
5

3
/
1
9

集
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
 
 
 
-

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

(
新

日
本

電
工

)
基

幹
3
1
4

2
/
2
0

3
/
1
9

集
3
5
歳

1
7
年

2
4
6
,
7
7
5

2
年

済
み

2
年

済
み

(
個

別
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

南 関 東

回
答

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

平
均

賃
金

要
求

集
約

方
向

地 域
単

組
産

別
組

合
員

数
要

求
日

回
答

日

5
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

日
鐵

住
金

建
材

基
幹

6
3
8

2
/
2
3

3
/
2
3

集
3
5
歳

1
7
年

2
4
4
,
4
4
0

2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

Ｊ
Ｆ

Ｅ
物

流
基

幹
1
,
7
8
1

－
－

－
3
5
歳

1
7
年

2
5
0
,
0
0
0

2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

ジ
ャ

パ
ン

マ
リ

ン
ユ

ナ
イ

テ
ッ

ド
基

幹
4
,
1
9
6

2
/
2
5

3
/
1
8

集
2
8
4
,
0
5
7

2
0
1
6
 
年

度
以

降
で

業
績

本
格

的
回

復
局

面
に

お
い

て
、

賃
金

改
善

(
2
,
0
0
0
円

/
人

)
を

実
施

Ｉ
Ｈ

Ｉ
運

搬
機

械
基

幹
1
,
1
1
4

2
/
2
3

3
/
2
3

集
2
8
2
,
8
3
5
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

Ｊ
Ｆ

Ｅ
エ

ン
ジ

ニ
ア

リ
ン

グ
基

幹
1
,
9
3
1

－
－

－
3
5
歳

1
7
年

2
8
3
,
4
0
0

2
年

済
み

2
年

済
み

(
個

別
)

2
0
1
4
年

度
2
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
 
 
 
 
-

(
東

邦
亜

鉛
)

基
幹

5
6
9

2
/
2
7

5
/
2
1

集
2
4
6
,
5
3
9
3
,
5
0
0
円

－
(
平

均
)
 
 
 
 
 
-

J
X
日

鉱
日

石
コ

イ
ル

セ
ン

タ
ー

基
幹

3
/
1
9

3
/
2
4

集
8
0
0
円

8
9
3
円

(
平

均
)

定
昇

3
,
0
5
0
円

エ
ク

サ
基

幹
8
5
4

2
/
2
5

3
/
2
6

集
3
2
8
,
0
0
0
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

東
亜

建
設

工
業

基
幹

1
,
1
5
2

4
/
9

4
/
2
3

集
若

年
層

の
賃

金
体

系
見

直
し

事
務

・
技

術
初

任
給

1
0
,
0
0
0
円

増
、

1
〜

4
級

5
,
0
0
0
円

増
5
級

4
,
0
0
0
円

増
6
級

3
,
0
0
0
円

増

(
平

均
)
 
 
 
 
-

東
亜

道
路

基
幹

7
5
7

4
/
1
3

4
/
2
2

集
総

合
職

3
0
歳

ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ

2
7
5
,
0
0
0

2
,
8
0
0
円

－
(
平

均
)
 
1
,
5
0
0
円

(
第

一
建

設
)

基
幹

6
0
3

2
/
2
0

4
/
2
8

集
3
8
9
,
0
0
0
5
,
6
0
0
円

8
0
0

(
平

均
)
 
 
 
 
-

(
住

友
電

装
)

電
線

4
,
0
1
5

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
5
歳

個
別

賃
金

3
0
2
,
5
0
0

6
,
0
0
0
円

3
5
歳

個
別

3
0
5
,
0
0
0
2
,
5
0
0
円

3
5
歳

個
別

賃
金

3
0
2
,
5
0
0
2
,
0
0
0
円

南 関 東地 域
組

合
員

数
要

求
日

回
答

日
単

組
産

別
集

約
方

向

回
答

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

平
均

賃
金

要
求

6
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

ア
イ

シ
ン

軽
金

属
自

動
車

1
,
1
5
0

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
是

正
分

6
,
0
0
0
円

賃
金

制
度

維
持

分
+

是
正

分
(
1
,
0
0
0
円

)

賃
金

制
度

維
持

分
+
是

正
分

（
1
,
2
0
0
円

）

ｱ
ｲ
ｼ
ﾝ
・

ｴ
ｲ
・

ﾀ
ﾞ
ﾌ
ﾞ

ﾘ
ｭ
工

業
自

動
車

2
,
3
4
8

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
賃

金
改

善
分

(
6
,
0
0
0
円

)

賃
金

制
度

維
持

分
+

是
正

分
(
1
,
8
0
0
円

)

賃
金

制
度

維
持

分
+
賃

金
改

善
分

（
1
,
5
0
0
円

）

ア
ー

ト
自

動
車

5
6
9

2
/
1
6

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
水

準
向

上
分

(
6
,
0
0
0
円

)

制
度

維
持

分
＋

水
準

向
上

分
(
2
,
0
0
0
円

)

賃
金

制
度

維
持

分
+
水

準
向

上
分

2
,
5
0
0

円

浅
間

技
研

自
動

車
1
5
4

2
/
1
8

3
/
1
9

集
制

度
維

持
分

制
度

維
持

分
－

田
中

精
密

自
動

車
9
5
0

2
/
1
8

3
/
1
9

集
総

額
要

求
1
0
,
1
5
6
円

（
制

度
維

持
分

+
賃

金
改

善
分

）
制

度
維

持
分

定
期

昇
給

分
3
,
9
3
2
円

パ
ジ

ェ
ロ

製
造

自
動

車
9
0
5

2
/
2
4

4
/
9

集
6
,
0
0
0
円

4
,
9
3
8
円

制
度

維
持

＋
1
,
5
0
0
円

ス
ズ

キ
部

品
富

山
自

動
車

2
7
8

2
/
2
5

3
/
2
7

集
賃

金
カ

ー
ブ

維
持

＋
賃

金
改

善
分

6
,
0
0
0
円

昇
給

制
度

維
持

分
の

昇
給

と
賃

金
改

善
を

実
施

す
る

。

昇
給

水
準

維
持

、
賃

金
の

改
善

分
と

し
て

5
4
0
円

ジ
ェ

イ
・

バ
ス

自
動

車
1
,
0
2
2

2
/
2
4

3
/
2
7

集

賃
金

改
善

分
と

し
一

人
当

た
り

平
均

6
,
0
0
0
円

を
要

求
す

る

定
期

昇
給

＋
賃

金
改

善
分

1
,
9
0
0
円

制
度

維
持

分
+
改

善
分

1
,
2
0
0
円

(
1
人

当
た

り
平

均
)

盟
和

産
業

自
動

車
1
9
9

2
/
1
8

3
/
1
8

集
9
,
7
6
1
円

定
期

昇
給

＋
賃

金
改

善
1
,
2
0
0
円

4
,
6
4
2
円

リ
ケ

ン
Ｊ

Ａ
Ｍ

1
,
2
1
0

2
/
2
4

3
/
1
8

集
3
5
歳

3
0
0
,
0
6
2

3
0
2
,
6
2
2
構

造
維

持
分

6
,
9
1
6

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

3
5
歳

3
0
2
,
1
6
2
構

造
維

持
分

6
,
9
7
8

円
+
ベ

ア
2
,
1
0
0
円

構
造

維
持

分
7
,
0
4
8

円
+
ベ

ア
5
0
0
円

Ｔ
Ｐ

Ｒ
Ｊ

Ａ
Ｍ

7
2
4

2
/
2
3

3
/
1
1

集
2
9
8
,
7
2
4
構

造
維

持
分

4
,
5
0
0

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
4
,
5
0
0

円
+
ベ

ア
3
,
8
0
0
円

構
造

維
持

分
4
,
5
0
0

円
+
ベ

ア
2
,
5
0
0
円

津
田

駒
工

業
Ｊ

Ａ
Ｍ

7
7
4

3
/
2

3
/
3
1

集
2
7
7
,
4
2
0
構

造
維

持
分

5
,
8
3
9

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

+
是

正
1
,
5
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
8
0
0

円
+
1
,
2
0
0
円

(
内

是
正

分
4
0
0
)

構
造

維
持

分
5
,
9
0
0

円
+
ベ

ア
1
,
1
0
0
円

コ
ロ

ナ
Ｊ

Ａ
Ｍ

8
7
2

2
/
2
4

3
/
1
7

集
3
5
歳

2
5
2
,
5
3
3

2
7
7
,
2
7
1
構

造
維

持
分

5
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
5
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
5
0
0
円

多
摩

川
精

機
Ｊ

Ａ
Ｍ

5
0
8

2
/
2
4

3
/
1
7

集
3
5
歳

3
0
1
,
8
8
5

3
2
6
,
9
9
1
構

造
維

持
分

6
,
0
0
9

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

3
5
歳

3
0
2
,
5
3
5
構

造
維

持
分

6
,
0
0
9

円
+
ベ

ア
6
5
0
円

構
造

維
持

分
5
,
9
9
9

円
+
ベ

ア
5
0
0
円

不
二

越
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
,
0
6
7

2
/
2
0

3
/
1
7

-
1
8

集
3
5
歳

2
6
9
,
3
0
0

2
5
3
,
5
0
0
構

造
維

持
分

5
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
6
5
0

円
＋

ベ
ア

3
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
＋

ベ
ア

3
,
2
6
0
円

地 域 北 陸 ・ 信 越

単
組

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

平
均

賃
金

要
求

産
別

集
約

方
向

回
答

組
合

員
数

要
求

日
回

答
日

7
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

(
新

日
本

電
工

)
基

幹
3
1
4

2
/
2
0

3
/
1
9

集
3
5
歳

1
7
年

2
4
6
,
7
7
5

2
年

済
み

2
年

済
み

(
個

別
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

Ｉ
Ｈ

Ｉ
回

転
機

械
基

幹
6
6
6

3
/
2
0

4
/
2
8

集
2
7
2
,
7
1
8
3
,
5
0
0
円

1
,
1
0
0
円

(
平

均
)
 
1
,
0
0
0
円

(
東

亜
建

設
工

業
)

基
幹

1
,
1
5
2

4
/
9

4
/
2
3

集
若

年
層

の
賃

金
体

系
見

直
し

事
務

・
技

術
初

任
給

1
0
,
0
0
0
円

増
、

1
〜

4
級

5
,
0
0
0
円

増
5
級

4
,
0
0
0
円

増
6
級

3
,
0
0
0
円

増

(
平

均
)
 
 
 
 
-

(
東

亜
道

路
）

基
幹

7
5
7

4
/
1
3

4
/
2
2

集
総

合
職

3
0
歳

ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ

2
7
5
,
0
0
0

2
,
8
0
0
円

－
(
平

均
)
 
1
,
5
0
0
円

第
一

建
設

基
幹

6
0
3

2
/
2
0

4
/
2
8

集
3
8
9
,
0
0
0
5
,
6
0
0
円

8
0
0

(
平

均
)
 
 
 
 
-

(
沖

電
線

)
電

線
2
8
1

2
/
2
4

3
/
1
9

集
2
8
0
,
4
9
9
3
,
4
0
9
円

現
行

通
り

現
行

通
り

東
京

特
殊

電
線

電
線

1
7
4

2
/
2
4

3
/
1
9

集
2
9
5
,
6
4
6
6
,
0
0
2
円

現
行

通
り

現
行

通
り

古
河

ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾜ
ｲ
ﾔ

電
線

1
5
0

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
5
歳

個
別

賃
金

2
7
0
,
3
5
0

6
,
0
0
0
円

2
7
1
,
3
5
0
平

均
1
,
0
0
0
円

現
行

通
り

ト
ヨ

タ
自

動
車

東
日

本
自

動
車

6
,
8
2
0

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0
円

賃
金

カ
ー

ブ
維

持
分

+
是

正
分

(
2
,
0
0
0
円

)
賃

金
制

度
維

持
分

+
是

正
分

1
,
2
0
0
円

ア
ス

モ
自

動
車

4
,
3
8
3

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0
円

賃
金

制
度

維
持

分
＋

1
,
5
0
0
円

賃
金

制
度

維
持

分
+
是

正
分

（
1
,
3
0
0

円
）

愛
三

工
業

自
動

車
2
,
4
8
7

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
水

準
向

上
分

6
,
0
0
0

円

組
合

員
一

人
平

均
6
,
9
0
0
円

組
合

員
一

人
平

均
6
,
4
0
0
円

シ
ロ

キ
工

業
自

動
車

1
,
3
4
3

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0
円

賃
金

制
度

維
持

分
(
4
,
5
8
4
円

)
+
向

上
分

(
1
,
0
0
0
円

)

賃
金

制
度

維
持

分
（

4
,
6
5
4
円

）
+

向
上

分
（

3
0
0
円

）

中
央

発
条

自
動

車
1
,
3
3
7

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0
円

(
実

態
改

善
+
水

準
向

上
)

賃
金

制
度

維
持

分
+
1
,
4
5
0
円

(
実

態
改

善
)

賃
金

構
造

維
持

分

津
田

工
業

自
動

車
9
0
9

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
是

正
分

賃
金

制
度

維
持

分
+

是
正

分
(
1
,
5
0
0
円

）

5
,
4
0
0
円

（
賃

金
制

度
維

持
分

）

大
豊

工
業

自
動

車
1
,
4
7
2

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0
円

賃
金

制
度

維
持

分
＋

1
,
2
0
0
円

組
合

員
一

人
平

均
6
,
6
0
0
円

三
互

自
動

車
1
,
7
7
6

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0
円

賃
金

制
度

維
持

分
+
1
,
0
0
0
円

定
期

昇
給

分
+
是

正
分

(
8
0
0
円

）

東 海地 域 北 陸 ・ 信 越

単
組

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

平
均

賃
金

要
求

回
答

集
約

方
向

組
合

員
数

要
求

日
回

答
日

産
別
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

豊
田

鉄
工

自
動

車
1
,
8
3
5

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
是

正
分

6
,
0
0
0
円

賃
金

制
度

維
持

分
+

是
正

分
2
,
0
0
0
円

賃
金

カ
ー

ブ
維

持
分

+
是

正
分

（
1
,
0
0
0

円
）

岐
阜

車
体

工
業

自
動

車
1
,
2
5
4

2
/
1
9

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
是

正
分

6
,
0
0
0
円

賃
金

制
度

維
持

分
＋

是
正

分
1
,
5
0
0
円

賃
金

制
度

維
持

分
+

是
正

分
（

7
0
0
円

）

中
庸

ス
プ

リ
ン

グ
自

動
車

3
3
4

2
/
1
8

3
/
2
3

集

ｶ
ｰ
ﾌ
ﾞ
維

持
分

4
,
4
0
0

円
+
実

態
改

善
分

2
0
0

円
+
水

準
向

上
分

5
,
8
0
0
円

ｶ
ｰ
ﾌ
ﾞ
維

持
分

4
,
4
0
0

円
＋

実
態

改
善

分
2
0
0
円

＋
水

準
向

上
分

3
0
0
円

賃
金

カ
ー

ブ
維

持
分

+
実

態
改

善
分

林
テ

レ
ン

プ
自

動
車

1
,
4
6
0

2
/
1
9

3
/
3
1

集
賃

金
制

度
維

持
分

5
,
3
0
0
円

+
是

正
分

6
,
0
0
0
円

賃
金

制
度

維
持

分
5
,
3
0
0
円

＋
是

正
分

1
,
0
0
0
円

賃
金

制
度

維
持

分
5
,
3
0
0
円

+
是

正
分

1
,
0
0
0
円

セ
キ

ソ
ー

自
動

車
1
1
1

2
/
1
8

3
/
2
0

集
賃

金
ｶ
ｰ
ﾌ
ﾞ
維

持
分

4
,
7
5
0
円

+
是

正
分

6
,
0
0
0
円

賃
金

ｶ
ｰ
ﾌ
ﾞ
維

持
分

4
,
7
5
0
円

+
是

正
分

8
0
0
円

賃
金

カ
ー

ブ
維

持
分

+
是

正
分

5
0
0
円

ユ
ニ

プ
レ

ス
自

動
車

1
,
7
7
5

2
/
2
0

3
/
2
0

集
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0
円

7
,
6
0
0
円

6
,
8
0
0
円

ユ
ニ

バ
ン

ス
自

動
車

1
,
0
4
8

2
/
2
0

3
/
2
0

集
9
,
5
0
0
円

5
,
0
0
0
円

4
,
5
0
0
円

富
士

機
工

自
動

車
9
8
3

2
/
2
0

3
/
2
0

集
1
0
,
5
0
0
円

6
,
0
0
0
円

5
,
5
0
0
円

今
仙

電
機

自
動

車
1
,
6
8
9

2
/
1
9

3
/
1
9

集
9
,
7
5
2
円

4
,
7
5
2
円

4
,
6
1
1
円

ユ
タ

カ
技

研
自

動
車

9
2
5

2
/
1
8

3
/
1
9

集
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0

円
（

賃
金

改
善

分
）

制
度

維
持

分
+
1
,
3
0
0

円
（

賃
金

改
善

分
）

賃
金

改
善

分
1
,
5
0
0
円

柳
河

精
機

自
動

車
4
8
1

2
/
1
8

3
/
1
9

集
制

度
維

持
分

制
度

維
持

分
賃

金
改

善
分

0
円

ﾔ
ﾏ
ﾊ
ﾓ
ｰ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾜ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾛ

ﾀ
ﾞ
ｸ
ﾂ

自
動

車
3
4
1

2
/
1
8

3
/
1
8

集
6
,
0
0
0
円

2
,
8
0
0
円

1
,
7
0
0
円

日
本

特
殊

陶
業

自
動

車
5
,
3
7
6

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
改

善
分

6
,
0
0
0
円

賃
金

改
善

分
3
,
3
0
0
円

制
度

維
持

＋
2
,
2
0
0
円

大
同

メ
タ

ル
自

動
車

1
,
1
7
9

2
/
1
8

3
/
2
0

集
1
0
,
7
7
9
円

定
期

昇
給

＋
賃

金
改

善
1
,
5
0
0
円

5
,
6
9
0
円

Ｎ
Ｏ

Ｋ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾕ
ﾆ

ｵ
ﾝ

Ｊ
Ａ

Ｍ
5
,
1
7
5

3
/
1
6

3
/
1
8

集
-

-
3
1
1
,
1
0
0
構

造
維

持
分

6
,
1
4
5

円
+
3
,
5
0
0
円

構
造

維
持

分
6
,
1
4
5

円
+
3
,
5
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
7
7
3

円
+
ベ

ア
3
,
0
0
0
円

全
矢

崎
Ｊ

Ａ
Ｍ

6
,
5
4
4

2
/
1
7

3
/
1
8

集
構

造
維

持
分

6
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
5
,
8
2
4
円

構
造

維
持

分
6
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
2
,
8
0
0
円

構
造

維
持

分
6
.
5
0
0

円
+
ベ

ア
2
,
3
6
6
円

東
芝

機
械

Ｊ
Ａ

Ｍ
1
,
1
1
7

2
/
2
0

3
/
1
8

集
構

造
維

持
分

5
,
2
0
0

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
2
0
0

円
+
ベ

ア
1
,
5
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
3
5
0

円
+
ベ

ア
1
,
3
3
0
円

東 海地 域
単

組
産

別
組

合
員

数
要

求
日

回
答

日
集

約
方

向

要
求

回
答

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

平
均

賃
金
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

(
Ｉ

Ｈ
Ｉ

運
搬

機
械

)
基

幹
1
,
1
1
4

2
/
2
3

3
/
2
3

集
2
8
2
,
8
3
5
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

(
J
F
E
ｴ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ﾆ
ｱ
ﾘ
ﾝ

ｸ
ﾞ
)

基
幹

1
,
9
3
1

－
－

－
3
5
歳

1
7
年

2
8
3
,
4
0
0

2
年

済
み

2
年

済
み

(
個

別
)

2
0
1
4
年

度
2
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
 
 
 
 
-

中
菱

ｴ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ﾆ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ

基
幹

6
3
8

2
/
2
0

3
/
1
8

集
2
9
5
,
9
7
5
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
年

分
と

し
て

2
0
1
4
年

度
1
,
8
5
0
円

(
東

亜
建

設
工

業
)

基
幹

1
,
1
5
2

4
/
9

4
/
2
3

集
若

年
層

の
賃

金
体

系
見

直
し

事
務

・
技

術
初

任
給

1
0
,
0
0
0
円

増
、

1
〜

4
級

5
,
0
0
0
円

増
5
級

4
,
0
0
0
円

増
6
級

3
,
0
0
0
円

増

(
平

均
)
 
 
 
 
-

(
東

亜
道

路
)

基
幹

7
5
7

4
/
1
3

4
/
2
2

集
総

合
職

3
0
歳

ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ

2
7
5
,
0
0
0

2
,
8
0
0
円

－
(
平

均
)
 
1
,
5
0
0
円

住
友

電
装

電
線

4
,
0
1
5

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
5
歳

個
別

賃
金

3
0
2
,
5
0
0

6
,
0
0
0
円

3
5
歳

個
別

3
0
5
,
0
0
0
2
,
5
0
0
円

3
5
歳

個
別

賃
金

3
0
2
,
5
0
0

明
石

機
械

自
動

車
8
1
1

2
/
1
8

3
/
2
0

集
賃

金
カ

ー
ブ

維
持

分
+
6
,
0
0
0
円

定
昇

＋
賃

金
制

度
移

行
分

5
,
5
0
0
円

ダ
イ

キ
ン

工
業

Ｊ
Ａ

Ｍ
6
,
3
0
7

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
2
6
,
4
2
7
平

均
1
1
,
0
0
0
円

平
均

9
,
5
0
0
円

平
均

8
,
0
0
0
円

村
田

機
械

Ｊ
Ａ

Ｍ
1
,
7
3
9

2
/
2
4

3
/
1
8

集
3
0
3
,
0
0
3
構

造
維

持
分

6
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
4
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
6
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
1
,
2
5
0
円

構
造

維
持

分
6
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
1
,
5
0
0
円

ナ
ブ

テ
ス

コ
Ｊ

Ａ
Ｍ

1
,
7
0
7

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
5
歳

3
1
0
,
0
0
0

3
1
3
,
0
8
2
構

造
維

持
分

5
,
7
6
2

円
+
ベ

ア
6
,
0
6
2
円

3
5
歳

3
1
4
,
0
0
0
構

造
維

持
分

5
,
7
6
2

円
+
ベ

ア
/
手

当
2
,
1
5
3
円

構
造

維
持

分
5
,
7
6
2

円
+
ベ

ア
2
,
0
0
0
円

近
畿

車
輛

Ｊ
Ａ

Ｍ
7
1
4

2
/
2
4

3
/
3
0

集
3
5
歳

2
8
0
,
7
7
0

2
9
2
,
3
9
5
構

造
維

持
分

5
,
7
0
0

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
7
0
0

円
+
ベ

ア
5
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
7
0
0

円
+
ベ

ア
5
0
0
円

ﾀ
ｶ
ﾗ
ｽ
ﾀ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

Ｊ
Ａ

Ｍ
3
,
7
0
0

2
/
2
4

3
/
1
8

集
3
0
歳

 
2
5
8
,
3
0
0

2
7
8
,
0
0
0
構

造
維

持
分

4
,
3
0
0

円
+
ベ

ア
4
,
1
0
0
円

3
0
歳

 
2
5
9
,
0
0
0
構

造
維

持
分

4
,
3
0
0

円
+
ベ

ア
1
,
6
0
0
円

構
造

維
持

分
4
,
3
0
0

円
+
ベ

ア
6
0
0
円

三
社

電
機

Ｊ
Ａ

Ｍ
5
6
4

2
/
2
3

集
3
5
歳

2
6
3
,
7
5
0

3
0
3
,
0
0
0
構

造
維

持
分

5
,
4
0
0

円
+
改

善
分

9
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
4
0
0

円
+
改

善
分

3
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
4
0
0

円
+
改

善
分

1
,
5
0
0
円

大
阪

機
工

Ｊ
Ａ

Ｍ
3
7
1

2
/
2
4

3
/
1
7

集
3
5
歳

2
5
2
,
8
0
0

2
6
9
,
5
3
1
構

造
維

持
分

5
,
6
0
0

円
+
ベ

ア
7
,
6
0
0
円

3
5
歳

2
5
3
,
5
0
0
構

造
維

持
分

5
,
6
0
0

円
+
ベ

ア
7
0
0
円

平
均

5
,
0
0
0
円

栗
本

鉄
工

所
Ｊ

Ａ
Ｍ

1
,
1
3
6

2
/
1
8

3
/
1
8

集
3
5
歳

2
7
8
,
1
7
0

3
1
4
,
9
8
6
構

造
維

持
分

5
,
8
7
3

円
+
ベ

ア
9
,
0
0
0
円

3
5
歳

2
7
8
,
6
7
0
構

造
維

持
分

5
,
8
7
3

円
+
ベ

ア
5
0
0
円

構
造

維
持

分
+
ベ

ア
1
,
5
0
0
円

(
4
月

実
施

)

東 海 近 畿地 域
単

組
産

別
組

合
員

数
要

求
日

回
答

日
集

約
方

向

要
求

回
答

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

平
均

賃
金
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

合
同

製
鐵

基
幹

6
3
0

－
－

－
2
年

済
み

2
年

済
み

(
個

別
)

2
0
1
4
年

度
 
 
 
-

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

条
鋼

)
基

幹
1
,
2
7
8

2
/
2
0

3
/
2
4

集
(
再

要
求

)
 
3
,
5
0
0
円

1
,
0
0
0
円

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

淀
川

製
鋼

所
基

幹
1
,
0
1
2

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
5
歳

1
7
年

2
6
6
,
9
6
2

2
,
0
0
0
円

初
任

賃
金

を
一

律
1
,
0
0
0
円

増
額

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

山
陽

特
殊

鋼
基

幹
1
,
2
7
3

2
/
2
0

3
/
1
8

集
3
5
歳

1
7
年

2
8
2
,
5
4
9

2
年

済
み

2
年

済
み

(
個

別
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

(
日

本
冶

金
工

業
)

基
幹

8
4
1

2
/
2
5

3
/
1
9

集
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
 
 
 
-

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

(
日

鐵
住

金
建

材
)

基
幹

6
3
8

2
/
2
3

3
/
2
3

集
3
5
歳

1
7
年

2
4
4
,
4
4
0

2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

物
流

)
基

幹
1
,
7
8
1

－
－

－
3
5
歳

1
7
年

2
5
0
,
0
0
0

2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

日
鉄

住
金

ユ
ナ

イ
テ

ッ
ド

和
歌

山
基

幹
7
4
0

2
/
2
7

3
/
2
5

集
3
5
歳

1
7
年

2
6
9
,
5
5
2

2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
 
9
0
0
円

2
0
1
5
年

度
 
9
0
0
円

(
産

業
振

興
)

基
幹

6
3
8

2
/
2
5

3
/
2
5

集
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
 
 
 
-

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

(
ｼ
ﾞ
ｬ
ﾊ
ﾟ
ﾝ
ﾏ
ﾘ
ﾝ
ﾕ
ﾅ
ｲ

ﾃ
ｯ
ﾄ
ﾞ
)

基
幹

4
,
1
9
6

2
/
2
5

3
/
1
8

集
2
8
4
,
0
5
7

2
0
1
6
 
年

度
以

降
で

業
績

本
格

的
回

復
局

面
に

お
い

て
、

賃
金

改
善

(
2
,
0
0
0
円

/
人

)
を

実
施

川
重

冷
熱

基
幹

3
9
3

2
/
2
5

3
/
2
5

集
2
9
3
,
5
3
0
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
 
5
0
0
円

2
0
1
5
年

度
 
5
0
0
円

西
菱

ｴ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ﾆ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ

基
幹

3
9
5

2
/
2
0

3
/
1
8

集
3
0
8
,
4
4
6
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
年

分
と

し
て

2
0
1
4
年

度
1
,
9
0
0
円

近 畿

集
約

方
向

要
求

回
答

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

平
均

賃
金

地 域
単

組
回

答
日

産
別

組
合

員
数

要
求

日
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

日
本

精
鉱

中
瀬

基
幹

5
8

2
/
2
4

3
/
2
4

集
2
6
0
,
3
6
2
3
,
5
0
0
円

1
,
0
0
0
円

(
平

均
)
 
1
,
0
0
0
円

(
東

亜
建

設
工

業
)

基
幹

1
,
1
5
2

4
/
9

4
/
2
3

集
若

年
層

の
賃

金
体

系
見

直
し

事
務

・
技

術
初

任
給

1
0
,
0
0
0
円

増
、

1
〜

4
級

5
,
0
0
0
円

増
5
級

4
,
0
0
0
円

増
6
級

3
,
0
0
0
円

増

(
平

均
)
 
 
 
 
-

(
東

亜
道

路
)

基
幹

7
5
7

4
/
1
3

4
/
2
2

集
総

合
職

3
0
歳

ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ

2
7
5
,
0
0
0

2
,
8
0
0
円

－
(
平

均
)
 
1
,
5
0
0
円

タ
ツ

タ
電

線
電

線
3
7
6

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
5
歳

個
別

賃
金

2
7
6
,
4
0
0

6
,
0
0
0
円

平
均

2
,
4
4
3
円

3
5
歳

個
別

賃
金

0

古
河

Ａ
Ｓ

電
線

6
7
9

2
/
2
4

3
/
2
0

集
3
5
歳

個
別

賃
金

2
8
8
,
1
0
0

6
,
0
0
0
円

平
均

1
,
5
0
0
円

平
均

1
,
0
0
0
円

以
上

東
邦

工
業

自
動

車
2
0
0

2
/
2
5

3
/
3
0

集
賃

金
改

善
分

3
,
4
8
6
円

賃
金

改
善

分
1
,
0
0
0
円

賃
金

改
善

分
2
0
0
円

ヒ
ラ

タ
精

機
自

動
車

2
4
3

2
/
2
5

3
/
2
8

集
賃

金
改

善
分

2
,
7
0
0
円

賃
金

改
善

分
1
,
8
0
0
円

賃
金

改
善

分
1
,
0
4
8
円

広
島

ｱ
ﾙ
ﾐ
ﾆ
ｳ
ﾑ

自
動

車
1
,
4
4
0

2
/
2
3

3
/
2
6

集
賃

金
改

善
分

7
,
0
2
3
円

賃
金

改
善

分
2
,
0
0
0
円

賃
金

改
善

分
1
,
1
0
0
円

デ
ル

タ
工

業
自

動
車

1
,
0
5
5

2
/
2
5

3
/
2
6

集
賃

金
改

善
分

6
,
0
7
5
円

賃
金

改
善

分
1
,
0
0
0
円

賃
金

改
善

分
5
0
0
円

ﾀ
ﾞ
ｲ
ｷ
ｮ
ｰ
ﾆ
ｼ
ｶ
ﾜ

自
動

車
1
,
8
1
0

2
/
2
5

3
/
2
4

集
賃

金
改

善
分

6
,
0
0
0
円

賃
金

改
善

分
1
,
1
0
0
円

賃
金

改
善

分
5
0
0
円

ヒ
ル

タ
工

業
自

動
車

7
4
8

2
/
2
5

3
/
2
5

集
7
,
8
0
9
円

4
,
3
0
9
円

賃
金

改
善

分
5
0
0
円

全
矢

崎
Ｊ

Ａ
Ｍ

6
,
5
4
4

2
/
1
7

3
/
1
8

集
構

造
維

持
分

6
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
5
,
8
2
4
円

構
造

維
持

分
6
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
2
,
8
0
0
円

構
造

維
持

分
6
.
5
0
0

円
+
ベ

ア
2
,
3
6
6
円

日
本

製
鋼

所
Ｊ

Ａ
Ｍ

1
,
7
0
2

2
/
2
5

3
/
1
9

集
構

造
維

持
分

5
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
5
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
0
0
0

円
+
ベ

ア
2
,
5
0
0
円

-

ﾎ
ｼ
ｻ
ﾞ
ｷ
電

機
Ｊ

Ａ
Ｍ

9
0
0

2
/
1
6

3
/
1
8

集
3
2
4
,
3
0
3
構

造
維

持
分

5
,
6
5
3

円
+
ベ

ア
3
,
2
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
6
5
3

円
+
ベ

ア
1
,
6
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
5
5
0

円
+
ベ

ア
1
,
0
0
0
円

タ
ダ

ノ
Ｊ

Ａ
Ｍ

1
,
1
6
4

3
/
2

3
/
2
0

集
3
5
歳

2
7
1
,
0
0
0

3
1
2
,
2
7
0
構

造
維

持
分

5
,
0
0
0
-

6
,
0
0
0
円

+
ベ

ア
3
,
0
0
0
円

3
5
歳

2
7
3
,
0
0
0
構

造
維

持
分

5
,
0
0
0
-

6
,
0
0
0
円

+
ベ

ア
2
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
+
ベ

ア
2
,
0
0
0
円

太
平

洋
工

業
Ｊ

Ａ
Ｍ

1
,
3
7
8

2
/
2
4

3
/
2
4

集
2
6
4
,
1
6
3
構

造
維

持
相

当
分

4
,
3
0
0
円

+
ベ

ア
6
,
3
0
0
円

構
造

維
持

相
当

分
4
,
3
0
0
円

+
ベ

ア
1
,
7
0
0
円

構
造

維
持

分
4
,
3
0
0

円
+
ベ

ア
1
,
0
0
0
円

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

条
鋼

)
基

幹
1
,
2
7
8

2
/
2
0

3
/
2
4

集
(
再

要
求

)
 
3
,
5
0
0
円

1
,
0
0
0
円

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

要
求

回
答

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

平
均

賃
金

単
組

産
別

組
合

員
数

要
求

日
回

答
日

集
約

方
向

地 域 近 畿 中 国 ・ 四 国
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

東
洋

鋼
鈑

基
幹

7
5
5

2
/
9

3
/
1
8

集
3
5
歳

1
7
年

3
0
0
,
9
0
0

3
,
0
0
0
円

3
5
歳

1
7
年

3
,
0
0
0
円

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
3
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

(
淀

川
製

鋼
所

)
基

幹
1
,
0
1
2

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
5
歳

1
7
年

2
6
6
,
9
6
2

2
,
0
0
0
円

初
任

賃
金

を
一

律
1
,
0
0
0
円

増
額

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

新
日

本
電

工
基

幹
3
1
4

2
/
2
0

3
/
1
9

集
3
5
歳

1
7
年

2
4
6
,
7
7
5

2
年

済
み

2
年

済
み

(
個

別
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

物
流

)
基

幹
1
,
7
8
1

－
－

－
3
5
歳

1
7
年

2
5
0
,
0
0
0

2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

内
海

造
船

基
幹

6
4
4

2
/
2
6

3
/
2
6

集
2
6
5
,
1
9
3
(
2
0
1
4
年

か
ら

の
継

続
協

議
)

1
,
0
0
0
円

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
継

続
協

議

サ
ノ

ヤ
ス

基
幹

5
7
0

2
/
2
6

3
/
2
6

集
2
4
6
,
9
5
9
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
年

分
と

し
て

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

尾
道

造
船

基
幹

3
6
4

2
/
2
6

3
/
2
6

集
2
4
8
,
2
3
4
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

(
ｼ
ﾞ
ｬ
ﾊ
ﾟ
ﾝ
ﾏ
ﾘ
ﾝ
ﾕ
ﾅ
ｲ

ﾃ
ｯ
ﾄ
ﾞ
)

基
幹

4
,
1
9
6

2
/
2
5

3
/
1
8

集
2
8
4
,
0
5
7

(
Ｉ

Ｈ
Ｉ

運
搬

機
械

)
基

幹
1
,
1
1
4

2
/
2
3

3
/
2
3

集
2
8
2
,
8
3
5
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

(
東

邦
亜

鉛
)

基
幹

5
6
9

2
/
2
7

5
/
2
1

集
2
4
6
,
5
3
9
3
,
5
0
0
円

－

(
東

亜
建

設
工

業
)

基
幹

1
,
1
5
2

4
/
9

4
/
2
3

集
若

年
層

の
賃

金
体

系
見

直
し

事
務

・
技

術
初

任
給

1
0
,
0
0
0
円

増
、

1
〜

4
級

5
,
0
0
0
円

増
5
級

4
,
0
0
0
円

増
6
級

3
,
0
0
0
円

増

(
平

均
)
 
 
 
 
-

(
東

亜
道

路
)

基
幹

7
5
7

4
/
1
3

4
/
2
2

集
総

合
職

3
0
歳

ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ

2
7
5
,
0
0
0

2
,
8
0
0
円

－
(
平

均
)
 
1
,
5
0
0
円

引
き

上
げ

額
単

組
産

別
組

合
員

数
要

求
日

回
答

日
集

約
方

向
地 域

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
平

均
賃

金

要
求

回
答

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

中 国 ・ 四 国
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銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

銘
柄

水
準

ト
ヨ

タ
自

動
車

九
州

自
動

車
7
,
0
0
6

2
/
1
8

3
/
1
8

集
賃

金
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0
円

(
賃

金
制

度
向

上
分

)

賃
金

制
度

維
持

分
+
2
,
0
0
0
円

(
賃

金
制

度
向

上
分

)

平
均

基
準

内
賃

金
で

4
,
7
5
0
円

。
(
賃

金
制

度
改

善
分

1
,
0
0
0
円

を
含

む
）

ホ
ン

ダ
ロ

ッ
ク

自
動

車
8
0
6

2
/
1
8

3
/
1
9

集
制

度
維

持
分

+
6
,
0
0
0

円
（

賃
金

改
善

分
）

制
度

維
持

分
賃

金
改

善
分

1
,
4
9
0
円

ダ
イ

ハ
ツ

九
州

自
動

車
2
,
5
3
0

2
/
1
8

3
/
1
9

集
賃

金
体

系
維

持
分

+
賃

金
改

善
分

6
,
0
0
0

円

賃
金

体
系

維
持

分
＋

賃
金

改
善

1
,
1
0
0

円
賃

金
体

系
維

持

日
本

ﾀ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ｽ
ﾃ
ﾝ

Ｊ
Ａ

Ｍ
3
4
9

2
/
2
4

3
/
1
3

集
構

造
維

持
分

5
,
1
6
0

円
+
ベ

ア
2
,
0
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
1
6
0

円
+
ベ

ア
5
0
0
円

構
造

維
持

分
5
,
1
6
0
円

(
日

鐵
住

金
建

材
)

基
幹

6
3
8

2
/
2
3

3
/
2
3

集
3
5
歳

1
7
年

2
4
4
,
4
4
0

2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

2
0
1
5
年

度
1
,
0
0
0
円

(
産

業
振

興
)

基
幹

6
3
8

2
/
2
5

3
/
2
5

集
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
 
 
 
-

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

大
島

造
船

基
幹

1
,
0
3
5

2
/
2
6

3
/
2
6

集
2
2
3
,
8
5
1
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
0
1
4
年

度
 
 
 
-

2
0
1
5
年

度
 
 
 
-

名
村

造
船

基
幹

8
3
1

2
/
2
6

3
/
2
6

集
2
5
2
,
5
3
5
2
年

済
み

2
年

済
み

(
平

均
)

2
年

分
と

し
て

2
0
1
4
年

度
1
,
0
0
0
円

(
ｼ
ﾞ
ｬ
ﾊ
ﾟ
ﾝ
ﾏ
ﾘ
ﾝ
ﾕ
ﾅ
ｲ

ﾃ
ｯ
ﾄ
ﾞ
)

基
幹

4
,
1
9
6

2
/
2
5

3
/
1
8

集
2
8
4
,
0
5
7

2
0
1
6
 
年

度
以

降
で

業
績

本
格

的
回

復
局

面
に

お
い

て
、

賃
金

改
善

(
2
,
0
0
0
円

/
人

)
を

実
施

三
菱

長
崎

機
工

基
幹

2
5
1

2
/
2
6

3
/
3
1

集
2
8
8
,
7
2
0

(
平

均
)
 
1
,
0
0
0
円

(
東

亜
建

設
工

業
)

基
幹

1
,
1
5
2

4
/
9

4
/
2
3

集
若

年
層

の
賃

金
体

系
見

直
し

事
務

・
技

術
初

任
給

1
0
,
0
0
0
円

増
、

1
〜

4
級

5
,
0
0
0
円

増
5
級

4
,
0
0
0
円

増
6
級

3
,
0
0
0
円

増

(
平

均
)
 
 
 
 
-

(
東

亜
道

路
)

基
幹

7
5
7

4
/
1
3

4
/
2
2

集
総

合
職

3
0
歳

ﾎ
ﾟ
ｲ
ﾝ
ﾄ

2
7
5
,
0
0
0

2
,
8
0
0
円

－
(
平

均
)
 
1
,
5
0
0
円

(
Ｏ

Ｃ
Ｃ

)
電

線
2
1
8

2
/
2
4

3
/
1
9

集
3
5
歳

個
別

賃
金

2
8
7
,
1
3
0

6
,
0
0
0
円

3
5
歳

個
別

3
0
1
,
9
6
7
2
,
0
0
0
円

－

九 州

単
組

産
別

組
合

員
数

要
求

日
回

答
日

集
約

方
向

要
求

回
答

地 域

昨
年

実
績

ベ
ー

ス
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

引
き

上
げ

額
個

別
賃

金
引

き
上

げ
額

個
別

賃
金

平
均

賃
金

15

－50－



②
一

時
金

金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

ﾙ
ﾈ
ｻ
ｽ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
連

合
･
ﾙ
ﾈ
ｻ
ｽ
ｴ

ﾚ
ｸ
ﾄ
ﾛ
ﾆ
ｸ
ｽ

電
機

2
8
5
,
6
4
1

夏
季

9
3
3
,
2
0
0
円

夏
季

2
.
7
ヵ

月
×

1
.
2
1

(
3
.
2
6
7
ヵ

月
)

夏
季

8
9
8
,
7
0
0
円

夏
季

2
.
6
カ

月
×

1
.
2
1

(
3
.
1
4
6
カ

月
)

夏
季

7
4
0
,
5
0
0
円

夏
季

2
.
5
カ

月

ｼ
ﾝ
ﾌ
ｫ
ﾆ
ｱ
ﾃ
ｸ
ﾉ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｰ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
･

ｼ
ﾝ
ﾌ
ｫ
ﾆ
ｱ
ﾃ
ｸ
ﾉ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｰ

電
機

2
7
8
,
6
8
0

年
間

1
,
1
1
4
,
7
0
0
円

年
間

4
.
0
カ

月
年

間
1
,
1
1
4
,
8
0
0
円

年
間

4
.
0
カ

月
年

間
1
,
0
3
9
,
0
0
0
円

年
間

3
.
8
カ

月

日
新

労
連

･
日

新
電

機
電

機
3
0
0
,
2
7
6

年
間

1
,
6
5
1
,
5
1
8
円

年
間

5
.
5
カ

月
年

間
1
,
5
6
3
,
0
0
0
円

年
間

5
.
2
カ

月
年

間
1
,
5
8
0
,
8
1
0
円

年
間

5
.
3
カ

月

ダ
イ

ヘ
ン

電
機

2
7
1
,
3
0
0

年
間

1
,
5
1
9
,
2
8
0
円

年
間

5
.
6
カ

月
年

間
1
,
4
6
5
,
0
2
0
円

年
間

5
.
4
カ

月
年

間
1
,
3
9
2
,
9
9
7
円

年
間

5
.
2
カ

月

山
洋

電
気

電
機

2
6
5
,
1
0
2

年
間

1
,
3
2
5
,
5
1
0
円

年
間

5
.
0
カ

月
夏

季
6
8
9
,
2
6
5
円

夏
季

2
.
6
カ

月
夏

季
5
2
2
,
2
8
4
円

夏
季

2
.
0
カ

月

東
光

高
岳

電
機

3
1
4
,
7
2
2

年
間

1
,
2
5
8
,
8
8
8
円

年
間

4
.
0
カ

月
年

間
9
9
1
,
3
7
5
円

年
間

3
.
1
5
カ

月
年

間
1
,
0
3
0
,
3
7
5
円

年
間

3
.
1
5
カ

月

岩
崎

電
気

電
機

3
2
4
,
9
4
4

年
間

1
,
6
2
4
,
7
2
0
円

年
間

5
.
0
カ

月
年

間
1
,
3
3
2
,
2
7
4
円

 
年

間
4
.
1
カ

月
+
α

(
0
.
2
)

年
間

1
,
2
2
1
,
1
0
4
円

年
間

4
.
0
カ

月

ﾔ
ﾏ
ﾊ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
労

連
･
ヤ

マ
ハ

電
機

3
5
2
,
4
9
2

年
間

1
,
7
6
2
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
カ

月
年

間
1
,
7
6
2
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
カ

月
年

間
1
,
6
6
8
,
0
0
0
円

年
間

4
.
8
カ

月

Ｊ
Ｖ

Ｃ
ケ

ン
ウ

ッ
ド

グ
ル

ー
プ

労
連

電
機

3
5
1
,
6
1
7

年
間

1
,
7
5
8
,
0
8
5
円

年
間

5
.
0
カ

月
年

間
1
,
4
0
6
,
4
6
8
円

年
間

4
.
0
カ

月
年

間
1
,
0
9
0
,
3
4
2
円

年
間

3
.
2
カ

月

Ｃ
＆

Ｄ
労

協
電

機
3
4
0
,
6
8
0

年
間

1
,
4
3
0
,
8
5
6
円

年
間

4
.
2
カ

月
年

間
1
,
2
2
6
,
4
4
8
円

年
間

3
.
6
ヵ

月
+
α

年
間

1
,
3
4
1
,
6
4
8
円

年
間

4
.
0
カ

月

オ
ム

ロ
ン

グ
ル

ー
プ

労
連

･
オ

ム
ロ

ン
電

機
業

績
連

動
方

式
年

間
2
,
1
2
7
,
0
0
0
円

年
間

5
.
9
5
ヵ

月
年

間
2
,
1
0
4
,
0
0
0
円

年
間

6
.
0
カ

月

日
本

無
線

電
機

業
績

連
動

方
式

年
間

1
,
8
1
4
,
7
3
6
円

年
間

5
.
3
ヵ

月
年

間
1
,
7
7
7
,
7
1
0
円

年
間

5
.
3
カ

月

ア
ド

バ
ン

テ
ス

ト
電

機
業

績
連

動
方

式
夏

季
1
,
1
1
5
,
9
0
9
円

夏
季

3
.
2
ヵ

月
夏

季
3
4
2
,
9
9
1
円

夏
季

1
.
0
カ

月

岩
通

労
連

･
岩

通
電

機
3
2
0
,
5
6
9

年
間

1
,
2
8
2
,
2
7
6
円

年
間

4
.
0
カ

月
年

間
9
6
1
,
7
0
7
円

年
間

3
.
0
カ

月
年

間
9
5
4
,
3
0
6
円

年
間

3
.
0
カ

月

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｋ

電
機

3
2
2
,
3
4
3

夏
季

6
9
5
,
4
7
2
円

夏
季

2
.
1
カ

月
夏

季
7
0
7
,
1
9
8
円

夏
季

2
.
1
9
ヵ

月
夏

季
6
6
1
,
5
9
7
円

夏
季

2
.
0
8
カ

月

日
本

電
気

硝
子

電
機

業
績

連
動

方
式

年
間

1
,
3
6
6
,
8
4
4
円

年
間

4
.
2
6
1
ヵ

月
年

間
1
,
3
3
8
,
6
8
6
円

年
間

4
.
2
0
2
カ

月

サ
ン

ケ
ン

電
気

電
機

3
4
7
,
7
0
3

年
間

1
,
5
9
9
,
4
3
4
円

年
間

4
.
6
カ

月
夏

季
7
4
7
,
5
6
1
円

夏
季

2
.
1
5
カ

月
夏

季
6
8
7
,
2
9
0
円

夏
季

2
.
0
カ

月

Ｓ
Ｍ

Ｋ
電

機
業

績
連

動
方

式
年

間
1
,
8
1
2
,
8
7
0
円

年
間

5
.
4
8
ヵ

月
年

間
1
,
6
7
9
,
5
2
0
円

年
間

5
.
2
2
カ

月

Ｉ
Ｄ

Ｅ
Ｃ

電
機

業
績

連
動

方
式

夏
季

6
3
9
,
0
0
2
円

夏
季

2
.
0
ヵ

月
夏

季
6
3
8
,
8
4
1
円

夏
季

2
.
0
カ

月

ホ
シ

デ
ン

電
機

業
績

連
動

方
式

夏
季

1
.
9
ヵ

月
夏

季
1
.
9
カ

月

帝
国

通
信

工
業

電
機

3
0
4
,
9
8
8

年
間

1
,
5
5
2
,
7
3
5
円

年
間

5
.
0
カ

月
年

間
1
,
1
7
1
,
9
3
5
円

年
間

3
.
8
ヵ

月
年

間
1
,
0
2
9
,
3
4
8
円

年
間

3
.
4
カ

月

本
多

通
信

工
業

電
機

年
間

4
.
0
カ

月
年

間
1
,
2
1
0
,
4
8
2
円

年
間

3
.
8
8
ヵ

月
夏

季
4
6
7
,
4
3
3
円

夏
季

1
.
5
カ

月

労 連 加 盟 ・ 全 国 展 開 企 業

昨
年

実
績

地 域
単

組
産

別
ベ

ー
ス

要
求

回
答

－51－



金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

ト
ヨ

タ
自

動
車

北
海

道
自

動
車

年
間

5
ヵ

月
＋

1
0
万

円
年

間
5
.
0
ヵ

月
＋

1
0
万

円
年

間
5
.
0
ヵ

月
+
3
万

円

庄
内

ヨ
ロ

ズ
自

動
車

年
間

5
.
2
ヵ

月
年

間
4
.
8
ヵ

月
年

間
5
.
2
ヵ

月

ケ
ー

ヒ
ン

自
動

車
年

間
5
.
4
ヵ

月
年

間
5
.
4
ヵ

月
年

間
5
.
4
ヵ

月

ス
ズ

キ
部

品
秋

田
自

動
車

年
間

5
.
7
ヵ

月
年

間
5
.
4
ヵ

月
年

間
5
.
3
ヵ

月

Ｔ
Ｂ

Ｋ
自

動
車

年
間

5
ヵ

月
年

間
4
.
0
ヵ

月
＋

1
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
ヵ

月

Ｎ
Ｏ

Ｋ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾕ
ﾆ
ｵ
ﾝ

Ｊ
Ａ

Ｍ
年

間
1
,
7
0
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
3
カ

月
年

間
1
,
6
7
5
,
0
0
0
円

年
間

5
.
3
カ

月

日
本

製
鋼

所
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
4
7
,
7
9
4

年
間

1
,
0
9
0
,
2
9
3
円

年
間

4
.
4
カ

月
年

間
4
.
3
カ

月
年

間
1
,
0
9
5
,
0
0
0
円

年
間

4
.
4
カ

月

日
立

Ａ
Ｍ

Ｓ
第

三
支

部
Ｊ

Ａ
Ｍ

3
0
3
,
2
0
0

年
間

1
,
7
2
8
,
2
4
0
円

年
間

5
.
7
カ

月
年

間
1
,
6
6
7
,
2
8
0
円

年
間

5
.
4
カ

月
+
3
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
6
0
1
,
0
0
0
円

年
間

5
.
2
カ

月
+
3
万

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

条
鋼

)
基

幹
業

績
連

動
年

間
1
,
6
6
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
3
0
,
0
0
0
円

(
新

日
本

電
工

)
基

幹
業

連
カ

ー
ブ

見
直

し
年

間
1
,
3
9
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
0
0
,
0
0
0
円

(
日

鐵
住

金
建

材
)

基
幹

2
5
9
,
2
4
0

年
間

1
,
6
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
4
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

産
業

振
興

基
幹

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
2
8
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
2
0
,
0
0
0
円

(
東

邦
亜

鉛
)

基
幹

2
4
6
,
5
3
9

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
1
0
0
,
0
0
0
円

(
東

亜
建

設
工

業
)

基
幹

年
間

1
,
3
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
3
0
万

円
+
特

別
賞

与
1
0
万

円
年

間
1
,
0
5
0
,
0
0
0
円

(
東

亜
道

路
)

基
幹

2
7
5
,
0
0
0

年
間

 
4
.
8
ヵ

月
 

年
間

4
.
8
ヵ

月
+
特

別
加

算
年

間
1
,
9
8
7
,
0
0
0
円

京
三

電
機

自
動

車
年

間
5
.
5
5
ヵ

月
年

間
5
.
5
5
ヵ

月
年

間
5
.
4
ヵ

月

G
K
N
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾌ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ｬ
ﾊ
ﾟ
ﾝ

自
動

車
年

間
4
.
7
ヵ

月
年

間
4
.
5
ヵ

月
年

間
4
.
5
ヵ

月
+
1
2
,
0
0
0
円

ミ
ツ

バ
自

動
車

年
間

5
.
2
ヵ

月
年

間
5
.
2
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月

本
田

金
属

自
動

車
年

間
5
.
1
ヵ

月
 

年
間

4
.
0
ヵ

月
+
3
3
万

円
年

間
5
.
3
ヵ

月

日
本

電
産

エ
レ

シ
ス

自
動

車
年

間
5
.
9
ヵ

月
年

間
5
.
2
ヵ

月
年

間
5
.
6
ヵ

月

宝
栄

工
業

自
動

車
年

間
5
ヵ

月
-

年
間

3
.
8
ヵ

月

富
士

機
械

自
動

車
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
4
.
9
ヵ

月

東
亜

工
業

自
動

車
年

間
5
.
0
ヵ

月
＋

0
.
4
ヵ

月
年

間
5
.
4
ヵ

月
年

間
5
.
2
ヵ

月

自
動

車
部

品
工

業
自

動
車

年
間

5
.
4
ヵ

月
年

間
5
.
4
ヵ

月
年

間
5
.
2
ヵ

月

澤
藤

電
機

自
動

車
年

間
4
.
5
ヵ

月
年

間
4
.
0
5
ヵ

月
年

間
4
.
0
ヵ

月

ソ
ー

シ
ン

自
動

車
年

間
5
ヵ

月
年

間
4
.
8
ヵ

月
年

間
4
.
7
5
ヵ

月

Ｎ
Ｏ

Ｋ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾕ
ﾆ
ｵ
ﾝ

Ｊ
Ａ

Ｍ
年

間
1
,
7
0
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
3
カ

月
年

間
1
,
6
7
5
,
0
0
0
円

年
間

5
.
3
カ

月

サ
ン

デ
ン

Ｊ
Ａ

Ｍ
夏

季
交

渉
年

間
1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

4
.
8
カ

月

市
光

工
業

Ｊ
Ａ

Ｍ
-

年
間

4
.
6
カ

月
年

間
4
.
6
カ

月
+
1
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
2
4
9
,
0
6
7
円

年
間

4
.
2
カ

月

昨
年

実
績

地 域
単

組
産

別
回

答
ベ

ー
ス

要
求

北 海 道 ・ 東 北 北 関 東

－52－



金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

（
Ｊ

Ｆ
Ｅ

条
鋼

）
基

幹
業

績
連

動
年

間
1
,
6
6
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
3
0
,
0
0
0
円

（
大

同
特

殊
鋼

）
基

幹
3
0
3
,
5
1
9

業
績

連
動

年
間

1
,
4
9
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
3
0
,
0
0
0
円

（
日

鐵
住

金
建

材
）

基
幹

2
5
9
,
2
4
0

年
間

1
,
6
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
4
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

東
邦

亜
鉛

基
幹

2
4
6
,
5
3
9

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
1
0
0
,
0
0
0
円

沖
電

線
電

線
年

間
5
.
0
0
ヵ

月
年

間
1
,
1
5
3
,
0
0
0
円

年
間

4
.
1
1
ヵ

月
年

間
1
,
1
0
5
,
0
0
0
円

年
間

3
.
9
6
カ

月

Ｏ
Ｃ

Ｃ
電

線
年

間
5
.
0
0
ヵ

月
年

間
1
,
1
0
1
,
3
4
2
円

年
間

4
.
1
0
ヵ

月
年

間
1
,
0
6
9
,
2
6
2
円

年
間

4
.
0
2
カ

月

(
住

友
電

装
)

電
線

年
間

5
.
2
0
ヵ

月
年

間
1
,
4
6
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
5
3
ヵ

月
年

間
1
,
4
2
5
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
2
カ

月

日
産

車
体

自
動

車
年

間
5
.
3
ヵ

月
年

間
1
,
8
4
2
,
0
0
0
円

年
間

1
,
7
9
9
,
0
0
0
円

カ
ル

ソ
ニ

ッ
ク

カ
ン

セ
イ

自
動

車
年

間
5
.
5
ヵ

月
年

間
5
.
1
ヵ

月
年

間
5
.
1
ヵ

月

フ
ァ

ル
テ

ッ
ク

自
動

車
年

間
4
.
2
ヵ

月
年

間
4
.
0
ヵ

月
年

間
4
.
0
ヵ

月

河
西

工
業

自
動

車
年

間
5
.
1
ヵ

月
年

間
1
,
4
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
5
0
,
0
0
0
円

タ
チ

エ
ス

自
動

車
年

間
1
,
1
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
0
5
0
,
0
0
0
円

＋
業

績
年

間
1
0
7
万

円
＋

業
績

シ
ョ

ー
ワ

自
動

車
年

間
5
.
3
ヵ

月
年

間
5
.
3
ヵ

月
年

間
5
.
4
ヵ

月

八
千

代
工

業
自

動
車

年
間

5
.
0
ヵ

月
年

間
4
.
2
ヵ

月
年

間
5
.
1
ヵ

月

日
本

発
条

自
動

車
年

間
6
.
2
ヵ

月
 

年
間

5
.
5
ヵ

月
＋

α
年

間
5
.
5
ヵ

月
+
α

曙
ブ

レ
ー

キ
工

業
自

動
車

年
間

5
ヵ

月
年

間
4
.
5
ヵ

月
＋

1
2
,
0
0
0
円

年
間

4
.
7
5
ヵ

月
+
2
.
5
万

円

ニ
ッ

キ
自

動
車

年
間

4
.
1
ヵ

月
年

間
3
.
6
ヵ

月
年

間
3
.
4
ヵ

月
+
α

Ｎ
Ｏ

Ｋ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾕ
ﾆ
ｵ
ﾝ

Ｊ
Ａ

Ｍ
年

間
1
,
7
0
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
3
カ

月
年

間
1
,
6
7
5
,
0
0
0
円

年
間

5
.
3
カ

月

カ
シ

オ
Ｊ

Ａ
Ｍ

3
7
1
,
0
0
1

年
間

2
,
1
5
1
,
8
0
0
円

年
間

5
.
8
カ

月
年

間
2
,
0
2
2
,
0
0
0
円

年
間

5
.
4
5
カ

月
年

間
1
,
9
3
0
,
3
6
0
円

年
間

5
.
2
カ

月

ボ
ッ

シ
ュ

Ｊ
Ａ

Ｍ
年

間
：

業
績

連
動

(
固

定
3
.
0
カ

月
+
業

績
)

年
間

：
業

績
連

動
(
年

間
5
.
9
7
5
カ

月
)

年
間

業
績

連
動

(
年

間
5
.
0
カ

月
)

東
芝

機
械

Ｊ
Ａ

Ｍ
2
7
8
,
0
0
0

年
間

1
,
3
6
2
,
2
0
0
円

年
間

4
.
9
カ

月
年

間
4
.
1
カ

月
年

間
1
,
3
8
4
,
6
4
0
円

年
間

4
.
2
カ

月

日
本

電
子

連
合

Ｊ
Ａ

Ｍ
3
5
6
,
5
3
5

年
間

1
,
6
0
4
,
4
0
8
円

年
間

4
.
5
カ

月
年

間
1
,
5
8
6
,
4
0
8
円

年
間

4
.
5
ヵ

月
年

間
1
,
5
2
1
,
7
7
6
円

年
間

4
.
4
カ

月

リ
ケ

ン
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
9
6
,
6
3
7

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
6
カ

月
年

間
1
,
4
3
0
,
0
0
0
円

年
間

4
.
9
4
カ

月
年

間
1
,
4
3
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
3
カ

月

ダ
イ

キ
ン

工
業

Ｊ
Ａ

Ｍ
3
3
7
,
4
2
7

年
間

1
,
9
0
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
6
3
カ

月
年

間
1
,
9
0
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
6
6
カ

月
年

間
1
,
7
7
0
,
0
0
0
円

+
1
0
0
,
0
0
0
円

(
9
0
周

年
祝

い
金

）

年
間

5
.
3
3
カ

月
+
1
0
0
,
0
0
0
円

(
9
0
周

年
祝

い
金

）

日
立

Ａ
Ｍ

Ｓ
第

三
支

部
Ｊ

Ａ
Ｍ

3
0
3
,
2
0
0

年
間

1
,
7
2
8
,
2
4
0
円

年
間

5
.
7
カ

月
年

間
1
,
6
6
7
,
2
8
0
円

年
間

5
.
4
カ

月
+
3
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
6
0
1
,
0
0
0
円

年
間

5
.
2
カ

月
+
3
万

ミ
ツ

ミ
ユ

ニ
オ

ン
Ｊ

Ａ
Ｍ

3
1
5
,
6
1
1

年
間

1
,
5
7
8
,
0
3
5
円

年
間

5
.
0
0
カ

月
年

間
1
,
2
9
4
,
0
0
5
円

年
間

4
.
1
カ

月
年

間
1
,
2
3
4
,
5
4
4
円

年
間

4
.
0
カ

月

ス
タ

ン
レ

ー
電

気
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
9
4
,
8
1
4

年
間

1
,
6
8
2
,
0
0
0
円

年
間

5
.
7
0
5
カ

月
年

間
1
,
6
3
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
5
カ

月
年

間
1
,
6
8
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
7
カ

月

地 域
ベ

ー
ス

要
求

単
組

産
別

北 関 東 南 関 東

回
答

昨
年

実
績

－53－



金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

マ
キ

ノ
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
7
9
,
7
1
9

年
間

1
,
5
2
5
,
2
1
7
円

年
間

5
.
2
カ

月
年

間
1
,
4
3
6
,
0
9
6
円

年
間

5
.
0
カ

月
年

間
1
,
0
6
6
,
2
0
8
円

年
間

3
.
8
カ

月

オ
イ

レ
ス

Ｊ
Ａ

Ｍ
3
8
1
,
1
5
2

年
間

5
.
7
カ

月
年

間
2
,
0
8
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
5
ヵ

月
年

間
2
,
0
8
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
5
5
カ

月

Ｋ
Ｙ

Ｂ
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
9
2
,
5
5
4

年
間

1
,
4
9
2
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
0
カ

月
年

間
4
.
6
カ

月
+
α

年
間

5
.
0
カ

月
＋

α

Ｊ
Ｖ

Ｃ
ケ

ン
ウ

ッ
ド

Ｊ
Ａ

Ｍ
3
5
1
,
6
1
7

年
間

1
,
7
5
8
,
1
0
0
円

年
間

5
.
0
0
カ

月
年

間
4
.
0
カ

月
（

夏
1
.
7
5
/
冬

2
.
2
5
）

年
間

3
.
2
カ

月

市
光

工
業

Ｊ
Ａ

Ｍ
-

年
間

4
.
6
カ

月
年

間
4
.
6
カ

月
+
1
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
2
4
9
,
0
6
7
円

年
間

4
.
2
カ

月

（
合

同
製

鐵
）

基
幹

業
績

連
動

夏
季

 
6
2
0
,
0
0
0
円

夏
季

 
4
5
0
,
0
0
0
円

Ｊ
Ｆ

Ｅ
条

鋼
基

幹
業

績
連

動
年

間
1
,
6
6
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
3
0
,
0
0
0
円

（
淀

川
製

鋼
所

）
基

幹
2
9
4
,
1
1
1

業
績

連
動

夏
季

 
6
7
5
,
0
0
0
円

夏
季

 
7
4
5
,
0
0
0
円

日
本

冶
金

工
業

基
幹

年
間

1
,
0
7
0
,
0
0
0
円

年
間

 
7
0
0
,
0
0
0
円

上
期

 
3
0
0
,
0
0
0
円

(
新

日
本

電
工

)
基

幹
業

連
カ

ー
ブ

見
直

し
年

間
1
,
3
9
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
0
0
,
0
0
0
円

日
鐵

住
金

建
材

基
幹

2
5
9
,
2
4
0

年
間

1
,
6
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
4
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

Ｊ
Ｆ

Ｅ
物

流
基

幹
2
5
0
,
0
0
0

業
績

連
動

年
間

1
,
6
9
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
6
0
0
,
0
0
0
円

ジ
ャ

パ
ン

マ
リ

ン
ユ

ナ
イ

テ
ッ

ド
基

幹
2
8
4
,
0
4
7

業
績

連
動

年
間

3
.
5
カ

月
＋

α
年

間
3
.
5
カ

月
＋

α

I
H
I
運

搬
機

械
基

幹
2
8
2
,
8
3
5

年
間

4
0
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
3
7
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
4
0
万

円
+
4
ヵ

月
+
協

力
金

3
万

円

Ｊ
Ｆ

Ｅ
ｴ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ﾆ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ

基
幹

3
0
6
,
5
1
0

業
績

連
動

年
間

1
,
7
8
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
6
6
0
,
0
0
0
円

（
東

邦
亜

鉛
）

基
幹

2
4
6
,
5
3
9

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
1
0
0
,
0
0
0
円

Ｊ
Ｘ

日
鉱

日
石

コ
イ

ル
セ

ン
タ

ー
基

幹
業

績
連

動
年

間
1
,
0
6
2
,
8
8
2
円

（
冬

夏
型

）
年

間
1
,
0
4
8
,
0
0
0
円

エ
ク

サ
基

幹
2
7
4
,
0
0
0

業
績

連
動

年
間

1
,
4
1
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
5
0
,
0
0
0
円

東
亜

建
設

工
業

基
幹

年
間

1
,
3
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
3
0
万

円
+
特

別
賞

与
1
0
万

円
年

間
1
,
0
5
0
,
0
0
0
円

東
亜

道
路

基
幹

2
7
5
,
0
0
0

年
間

 
4
.
8
ヵ

月
 

年
間

4
.
8
ヵ

月
+
特

別
加

算
年

間
1
,
9
8
7
,
0
0
0
円

(
第

一
建

設
)

基
幹

2
8
9
,
0
0
0

年
間

 
7
.
5
ヵ

月
年

間
 
6
.
2
ヵ

月
+
α

年
間

1
,
8
6
1
,
0
0
0
円

（
住

友
電

装
）

電
線

年
間

5
.
2
0
ヵ

月
年

間
1
,
4
6
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
5
3
ヵ

月
年

間
1
,
4
2
5
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
2
カ

月

ア
イ

シ
ン

軽
金

属
自

動
車

年
間

5
.
4
ヵ

月
年

間
5
ヵ

月
+
0
.
3
ヵ

月
年

間
5
.
4
ヵ

月

ｱ
ｲ
ｼ
ﾝ
・

ｴ
ｲ
・

ﾀ
ﾞ
ﾌ
ﾞ
ﾘ
ｭ
工

業
自

動
車

年
間

5
.
8
ヵ

月
年

間
5
.
8
ヵ

月
年

間
5
.
8
ヵ

月

ア
ー

ト
自

動
車

年
間

5
.
2
ヵ

月
年

間
5
.
1
ヵ

月
年

間
5
.
2
ヵ

月

浅
間

技
研

自
動

車
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
3
.
6
ヵ

月
+
α

(
α

=
0
.
2
ヵ

月
）

年
間

3
.
6
+
0
.
2
ヵ

月

田
中

精
密

自
動

車
年

間
5
.
4
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
5
.
2
ヵ

月

北 陸 ・ 信 越南 関 東
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ベ
ー
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績

回
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金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

パ
ジ

ェ
ロ

製
造

自
動

車
年

間
5
.
3
ヵ

月
年

間
5
.
3
ヵ

月
年

間
4
.
8
ヵ

月

ス
ズ

キ
部

品
富

山
自

動
車

年
間

5
.
7
ヵ

月
年

間
5
.
4
ヵ

月
年

間
5
.
3
ヵ

月

ジ
ェ

イ
・

バ
ス

自
動

車

月
数

要
求

と
し

て
年

間
5
ヵ

月
+
0
.
2
ヵ

月
。

金
額

要
求

と
し

て
年

末
一

時
金

に
一

律
3
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
2
ヵ

月
+
3
0
,
0
0
0
円

(
一

律
)

年
間

5
.
0
ヵ

月

盟
和

産
業

自
動

車
年

間
5
ヵ

月
年

間
4
.
4
5
ヵ

月
＋

α
年

間
4
.
3
5
ヵ

月
+
α

リ
ケ

ン
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
9
6
,
6
3
7

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
6
カ

月
年

間
1
,
4
3
0
,
0
0
0
円

年
間

4
.
9
4
カ

月
年

間
1
,
4
3
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
3
カ

月

Ｔ
Ｐ

Ｒ
Ｊ

Ａ
Ｍ

年
間

5
.
2
カ

月
年

間
1
,
4
8
0
,
0
0
0
円

+
α

年
間

4
.
8
2
カ

月
+
α

年
間

1
,
5
6
1
,
6
0
0
円

年
間

5
.
0
4
カ

月

津
田

駒
工

業
Ｊ

Ａ
Ｍ

半
期

2
.
5
カ

月
半

期
5
2
0
,
0
0
0
円

半
期

1
.
7
6
2
カ

月
半

期
5
6
0
,
0
0
0
円

半
期

：
1
.
8
6
カ

月

コ
ロ

ナ
Ｊ

Ａ
Ｍ

年
間

：
業

績
連

動
年

間
4
.
0
0
カ

月
+
業

績
リ

ン
ク

年
間

1
,
0
8
0
,
5
7
2
円

＋
1
.
3
ヵ

月
年

間
4
.
0
カ

月
＋

1
.
3
カ

月

多
摩

川
精

機
Ｊ

Ａ
Ｍ

3
4
2
,
0
1
2

半
期

8
5
5
,
0
3
0
円

半
期

2
.
5
カ

月
半

期
6
3
3
,
9
5
8
円

半
期

1
.
9
カ

月
半

期
6
1
5
,
7
6
0
円

半
期

1
.
8
5
カ

月

不
二

越
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
5
8
,
3
6
9

年
間

5
.
7
カ

月
年

間
5
.
7
カ

月
年

間
5
.
0
カ

月

(
新

日
本

電
工

)
基

幹
業

連
カ

ー
ブ

見
直

し
年

間
1
,
3
9
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
0
0
,
0
0
0
円

Ｉ
Ｈ

Ｉ
回

転
機

械
基

幹
2
7
2
,
9
0
3

年
間

 
5
.
7
ヵ

月
年

間
 
4
.
5
ヵ

月
+

特
別

協
力

金
2
万

円
年

間
4
カ

月

(
東

亜
建

設
工

業
)

基
幹

年
間

1
,
3
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
3
0
万

円
+
特

別
賞

与
1
0
万

円
年

間
1
,
0
5
0
,
0
0
0
円

(
東

亜
道

路
）

基
幹

2
7
5
,
0
0
0

年
間

 
4
.
8
ヵ

月
 

年
間

4
.
8
ヵ

月
+
特

別
加

算
年

間
1
,
9
8
7
,
0
0
0
円

第
一

建
設

基
幹

2
8
9
,
0
0
0

年
間

 
7
.
5
ヵ

月
年

間
 
6
.
2
ヵ

月
+
α

年
間

1
,
8
6
1
,
0
0
0
円

（
沖

電
線

）
電

線
年

間
5
.
0
0
ヵ

月
年

間
1
,
1
5
3
,
0
0
0
円

年
間

4
.
1
1
ヵ

月
年

間
1
,
1
0
5
,
0
0
0
円

年
間

3
.
9
6
カ

月

東
京

特
殊

電
線

電
線

年
間

5
.
0
0
ヵ

月
年

間
1
,
2
6
4
,
4
1
2
円

年
間

4
.
0
0
ヵ

月
（

最
低

保
障

方
式

）
年

間
1
,
1
0
6
,
3
9
9
円

（
最

低
保

障
方

式
）

年
間

3
.
5
0
カ

月
（

最
低

保
障

方
式

）

古
河

ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾈ
ｯ
ﾄ
ﾜ
ｲ
ﾔ

電
線

年
間

5
.
0
0
ヵ

月
年

間
1
,
0
3
5
,
1
5
0
円

年
間

4
.
0
2
ヵ

月
年

間
1
,
0
7
5
,
2
0
0
円

年
間

4
.
0
4
カ

月

ト
ヨ

タ
自

動
車

東
日

本
自

動
車

年
間

5
.
3
ヵ

月
年

間
5
.
3
ヵ

月
年

間
5
.
5
ヵ

月

ア
ス

モ
自

動
車

年
間

5
.
3
ヵ

月
年

間
5
.
3
ヵ

月
年

間
5
.
4
ヵ

月

愛
三

工
業

自
動

車
年

間
5
.
4
ヵ

月
年

間
1
,
6
9
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
2
ヵ

月

シ
ロ

キ
工

業
自

動
車

年
間

5
.
0
ヵ

月
年

間
4
.
6
5
ヵ

月
年

間
4
.
6
5
ヵ

月

中
央

発
条

自
動

車
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
1
2
9
.
4
万

円
年

間
1
2
7
.
6
万

円

津
田

工
業

自
動

車
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
4
.
6
ヵ

月
年

間
4
.
9
ヵ

月

大
豊

工
業

自
動

車
年

間
5
.
2
ヵ

月
年

間
1
,
4
0
5
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
ヵ

月

三
互

自
動

車
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月

豊
田

鉄
工

自
動

車
年

間
5
.
5
ヵ

月
年

間
5
.
1
ヵ

月
年

間
5
.
5
ヵ

月

東 海

単
組

産
別

ベ
ー

ス
要

求
昨

年
実

績
回

答
地 域 北 陸 ・ 信 越
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金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

岐
阜

車
体

工
業

自
動

車
年

間
5
.
5
ヵ

月
年

間
5
.
5
ヵ

月
年

間
5
.
4
8
ヵ

月

中
庸

ス
プ

リ
ン

グ
自

動
車

年
間

5
.
0
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
5
.
1
ヵ

月

林
テ

レ
ン

プ
自

動
車

年
間

5
.
2
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月

セ
キ

ソ
ー

自
動

車
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月

ユ
ニ

プ
レ

ス
自

動
車

年
間

5
.
2
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月
＋

4
万

円
 

年
間

5
.
0
ヵ

月
＋

4
万

円

ユ
ニ

バ
ン

ス
自

動
車

年
間

4
.
8
ヵ

月
年

間
1
,
2
4
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
2
8
0
,
0
0
0
円

富
士

機
工

自
動

車
年

間
4
.
7
ヵ

月
年

間
4
.
6
ヵ

月
年

間
4
.
5
ヵ

月

今
仙

電
機

自
動

車
年

間
5
.
1
ヵ

月
年

間
5
.
1
ヵ

月
年

間
5
.
1
ヵ

月

ユ
タ

カ
技

研
自

動
車

年
間

5
.
2
ヵ

月
年

間
5
.
2
ヵ

月
年

間
5
.
3
ヵ

月

柳
河

精
機

自
動

車
年

間
3
.
8
ヵ

月
年

間
3
.
5
ヵ

月
年

間
3
.
8
ヵ

月

ﾔ
ﾏ
ﾊ
ﾓ
ｰ
ﾀ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾜ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ﾀ
ﾞ
ｸ
ﾂ

自
動

車
年

間
5
.
8
ヵ

月
年

間
5
.
8
ヵ

月
年

間
5
.
5
ヵ

月

日
本

特
殊

陶
業

自
動

車
年

間
6
.
7
ヵ

月
年

間
6
.
0
ヵ

月
＋

2
0
万

円
年

間
5
.
5
ヵ

月
+
α

大
同

メ
タ

ル
自

動
車

年
間

5
.
7
ヵ

月
年

間
5
.
3
ヵ

月
年

間
4
.
8
ヵ

月
+
α

Ｎ
Ｏ

Ｋ
ｸ
ﾞ
ﾙ
ｰ
ﾌ
ﾟ
ﾕ
ﾆ
ｵ
ﾝ

Ｊ
Ａ

Ｍ
年

間
1
,
7
0
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
3
カ

月
年

間
1
,
6
7
5
,
0
0
0
円

年
間

5
.
3
カ

月

全
矢

崎
Ｊ

Ａ
Ｍ

年
間

1
,
5
6
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
2
カ

月
年

間
1
,
5
6
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
2
カ

月
年

間
1
,
5
2
0
,
0
0
0
円

年
間

4
.
9
7
カ

月

東
芝

機
械

Ｊ
Ａ

Ｍ
2
7
8
,
0
0
0

年
間

1
,
3
6
2
,
2
0
0
円

年
間

4
.
9
カ

月
年

間
4
.
1
カ

月
年

間
1
,
3
8
4
,
6
4
0
円

年
間

4
.
2
カ

月

小
糸

製
作

所
Ｊ

Ａ
Ｍ

3
0
2
,
5
8
8

年
間

1
,
8
1
9
,
9
0
0
円

年
間

5
.
8
カ

月
年

間
1
,
7
9
2
,
1
0
0
円

年
間

5
.
8
カ

月
年

間
5
.
5
カ

月

村
田

機
械

Ｊ
Ａ

Ｍ
年

間
1
,
5
6
5
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
カ

月
年

間
5
.
1
カ

月
年

間
1
,
5
7
6
,
9
2
0
円

年
間

5
.
1
カ

月

浜
松

ホ
ト

ニ
ク

ス
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
5
8
,
3
6
9

年
間

5
.
5
カ

月
年

間
5
.
3
カ

月
年

間
5
.
1
カ

月

ナ
ブ

テ
ス

コ
Ｊ

Ａ
Ｍ

3
0
6
,
9
4
6

年
間

：
業

績
連

動
←

決
算

後
に

労
使

で
確

認
（

５
月

）
年

間
：

2
,
1
5
0
,
0
0
0
円

年
間

：
6
.
9
8
カ

月
年

間
2
,
0
0
0
,
0
0
0
円

年
間

6
.
5
1
ヵ

月

フ
ジ

オ
ー

ゼ
ッ

ク
ス

Ｊ
Ａ

Ｍ
2
8
8
,
5
9
5

年
間

：
1
,
1
5
4
,
3
8
0
円

＋
α

年
間

4
.
0
0
カ

月
+
業

績
リ

ン
ク

年
間

1
,
1
6
5
,
1
7
6
円

年
間

4
.
0
カ

月

ホ
シ

ザ
キ

電
機

Ｊ
Ａ

Ｍ
年

間
：

業
績

連
動

年
間

業
績

連
動

オ
ー

エ
ス

ジ
ー

Ｊ
Ａ

Ｍ
半

期
：

業
績

連
動

年
間

6
.
4
カ

月

村
上

開
明

堂
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
8
8
,
3
3
2

年
間

1
,
4
9
9
,
3
2
6
円

年
間

5
.
2
0
カ

月
年

間
4
.
8
0
カ

月
年

間
1
,
3
8
8
,
2
0
0
円

年
間

4
.
8
カ

月

Ｋ
Ｙ

Ｂ
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
9
2
,
5
5
4

年
間

1
,
4
9
2
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
0
カ

月
年

間
4
.
6
カ

月
+
α

年
間

5
.
0
カ

月
＋

α

Ｃ
Ｋ

Ｄ
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
9
0
,
8
1
6

半
期

7
7
0
,
0
0
0
円

半
期

2
.
6
5
カ

月
半

期
7
7
0
,
0
0
0
円

半
期

2
.
6
5
カ

月
半

期
7
5
0
,
0
0
0
円

半
期

2
.
6
1
カ

月

大
同

特
殊

鋼
基

幹
3
0
3
,
5
1
9

業
績

連
動

年
間

1
,
4
9
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
3
0
,
0
0
0
円

愛
知

製
鋼

基
幹

3
1
2
,
5
7
2

年
間

1
,
5
1
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
5
1
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
6
0
,
0
0
0
円

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

物
流

)
基

幹
2
5
0
,
0
0
0

業
績

連
動

年
間

1
,
6
9
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
6
0
0
,
0
0
0
円

(
産

業
振

興
)

基
幹

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
2
8
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
2
0
,
0
0
0
円

昨
年

実
績

東 海

単
組

産
別

ベ
ー

ス
要

求
回

答
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金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

(
ｼ
ﾞ
ｬ
ﾊ
ﾟ
ﾝ
ﾏ
ﾘ
ﾝ
ﾕ
ﾅ
ｲ
ﾃ
ｯ
ﾄ
ﾞ
)

基
幹

2
8
4
,
0
4
7

業
績

連
動

年
間

3
.
5
カ

月
＋

α
年

間
3
.
5
カ

月
＋

α

(
Ｉ

Ｈ
Ｉ

運
搬

機
械

)
基

幹
2
8
2
,
8
3
5

年
間

4
0
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
3
7
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
4
0
万

円
+
4
ヵ

月
+
協

力
金

3
万

円

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

ｴ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ﾆ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ
)

基
幹

3
0
6
,
5
1
0

業
績

連
動

年
間

1
,
7
8
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
6
6
0
,
0
0
0
円

中
菱

ｴ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ﾆ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ

基
幹

2
9
5
,
9
7
5

年
間

5
7
.
8
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
5
7
.
8
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
5
0
.
3
万

円
＋

4
ヵ

月

(
東

亜
建

設
工

業
)

基
幹

年
間

1
,
3
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
3
0
万

円
+
特

別
賞

与
1
0
万

円
年

間
1
,
0
5
0
,
0
0
0
円

(
東

亜
道

路
)

基
幹

2
7
5
,
0
0
0

年
間

 
4
.
8
ヵ

月
 

年
間

4
.
8
ヵ

月
+
特

別
加

算
年

間
1
,
9
8
7
,
0
0
0
円

住
友

電
装

電
線

年
間

5
.
2
0
ヵ

月
年

間
1
,
4
6
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
5
3
ヵ

月
年

間
1
,
4
2
5
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
2
カ

月

明
石

機
械

自
動

車
年

間
5
.
0
ヵ

月
+
0
.
3
ヵ

月
年

間
4
.
7
ヵ

月
＋

5
万

円
（

改
革

や
り

切
り

原
資

分
）

年
間

4
.
8
+
改

革
加

速
原

資
0
.
2
ヵ

月
+
α

ダ
イ

キ
ン

工
業

Ｊ
Ａ

Ｍ
3
3
7
,
4
2
7

年
間

1
,
9
0
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
6
3
カ

月
年

間
1
,
9
0
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
6
6
カ

月
年

間
1
,
7
7
0
,
0
0
0
円

+
1
0
0
,
0
0
0
円

(
9
0
周

年
祝

い
金

）

年
間

5
.
3
3
カ

月
+
1
0
0
,
0
0
0
円

(
9
0
周

年
祝

い
金

）

村
田

機
械

Ｊ
Ａ

Ｍ
年

間
1
,
5
6
5
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
カ

月
年

間
5
.
1
カ

月
年

間
1
,
5
7
6
,
9
2
0
円

年
間

5
.
1
カ

月

ナ
ブ

テ
ス

コ
Ｊ

Ａ
Ｍ

3
0
6
,
9
4
6

年
間

：
業

績
連

動
←

決
算

後
に

労
使

で
確

認
（

５
月

）
年

間
：

2
,
1
5
0
,
0
0
0
円

年
間

：
6
.
9
8
カ

月
年

間
2
,
0
0
0
,
0
0
0
円

年
間

6
.
5
1
ヵ

月

近
畿

車
輛

Ｊ
Ａ

Ｍ
2
9
2
,
3
5
9

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
カ

月
年

間
1
,
1
2
0
,
0
0
0
円

年
間

3
.
7
5
カ

月
年

間
1
,
1
2
0
,
0
0
0
円

年
間

3
.
7
5
カ

月

ﾀ
ｶ
ﾗ
ｽ
ﾀ
ﾝ
ﾀ
ﾞ
ｰ
ﾄ
ﾞ

Ｊ
Ａ

Ｍ
2
5
5
,
0
0
0

年
間

1
,
5
3
0
,
0
0
0
円

年
間

6
.
0
カ

月
年

間
1
,
3
0
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
1
1
カ

月
年

間
5
.
5
カ

月

三
社

電
機

Ｊ
Ａ

Ｍ
3
0
3
,
0
9
0

年
間

1
,
6
6
7
,
0
0
0
円

年
間

5
.
5
カ

月
年

間
1
,
5
1
6
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
カ

月
年

間
1
,
4
9
6
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
カ

月

大
阪

機
工

Ｊ
Ａ

Ｍ
2
7
4
,
1
6
7

年
間

1
,
2
3
3
,
7
5
2
円

年
間

4
.
5
カ

月
半

期
5
8
0
,
0
0
0
円

半
期

2
.
1
2
カ

月
半

期
5
0
0
,
0
0
0
円

半
期

1
.
8
4
カ

月

栗
本

鉄
工

所
Ｊ

Ａ
Ｍ

3
2
6
,
6
2
1

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

4
.
5
9
カ

月
年

間
1
,
3
2
0
,
0
0
0
円

年
間

4
.
0
4
カ

月
年

間
1
,
3
7
0
,
0
0
0
円

年
間

4
.
2
5
カ

月

合
同

製
鐵

基
幹

業
績

連
動

夏
季

 
6
2
0
,
0
0
0
円

夏
季

 
4
5
0
,
0
0
0
円

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

条
鋼

)
基

幹
業

績
連

動
年

間
1
,
6
6
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
3
0
,
0
0
0
円

淀
川

製
鋼

所
基

幹
2
9
4
,
1
1
1

業
績

連
動

夏
季

 
6
7
5
,
0
0
0
円

夏
季

 
7
4
5
,
0
0
0
円

山
陽

特
殊

鋼
基

幹
2
9
4
,
3
3
9

業
績

連
動

年
間

1
,
7
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
8
0
,
0
0
0
円

(
日

本
冶

金
工

業
)

基
幹

年
間

1
,
0
7
0
,
0
0
0
円

年
間

 
7
0
0
,
0
0
0
円

上
期

 
3
0
0
,
0
0
0
円

(
日

鐵
住

金
建

材
)

基
幹

2
5
9
,
2
4
0

年
間

1
,
6
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
4
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

物
流

)
基

幹
2
5
0
,
0
0
0

業
績

連
動

年
間

1
,
6
9
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
6
0
0
,
0
0
0
円

日
鉄

住
金

ユ
ナ

イ
テ

ッ
ド

和
歌

山
基

幹
2
6
9
,
5
5
2

年
間

1
,
6
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
4
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
6
0
,
0
0
0
円

(
産

業
振

興
)

基
幹

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
2
8
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
2
0
,
0
0
0
円

(
ｼ
ﾞ
ｬ
ﾊ
ﾟ
ﾝ
ﾏ
ﾘ
ﾝ
ﾕ
ﾅ
ｲ
ﾃ
ｯ
ﾄ
ﾞ
)

基
幹

2
8
4
,
0
4
7

業
績

連
動

年
間

3
.
5
カ

月
＋

α
年

間
3
.
5
カ

月
＋

α

地 域
単

組
産

別

東 海 近 畿

ベ
ー

ス
要

求
回

答
昨

年
実

績
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金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

川
重

冷
熱

基
幹

2
9
3
,
5
3
0

年
間

4
0
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
2
1
万

円
+
4
ヵ

月
+
特

別
協

力
金

2
万

円
年

間
2
0
万

円
+
4
ヵ

月

西
菱

ｴ
ﾝ
ｼ
ﾞ
ﾆ
ｱ
ﾘ
ﾝ
ｸ
ﾞ

基
幹

3
0
8
,
4
4
6

年
間

6
0
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
6
0
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
5
1
.
1
万

円
＋

4
ヵ

月

日
本

精
鉱

中
瀬

基
幹

年
間

1
,
6
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
6
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
2
0
0
,
0
0
0
円

(
東

亜
建

設
工

業
)

基
幹

年
間

1
,
3
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
3
0
万

円
+
特

別
賞

与
1
0
万

円
年

間
1
,
0
5
0
,
0
0
0
円

(
東

亜
道

路
)

基
幹

2
7
5
,
0
0
0

年
間

 
4
.
8
ヵ

月
 

年
間

4
.
8
ヵ

月
+
特

別
加

算
年

間
1
,
9
8
7
,
0
0
0
円

タ
ツ

タ
電

線
電

線
業

績
連

動
方

式
業

績
連

動
方

式
年

間
1
,
3
3
1
,
0
0
0
円

年
間

5
.
1
1
カ

月

古
河

Ａ
Ｓ

電
線

年
間

5
.
0
0
ヵ

月
年

間
1
,
1
5
6
,
5
2
3
円

年
間

4
.
3
3
ヵ

月
年

間
1
,
2
0
8
,
7
5
8
円

+
α

年
間

4
.
6
2
カ

月
＋

α

東
邦

工
業

自
動

車
年

間
4
.
0
ヵ

月
年

間
4
.
0
ヵ

月
年

間
3
.
5
ヵ

月

ヒ
ラ

タ
精

機
自

動
車

年
間

4
.
6
ヵ

月
年

間
4
.
6
ヵ

月
年

間
4
.
0
ヵ

月

広
島

ｱ
ﾙ
ﾐ
ﾆ
ｳ
ﾑ

自
動

車
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月

デ
ル

タ
工

業
自

動
車

年
間

5
.
0
ヵ

月
年

間
4
.
7
ヵ

月
年

間
4
.
8
ヵ

月

ﾀ
ﾞ
ｲ
ｷ
ｮ
ｰ
ﾆ
ｼ
ｶ
ﾜ

自
動

車
年

間
5
.
0
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月
＋

一
律

7
万

円
年

間
5
.
0
ヵ

月

ヒ
ル

タ
工

業
自

動
車

年
間

4
ヵ

月
年

間
3
.
0
ヵ

月
年

間
3
.
3
ヵ

月

全
矢

崎
Ｊ

Ａ
Ｍ

年
間

1
,
5
6
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
2
カ

月
年

間
1
,
5
6
0
,
0
0
0
円

年
間

5
.
0
2
カ

月
年

間
1
,
5
2
0
,
0
0
0
円

年
間

4
.
9
7
カ

月

日
本

製
鋼

所
Ｊ

Ａ
Ｍ

2
4
7
,
7
9
4

年
間

1
,
0
9
0
,
2
9
3
円

年
間

4
.
4
カ

月
年

間
4
.
3
カ

月
年

間
1
,
0
9
5
,
0
0
0
円

年
間

4
.
4
カ

月

ﾎ
ｼ
ｻ
ﾞ
ｷ
電

機
Ｊ

Ａ
Ｍ

年
間

：
業

績
連

動
年

間
業

績
連

動

タ
ダ

ノ
Ｊ

Ａ
Ｍ

3
1
2
,
2
7
0

半
期

9
4
0
,
0
0
0
円

半
期

3
.
0
0
カ

月
半

期
：

9
4
0
,
0
0
0
円

＋
協

力
金

5
0
,
0
0
0
円

半
期

3
.
0
0
カ

月
半

期
9
3
0
,
0
0
0
円

半
期

3
.
0
カ

月

太
平

洋
工

業
Ｊ

Ａ
Ｍ

年
間

5
.
3
カ

月
年

間
5
.
2
カ

月
＋

0
.
1
カ

月
年

間
5
.
3
カ

月

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

条
鋼

)
基

幹
業

績
連

動
年

間
1
,
6
6
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
3
0
,
0
0
0
円

東
洋

鋼
鈑

基
幹

業
績

連
動

年
間

1
,
6
0
3
,
0
0
0
円

年
間

1
,
5
9
7
,
0
0
0
円

(
淀

川
製

鋼
所

)
基

幹
2
9
4
,
1
1
1

業
績

連
動

夏
季

 
6
7
5
,
0
0
0
円

夏
季

 
7
4
5
,
0
0
0
円

新
日

本
電

工
基

幹
業

連
カ

ー
ブ

見
直

し
年

間
1
,
3
9
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
0
0
,
0
0
0
円

(
Ｊ

Ｆ
Ｅ

物
流

)
基

幹
2
5
0
,
0
0
0

業
績

連
動

年
間

1
,
6
9
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
6
0
0
,
0
0
0
円

内
海

造
船

基
幹

2
6
5
,
1
9
3

年
間

 
5
.
0
ヵ

月
年

間
2
カ

月
＋

α
年

間
 
1
.
0
ヵ

月

サ
ノ

ヤ
ス

基
幹

2
4
6
,
9
5
9

年
間

4
0
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
1
8
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
1
5
万

円
+
4
ヵ

月

尾
道

造
船

基
幹

2
5
2
,
4
3
5

年
間

4
0
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
4
0
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
2
5
.
5
万

円
+
4
ヵ

月

(
ｼ
ﾞ
ｬ
ﾊ
ﾟ
ﾝ
ﾏ
ﾘ
ﾝ
ﾕ
ﾅ
ｲ
ﾃ
ｯ
ﾄ
ﾞ
)

基
幹

2
8
4
,
0
4
7

業
績

連
動

年
間

3
.
5
カ

月
＋

α
年

間
3
.
5
カ

月
＋

α

(
I
H
I
運

搬
機

械
)

基
幹

2
8
2
,
8
3
5

年
間

4
0
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
3
7
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
4
0
万

円
+
4
ヵ

月
+
協

力
金

3
万

円

昨
年

実
績

地 域
単

組
産

別

近 畿

要
求

中 国 ・ 四 国

回
答

ベ
ー

ス
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金
額

月
数

金
額

月
数

金
額

月
数

(
東

邦
亜

鉛
)

基
幹

2
4
6
,
5
3
9

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
1
0
0
,
0
0
0
円

(
東

亜
建

設
工

業
)

基
幹

年
間

1
,
3
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
3
0
万

円
+
特

別
賞

与
1
0
万

円
年

間
1
,
0
5
0
,
0
0
0
円

(
東

亜
道

路
)

基
幹

2
7
5
,
0
0
0

年
間

 
4
.
8
ヵ

月
 

年
間

4
.
8
ヵ

月
+
特

別
加

算
年

間
1
,
9
8
7
,
0
0
0
円

ト
ヨ

タ
自

動
車

九
州

自
動

車
年

間
5
ヵ

月
+
1
2
万

円
年

間
1
5
6
万

円
 

年
間

5
.
0
ヵ

月
＋

7
万

円

ホ
ン

ダ
ロ

ッ
ク

自
動

車
年

間
5
.
1
ヵ

月
年

間
5
.
1
ヵ

月
年

間
5
.
3
ヵ

月

ダ
イ

ハ
ツ

九
州

自
動

車
年

間
5
.
0
ヵ

月
+
0
.
5
ヵ

月
年

間
5
.
0
ヵ

月
＋

0
.
3
ヵ

月
年

間
5
.
0
+
0
.
3
ヵ

月

日
本

ﾀ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ｽ
ﾃ
ﾝ

Ｊ
Ａ

Ｍ
半

期
：

業
績

連
動

半
期

7
6
0
,
6
8
3
円

半
期

2
.
6
1
カ

月
半

期
業

績
連

動

(
日

鐵
住

金
建

材
)

基
幹

2
5
9
,
2
4
0

年
間

1
,
6
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
4
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

(
産

業
振

興
)

基
幹

年
間

1
,
5
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
2
8
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
3
2
0
,
0
0
0
円

大
島

造
船

基
幹

2
2
3
,
8
5
1

名
村

造
船

基
幹

2
5
2
,
5
3
5

年
間

5
.
5
ヵ

月
年

間
 
5
.
5
ヵ

月

(
ｼ
ﾞ
ｬ
ﾊ
ﾟ
ﾝ
ﾏ
ﾘ
ﾝ
ﾕ
ﾅ
ｲ
ﾃ
ｯ
ﾄ
ﾞ
)

基
幹

2
8
4
,
0
4
7

業
績

連
動

年
間

3
.
5
カ

月
＋

α
年

間
3
.
5
カ

月
＋

α

三
菱

長
崎

機
工

基
幹

2
8
8
,
7
2
0

業
績

連
動

年
間

1
,
4
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
,
4
0
0
,
0
0
0
円

(
東

亜
建

設
工

業
)

基
幹

年
間

1
,
3
0
0
,
0
0
0
円

年
間

1
3
0
万

円
+
特

別
賞

与
1
0
万

円
年

間
1
,
0
5
0
,
0
0
0
円

(
東

亜
道

路
)

基
幹

2
7
5
,
0
0
0

年
間

 
4
.
8
ヵ

月
 

年
間

4
.
8
ヵ

月
+
特

別
加

算
年

間
1
,
9
8
7
,
0
0
0
円

(
Ｏ

Ｃ
Ｃ

）
電

線
年

間
5
.
0
0
ヵ

月
年

間
1
,
1
0
1
,
3
4
2
円

年
間

4
.
1
0
ヵ

月
年

間
1
,
0
6
9
,
2
6
2
円

年
間

4
.
0
2
カ

月

地 域

年
間

5
1
万

円
+
4
ヵ

月

単
組

産
別

ベ
ー

ス
要

求

中 国 ・ 四 国

年
間

3
3
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
4
0
万

円
+
4
ヵ

月
年

間
3
3
万

円
+
4
ヵ

月

回
答

昨
年

実
績

九 州
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 2015 春季生活闘争 検索 

Press Release 

 

１．

5,469 組合 426 円 5,442 組合
2,727,767 人 0.13 ポイント 2,689,495 人
4,111 組合 349 円 4,125 組合

368,995 人 0.12 ポイント 367,771 人
1,358 組合 457 円 1,317 組合

2,358,772 人 0.13 ポイント 2,321,724 人
※ 2015年と2014年で集計対象組合が異なるため、「賃上げ額」と「賃上げ率」の昨年対比は整合しない。

②①のうち、賃上げ分が明確に分かる組合の集計　（集計対象の組合員数による加重平均）

集計組合数

2,535 組合
2,111,925 人
1,570 組合

183,480 人
965 組合

1,928,445 人

1,958 組合
1,249,395 人
1,214 組合

149,093 人
744 組合

1,100,302 人

542 円
0.16 ポイント

303 円
0.11 ポイント

574 円
0.17 ポイント

単純平均 293 組合 14.59 円 936.52 円 2.95 円 256 組合 11.64 円 917.62 円
加重平均 581,435 人 16.78 円 917.93 円 5.50 円 545,802 人 11.28 円 900.70 円

※集計組合数は、時間給換算が可能な組合数

単純平均 182 組合 3,275 円 1.66 ％ 393 円 144 組合 2,882 円 1.50 ％
加重平均 48,513 人 4,038 円 2.01 ％ 1,811 円 62,737 人 2,227 円 1.15 ％

2015回答（2015年7月1日集計）
額 率

賃上げ率（参考）
集計組合数
集計組合員数

賃上げ額 賃上げ率（参考）

賃上げ額 平均時給
集計組合員数 集計組合員数

⑤非正規労働者賃金（月給）引き上げ

2015回答（2015年7月1日集計）
賃上げ額
昨年対比

2014回答（2014年7月1日集計）

集計組合数
集計組合員数

賃上げ額

％

④非正規労働者賃金（時給）引き上げ

2015回答（2015年7月1日集計）
賃上げ額
昨年対比

2014回答（2014年7月1日集計）

集計組合数
賃上げ額 平均時給

集計組合数

円 2.23 ％ 1.76 ％ 0.47

1.61 ％ 0.35 ％

300人以上 6,538 円 5,146 円 1,392

％

300人未満 4,919 円 4,054 円 860 円 1.96 ％

円 2.20 ％ 1.74 ％ 0.46

定昇相当分 賃上げ分 計 定昇相当分 賃上げ分

6,345 円 5,015 円 1,328

1.74 ％ 0.66 ％

平均賃金方式
昨年対比

上記組合の2014回答
額 率

計

％

300人以上 7,112 円 5,125 円 1,988 円 2.40 ％

円 2.06 ％ 1.62 ％ 0.45

1.72 ％ 0.64 ％

300人未満 5,222 円 4,093 円 1,126

定昇相当分 賃上げ分

6,887 円 5,002 円 1,885 円 2.36 ％

平均賃金方式

2015回答（2015年7月1日集計）
集計組合数 額 率
集計組合員数 計 定昇相当分 賃上げ分 計

％ 0.69 ％

③②のうち、昨年と同一の組合での比較　（集計対象の組合員数での加重平均）

0.67 ％

300人以上 7,078 円 2,063 円 2.37

1,613 円 2.17 ％

％ 0.69 ％

300人未満 5,433 円

計 賃上げ分

6,918 円 2,024 円 2.35

％

平均賃金方式 集計組合員数 計 賃上げ分

1.76 ％

300人以上 6,675 円 2.24 ％ 6,217 円 2.12

円 2.07 ％

300人未満 4,547 円 1.88 ％ 4,197 円

集計組合数 定昇相当分込
み賃上げ計

定昇相当分込
み賃上げ計集計組合員数 集計組合員数

6,354 円 2.20 ％ 5,928

賃金引上げ

昨年同時期比　27組合増・426円増／昨年同一組合比　1,958組合・542円増

①平均賃金方式　（すべて組合員数による加重平均）

平均賃金方式

2015回答（2015年7月1日集計）
昨年対比

2014回答（2014年7月1日集計）
集計組合数 定昇相当分込

み賃上げ計
定昇相当分込
み賃上げ計

 

 

 

 

Ⅵ．連合闘争結果 
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Press Release 

99 組合
108,939 人

74 組合
58,134 人
120 組合

85,323 人
97 組合

47,382 人
【注】
Ａ

Ｂ

２．

2,368 組合 2,422 組合

1,925,288 人 2,013,120 人

1,378 組合 1,200 組合

1,350,662 人 1,210,396 人

2,844 組合 2,405 組合

1,901,551 人 1,596,253 人

2,022 組合 1,708 組合
1,242,294 人 1,042,313 人

※ 2015年と2014年で集計対象組合が異なるため、昨年対比は整合しない。

３．

8,765 組合 8,789 組合
7,280 組合 83.1 ％ 7,174 組合 81.6 ％
65 組合 0.7 ％ 45 組合 0.5 ％
63 組合 0.7 ％ 62 組合 0.7 ％
282 組合 3.2 ％ 821 組合 9.3 ％
1,075 組合 12.3 ％ 687 組合 7.8 ％
7,280 組合 83.1 ％ 7,174 組合 81.6 ％

1,237 組合 17.0 ％ 947 組合 13.2 ％
1,645 組合 22.6 ％ 1,658 組合 23.1 ％
1,825 組合 25.1 ％ 1,944 組合 27.1 ％
885 組合 12.2 ％ 971 組合 13.5 ％
325 組合 4.5 ％ 309 組合 4.3 ％
49 組合 0.7 ％ 0 組合 0.0 ％

5,966 組合 82.0 ％ 5,829 組合 81.3 ％
610 組合 8.4 ％ 1,139 組合 15.9 ％
694 組合 9.5 ％ 206 組合 2.9 ％
10 組合 0.1 ％ 0 組合 0.0 ％

1,314 組合 18.0 ％ 1,345 組合 18.7 ％
妥結済組合 6,031 組合 5,874 組合

2,197 組合 36.4 ％ 2,386 組合 40.6 ％
1,098 組合 18.2 ％ 1,538 組合 26.2 ％
146 組合 2.4 ％ 160 組合 2.7 ％
65 組合 1.1 ％ 45 組合 0.8 ％

2,525 組合 41.9 ％ 1,745 組合 29.7 ％

定昇相当分確保のみ

定昇相当分確保できなかった

協約確定済み（要求必要なし）

上記のいずれか不明

未
妥
結

交渉中

妥結したか否か不明

妥結断念

小計

定昇相当分も賃上げ分も確保できた

要求検討中・要求状況不明

要求提出組合

妥
結
済

ヤマ場の週まで（2015：3/20まで　2014：3/14まで）

ヤマ場の週終了後３月末まで（2015：3/21～31　2014：3/22～28）

4月中（2015：4/1～30　2014：3/29～4/30）

5月中

6月中

確認中

小計

集計組合総数

要求提出した

協約確定済み（要求必要なし）

その他（要求していないが、回答あり）

要求提出できなかった

要求状況・妥結進捗
2015回答（2015年7月1日集計） 2014回答（2014年7月1日集計）
組合数 率 組合数 率

2.25
月

金額 732,854
円

47,626
円

685,228
円

季
別

月数 2.37
月

0.12
月

月

金額 1,552,482
円

13,460
円

1,539,022
円

回答
集計組合員数 集計組合員数

年
間

月数 4.84
月

0.06
月

4.78

方式：特定した労働者（たとえば勤続17年・年齢35歳生産技能職、勤続12年・年齢30歳事務技術職）の前年度の水準に対して、新年度該当する労働者の賃
金をいくら引き上げるか交渉する方式。この部分を連合は「純ベア」と定義した。

方式：特定した労働者（たとえば新年度勤続17年・年齢35歳生産技能職）の前年度の賃金に対し、新年度（勤続と年齢がそれぞれ１年増加）いくら引き上げる
かを交渉する方式。

一時金　（組合員数による加重平均）

一時金
2015回答（2015年7月1日集計）

昨年対比
2014回答（2014年7月1日集計）

集計組合数
回答

集計組合数

円

Ｂ方式30歳 8,386 円 3.57 ％ 243,081
円

Ｂ方式35歳 7,241 円 2.70 ％ 275,507

円

Ａ方式30歳 2,548 円 1.03 ％ 249,835
円

Ａ方式35歳 3,039 円 1.02 ％ 299,949

⑥個別賃金方式　（組合数による単純平均）

個別賃金方式
2015回答（2015年7月1日集計）

集計組合数
賃上げ額 賃上げ率 到達水準

集計組合員数
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2015年 闘 争 の 経 過 

 

 





１．2015年闘争の経過 

 
(1) 闘争方針の決定 

 

第57回協議委員会の開催（2014年12月12日） 

金属労協は、12月12日、第57回協議委員会を東京・第一ホテル東京で開催し、2015年闘争方針を審

議、決定した。 

闘争方針「2015年闘争の推進」の提案を浅沼事務局長が行い、原案賛成の立場で５産別から意見・

要望が出され、本部答弁の後、原案通り機関決定した。 

 
(2) 闘争諸機関の開催 

 

 第４回書記長会議（2014年12月16日） 

 第１回戦術委員会（2014年12月17日） 

 第１回中央闘争委員会（2014年12月17日） 

 第５回書記長会議（2015年１月21日） 

 第２回戦術委員会（2015年１月23日） 

 第２回中央闘争委員会（2015年１月23日） 

 第６回書記長会議（2015年２月12日） 

 第３回戦術委員会（2015年２月25日） 

 第３回中央闘争委員会（2015年２月25日） 

 第４回戦術委員会（2015年３月13日） 

 第５回戦術委員会（2015年３月16日） 

 第６回戦術委員会（2015年３月18日） 

 第４回中央闘争委員会（2015年３月18日） 

 第７回書記長会議（2015年３月25日） 

 第７回戦術委員会（2015年４月３日） 

 第８回書記長会議（2015年４月14日） 

 第８回戦術委員会（2015年４月22日） 

 第５回中央闘争委員会（2015年４月22日） 

 第９回書記長会議（2015年５月25日） 

 第９回戦術委員会（2015年５月27日） 

 第６回中央闘争委員会（2015年５月28日） 

 
(3) 2015年闘争推進集会の開催 

 

日 時：2015年１月27日13:30～17:30 

場 所：電機連合会館 

プログラム：①相原康伸議長挨拶 
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②講演「最近の経済情勢と金融政策運営」 

内田 眞一 日本銀行企画局長 

③本部報告「2015年闘争に臨む金属労協の主張」 

浅井茂利 金属労協政策企画局次長 

④パネルディスカッション「2015年闘争に向けた各産別の取り組み」 

パネラー    ：郡司 典好 自動車総連 事務局長  

野中 孝泰 電機連合 書記長 

宮本 礼一 ＪＡＭ 書記長 

神田 健一 基幹労連 事務局長 

岩本   潮 全電線 書記長 

コーディネーター：浅沼弘一 金属労協事務局長 

⑤ガンバロー三唱 

議事概要： 

○加盟産別・単組等から約170名出席のもと、2015年闘争推進集会を開催した。 

○相原議長挨拶：2015年闘争は、デフレ脱却と経済成長を確実なものとするための正念場である。

金属労協は、13年ぶりに『6,000円以上の賃上げ』と具体的な金額を示した。企業規模にかかわら

ず賃上げを獲得し、さらに、未組織労働者・非正規労働者の賃金の底上げにつなげる運動にしな

ければならない。企業内最低賃金協定についてもしっかり締結し、月額156,000円以上の水準また

は3,000円以上の引き上げに取り組み、賃金の底上げを果たしていく。日本経済が好循環に向けた

スタートを切ることができたのは、職場の努力があったからこそである。経済の好循環は、将来

にわたって賃金が安定的に上がるという実感なしにあり得ない。デフレ脱却は手段であり、質の

高い労働を職場に根付かせること、そのための2015年の取り組みである。金属労協200万人が一枚

岩となって要求実現に向けて取り組んでいく。 

○本部報告：経団連「経営労働政策委員会報告」の主張に対して、金属労協が取りまとめた「2015

年闘争 交渉参考資料」に基づいて、労働側の主張のポイントを説明した。報告では、労働分配率

や生産性と人件費の動向、製造業における人件費の国際比較、欧米系多国籍企業との売上高人件

費比率の比較などのデータに基づき、積極的な「人への投資」と従業員に対する付加価値の適正

な配分の必要性を分析した。また、経営側の「一時金の引き上げも賃上げ」との主張に対しては、

「マクロ的な認識」に立って賃上げ要求に応えるべきことや、物価が上昇すると賃金構造維持だ

けでは生活水準の切り下げになることなどについても、主張を取りまとめた。 

○パネルディスカッション：５産別書記長・事務局長から、各産別の産業動向と闘争方針の概要を

説明した後、2015年闘争における特徴的な取り組みを紹介し、相互の理解を深めた。 

 

(4) 経団連「経営労働政策委員会報告」に対する見解 

 

経団連は、2015年１月20日に「経営労働政策委員会報告」を発表し、2015年の労使交渉に臨む経営

側の姿勢を明らかにした。これに対して、金属労協では、１月21日に、「継続的な賃上げによって経済

の好循環の実現を」と題する見解を発表した。 
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(5) 交渉参考資料の作成（2015年１月） 

 

2015年１月末に「2015年闘争の推進 交渉参考資料」を作成、発行し、経団連「経営労働政策委員

会報告」に対する詳細な反論や、労働組合としての主張をとりまとめた。 

 

２．労働政策委員会 

 
第１回労働政策委員会（2014年９月29日） 

①2015年闘争の推進について 

②第３次賃金・労働政策の策定について 

③特定（産業別）最低賃金ガイドブックの改訂について 

④今年度の活動について 

⑤当面の日程について 

第２回労働政策委員会（2014年11月７日） 

①「2015年闘争の推進」について 

②「2015年闘争推進集会」の開催について 

③「2015年最低賃金連絡会議」の開催について 

④「外国人技能実習制度の改善に向けた金属労協の考え方」について 

第３回労働政策委員会（2014年12月８日） 

①2015年闘争について（情報交換） 

②「2015年度特定（産業別）最低賃金の取り組み方針(案)」について 

③「第３次賃金・労働政策」について 

第４回労働政策委員会（2015年１月22日） 

①2015年闘争交渉参考資料について 

②2015年闘争の集計等への対応について 

③「2015年度特定（産業別）最低賃金の取り組み方針（案）」について  

第５回労働政策委員会（2015年３月25日） 

①今後の闘争関係日程について 

②第３次賃金・労働政策について 

第６回労働政策委員会（2015年４月28日） 

①2015年闘争評価と課題 

②第３次賃金・労働政策について 

第７回労働政策委員会（2015年６月４日） 
①2016年度活動方針について 

②第３次賃金・労働政策について 

第８回労働政策委員会（2015年６月25日） 

①勉強会：年金制度、企業年金制度の動向と課題 

講師：社会保険労務士 遠藤忠彦氏  

②2016年度活動方針について 
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③第３次賃金・労働政策について 

第９回労働政策委員会（2015年８月３日） 

①2015年度特定(産業別)最低賃金額改正に臨む確認事項 

②企業内最低賃金協定の取り組みについて 

③2016年闘争に向けて 
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2 0 1 5 年 闘 争 資 料 

 





Ⅰ．2015年闘争の推進 
 

Ⅰ．とりまく情勢 

  
わが国経済は、消費者物価上昇率２％を目標とする2013年１月以来の量的・質的金融緩和をきっかけ

として、円高の是正と株価の上昇、金利の低下が進み、輸出の回復、投資の拡大、銀行貸出の増加など、

経済の持ち直しが見られる状況となりました。しかしながら、2014年４月の消費税率５％から８％への

引き上げにあたり、駆け込み需要が想定以上に大きなものとなる一方、その反動減と税率引き上げによ

る需要の冷え込みとが相まって、４月には経済活動は大幅に落ち込みました。７月にかけて回復傾向と

なっていたものの、８月には天候不順などもあり、その後、低迷が続いています。消費者物価上昇率（総

合）は、2014年５月には一時、消費税率引き上げ分（２％程度）を含め、3.7％となっていましたが、そ

の後はやや鈍化しています。アメリカの量的金融緩和（ＱＥ３）の縮小（2014年１月）と終了（10月）

を背景に円安が進行したことから、業種・企業によっては減益要因となっているものの、金属産業の企

業収益は、おおむね増収増益、予測の上方修正の傾向となっています。 

消費税率５％から８％への引き上げの経済への影響は、予想外に大きなものとなりましたが、デフレ

脱却と景気回復を確実なものとし、経済の好循環を図るべく、継続的な賃上げと労働条件の向上による

個人消費の回復が決定的に重要となっています。 

 
１．需要と生産の動向 

 

実質ＧＤＰ成長率は、2013年度には、消費税率引き上げ前の駆け込み需要もあり、2.2％となりました。

しかしながら、2014年４～６月期には、駆け込み需要の反動減と税率引き上げによる需要の冷え込みと

が相まって、前年比マイナス0.2％（前期比年率ではマイナス7.3％）となっています。７～９月期には、

前年比マイナス1.2％（前期比年率ではマイナス1.6％）と２期連続のマイナス成長となりました。とり

わけ個人消費のマイナスにより、成長率が1.7％押し下げられています。2014年度の成長率は、日銀の予

測（10月時点）では0.5％、民間調査機関の予測の平均（11月時点）では0.2％となっています。 

景気動向を敏感に反映する景気ウォッチャー調査は、４月に大幅に落ち込んだあと、緩やかに回復し

ていましたが、８月には再び落ち込みを見せています。一方で、小売業販売額は４月に前年比マイナス

4.3％と大幅に悪化したのち、その後は回復傾向が続き、９月には前年比プラス2.3％となっています。 

設備投資の先行指標である機械受注統計（船舶・電力を除く民需）は、2013年４～６月期以来、前年

比でプラスが続いており、2014年４～６月期には前年割れとなりましたが、７～９月は再びプラスとな

っています。 

輸出は、2014年に入って以来、輸出金額が一進一退、数量で前年比マイナスの月が多くなっていまし

たが、一層の円相場の下落もあり、９月には金額・数量ともプラスとなっています。 

鉱工業生産指数は2014年１月をピークとして、低下傾向が続いていましたが、９月にはやや改善の兆

しが見えています。 
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２．生活の動向 

 

消費者物価上昇率（総合）は、2013年６月以降、前年比でプラスに転じており、2014年５月には一時、

消費税率引き上げ分（２％程度）を含め、3.7％に達していましたが、その後はやや鈍化しており、９月

3.2％、10月の推計値が3.1％となっています。2014年度の上昇率は、日銀の予測（生鮮食品を除く・10

月時点）が3.2％、民間調査機関の予測の平均（同・11月時点）が3.1％となっています。 

日銀は2014年10月に追加緩和を行い、消費者物価上昇率２％実現への強い決意を示しましたが、民間

経済に対しても、継続的な物価上昇を前提とした経済活動が求められるところとなっています。 

雇用情勢は、完全失業率が３％台半ばで推移しています。2014年９月には、前年に比べて就業者が43

万人増加するとともに、失業者は25万人減少しています。有効求人倍率は、2013年11月に１倍を超え、

2014年９月には1.09倍となっていますが、正社員については、改善が遅れる傾向にあることから、0.67

倍に止まっています。 

毎月勤労統計を見ると、パートタイム労働者以外の一般労働者の所定内給与は、2014年５月以降、前

年比0.5％程度の増加が続いており、2014年闘争の成果がはっきりと表れています。しかしながら実質賃

金は、一般・パートを合わせた定期給与（所定内給与＋所定外給与）ベースで、2014年４月以降、前年

比３％台のマイナスが続いています。 

日本リサーチ総研の生活不安度指数は、2014年６月、８月には低水準であったのが、10月には４月並

みの水準に悪化しています。これは、景気見通し、収入見通しが悪化する一方、物価の上がり方は大き

くなるとの見方が広がっていることによるものと思われます。 

 

３．金属産業の動向 

 

金属産業の各業種について、鉱工業生産指数の動向を見ると、2014年に入って以来、総じて低下傾向

が続いていましたが、９月には、鉄鋼、電気機械で底離れの兆しとなっているのをはじめ、非鉄金属、

電線・ケーブル、金属製品、乗用車・バス・トラック、一般機械においても、８月に比べ改善が見られ

るところとなっています。 

金属産業の輸出金額は、2014年９月に顕著に拡大しており、金属製品を除く全業種で前年比プラスと

なっています。とりわけ鉄鋼、二輪自動車、船舶、科学光学機器は２ケタの伸び率となっています。輸

出先についても、アメリカ、ＥＵ、中国、ＡＳＥＡＮのいずれもプラスとなっています。 

一方、金属産業の企業収益は、2014年度の決算予測（連結・2014年10～11月発表）は、ばらつきは大

きいものの、大手については各業種ともおおむね増収増益で、８月時点の予測よりも上方修正の傾向と

なっています。 

東証１部上場企業について、2014年３月期決算を見ると、連結決算に比べて、単体決算の増益の度合

いが大きい状況となっています。これは、円高是正の中でも、輸出品の現地価格を引き下げていないた

め、短期的に日本の本社の利益が増加しているものと見られます。金属産業では、生産がふるわない一

方、収益は増収増益、上方修正という乖離が見られますが、こうした事情によるものと思われます。2014

年秋以降、円安が進んでおり、業種・企業によっては減益要因となっているものの、全体としては、一

層の増益が見込まれるものと思われます。 

法人企業統計によれば、わが国企業の2013年度の自己資本比率はさらに改善し、全産業で37.6％、製

造業で45.1％と、ストック面でも改善が進んでいます。 
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４．国際経済情勢 

 

アメリカでは、雇用情勢の改善が続いていたことから、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）は2014年10月、

量的金融緩和第３弾（ＱＥ３）を終了させました。失業率は９月5.9％、10月5.8％とリーマンショック

以来はじめて５％台に低下しています。2014年10月のＩＭＦ（国際通貨基金）の世界経済見通しによれ

ば、2014年の成長率は2.2％で、2015年には3.1％にさらに拡大するものと見られています。 

ユーロ圏は引き続き回復が続いているものの、対ロシア関係の悪化もあり、2014年４～６月には実質

ＧＤＰ成長率が前期比年率で0.1％に止まり、７～９月期も回復の勢いが弱まってきています。ＩＭＦの

見通しでは、ユーロ圏の2014年の成長率は0.8％、2015年が1.3％で、プラス成長ではあるものの、いず

れも前回７月の見通しよりも下方修正となっています。イギリスは、2014年が3.2％、2015年も2.7％で、

前回７月と変わらない予測となっています。 

中国では、2014年７～９月期の成長率が前年比7.3％に止まり、2009年１～３月期以来の低い成長率と

なりました。しかしながら中国政府は、成長重視から構造改革に転換する中でのノーマルな水準（新常

態）であるとの見方を示しています。 

韓国の実質ＧＤＰ成長率は、2013年に3.0％だったのが、2014年１～３月期には前年比3.9％、４～６

月期には3.5％となっています。中華民国では、2013年の実質ＧＤＰ成長率が2.1％だったのが、2014年

１～３月期前年比3.2％、４～６月期3.7％と拡大が続いています。 

ＡＳＥＡＮ地域では、総じて成長が鈍化しています。ＩＭＦの見通しによれば、ＡＳＥＡＮ５（イン

ドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム）の成長率は、2013年の5.2％に対し、2014年には

4.7％に減速するものの、2015年には5.4％に回復する見通しとなっています。 

 
５．労働法制見直しの動きと政労使会議 

 

政府は、2014年６月に「日本再興戦略改訂2014」を閣議決定するなど、成長戦略を推進しつつありま

すが、労働分野については、「雇用制度改革・人材力の強化」の名の下に、雇用を維持する企業への支援

である雇用調整助成金からリストラを行う企業を支援する労働移動支援助成金への大胆な資金シフトを

行ったのを皮切りに、労働者派遣法の改正、労働時間規制の適用除外制度の創設、解雇の金銭解決など

を打ち出しており、勤労者生活の安定と長期的な人的能力形成を損なうことによって、「現場力」に打撃

を与えることが懸念されています。 

一方政府は、2013年に引き続き、「経済の好循環実現に向けた政労使会議」を開催しています。賃金上

昇に向けた2013年の「政労使とりまとめ」のフォローアップ、労働の付加価値生産性に見合った賃金体

系のあり方などが主な議論点とされ、政府はとくにいわゆる「年功序列の賃金体系」の見直しを主張し

ていますが、これも民間企業の賃金・処遇制度やその変化、あるいは勤労者の家計実態に対する無理解

によるものと考えざるを得ません。 

 

 

Ⅱ．基本的考え方 

 

金属労協は、2014年闘争において、ＪＣ共闘全体で月例賃金の引き上げを要求し、獲得することで、
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デフレ脱却と経済成長を確実なものとするための第一歩を踏み出しました。2015年闘争においても、経

済の好循環の実現に向け、継続的な賃上げと労働条件の向上、底上げ・格差是正に取り組み、労使の社

会的責任を果たしていかなければなりません。 

 

１．賃金の引き上げ 

 

(1) デフレ脱却と経済の好循環を実現し、勤労者の生活を守るための賃上げ  

 

2015年闘争では、ＪＣ共闘に集う全産別が一体となって賃上げに取り組むことにより、デフレ脱却と

経済成長を確実なものとして経済の好循環を実現するとともに、物価上昇の下で勤労者生活を守り、適

正な成果配分と「人への投資」によって企業の持続的な発展を図っていきます。 

 

① 「経済の好循環」を実現するための継続的な賃上げ 

日本経済は、消費税率引き上げの影響が予想以上に大きくなっている状況の中で、デフレから脱却し、

安定的な成長軌道に乗ることができるかどうかの岐路に立っています。勤労者の消費の回復・拡大によ

って生産や投資の拡大を促し、デフレ脱却と経済成長を確実なものとする「経済の好循環」確立の観点

が、これまで以上に重要となっており、継続的な賃上げが不可欠です。 

 

② 実質生活を守るための賃上げ 

2015年闘争は、物価上昇が家計に大きな影響をもたらす中での取り組みとなります。物価水準が今後

も継続して上昇していくことからすれば、継続的な賃上げなしに、将来にわたる生活の安心・安定は得

られません。賃上げは勤労者生活を守る極めて重要な手段であり、賃上げによって物価上昇による家計

への影響を補い、働く者の実質生活を守っていくことが重要です。 

 

③ 「人への投資」による企業の持続的な発展を図るための賃上げ 

競争力の源泉は人です。熾烈な国際競争の中で、ものづくり産業の国内基盤を維持・確保していくた

めには、わが国ものづくり産業の強味である「現場力」を一層強化していくことがきわめて重要であり、

「人への投資」が不可欠です。賃上げや労働条件の向上によって、適正な成果配分と「人への投資」を

確保し、働く者のモチベーションの維持・向上、能力の蓄積と発揮、人材の確保を図り、企業の持続的

な発展につなげるという「企業活動の好循環」を実現していくことが重要です。 

 

上記の観点から、日本経済や生産性の動向、物価動向をはじめとする勤労者生活の動向、金属産業の

動向、などを総合的に勘案し、ＪＣ共闘が一丸となって、賃上げを求めていきます。 

 

(2) 賃金格差の是正と賃金の底上げを重視した取り組み 

 

経済の好循環、実質生活の維持、「人への投資」の実現に向けた重要な取り組みとして、産業間・産業

内の賃金格差是正と非正規労働者の賃金の底上げを図っていきます。 
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① 産業間・産業内の賃金格差是正 

わが国金属産業の強みは、総合力にあります。素材・部品企業をはじめとするサプライチェーン、バ

リューチェーン全体の競争力を一層強化するためには、金属産業全体として、日本の基幹産業にふさわ

しい賃金水準を確立することが必要です。このため、産業間・産業内の格差是正に向けて積極的に取り

組みます。 

 

② 非正規労働者の賃金の底上げの取り組み 

長期にわたるデフレや景気低迷は、賃金水準の低い非正規労働者が増大したことが大きな要因となっ

ていますが、加えて、2014年度の物価上昇は、とくに低賃金層の生活への影響が大きくなっています。

労働組合の社会的責任として、企業内最低賃金協定の締結拡大と水準引き上げを特定（産業別）最低賃

金の引き上げに波及させるとともに、企業内で働く未組織労働者を含めた非正規労働者の賃上げなどに

よって、非正規労働者の賃金・労働条件の底上げに取り組みます。 

 

２．一時金・労働諸条件改善の取り組み 

 

一時金に対する適正な成果配分や、ワーク・ライフ・バランスの実現、60歳以降の就労確保、安全衛

生体制の充実と労災付加補償の増額、退職金・企業年金の引き上げ、職場における男女共同参画推進の

ためのポジティブ・アクションなどについても、産業・企業の実態を踏まえて、制度の充実や水準・運

用の改善、格差是正等に取り組みます。 

 

３．政策・制度課題への取り組み 

 
金属労協として、景気回復基調を維持し、デフレ脱却を確実なものとするための政策・制度の取り組

みを強化していきます。また、安倍政権の進める労働規制の緩和は、金属労協のめざす「良質な雇用の

確立」に逆行し、勤労者生活の安定と長期的な人的能力形成を損なうことによって、ものづくり産業の

「現場力」に打撃を与えることが懸念されるところとなっています。さらに、消費税率引き上げによる

勤労者生活への影響の緩和も含め、ものづくりの観点に立って、連合の取り組みの一層の強化を求める

など、積極的に役割を果たしていきます。 
 

 

Ⅲ．具体的取り組み 

 

１．賃金の引き上げ 

 
(1) 賃金の引き上げ 

 

日本経済や生産性の動向、物価動向をはじめとする勤労者生活の動向、金属産業の動向などを総合的

に勘案し、経済の好循環、実質生活の維持と底上げ、「人への投資」に資するため、以下のとおり、賃金

の引き上げ、産業間・産業内の賃金格差是正に取り組みます。 
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◯賃金制度に基づき賃金構造維持分を確保した上で、6,000円以上の賃上げに取り組みます。 

 

日本の基幹産業にふさわしい賃金水準を確立するため、基幹労働者の個別賃金水準重視による「大く

くり職種別賃金水準形成」によって、産業間・産業内格差の是正に取り組み、中期的に下記の「あるべ

き水準」に到達することをめざします。 

【基幹労働者（技能職35歳相当）の「あるべき水準」】 

※基本賃金は、所定内賃金から生活関連手当（家族手当、住宅手当、地域手当、出向手当など）を除

いた賃金。 

※目標基準、到達基準は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」における製造業・生産労働者・男子・

高校卒・企業規模1,000人以上の標準労働者賃金の、それぞれ第９十分位、第３四分位の数値を参考

にしながら、金属労協で設定している。 

 
(2) 賃金実態の把握と賃金制度の確立 

 

賃金構造維持分を明確にし、確実に確保しなければ、賃金の低下を招くことになります。また、賃金

構造維持分を確保してきた場合でも、実際に賃金水準が維持できているかどうかを点検する必要があり

ます。賃金水準を重視しながら、賃金実態の把握・点検を行うこととします。 

賃金制度が未整備であることは、賃金水準低下の要因のひとつです。将来にわたる月例賃金の安定を

確保するため、賃金制度の確立に向けて取り組みます。 

○すべての組合は、賃金実態の点検、課題の把握と改善に努めます。 
○賃金水準が低下している組合は、その是正に取り組みます。 
○賃金制度が未整備の組合は、賃金制度や賃金引き上げの仕組みの確立に向けて取り組みます。 

 

２．ＪＣミニマム運動 

 

(1) 企業内最低賃金協定の締結拡大と水準の引き上げ 

 

企業内最低賃金協定は、賃金の下支えを図ることによって従業員の生活の安心・安定を確保していま

す。また、労使で協定した企業内最低賃金を非正規労働者への適用や特定（産業別）最低賃金を通じて

波及させることによって、正規労働者と非正規労働者の均等・均衡待遇の実現に寄与し、賃金の底上げ

に重要な役割を果たしています。このため、実効性の高い企業内最低賃金協定を締結するよう取り組ま

なければなりません。 

企業内最低賃金協定の意義と役割を踏まえ、全組合の締結に向けて強力に取り組むとともに、高卒初

任給に準拠した水準をめざし、賃金の底上げを図るため、企業内最低賃金の引き上げに取り組みます。 

共闘効果を高めるとともに社会全体への波及効果を高めるため、2015年闘争で取り組み、賃金と同時

に回答を引き出すことをめざします。 

＊目標基準：各産業をリードする企業の組合がめざすべき水準   基本賃金338,000円以上 

＊到達基準：全組合が到達すべき水準              基本賃金310,000円以上 

＊最低基準：全組合が最低確保すべき水準      到達基準の80％程度（24.8万円程度） 
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○すべての組合が企業内最低賃金協定を締結します。 

○企業内最低賃金協定の水準は、高卒初任給準拠とし、着実に引き上げます。 

○月額156,000円以上の水準、もしくは月額3,000円以上の引き上げに取り組みます。 

○非正規労働者への適用や特定（産業別）最低賃金への波及のため、時間額を併記します。時間額

で協定する場合は、上記月額を所定労働時間で除した水準とし、時間額987円以上の水準、もしく

は時間額19円以上の引き上げに取り組みます。 

○社会全体への波及効果を高めるため、非正規労働者（直接雇用）を含めた協定の締結をめざしま

す。 

 

(2) 特定（産業別）最低賃金の機能強化 

 
特定（産業別）最低賃金は、組織労働者と未組織労働者、正規労働者と非正規労働者の賃金格差を是

正し、均等・均衡待遇を実現すべく役割を果たしています。制度の意義・役割を踏まえ、産業の魅力を

高め、金属産業の「労働の価値」にふさわしい水準へと引き上げることをめざし、特定（産業別）最低

賃金の水準を企業内最低賃金協定に準拠した水準に引き上げるよう取り組みます。 
一方、地域別最低賃金と水準が接近・逆転する地域において、使用者側が特定（産業別）最低賃金の

不要論を強めています。このため、特定（産業別）最低賃金の申出要件であり、水準に影響を及ぼす企

業内最低賃金協定の締結拡大と水準引き上げに取り組むとともに、当該産業の労使がイニシアティブを

発揮できるよう話し合いの場を持つなどの取り組みを行います。また、特定（産業別）最低賃金が基幹

的労働者の最低賃金であることを踏まえ、地域別最低賃金よりも高い水準を確保するよう計画的に取り

組みます。 
なお、労働組合として、非正規労働者に対する特定（産業別）最低賃金の周知徹底にも取り組みます。 
○企業内最低賃金協定に準拠した水準への引き上げをめざします。 

○すべての特定（産業別）最低賃金について金額改正を行うとともに、産業・地域の実態を踏まえ

て新設の検討を行います。 
○特定（産業別）最低賃金の意義・役割について理解を深めるため、当該産業・企業の労使で話し

合いの場を持つなどの取り組みを行います。 
 

(3)「ＪＣミニマム(35歳)」の確立 

 

金属労協では、４人世帯の生計費や生活保護水準、課税最低限などの生計費の実態や、小規模事業所

の賃金実態等に基づき、「ＪＣミニマム（35歳）」を設定しています。金属産業で働く35歳の勤労者の賃

金水準を明確に下支えし、その水準以下で働くことをなくす運動として、「ＪＣミニマム（35歳）」に取

り組みます。 

○ＪＣミニマム(35歳)は、月額21万円とします。 

○この水準を下回る場合は、その要因を確認し、是正に取り組みます。 

 

３．一時金 

 

金属産業は、産業・企業ごとにバラツキはあるものの、全体として企業業績は堅調に推移しています。
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組合員の努力に報い、業績にふさわしい、適正な成果配分を求めていきます。 
年間総賃金に占める一時金の比重は大きく、生活設計に大きな影響を及ぼします。生計費の固定支出

に相当する年間４カ月分を最低獲得水準と位置づけて、企業業績に関わらず、着実に確保するように取

り組みます。 
年間収入の安定を図るため、年間協定を基本とします。 
○要求の基本は、基準内賃金の年間５カ月分以上とします。 
○最低獲得水準として、年間４カ月分以上を確保します。 

 

４．非正規労働者の賃金・労働条件改善 

 

雇用形態にかかわらず、働きがいを持っていきいきと働くことのできる公正な労働条件を確立するた

め、非正規労働者の賃金・労働条件の改善が喫緊の課題となっています。加えて、物価上昇が生活に大

きな影響を及ぼしていることからも、非正規労働者の賃金・労働条件の改善が不可欠です。 
非正規労働者の賃金・労働条件を改善するには、ワークルールの改善、非正規労働者の組織化、賃金・

労働条件の底上げの３つを一体的に取り組まなければなりません。政府による労働規制緩和の動きに対

しては、ものづくり産業の競争力の源泉である「現場力」強化とその基盤となる「良質な雇用」確立の

観点に立って、政策・制度の取り組みを進めていきます。同じ職場で働く非正規労働者の実質生活の維

持と均等・均衡待遇の確立に取り組むことは、労働組合が果たすべき重要な社会的責務であることから、

労使協議の充実や組織化に向けた取り組みを通じて、賃金・労働条件の改善に取り組むことが求められ

ます。 
○未組織労働者を含めた非正規労働者の賃上げに関する交渉・協議では、賃金の底上げの重要性を

踏まえて取り組みます。 

○非正規労働者の雇用に関して、仕事内容、労働契約期間、人員、社会保障への加入、労働条件、

正社員への転換等について、労使で確認や協議を行うとともに、法令遵守の徹底を図ります。 

   ＊非正規労働者の雇用・労働条件に関し、労働組合に対する意見聴取が企業に義務づけられている

ものについては、労働組合として、積極的に意見表明を行っていきます。 

▽非正規労働者に適用される就業規則の作成・変更の届出の際に添付する労働組合の意見聴取

に関しては、正規労働者との均等・均衡待遇の確立という観点から主張を行っていきます。（労

働基準法第90条） 

▽派遣労働者の派遣期間に関する労働組合の意見聴取に関しては、常用代替防止と派遣労働者

の正社員への転換促進の観点から主張を行っていきます。（労働者派遣法第40条の２） 

○賃金・労働条件や福利厚生などの改善、能力向上機会の提供・協力についても、均等・均衡待遇

の観点から実態に応じて取り組みます。 

＊有期雇用者の労働条件が、期間の定めがあることにより不合理なものとなっていないか、労働条件

全般について点検します（労働契約法第20条）｡派遣労働者の賃金を、派遣先労働者の賃金水準を

考慮して決定するために派遣先事業主に求められている情報提供が、適切に実施されているかどう

か点検します。（労働者派遣法第40条） 

○非正規労働者の組織化に向けた取り組みを進めます。 

○未組織労働者を含めた非正規労働者の賃金・労働条件改善に関する交渉・協議の実施に向けて取

り組みます。 
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５．ワーク・ライフ・バランスの実現 

 

ワーク・ライフ・バランスの実現は、男女がともに仕事も生活も大切にしながら安心して働き続ける

ことができる社会を実現するとともに、働き方の満足度を向上させ、モチベーションの向上や仕事の見

直しを通じて生産性向上にも寄与するものであり、労使共通の課題です。 
政府は、長時間労働削減推進本部を設置し、また、「次世代育成支援対策推進法」の改正や、「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律案」の制定など、ワーク・ライフ・バランスの実現を経済の

活性化につなげる取り組みを進める一方、長時間労働を助長することが懸念される労働時間規制緩和の

検討を進めています。 
金属労協は、企業労使の取り組みによって、職場実態を踏まえつつ、勤労者のニーズに合った働き方

を実現するとともに、少子化に歯止めをかけ、日本の経済・社会の活力を高める観点からも、ワーク・

ライフ・バランスの実現に取り組みます。 
 
(1) 総実労働時間の短縮 

 

ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、金属労協が目標とする年間総実労働時間1,800時間台

の実現が不可欠です。 

各組合の実態を踏まえながら、所定労働時間や年次有給休暇など制度面の充実に取り組むとともに、

所定外労働の適正化や年次有給休暇等の取得促進に向けて、職場の意識・風土の改革に取り組むことが

重要です。 

○年間総実労働時間1,800時間台の実現に向けて取り組みます。 

○所定労働時間1,800時間台の実現に取り組みます。 

○過重な所定外労働をなくすため、36協定限度時間の引き下げや特別条項の厳格な運用など労働時

間管理の徹底を図ります。 

○時間外労働60時間超の割増率50％以上については、猶予措置の対象となっている中小企業(*)も

含め、所定労働時間を上回るすべての労働時間を時間外労働算定対象時間とします。 

○年次有給休暇の完全取得に向けて、年次有給休暇の取得状況を労使で確認し、職場の意識・風土

の改革や年休取得促進策を導入・強化するなどの具体的な取り組みを行います。 

(*)労働基準法第138条 中小事業主（その資本金の額又は出資の総額が3億円（小売業又はサービス業を主たる事

業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円）以下である事業主及

びその常時使用する労働者の数が300人（小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービ

ス業を主たる事業とする事業主については100人）以下である事業主をいう。）の事業については、当分の間、

第37条第1項ただし書の規定は、適用しない。 

 

(2) 仕事と家庭の両立支援の充実 

 
仕事と育児・介護などの家庭責任を両立するには、より勤労者のニーズに合った社内制度を充実する

ことが重要です。同時に、制度の周知や職場風土の改革など、制度を利用しやすい環境の整備にも取り

組まなければなりません。 
○仕事と家庭の両立支援制度の充実に取り組みます。 

○制度を利用しやすい環境を整備し、活用の促進を図るため、労使協議の充実等に取り組みます。
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○次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定とフォローに労働組合が参画し、

組合員の意見反映を行います。「行動計画」の策定が努力義務とされる100人以下の企業も含め、

労働組合が参画して行動計画策定に取り組みます。 

○短時間勤務制度については、「流れ作業方式による製造業務」「交替制勤務による製造業務」につ

いても直ちに対象外とせず、労使の主体的判断により、職場の実態に応じて制度の対象とします。

 

６．60歳以降の賃金・労働条件の改善 

 

60歳以降の就労制度は、60歳以降の就労者が有する豊富な経験や技術・技能を発揮して、働きがいを

持って、企業の発展に積極的に寄与できる制度にしなければなりません。60歳以降の就労を希望する者

の割合が低い場合には、対象者のニーズにあった賃金・労働条件、働き方、仕事内容となっているかど

うか、労使で点検を行うことが必要です。 

公的年金が支給されない状況において生活を賄うことのできる賃金水準の確保、モチベーションを削

ぐような賃金・処遇制度の見直し、厚生年金（報酬比例部分）の支給される年代についても希望者全員

雇用とするなど、個別企業の状況に応じて、必要な制度改善を図っていきます。 

○働くことを希望する者全員について、経過措置を利用せず65歳までの雇用を確保し、働きがいの

ある就労制度を構築します。 

○労働の価値にふさわしく、かつ生活を維持することのできる賃金をめざします。 

○60歳以降就労者についても、賃上げに取り組みます。 

○継続雇用制度の場合は、継続雇用の希望状況を労使で確認し、組合員のニーズに合った制度とな

っているか点検します。 

○60歳以降就労者の組合員化を図ります。 

 

７．安全衛生体制の充実と労災付加補償の増額 

 

労働災害を根絶し、精神健康不調や職業性疾病等を予防するためには、不断の努力が必要です。心身

の健康保持と労働災害ゼロ職場の確立に向けて、安全衛生対策に取り組みます。 

労働安全衛生法の改正によって、2015年６月から受動喫煙防止対策が努力義務とされ、2015年12月か

ら、ストレスチェック制度が実施されることになります（50人未満事業場は努力義務）。制度の趣旨を踏

まえて、すべての職場でストレスチェック制度と受動喫煙防止対策が実施されるように取り組む必要が

あります。 

業務上の災害や疾病が発生した場合には、安心して治療に専念し職場復帰を促す補償と体制、遺族に

対しては生活を維持できる補償が必要です。金属産業全体が、死亡・障害等級１～３級の労災付加補償

を3,400万円に到達することをめざします。 

なお、直接雇用の非正規労働者の付加補償についても、それぞれの企業の正規労働者と同等の補償を

求めます。 

○職場の安全衛生体制の検証、充実を図ります。 

○労働安全衛生法改正を踏まえ、全ての職場でストレスチェック制度を実施し、適正に運用するよう

に取り組みます。同様に、全ての職場で受動喫煙防止対策が実施されるように取り組みます。 

－82－



○労働災害による死亡ならびに障害等級１～３級の付加補償水準は、3,400万円以上とします。なお、

障害等級４級以下についても、実態を踏まえて引き上げに取り組みます。 

○通勤途上災害についても、労災に準じて取り扱います。 
 

８．退職金・企業年金 

 

公的年金の支給開始年齢の引き上げや、今後、マクロ経済スライドの実施による公的年金の支給水準

の実質的な引き下げが見込まれる状況の中で、高齢者の生活の安定にとって、退職金や企業年金の重要

性が増しています。 
退職金水準の実態や定年退職者の生活実態などを踏まえながら、各産別の考え方に基づき、格差是正

なども含め、必要に応じて退職金の引き上げに取り組みます。 

 
９．職場における男女共同参画推進のためのポジティブ・アクション 

 
公平・公正で、男女が共にワーク・ライフ・バランスを実現しながら、いきいきと働くことのできる

職場をつくるためには、組合員のニーズや職場の実態を踏まえた取り組みを進めることが重要です。こ

のため、労使協議の場で、職場の実態を労使で共有するなどの取り組みを行います。 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」が閣議決定され、今後、国会審議を経て、2016

年４月には、女性の活躍に関する「行動計画」の策定が301人以上の企業に義務化され、300人以下の企

業は努力義務とされる見通しとなっています。2016年３月末までの行動計画策定に向けて、労働組合が

積極的に参画し、組合員の意見を反映することが重要です。 

 

１０．政策・制度課題への取り組み 

 

金属労協は、 

＊民間産業に働く者の観点 

＊グローバル産業であり、かつわが国の基幹産業であるものづくり産業に働く者の観点 

＊なかでも、その中心たる金属産業に働く者の観点 

に立って、グローバル経済化とデフレによって人件費抑制を余儀なくされ、それが経済活動の低迷を招

いていた時代から、デフレ脱却の中で「人への投資」によって産業の競争力を強化していく時代、勤労

○産業・企業の実態を踏まえて、退職金水準の引き上げに取り組みます。 

○企業年金を安定的に確保するため、企業年金資産について、労働組合としてのチェックを行います。

○退職金・企業年金制度の改定を行う場合には、等価転換を原則とした制度改定を行います。 

○人事・処遇面における男女別の実態について労使で点検し、必要な対応を行います。 

○女性の活躍に関する行動計画の策定に向けて、労使協議等の場を設置します。努力義務とされる

300人以下の企業も含めて取り組むこととします。 

○行動計画策定のための状況把握では、必須項目（①採用者に占める女性比率、②勤続年数の男女

差、③労働時間の状況、④管理職に占める女性比率）以外についても幅広く状況把握を行い、職

場の実態を踏まえた行動計画の策定に取り組みます。 
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者生活の向上と産業の健全な発展の好循環を確立し、持続的な安定成長を実現していく時代への転換を

果たすべく、 

Ⅰ．ものづくり産業を支えるマクロ環境整備 

Ⅱ．ものづくり産業を強化する「攻め」の産業政策 

Ⅲ．ものづくり産業における「良質な雇用」の確立 

Ⅳ．ものづくり産業の強化に向けたエネルギー・環境政策 

という４つの柱の下に「2014～2015年政策・制度課題」を策定し、課題解決に向け、強力な取り組みを

推進してきました。すでに、「人への投資」を行う企業の法人税軽減、海外勤務者の子女教育に対する公

費投入の増額、事業所内保育施設に対する支援拡充などで、前進の方向となっています。景気回復基調

を維持し、デフレ脱却を確実なものにするとともに、ものづくり産業に働く者の「現場力」強化を図る

ための政策・制度の取り組みを推進していきます。 

 

(1) ものづくり産業を支えるマクロ環境整備 

  

デフレからの脱却を確実なものにするとともに、為替レート安定の観点も踏まえ、適切な金融政策が

遅滞なく実施されるよう、金属労協として状況を注視し、必要な行動を展開していきます。 

大幅な金融緩和によって、消費者物価上昇率がプラスに転じる中での財政赤字の拡大、政府債務の膨

張は、政府の利払い負担増をもたらし、財政への信認の低下による実質金利の高騰を招いて民間経済を

圧迫するとともに、大幅な円安を招きかねないことから、政府の無駄の総ざらいを柱とする財政健全化

計画を早急に策定、その法的実効性を確保するよう求めていきます。 

わが国の潜在成長力強化に不可欠なＴＰＰをはじめとするＥＰＡ、ＦＴＡに関しては、ＷＴＯのルー

ルに則り、センシティブ品目も含め「実質上のすべての貿易」について、関税を撤廃するレベルの高い

協定となるよう、日本政府の積極的な対応を求めていきます。 

 

(2) ものづくり産業を強化する「攻め」の産業政策 

  

わが国の基幹産業であるものづくり産業は、 

＊長期的な観点に立った経営が必要であること。 

＊人材（人的資産）が決定的に重要であり、チームワークで成果をあげる仕事であること。 

＊グローバル経済を生き抜いていくための独創性が不可欠であること。 

＊バリューチェーン、サプライチェーン全体として強みを発揮する産業であること。 

といった特徴があります。そのため、長期にわたる経験によって蓄積された現場の従業員の技術・技能

やノウハウ、判断力と創意工夫、それらを発揮することによる技術開発力、製品開発力、生産管理力な

どの「現場力」が決定的に重要となっています。安倍政権は「稼ぐ力」の強化を主張していますが、労

働規制の緩和によって結果的に人件費を削減し、短期的な利益を稼ぐのではなく、あくまで「現場力」

強化を基本とする付加価値を「稼ぐ力」を強化すべきであり、「現場力強化」を基本とした成長戦略の策

定と実行を求めていきます。 

とりわけバリューチェーン、サプライチェーン全体としての強みという点で、下請適正取引の確立に

向けた行政の対応が不十分であることは明白であり、金属労協として取り組みの強化を図っていきます。 
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(3) ものづくり産業における「良質な雇用」の確立 

 

1990年代半ば以降、非正規労働が拡大し、雇用と生活の不安定、格差の拡大と固定化、生涯生活設計

が困難なことによる少子化、税・社会保険料の減少、消費購買力の劣化、技術・技能の継承・育成が滞

る、技術者の海外流出など、多大な悪影響が出てきています。 

金属労協は、こうした状況を踏まえ、長期安定雇用を基本的に維持しつつ、雇用移動が勤労者にとっ

て不利にならない「ヒューマンな長期安定雇用」を基本とする「良質な雇用」の確立を主張しています。

戦後70年近くにわたって築き上げてきたわが国の経済力、先進国としての日本、世界市場をリードする

技術・技能、これらにふさわしい賃金・労働条件、働き方を確立していくことが必要となっています。 

安倍政権の進める労働規制の緩和に関しては、「良質な雇用の確立」に逆行し、勤労者生活の安定と長

期的な人的能力形成を損なうことによって、ものづくり産業の「現場力」に打撃を与えることが懸念さ

れるところであり、ものづくりの観点に立って、連合の取り組みの一層の強化を求めるなど、積極的に

役割を果たしていきます。 

 

(4) ものづくり産業の強化に向けたエネルギー・環境政策 

  

電力料金の再引き上げが俎上に載っていますが、不安定な電力供給や電力料金引き上げによる産業空

洞化、雇用喪失を回避するため、政府としてエネルギー安全保障の確立と安定的かつ低廉な電力確保に

全力を尽くしていかなくてはなりません。原子力規制委員会において行われている原子力発電所の新基

準適合性審査において、認可を得た原子力発電所については、原子力エネルギーがベース電源として発

電量の約３割を担ってきた現実と電力安定供給の重要性等を踏まえ、地方自治体・住民の理解を前提に、

政府が責任を持って再稼働の判断を行っていく必要があります。 

2020年以降の温室効果ガス排出削減の新たな枠組みについては、2015年秋のＣＯＰ21（パリ）での合

意をめざしていることから、早急にわが国の定量的なエネルギーミックスの姿を打ち出し、それに基づ

いた温室効果ガス削減目標を策定するよう、働きかけていきます。またこのままＣＯ２の排出が続けば、

約30年で、累積排出量が産業革命時と比較して気温が２℃上昇するレベルに達することから、ＣＯ２を

排出しないエネルギーの活用を促進するとともに、排出されたＣＯ２を削減するＣＣＳ（二酸化炭素の

分離・回収、貯留技術）の開発促進にも力を注いでいくよう、主張していきます。 

 

 

Ⅳ．2015年闘争の進め方 

 

１．闘争日程の大綱 

 

闘争日程の大綱については以下のとおりとしますが、具体的日程は闘争情勢を踏まえながら、戦術委

員会、中央闘争委員会で決定します。 
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(1) 要求前段の取り組み 

 

① 経団連「経営労働政策委員会報告」への対応 

2015年１月に予定されている経団連「経営労働政策委員会報告」に対して、金属労協としての見解と

主張点をとりまとめます。 

 

② 2015年闘争推進集会の開催 

2015年１月27日に2015年闘争推進集会を開催し、各産別の取り組みについて相互に理解を深めるとと

もに、2015年闘争に向けた意思結集を図ります。 

 

③ 最低賃金連絡会議の開催 

2015年１月28日に最低賃金連絡会議を開催し、2014年度の最低賃金の取り組み経過を踏まえ、2015年

度の取り組み方針を共有します。 

 

(2) 要求討議と集約 

 

各産別・単組は、協議委員会後ただちに要求策定に着手し、２月中旬までにはそれぞれの機関手続き

を経て集約します。 

 

(3) 要求提出と団体交渉 

 

要求提出は、集計登録組合を中心に２月25日までに行い、ただちに団体交渉を開始します。また、金

属労協として交渉日程を可能な限り揃え、共闘の相乗効果を高めます。 

各産別は、産別交渉、巡回折衝など、産別レベルでの取り組みを強化し、各単組の交渉を支える取り

組みを行います。 

具体的取り組みは、第１回戦術委員会で確認します。 

 

(4) 山場の設定 

 
闘争の山場については、共闘全体として最大限の効果を引き出せるよう、連合の拡大戦術委員会との

連携の下、戦術委員会で決定します。 
金属労協全体として、３月月内決着の取り組みを強化し、中小労組の早期回答引き出しと相乗効果を

追求します。 
 

(5) 回答が受け入れがたい場合の対応 

 
回答が受け入れがたいものであった場合、すばやく闘争態勢を確立できる体制を整えておくことが、

経営側への圧力を高め、納得ある回答の引き出しにつながることから、こうした対応の強化を図ります。 
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２．闘争機関の配置 

 

2015年闘争を推進するにあたり、次の闘争指導機関を設置します。交渉状況を踏まえながら、効果的

な日程配置を図ります。 
 

(1) 戦術委員会 

 
闘争全般にわたる戦略・戦術の立案と推進を目的にした、闘争の最高指導機関として戦術委員会を設

置します。三役会議構成員とします。 
 

(2) 中央闘争委員会 

 
闘争全般にわたる戦略・戦術の実践を目的に中央闘争委員会を設置する。常任幹事会構成員とします。 

 

(3) 書記長会議 

 
戦術委員会の指示に基づき、戦略・戦術の具体的内容の検討、相互の連絡調整を目的として書記長会

議を運営します。 
 

３．組織・広報活動 

 

(1)「集計登録組合」「中堅・中小登録組合」の取り組み 

 
「集計登録組合」および「中堅・中小登録組合」の要求・回答状況を含めた情報開示に取り組み、社

会的影響を与える共闘を構築します。 
 

(2) 地方組織との連携 

 
春季生活闘争や特定（産業別）最低賃金、政策・制度の取り組みの推進に向けて、地方ブロックを中

心に研修会などを開催し、情報交換や相互理解および諸活動の実践を図ります 
 

(3) 広報活動の推進 

 
ＪＣ共闘の効果を最大限発揮するため、ホームページを活用した情報提供の充実を図るなど、闘争の

進捗にあわせて一体的な広報活動を行い、闘争全体の盛り上げを図ります。 
 

４．連合の他部門等との連携強化 

 

金属労協は、連合金属部門の活動を実質的に担う組織として、2015年闘争において役割を果たすとと

もに、連合他部門との連携を強化しつつ闘争を推進します。また、インダストリオール・ＪＡＦとも連

携します。 
以 上 
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Ⅱ．経団連「経営労働政策委員会報告」に対する⾒解 
 

継続的な賃上げによって経済の好循環の実現を 

－経団連「経営労働政策委員会報告」に対する見解－ 

2015年１月21日 

全日本金属産業労働組合協議会 

(金属労協／ＪＣＭ) 

 

経団連は、１月20日、「経営労働政策委員会報告（以下「経労委報告」とする）」を発表し、今次労使

交渉に臨む経営側の姿勢を明らかにした。 

 経労委報告は、「デフレからの脱却に向けた『期待』を『確信』へと変えていかない限り、経済の再生

は困難である。企業労使は、こうしたマクロ的な認識や、春季労使交渉・協議に対する社会的な期待の

大きさを踏まえていく必要がある」とマクロの視点の重要性を提起している。しかしながら一方で、賞

与の引き上げも賃上げ、ベースアップは「選択肢の一つ」、としてベアには慎重な姿勢を崩していない。 

日本経済は、ようやく長期にわたるデフレから脱却し、安定的な経済成長への足がかりをつけたとこ

ろである。しかしながら、2014年４月に実施された消費税率引き上げを契機とした消費の落ち込みが景

気回復の足かせになっており、勤労者の消費の回復・拡大によって生産や投資の拡大を促す観点が、こ

れまで以上に重要となっている。 

2014年闘争では、賃上げによって、「経済の好循環」確立に向けた第一歩を踏み出した。2015年闘争は、

デフレ脱却と経済成長を確実なものとするための正念場であり、労使に課せられた社会的責任を果たし

ていかなければならない。 

経労委報告では、「良好で安定した労使関係はわが国企業の経営上の強み」と指摘しているが、それは、

生産性三原則（①雇用の維持拡大、②労使の協力と協議、③成果の公正な分配）の着実な実行があって

こそ成り立つものであり、労使がそれぞれの役割を果たすことが前提である。働く者の協力・努力があ

ったからこそ、企業業績が回復し、日本経済も好循環に向けたスタートを切ることができた。現在、経

営者が果たすべきは、勤労者生活を守り、経済の好循環の実現と企業の持続的な発展を実現するため、

継続的な賃金の引き上げを行うことである。 

 
１．月例賃金引き上げの重要性 

 

経労委報告では、「個人消費の反動減」を課題として指摘しながらも、賞与の引き上げも賃上げ、「賃

金の引き上げ＝ベースアップ」ではない、として、ベアについては、「選択肢の一つ」とするにとどまり、

月例賃金以外への配分を示唆している。 

しかしながら、物価上昇が勤労者の生活に影響を及ぼすなかで、賃上げに対する社会の期待は高まっ

ている。日々の生活の糧である月例賃金が継続的に引き上げられなければ、個人消費の回復・拡大はな

し得ない。一時金は、業績を反映して変動する一面を持っており、一時的な所得の向上では、個人消費

の拡大につながらず、経済の好循環実現には力不足といわざるを得ない。デフレ脱却を確かなものとす

るには、将来にわたって月例賃金が継続的に引き上げられるという「確信」が必要である。 
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２．要求の根拠 

 

経労委報告では、労働組合の要求基準について、「経済の好循環を実現していく社会的役割と責任」と

いうような根拠では具体性に欠ける、企業収益には格差があることからすれば、「消費税率引き上げ分の

影響を除いた物価上昇率が現状１％未満で推移していることを踏まえれば、すべての労働組合に２％以

上のベア要求を求めることは納得性が高いとは言えない」と主張している。 

金属労協では、日本経済や生産性の動向、物価動向をはじめとする勤労者生活の動向、金属産業の動

向などを総合的に勘案して、6,000円以上の賃金引き上げを要求することを決定した。単年度の指標を機

械的に当てはめた要求ではないものの、曖昧な根拠に基づく要求ではない。 

これまで、働く者の懸命な努力によって、生産性を向上させ、安定的な経済成長に向けた道筋をつけ

てきた。働く者の協力・努力に応え、さらにモチベーションを高めるためには、労働者全体の実質生活

を維持する6,000円以上の賃上げが不可欠である。 

また、賃金は社会性を持っている。現在求められているのは、「マクロの視点」であり、経済全体を底

上げすることで、経済の好循環を確かなものとすることである。そのためには、各企業がデフレマイン

ドから脱却し、２％の物価上昇を前提とした行動をとることが求められている。物価上昇は、すべての

働く者の生活に影響を及ぼしている。2015年闘争の役割を踏まえれば、継続的な賃上げによって、勤労

者の実質生活を維持することは当然のことである。 

 

３．物価に対する考え方 

 

経労委報告では、物価について、「従業員の生活に影響を及ぼすことから、賃金決定の考慮要素の一つ

ではある」とした上で、「見込み値や推測値のような不確かなものではなく『実績値』とすべき」「機械

的に反映すべきでない」「定期昇給の実施や賃金カーブの維持によって、従業員の月例賃金は毎年２％程

度着実に上昇している」「月例賃金と物価の動向をリンクさせた場合には、デフレ時には物価の下落分だ

け月例賃金を引き下げる必要がある」「消費税率引き上げの影響を差し引いた数値を基本として検討すべ

き」と指摘している。 

金属労協の賃上げの要求では、物価については、従来と同様に過年度消費者物価上昇率（実績見込み）、

すなわち2015年度の賃上げは、2014年度の消費者物価上昇率（実績見込み）を基本として勘案している。 

勤労者にとって、賃金は唯一の収入源であり、賃上げなしには物価上昇に対処できない。物価が上昇

しているにもかかわらず、賃金が引き上げられなければ、勤労者の生活水準の切り下げになる。個人消

費の落ち込みによる景気の腰折れを防止するため、さらには、経済の好循環を実現し、デフレ脱却・経

済成長を確実なものとするためには、継続的な賃金の引き上げによる実質生活の維持が不可欠である。 

定期昇給や賃金カーブ維持は、勤続年数の延びに伴う職務遂行能力の向上や仕事・役割の拡大など仕

事の価値の上昇を反映するとともに、年齢によって増加する生計費に対応して実施している。定期昇給

の実施や賃金カーブ維持をしても、物価上昇に対応することはできない。 

また「デフレ時には物価の下落分だけ月例賃金を引き下げる」との主張は、現在の経済情勢と賃上げ

の必要性を踏まえることなく、デフレ時代の発想から抜け出せていないものと言わざるを得ない。賃金

の安定による生活の安定があってこそ、働く者の活力を維持できることを考慮していない主張である。 

政府は、2014年度の消費税増収分５兆円を社会保障財源に充当するとしているが、そのほとんどは、

基礎年金国庫負担割合２分の１の財源をはじめ、財源の付け替えにすぎない。企業については、消費税
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率引き上げによって社会保険料の負担増が抑制されており、消費税増税分の負担が増している勤労者へ

の留意が必要である。 

 
４．格差是正と底上げ 

 

経労委報告では、「大企業と同等の支払い能力を持つ中小企業は、極めて限られる」としている。 

しかしながら、物価上昇は、低所得者の生活に、より大きな影響を与えている。このため、賃金が物

価上昇分目減りすることになれば、収入の多くを消費に回さざるを得ない低所得者が、生活防衛を強め

ざるを得ないことになる。所得格差が拡大している中で、消費税の引き上げが格差拡大に追い打ちをか

けることも懸念される。 

経労委報告では、「事業規模が小さいほど求人倍率と離職率が高」いと指摘しているが、中小企業の競

争力確保には、優秀な人材の確保と定着が不可欠である。人手不足感が強まる中で、景気回復をチャン

スと捉え、「人への投資」によって賃金格差是正を進めることが重要である。金属産業においては、素材・

部品企業をはじめとするサプライチェーン、バリューチェーン全体の総合力が強みとなっており、その

一層の強化を果たさなければならない。 

経労委報告では、非正規労働者について、「対策を講じるべき対象は、長期にわたって不本意非正規労

働者として働いている者に絞るべき」「労働市場の需給関係の影響を大きく受ける」「意欲と能力に基づ

き適切な対応を図ることが基本」としている。 

非正規労働者については、正社員への転換のより一層の推進が必要である。有効求人倍率は改善しつ

つあるが、非正規労働者の改善が中心であり、正社員の雇用の改善は未だ十分なものになっていない。

正社員を希望する者であれば誰でも正社員として働くことができるようにすることが重要である。さら

に、ワーク・ライフ・バランスを図れないことが原因で、非正規雇用を選択せざるを得ないことがない

ようにすることも重要である。長時間労働の是正や転勤・配置転換への配慮など、育児・介護休業法の

遵守はもとより、各企業がワーク・ライフ・バランスを図りながら働き続けられるように取り組むこと

が求められる。 

また、自らの意思で非正規雇用を選択している場合であっても、労働需給関係の動向にかかわらず、

同一価値労働同一賃金の原則の下で、賃金が決定されなければならない。正社員への転換とともに、正

社員と非正規労働者の均等・均衡待遇実現を進めなければならない。 

 
５．特定（産業別）最低賃金の意義・役割 

 

経労委報告では、「地域別最低賃金額を下回った特定最低賃金は、速やかに廃止すべき」、地域別最低

賃金額以上の特定最低賃金についても、「労働者側が今後も特定最低賃金は必要と主張するのであれば、

関係労使間で納得が得られるよう説明責任を果たさなければならない」と主張している。 

しかしながら、地域別最低賃金がすべての労働者について賃金の最低限を保障する安全網としての役

割を果たしているのに対して、特定（産業別）最低賃金は、基幹的労働者を対象とするものであり、公

正な賃金決定に資するとともに、産業内の公正競争を確保する役割を果たしている。２つの最低賃金が

異なる役割と機能を果たしている以上、特定（産業別）最低賃金が地域別最低賃金を下回ったことは、

廃止の理由になり得ない。労働者の産業実態に基づき主張しているにもかかわらず、使用者側が「廃止

ありき」の姿勢で審議に臨んだ結果、「必要性あり」の結論に至らない事態となっている。金額改正・新
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設の必要性審議は、当該産業労使が参加しない場で行われているが、特定（産業別）最低賃金は、当該

産業労使がイニシアティブを発揮することが求められる制度であることから、当該産業労使が必要性に

ついて議論すべきである。 

特定（産業別）最低賃金は、組織労働者が締結した企業内最低賃金協定等を基礎として決定の申出を

行い、金額審議を行っており、組織労働者と未組織労働者、正規労働者と非正規労働者の賃金格差を是

正し、基幹的労働者の賃金水準の底支えの役割を果たしている。経済の好循環実現には、賃金格差の是

正、賃金の底上げが不可欠であることからも、制度の意義・役割は一層高まっている。当該産業労使が

イニシアティブを発揮しながら、産業の魅力を高め、優秀な人材を確保することが産業の競争力を高め

るという好循環サイクルの構築をめざしていくべきである。 

 
以上 
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Ⅲ．戦術委員会確認事項 
 

第１回戦術委員会確認事項 
２０１４年１２月１７日 

全日本金属産業労働組合協議会 

（金属労協／ＪＣＭ） 

金属労協は、本日10時より開催した第１回戦術委員会において、2015年闘争の進め方を以下のとおり

確認した。  

１．金属労協は、12月12日に開催した第57回協議委員会において、「2015年闘争の推進」を確認した。各

産別・単組は、この方針に基づき要求の策定作業を進めていく。 

２．2015年闘争は、消費税率引き上げの影響が予想以上に大きくなっている状況の中で、デフレから脱

却し、安定的な成長軌道に乗ることができるかどうかの岐路に立つ中での重要な取り組みとなる。 

「経済の好循環」実現には、継続的な賃上げによって、働く者の実質生活を守るとともに、賃金格

差の是正と賃金の底上げを図ることが、何よりも重要である。金属労協が一枚岩となって「6,000円以

上」の賃上げに取り組み、労使に課せられた社会的責任を果たしていく。 

３．2015年闘争の下記の主要日程を設定し、金属労協の総力を結集して闘争を推進する。 

○１月27日(火)に「2015年闘争推進集会」を開催し、ＪＣ共闘強化に向け、各産別の闘争方針および

経営側に対する金属労協の主張点について理解促進を図る。 

○１月28日(水)に全国の最低賃金担当者を対象とした最低賃金連絡会議を開催し、2015年度の取り組

み方針について、共有化を図る。 

○集計登録組合を中心に２月25日(水)までに要求を提出し、直ちに交渉を開始する。  

○連合方針を踏まえ、ＪＣ共闘の集中回答日は３月18日(水)とする。加えて、各産別の主体的な取り

組みのもとで共闘を展開し、３月の月内決着をめざし、早期決着を図る。  

○集計登録組合に続いて回答を引き出す組合を支援するため、「中堅・中小登録組合」を設定し、要求・

回答状況を公表する。 

４．第２回戦術委員会は、１月23日（金）午前10時より開催する。 

以 上 

2015年闘争の日程配置 
 

2014年 12月 17日 (水) 10:00 第１回戦術委員会・第４回三役会議 

    15:30 第１回中央闘争委員会・第５回常任幹事会 

2015年 １月 21日 (水) 15:30 第５回書記長会議 

  23日 (金) 10:00 第２回戦術委員会・第５回三役会議 

    15:30 第２回中央闘争委員会・第６回常任幹事会 

  27日 (火) 13:30 2015年闘争推進集会 

  28日 (水) 13:00 2015年度最低賃金連絡会議 

 ２月 12日 (木) 15:30 第６回書記長会議 

  25日 (水) 10:00 第３回戦術委員会・第６回三役会議 

    15:30 第３回中央闘争委員会・第７回常任幹事会 

  集計登録組合を中心に、２月25日までに要求提出 
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 ３月 18日 (水) 集中回答日 

    11:00 戦術委員会 

    12:00 記者会見（三役） 

    15:30 第４回中央闘争委員会・第８回常任幹事会 

 ４月 ３日 (金) 10:00 戦術委員会・三役会議 

    16:00 中堅・中小労組登録組合記者会見（事務局長） 

以 上 

 

第２回戦術委員会確認事項 
２０１５年１月２３日 

全日本金属産業労働組合協議会 

（金属労協／ＪＣＭ） 

金属労協は、本日10時より開催した第２回戦術委員会において、2015年闘争の進め方を以下のとおり

確認した。  

１．日本経済は、長期にわたるデフレからの脱却と持続的成長に向けたスタートを切った。しかしなが

ら、2014年４月に実施された消費税率引き上げを契機とした消費の落ち込みが長引いたこと等により、

景気の低迷が続いている。このため、月例賃金の引き上げによる勤労者の消費の回復・拡大によって

生産や投資の拡大を促す観点が、これまで以上に重要となっている。 

２．経団連は、１月20日、「経営労働政策委員会報告」を発表し、今次労使交渉に臨む経営側の姿勢を明

らかにした。経労委報告では、「デフレからの脱却に向けた『期待』を『確信』へと変えていかない

限り、経済の再生は困難」「春季労使交渉・協議に対する社会的な期待の大きさを踏まえていく必要

がある」とマクロの視点を強調し、賃上げに前向きな姿勢を示しながらも、賃金は賞与を含めたもの

であると主張し、「『賃金の引き上げ＝ベースアップ』といった単純なものとはならない」とするなど、

ベアに慎重な姿勢を崩していない。 

３．これに対して金属労協は、１月21日、「継続的な賃上げによって経済の好循環の実現を」との見解を

発表した。 
2015年闘争は、デフレ脱却と経済成長を確かなものとするための正念場である。その実現のため

には、将来にわたって月例賃金が継続的に引き上げられるという「確信」が必要である。現在求めら

れているのは「マクロの視点」であり、経済全体を底上げすることで、経済の好循環を確かなものと

することである。各企業はデフレマインドから脱却し、物価上昇を前提とした行動をとることが求め

られている。2015年闘争の役割を踏まえれば、継続的な賃上げによって、勤労者の実質生活を維持す

ることは当然であり、金属労協は、そのために全力を尽くしていく。 

４．各産別は、現在、順次中央委員会を開催し、産別としての闘争方針を決定している。今後、集計登

録組合を中心に２月25日(水)までに要求提出を行い、ただちに交渉を開始する。 

金属労協は、３月18日の集中回答日に向けた主要日程を設定し、金属労協の総力を結集して闘争を

推進する。 

５．第３回戦術委員会は、２月25日（水）午前10時より開催する。 
以 上 
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第３回戦術委員会確認事項 
２０１５年２月２５日 

全日本金属産業労働組合協議会 

（金属労協／ＪＣＭ） 

金属労協は、本日午前10時より第３回戦術委員会を開催し、集計登録組合を中心とした交渉状況を把

握し、今後の交渉に臨む基本姿勢を以下のとおり確認した。 

１．各産別は産別労使会議等を開催するとともに、各組合は産別方針に基づき、要求を行い、交渉に入

っている。 

①賃上げについては、金属労協の方針である「6,000円以上の賃上げ」に基づき、本日現在、集計登

録組合のうち35組合が平均6,826円の賃上げを要求している。 

②一時金は、交渉で決定する31組合が要求を提出している。 

③企業内最低賃金協定の引き上げ、ワーク・ライフ・バランスの実現、退職金の引き上げ、60歳以

降の処遇改善、非正規労働者の賃上げ等の労働条件改善や労使協議の強化などについて、それぞ

れの産別方針の下に交渉を行っている。 

２．経営側は、経済の好循環に向けて経済界の果たすべき役割については理解するとしながらも、大幅

な賃上げは将来にわたる負担となり、企業の競争力を低下させることになるとし、われわれの要求に

対して、以下の通り慎重な態度を崩していない。 

①昨年を大幅に上回る賃上げ要求は、会社の理解をはるかに超える。経営に与える影響は非常に大

きく、取りまく環境からみても重い要求である。短期的な物価動向で賃上げを行うべきなのか疑

問がある。 

②一時金については、業績回復は為替など外的要因によるところも多く、真の実力でない点を慎重

に判断しなければならない。 

３．われわれは、2015年闘争は、デフレ脱却と経済成長を確かなものとするための極めて重要な局面に

あると認識し、「人への投資」を行い、経済の好循環を実現すべきことを強く主張している。とりわけ、 

①実質賃金が低下し、消費の回復に至っていない。個人消費の下支えとして、継続的・安定的に月

例賃金の改善を行うことが、労使の社会的責任として強く問われている。 

②一時金は、業績改善に対する組合員の協力・努力や成果にふさわしい適正な配分を行い、働く意

欲、活力につなげるため、組合員の思いをしっかり受け止めるべきである。 

との主張の徹底を図り、要求趣旨に沿った回答を引き出すべく強力に交渉を展開していくこととする。 

４．第４回戦術委員会は、３月１３日（金）午前９：００より開催する。 

以上 

 

第４回戦術委員会確認事項 
２０１５年３月１３日 

全日本金属産業労働組合協議会 

（金属労協／ＪＣＭ） 

金属労協は、本日午前９時より第４回戦術委員会を開催し、登録組合を中心とした交渉状況を把握し、

今後の交渉に臨む基本姿勢を以下のとおり確認した。 

１．本日現在、金属労協全体3,285組合のうち、2,297組合が賃金に関する要求を提出した。そのうち、

現時点で1,836組合（79.9％）が、ベア・賃金改善等の賃上げ要求を行い、賃上げ要求額（賃金構造維

持分を除く）の平均は、5,928円となっている。 
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また、大手を中心とする集計登録組合では、すべての組合が賃上げ要求を行い、賃上げ要求額（賃

金構造維持分を除く）の平均は、6,943円となっている。 

各組合は、賃金の他、一時金、企業内最低賃金の協定締結および引き上げ、非正規労働者の賃上げ

等の労働条件改善や労使協議の強化、ワーク・ライフ・バランスの実現、退職金の引き上げ、60歳以

降の処遇改善、などについて、産別方針の下、要求実現に向けて精力的な交渉を展開している。 

２．３月18日の集中回答日を控え、交渉が最終局面を迎えようとしている中、経営側は、「人への投資」

の必要性や、デフレ脱却や経済の好循環に向けて経営の果たすべき役割は理解するとしながらも、以

下のとおり、慎重な態度で交渉に臨んでおり、交渉は難航している。 

①賃上げ要求は、経営に与える影響が非常に大きく、取りまく環境からみても重い要求であり、組合

要求にそのまま応えることは困難である。大幅な賃上げによって競争力を失い、雇用と労働条件を

脅かすことがあってはならない。 
②一時金は、組合員の協力・努力には感謝するものの、業績回復は為替など外的要因によるところも

多く、真の実力でないことから慎重に判断せざるを得ない。 
③企業内最低賃金の引き上げは、コスト競争力や雇用への影響も踏まえた慎重な対応が求められる。 

３．これらの主張に対し、われわれは、2015年闘争は、デフレ脱却と経済成長を確かなものとするため

の極めて重要な局面にあると認識し、「人への投資」を行い、経済の好循環を実現すべきことを、一貫

して強く主張している。さらに、 

①実質生活を維持し、消費拡大への影響の大きい月例賃金の引き上げによって経済を好循環に導くの

は、労使の社会的責務である。個人消費の拡大、生活不安の払拭に向けて、賃上げに対する組合員

の期待は大きい。組合員の意欲・活力につながる「人への投資」として、月例賃金の引き上げを行

うべきである。 
②一時金は、業績改善に対する組合員の協力・努力や成果にふさわしい適正な配分を行い、働く意欲、

活力につなげるため、組合員の思いをしっかり受け止めるべきである。 
③未組織労働者・非正規労働者の賃金の底上げを図るため、企業内最低賃金を引き上げるべきである。 

４．デフレ脱却と経済成長を確実なものとするためには、継続的な賃上げが不可欠であり、同時に賃金

格差の是正と賃金の底上げを図らなければならない。われわれは、今次闘争の重要性と組合員・社会

の期待を真正面から受け止め、交渉の最終局面に向け、以下を確認する。 

○賃上げは、昨年実績からさらに大きな前進を図り、賃上げの流れを確かなものとする。 

○一時金は、組合員の協力・努力や成果にふさわしい適正な配分を求め、積極的な水準引き上げを果

たす。 

○企業内最低賃金の協定締結および引き上げは、未組織労働者・非正規労働者の賃金の底上げを果た

すため、要求趣旨に沿った改善を図る。 

○非正規労働者の賃金・労働条件は、今次闘争における底上げの重要性を踏まえ、着実な前進を図る。 

５．各産別、企業連・単組は、経済の好循環実現に向けた今次闘争の重みを再確認し、ＪＣ共闘が一枚

岩となって、最後まで粘り強く交渉を展開し、要求の実現を図ることとする。 

６．次回戦術委員会は、集中回答日である３月18日(水)午前11時より開催する。 

以上 
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第６回戦術委員会確認事項 
２０１５年３月１８日 

全日本金属産業労働組合協議会 

（金属労協／ＪＣＭ） 

金属労協は、集中回答日である本日11時より第６回戦術委員会を開催し、集計登録組合を中心とする

回答の受け止め、ならびに今後、回答を引き出す組合におけるＪＣ共闘の進め方を以下の通り確認した。 

１．2015年闘争は、消費税率引き上げをきっかけとした消費の低迷により景気の足踏みが見られ、デフ

レ脱却と経済成長を確実なものとすることができるか否かの岐路に立つなかでの闘争となった。 

金属労協は、2015年闘争を経済の好循環を実現するとともに、物価上昇の下で勤労者生活を守り、

適正な成果配分と「人への投資」によって企業の持続的な発展を図るべく、闘争を展開してきた。生

活を守り、消費拡大の鍵となる賃上げについては、2002年闘争以来、13年ぶりに具体的な要求額を示

し、ＪＣ共闘が一枚岩となって、「6,000円以上」の賃上げ実現に向けて交渉を重ねてきた。 

２．これに対して、経営側は、「人への投資」の必要性や、デフレ脱却と経済の好循環に向けて経営の果

たすべき役割は理解するとしながらも、大幅な賃上げによって競争力を失い、雇用を脅かすことがあ

ってはならないなどと主張し、最終局面に至るまで、厳しい姿勢に終始した。 

３．本日12時現在、大手を中心とする集計登録組合では25組合が回答を引き出した。 

本日示された回答は、われわれの要求を全て満たすものとはいえないものの、各組合がギリギリの

交渉を行った結果、昨年を確実に上回る継続的な賃上げを獲得することができた。実質生活を守り、

経済の好循環を実現するという今次闘争の意義からみて、一定の役割を果たすことができたと判断で

きる。 

① 賃金については、これまでに回答を引き出したすべての集計登録組合が、ベア・賃金改善等の賃

上げを獲得している。現段階で、賃上げ額の平均は3,013円となり、昨年の集計登録組合の賃上げ額

（1,737円）を確実に上回ることができた。２年連続の賃上げによって、デフレマインドの払拭や経

済の好循環を実現するための道筋をつけることができたと受け止める。また、実質生活を守るとい

う今次闘争の意義からみても、一定の役割を果たすことができたと判断できる。 

 ② 一時金については、金属産業全体として業績が改善していることから、昨年を上回る回答を引き

出した組合が19組合、昨年と同水準の組合が１組合、昨年を下回る水準の組合が０組合となり、全

体的に改善傾向となっている。いずれも、各組合が組合員の協力・努力を粘り強く訴え、適正な配

分を求めた結果と受け止める。 

 ③ 企業内最低賃金については、現時点で21組合が平均で2,072円の水準引き上げを獲得している。こ

れは未組織労働者・非正規労働者の賃金の引き上げに寄与するものでもあり、賃金の底上げに向け

て、労働組合に課せられた一定の社会的責任を果たすことができた。今後、交渉・協議の中で決定

する組合においても、労働組合の社会的責任として、強力に取り組んでいく。 

 ④ 非正規労働者に関する取り組みについては、本日段階では、一部の組合で具体的な前進回答や経

営の前向きな見解を引き出している。引き続き交渉・協議を行う組合は、本日の賃上げの流れを、

未組織労働者・非正規労働者の賃金・処遇に波及させるため、着実な前進に向けて取り組んでいく。 

４．今後回答を引き出す組合についても、これまで引き出した回答と同様、昨年の引き上げ額を確実に

上回る賃上げを獲得すべく、「中堅・中小登録組合」の回答状況を集約および公表し、ＪＣ共闘として

後続組合に対する支援を進める。 

５．次回戦術委員会は、４月３日(金)午前10時より開催する。 

以上 
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第７回戦術委員会確認事項 
２０１５年４月３日 

全日本金属産業労働組合協議会 

（金属労協／ＪＣＭ） 

金属労協は、本日10時より第７回戦術委員会を開催し、現時点までに引き出した回答を集約するとと

もに、ＪＣ共闘の今後の進め方を確認した。 

１．集計登録組合は、全53組合が交渉を終結した。 

賃金は、賃上げを要求した37組合（２年サイクルで決定済みの組合を除く）のうち、36組合が平均

で2,801円の賃上げを獲得し、昨年の平均獲得額1,737円を1,064円上回った。 

一時金は、要求回答方式で決定する32組合のうち、23組合（71.9％）が昨年実績を上回った。平均

月数は5.26カ月となり、昨年同時期の5.11カ月を0.15カ月上回った。 

企業内最低賃金は、水準引き上げを要求した25組合のうち、24組合が平均で月額2,004円の水準引き

上げを獲得し、昨年の1,765円を239円上回った。 

２．中堅・中小登録組合は、169組合のうち、146組合が賃金の要求を提出した（２年サイクルで決定済

みの組合を除く）。このうち142組合が賃上げを要求し、これまでに回答を引き出した132組合全てが

賃金構造維持分を確保した。賃上げ獲得組合は、118組合(89.4％)となり、昨年同時期の106組合

(80.3％)を上回った。また、平均獲得額は1,922円となり、昨年同時期の1,246円を676円上回った。 

一時金は、回答を引き出した122組合のうち、56組合（49.1％）が昨年実績を上回り、平均月数は

4.87カ月となった。また、最低獲得水準の年間４カ月分以上を確保できない組合は９組合となり、昨

年同時期の12組合を下回っている。 

３．金属労協全体では、3,284組合のうち、2,543組合が要求を提出し、1,214組合が回答を引き出してい

る。 

要求提出組合のうち、2,105組合（82.8％）が賃上げを要求した。回答を引き出した1,214組合のう

ち1,058組合（87.1％）が賃金構造維持分を確保した。このうち月例賃金の引き上げを獲得した組合は

830組合（68.4％）となり、昨年同時期の801組合(62.6％)を上回った。月例賃金を引き上げた組合の

平均引き上げ額は1,912円となり、昨年同時期の1,364円を548円上回っている。 

一時金は、昨年と比較できる879組合のうち、484組合（55.1％）が昨年実績を上回った。平均獲得

月数は年間4.57カ月となり、昨年同時期と同程度の水準となっている。 

４．われわれは、金属産業全体の格差改善と底上げを図るため、昨年を確実に上回る賃上げの流れを、

今後回答を引き出す組合に波及させていく。また、未組織労働者・非正規労働者の賃金・処遇に波及

させることをめざし、非正規労働者に関する取り組みや企業内最低賃金協定の締結拡大と水準の引き

上げをさらに前進させる。このため、引き続き共闘体制を維持しつつ、各組合は、産別指導の下、精

力的に交渉を展開し、速やかに決着を図ることとする。 

５．第８回戦術委員会は、４月22日（水）10時より開催する。 

 

以 上 
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第８回戦術委員会確認事項 
２０１５年４月２２日 

全日本金属産業労働組合協議会 

（金属労協／ＪＣＭ） 

金属労協は、本日10時より第８回戦術委員会を開催し、現時点までに引き出した回答を集約するとと

もに、ＪＣ共闘の今後の進め方を確認した。 

１．中堅・中小登録組合のうち、これまでに回答を引き出した140組合全てが賃金構造維持分を確保した。

賃上げ獲得組合は、126組合(回答組合の90.0％)となり、昨年同時期の獲得組合の比率（同80.5％）を

上回った。また、平均獲得額は1,883円となり、昨年同時期の1,272円を611円上回った。 

一時金は、平均獲得月数が年間4.87カ月となり、昨年同時期を上回っている。昨年と比較できる121

組合のうち、62組合（51.2％）が昨年実績を上回った。また、最低獲得水準の「年間４カ月分以上」

を下回る組合は９組合となり、昨年同時期の14組合より減少した。 

２．金属労協全体では、3,284組合のうち、2,614組合が要求を提出し、1,777組合が回答を引き出してい

る。 

要求提出組合のうち、2,159組合（82.6％）が賃上げを要求した。回答を引き出した1,777組合のう

ち1,512組合（85.1％）が賃金構造維持分を確保した。このうち賃上げを獲得した組合は1,181組合（回

答組合の66.5％）となり、昨年同時期の1,151組合(同60.8％)を上回った。月例賃金を引き上げた組合

の平均引き上げ額は1,804円となり、昨年同時期の1,332円を472円上回っている。 

一時金は、平均獲得月数が年間4.49カ月となり、昨年同時期と同程度の水準となっている。昨年と

比較できる1,249組合のうち、651組合（52.1％）が昨年実績を上回った。 

３．各組合の懸命な努力によって、賃上げを獲得する組合が拡大するとともに、昨年を上回る賃上げ額

を獲得する傾向がＪＣ共闘の大勢となっている。われわれは、金属産業全体の格差改善と底上げを図

るため、今後回答を引き出す組合に、こうした流れを波及させていく。また、未組織労働者・非正規

労働者の賃金・処遇の改善をめざし、非正規労働者に関する取り組みや、企業内最低賃金協定の締結

拡大と水準の引き上げに取り組んでいく。このため、引き続き共闘体制を維持しつつ、各組合は、産

別指導の下、精力的に交渉を展開し、早期決着に向けて一層の努力を図る。 

４．第９回戦術委員会は、５月27日（水）９時30分より開催する。 

以 上 

 

第９回戦術委員会確認事項 
２０１５年５月２７日 

全日本金属産業労働組合協議会 

（金属労協／ＪＣＭ） 

金属労協は、本日９時30分より第９回戦術委員会を開催し、現時点までに引き出した回答のとりまと

めを行った。また、今後の闘争については、産別指導の下に早期解決を図ることとし、５月28日９時30

分に開催する第６回中央闘争委員会をもって、2015年闘争の闘争諸機関を解散することを確認した。 

１．金属労協全体では、3,283組合のうち、2,668組合が要求を提出し、2,209組合が回答を引き出してい

る。 

賃金構造維持分が明確な1,918組合のうち、1,850組合（96.5％）が賃金構造維持分を確保した。こ

のうち賃上げを獲得した組合は1,417組合（回答組合の64.1％）となり、昨年同時期の1,397組合(同

58.1％)を上回った。月例賃金を引き上げた組合の平均引き上げ額は1,770円となり、昨年同時期の

1,326円を444円上回っている。 
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一時金は、平均獲得月数が年間4.44カ月となり、昨年同時期の年間4.39カ月と同程度の水準となっ

ている。昨年と比較できる1,549組合のうち、786組合（50.7％）が昨年実績を上回った。 

２．こうした回答状況を受けて、金属労協は2015年闘争にかかわる諸機関を、５月28日に開催する第６

回中央闘争委員会をもって解散する。交渉継続中の組合は、ＪＣ共闘の要求実現に向け、各産別の指

導の下、早期解決に努力を傾注する。 

なお、2015年闘争全体の取り組みの評価および諸課題などについて、第６回中央闘争委員会におい

て、「2015年闘争評価と課題・中間まとめ」として整理し、さらに第54回定期大会への報告にむけて論

議を行う。 

以 上 
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Ⅰ．会議の開催等 
 

労働政策委員会の項、参照 
 

Ⅱ．2015年度最低賃金連絡会議 
 

日 時：2015年１月28日 13:00～15:00 

場 所：品川フロントビル 

議 事：労働政策委員長挨拶      有 野 正 治 金属労協副議長／労働政策委員長 

2014年度の取り組み経過    諏 訪 美千代 金属労協政策企画局部長 

最低賃金を取りまく動向と課題 須 田   孝 連合総合労働局長 

2015年度産業別最低賃金の取り組み方針 

浅 沼 弘 一 金属労協事務局長 

全体討論 

概要： 

○加盟５産別の中央・地方の最低賃金担当者ら約280名出席の下、金属労協2015年最低賃金連絡会議

を開催した。 

○有野副議長・労働政策委員長より、「賃金の底上げをする一番有効な手段は最低賃金である。使用

者側は、特定（産業別）最低賃金が地域別最低賃金を下回ったら不要だと決めつけている。地域

別最低賃金は賃金のミニマムそのものである。金属産業のプライドにかけて、それを上回る特定

（産業別）最低賃金を設定することが必要である」との挨拶を受けた。 

○須田連合総合労働局長からは、「最低賃金における動向と課題」と題して、地域別最低賃金は社会

的に合意できる中期的なターゲットを見ながら議論することが重要であること、特定（産業別）

最低賃金については、地域別最低賃金の役割を整理することで、特定（産業別）最低賃金の役割

を浮かび上がらせたいこと、関係労使とは誰か、当該労使で話し合う場があるか、などの課題に

ついて講演を受けた。 

○浅沼事務局長から「2015年度特定（産業別）最低賃金の取り組み方針」を報告し、全体討論を行

った。参加者からは、「審議スケジュールについて、地域間で調整するなどの工夫が必要」「東京

では、関係労使とは誰か、労働協約ケースの重みなどの点で労使がかみ合っていない。労使が共

通認識を持って議論するようにすべき」「理論構築や新たな方策などのご指導ご助力をお願いした

い」「金属労協で今後のあり方の検討を進め、地域にあった取り組みやすい検討材料の提示をお願

いしたい」などの意見が出された。中央最低賃金審議会委員の冨田氏・萩原氏・木住野氏、須田

連合総合労働局長、浅沼事務局長より答弁を行い、「国際的にも最低賃金の重要性が高まっている。

基幹産業である金属産業の誇りを持って、特定（産業別）最低賃金に取り組んでいく。金属労協

としてもしっかり支援していく」ことを確認した。 

 

Ⅲ．2015年度特定（産業別）最低賃金の取り組み方針 
 

2015年１月23日の第６回常任幹事会において、「2015年度特定（産業別）最低賃金の取り組み方針」を

確認した。 
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2015年度特定（産業別）最低賃金の取り組み方針 

 
デフレ脱却と経済成長を確実なものとするためには、未組織労働者・非正規労働者を含めた勤労者全

体の賃金・労働条件の改善が必要です。そのため、賃金の底上げを図り、公正な賃金決定を支える特定

（産業別）最低賃金の役割は従来以上に重要性を増しています。 

特定（産業別）最低賃金は、わが国唯一の企業の枠を超えた労働条件決定システムであり、「労使交渉

の補完・代替機能」を担いつつ、「公正な賃金決定」を促進し、「特定（産業別）の賃金の下支え」や「公

正競争の確保」という役割を果たしています。雇用形態の多様化が進展する中で、「同一価値労働同一賃

金」を基本とした非正規労働者の賃金の底上げを図るため、労働組合の社会的な役割として取り組みを

強化する必要があります。 

2014年度は、使用者側が中小企業のおかれた状況の厳しさや金属産業の先行き不透明感を強く主張す

る下での審議となりましたが、ほとんどの特定（産業別）最低賃金が昨年実績を上回る引き上げを行い、

労使のイニシアティブを発揮しながら一定の成果を引き出すことができました。また、地域別最低賃金

が大幅に引き上げられたことから、全体として地域別最低賃金との水準差が縮小したものの、33件の特

定（産業別）最低賃金では、労使のイニシアティブを発揮しながら、地域別最低賃金の引き上げ額と同

額以上を引き上げることができました。 

一方、経営者団体は、「地域別最低賃金額を下回った特定（産業別）最低賃金は、速やかに廃止すべき

である。」と主張しており、一部の地域・産業では、「必要性あり」に至らない事態に陥っています。そ

うした場合には、適用業種等を見直して新設に取り組んだり、当該産業労使が参加する専門部会で必要

性審議を行うなど、当該産業労使の意見反映を強める対応を図っていますが、「必要性あり」の結論を得

るのは困難な状況が続いています。 

このため、特定（産業別）最低賃金の意義・役割について、公労使が共通の理解に立った上で審議を

行うことができるように働きかけるとともに、当該産業労使の合意形成の促進や、必要性審議対策、企

業内最低賃金協定の取り組み強化など、従来の取り組みを徹底します。とりわけ、特定（産業別）最低

賃金と地域別最低賃金の金額水準が接近・逆転している地域については、当該地域との連携を強化し、

個別に対策を行います。 

金属労協では、ＪＣミニマム運動の一つとして、企業内最低賃金協定の締結の成果を特定（産業別）

最低賃金に波及させ、未組織労働者を含めた金属産業全体の賃金の底上げを図る取り組みを進めてきま

した。2015年闘争では、デフレ脱却と経済成長を確実なものとして経済の好循環を実現するとともに、

物価上昇の下で勤労者生活を守り、適正な成果配分と「人への投資」によって企業の持続的な発展を図

るため、6,000円以上の賃上げや、企業内最低賃金協定を月額156,000円以上の水準もしくは月額3,000

円以上の引き上げに取り組むこととしています。これらの春季生活闘争の成果を、特定（産業別）最低

賃金の引き上げに波及させ、未組織労働者・非正規労働者の賃金の底上げに結びつけるべく、労働組合

の社会的責任として取り組みを推進していきます。 
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Ⅰ．特定（産業別）最低賃金の取り組み 

 

１．特定（産業別）最低賃金の2015年度｢金額改正｣および｢新設｣の取り組み 

 

(1) 金額改正の取り組み 

都道府県別に設定されているすべての特定（産業別）最低賃金について金額改正の取り組みを行い

ます。 
 
(2) 新設の取り組み 

関係産別ならびに連合本部、当該地方連合と連携し、積極的に新設に取り組みます。 

 
(3) 申出（申請）にむけた取り組み 

① 申出要件確保に向けた取り組み 

各産別・単組は、企業内最低賃金協定の締結や、特定（産業別）最低賃金の改正の必要性に関す

る決議などによって、申出要件を確実に確保します。 

② 適用労働者数の確認 

2014年度の審議では、平成21年（2009年）の経済センサスを基本に適用労働者数が確定されます。

調査以降、経済環境の変化や事業構造改革等により、事業所の統廃合・新設や主要生産品目の変化

による産業分類の変更などが実施され、適用労働者数が大幅に変動していることがあります。その

場合には、都道府県労働局と調整の上、直近の適用労働者数を反映させます。 

意向表明後、都道府県労働局より当該特定（産業別）最低賃金の適用労働者数が提示されます。

適用労働者数の確認を早めに行い、申出要件を確実に確保します。 

 
(4) 使用者側への理解活動 

特定（産業別）最低賃金は、「関係労使のイニシアティブ発揮」によって、特定（産業別）最低賃金

の必要性や金額水準を決定すべき制度です。「産業別最低賃金制度全員協議会報告への対応」（別紙１）、

「特定（産業別）最低賃金の金額改正に向けた取り組みの留意点（改訂版）」（別紙２）に基づき、産

別本部、産別地方組織、単組、支部など各レベルにおいて、当該産業の業界団体や当該企業（事業所）

等に対して、特定（産業別）最低賃金への理解と協力を求める活動を積極的に行います。併せて、地

方最低賃金審議会における審議会委員、専門部会委員への働きかけも行います。 

 
(5) 申出（申請）時期 

2015年３月末までに改正および新設の意向表明を行い、早期発効を念頭に、６月末までの申出をめ

ざします。 

 
(6) 労働協約ケースによる申出（申請）の促進と企業内最低賃金協定の割合の拡大 

特定（産業別）最低賃金を通じて、企業内最低賃金協定を未組織労働者に波及させ、産業全体の賃

金の底上げを図るという目的や、2002年12月の中央最低賃金審議会報告における「労働協約ケースに

よる申し出に向けた努力」を踏まえ、「労働協約ケース」による申出が可能な場合は、「労働協約ケー

ス」で申出を行います。 
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また、公正競争ケースで申出を行う場合においても、合意者（分子）に占める企業内最低賃金協定

の割合を高めます。 

 
(7) 申出（申請）時の水準チェック 

企業内最低賃金協定の水準は、金属労協平均で155,736円となっていますが、水準のバラツキが大き

く、現行の特定（産業別）最低賃金と水準が接近している協定もあります。 

特定（産業別）最低賃金の金額改正・新設の申出の際に提出する企業内最低賃金協定は、申出ケ－

ス(労働協約ケ－スまたは公正競争ケース)に関わりなく、特定（産業別）最低賃金額改正の上限とし

て取り扱われます｡  

地域別最低賃金が大幅に引き上げられることを念頭に、申出書に添付する企業内最低賃金協定の水

準が特定（産業別）最低賃金の引き上げに寄与する水準となっているかどうか、申出時のチェックを

十分に行います｡ 

 
(8) 疎明資料の添付 

公正競争ケースで申出を行う場合は、「公正競争確保の必要性」の申出理由を明らかにするにあたり、

1998年12月の中央最低賃金審議会「産業別最低賃金に関する全員協議会報告」を踏まえて、企業規模

間格差、組織・未組織間などの賃金格差の存在を説明する「疎明(そめい)資料」の作成と提示に積極

的に取り組みます。 

なお、疎明資料の作成にあたっては、地方連合、産別の連携のもとに対応します。 

 
(9) 必要性審議への対応 

2007年以降、地域別最低賃金が従来と比較して大幅に引き上げられてきた結果、地域や産業によっ

ては、先に審議を行った地域別最低賃金が特定（産業別）最低賃金の水準を上回る状況も起きていま

す。使用者側は地域別最低賃金と産業別最低賃金の逆転を根拠に、特定（産業別）最低賃金の不要論

の主張を強めており、「必要性あり」の結論を得られないケースも出ています。 

このため、(4)の取り組みによって当該産業労使の合意形成に向けた事前の働きかけを強化し、審議

に臨みます。 

また、地域の実態を踏まえて、当該産業労使が必要性審議に参加するなど、当該産業労使の意見を

反映させる方策を検討することとします。その場合は、産別本部や地方連合と連携して取り組むこと

とします。 

さらに、特定（産業別）最低賃金の意義・役割について、公労使が共通の理解に立ち、企業内最低

賃金協定や地域の当該産業の賃金データに基づく審議を行うことができるように、連合と連携して対

応を進めます。 

 

(10)金額水準の考え方 

下記の考え方を基本に、企業内最低賃金協定の水準や地域の当該産業の賃金実態を重視し、あるべ

き水準についての論議を深めるように取り組みます。2015年度は、賃金の底上げと賃金格差是正が、

経済の好循環、実質生活の維持、「人への投資」の実現に向けた重要な取り組みであることを踏まえて、

従来以上の引き上げに取り組みます。 

① 特定（産業別）最低賃金は、組織労働者が締結した労働協約を未組織労働者に適用する「労働協
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約の拡張適用」の考え方が根幹にあります。組織労働者と未組織労働者、正規労働者と非正規労働

者の賃金格差を是正し、雇用形態の多様化に対応した均等・均衡処遇を実現するため、特定（産業

別）最低賃金を企業内最低賃金協定に準拠した水準へと引き上げることをめざします。その実現の

ため、計画的な引き上げに取り組みます。 

② 「人への投資」の観点から、日本の基幹産業である金属産業の「労働の価値」にふさわしい賃金

水準を確立するため、基幹的労働者の賃金水準の底支えの役割を果たす特定（産業別）最低賃金の

引き上げを図ります。 

③ 特定（産業別）最低賃金が基幹的労働者を対象とした最低賃金であること、金属産業がわが国の

基幹産業であり、その労働の質も高いものであることなどから、地域別最低賃金に対して「少なく

とも10％以上上回る水準」を確保し、地域別最低賃金との水準差を維持しつつ、さらに基幹的労働

者にふさわしい水準への引き上げを図ります。 

 
(11)発効日の前倒し 

発効日については､ 1990年度以降 ｢すべての特定（産業別）最低賃金の年内発効｣ をめざして取り

組みをすすめてきました。これまでの考え方や着実な成果をふまえ､引き続き早期発効に取り組み、具

体的には10～11月発効を当面の中期目標とします。このため、産業間・地域間の連携の下で、効果的

な日程配置を検討しつつ、申出や審議日程の前倒し等の取り組みを推進します｡ 

 
(12)地域における取り組みの強化 

「特定（産業別）最低賃金の新設・改正に向けた取り組みの留意点（改訂版）」「特定（産業別）最

低賃金の地域における具体的な取り組みの整理（第１版）」を活用して取り組みます。 

これらの資料を網羅して、「産業別最低賃金ガイドブック（2009年改訂）」を改訂し、理論面の強化

と地域における具体的な取り組みについて整理します。 

 
２．連合、最低賃金審議会委員、地方組織との連携強化 

 
諸活動を推進するにあたり、従来以上に中央最低賃金審議会委員、連合、金属労協、産別間の連携を

強化するとともに、中央・地方の連携を強めます。 

また、地方における審議では、金属労協の地方ブロックや地方連合、地方連合金属部門連絡会、地方

最低賃金審議会労働者側委員との連携・協力体制を強めます。具体的には、地方連合と連携しながら審

議会委員・専門部会委員の意見交換・情報交換の場を持つなどの取り組みや、使用者側への働きかけや

共通主張・目標の設定、日程配置、申出時の企業内最低賃金協定のチェックなどに取り組みます。 

 
３．決定金額の周知と履行確保の取り組み 

 
特定（産業別）最低賃金の周知と履行確保については、当該産業労使の自主的な努力が求められてい

ます。産業、企業、事業所レベルの協議の場を通じて、決定金額の周知と履行確保に取り組みます。 
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Ⅱ．企業内最低賃金協定の取り組み 

 
１．企業内最低賃金協定の締結促進 

 
企業内最低賃金協定は、企業内における賃金の最低規制であるとともに、特定（産業別）最低賃金の

基礎となります。具体的には、申出要件である金額改正・新設の必要性に関する合意（分子）と見なさ

れ、金額審議においても重要な参考指標となります。 

特定（産業別）最低賃金を引き上げ、実効性を高めていくため、企業内最低賃金協定の締結拡大と水

準の引き上げに取り組みます。 

 
２．企業内最低賃金協定の考え方 

 
① 金額水準 

＊企業内最低賃金協定は企業における入り口賃金であることから、高卒初任給に準拠する水準を基

本とします。 

＊特定（産業別）最低賃金の申出書に添付した企業内最低賃金協定が特定（産業別）最低賃金額改

正の上限になることに留意して協定を締結します。 

＜2015年闘争の推進＞ 

○すべての組合が企業内最低賃金協定を締結します。 

○企業内最低賃金協定の水準は、高卒初任給準拠とし、着実に引き上げます。 

○月額156,000円以上の水準、もしくは月額3,000円以上の引き上げに取り組みます。 

○非正規労働者への適用や特定（産業別）最低賃金への波及のため、時間額を併記します。時間額

で協定する場合は、上記月額を所定労働時間で除した水準とし、時間額987円以上の水準、もし

くは時間額19円以上の引き上げに取り組みます。 

○社会全体への波及効果を高めるため、非正規労働者（直接雇用）を含めた協定の締結をめざしま

す。 
② 適用対象者 

＊特定（産業別）最低賃金の適用が「18歳以上65歳未満」になっていることから、個別賃金の一環

として、18歳以上の従業員を対象とした「18歳最低賃金協定」締結の取り組みを行います。 

＊前記水準を前提に、直接雇用の非正規労働者を含めた協定の締結をめざします。 

③ 春季生活闘争における取り組み 

＊全企業連・単組が企業内最低賃金協定の締結を要求し、賃金と同時に回答を引き出すことをめざ

します。そのことによって共闘効果を発揮し、さらに賃金の最低基準を社会全体に波及させるこ

とをめざします。 

 
 
Ⅲ．情報の伝達 

 

最低賃金制度の見直しの動向や、金額改正・新設の申出および審議の状況、地域別最低賃金・特定（産

業別）最低賃金の金額決定状況等、各種情報については、適宜事務局より伝達します｡ 
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以上の方針にもとづいて活動を推進することとし､具体的な取り組み方針については労働政策委員会

において、その都度協議・決定します｡ 
 

以 上 
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2003年２月５日 金属労協・最賃センター 

 
中央最低賃金審議会「産業別最低賃金制度全員協議会報告」 

（2002年12月6日）への対応 

 
産別全協報告（2002年12月6日） 具体的な対応 

(1)①関係労使当事者間の意思疎通 

 産業別最低賃金の決定、改正又は廃止(以下「決

定等」という。)に関する申出について、関係労使

が双方の意向を了知しておくことは、その後の円

滑な審議にとって重要であるため、当該申出の意

向表明後速やかに、関係労使当事者間の意思疎通

を図ることとする。この場合の意思疎通としては、

関係労使当事者間において話合いを持つことが望

ましい。 

 なお、関係労使当事者とは、主として、労働協

約締結当事者の使用者(使用者団体を含む。)又は

労働組合、都道府県内における当該産業の関係労

使団体などを指すものである。 

○産業別団体レベル、企業レベル、都道府県（事業

所）レベルなど、さまざまな場において、特定（産

業別）最低賃金についての労使の話し合いを促進

する。 

○都道府県レベル（たとえば事業所レベルなど）に

おいて、申請の取り組みについて経営者側への通

知や労使の話し合いを行う。なお、この取り組み

は、最低賃金協定を締結している企業や事業所に

限らず、労働組合の機関決議によって申請を行う

場合等においても実施する。 

○申請についての通知のみでなく、同時に、特定（産

業別）最低賃金の意義や役割について、経営側に

理解を求めるべく働きかけに努める。 

 

(1)②関係労使の参加による必要性審議 

 産業別最低賃金の決定等の必要性の有無に関す

る調査審議(以下「必要性審議」という。)につい

て、従来どおりの方法で行うか、当該産業の労使

が入った場で行うかを、地方最低賃金審議会にお

いて、地域、産業の実情を踏まえつつ、検討する

こととする。 
 なお、必要性審議において、当該産業別最低賃

金が適用される中小企業を含めた関係労使が参加

することにより、より実質的な審議が行われるこ

とを期待するものである。 

○各地域における産業の実情を踏まえながら、実質

的な必要性審議ができるような、よりのぞましい

審議の場のあり方について、各地方審議会で検討

を行う。 

(1)③金額審議における全会一致の議決に向けた

努力 

 関係労使のイニシアティブ発揮により設定され

るという産業別最低賃金の性格から、産業別最低

賃金の決定又は改正の金額に関する調査審議につ

いては、全会一致の議決に至るよう努力すること

が望ましい。 

○労使のイニシアティブ発揮という趣旨に則り、全

会一致の議決に至るように最大限努力をする。 

(1)④関係労使の自主的な努力による周知及び履

行確保 

 産業別最低賃金の周知及び履行確保について、

関係労使のイニシアティブ発揮により設定される

という産業別最低賃金の性格にかんがみ、行政の

役割とあいまって、当該産業別最低賃金が適用さ

れる関係労使がその自主的な努力により、産業別

最低賃金の周知及び履行確保に努めることが望ま

しい。 

○産別・企業（事業所）レベル等での話し合い場を

通じて、周知と履行確保の働きかけを行うことと

する。 

  

別紙１ 
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産別全協報告（2002年12月6日） 具体的な対応 

(2)①労働協約ケースによる申出に向けた努力 

 平成10年報告を踏まえ、関係労使の努力により

労働協約ケースが増加してきているところである

が、今後においても平成10年報告の再確認を通じ、

公正競争ケースから労働協約ケースによる申出に

向けて一層努めることとする。 

 なお、公正競争ケースによる申出において、申

出者は平成10年報告を踏まえ、賃金格差の存在を

疎明するための資料の一層の充実を図ることとす

る。 

○「労働協約ケース」による申請を一層促進するこ

ととし、各産別は企業内最低賃金協定の締結促進

など、そのための取り組みを推進する。 
○組織・未組織間などの賃金格差の存在を疎明する

「疎明(そめい)資料」の作成と提示に積極的に取

り組む。 

(2)②適用労働者数の要件 

 「新しい産業別最低賃金の運用方針(昭和57年１

月14日中央最低賃金審議会答申）」において、新し

い産業別最低賃金については「相当数の労働者に

当該最低賃金の適用が見込まれるものでなければ

ならない」とされていること、また、昭和61年答

申における新産業別最低賃金への転換に係る経過

措置として「相当数の労働者」の範囲については、

地方最低賃金審議会において、原則として1,000

人程度を基準として、地域の実情に応じ決定する

ものとする」とされていることを考慮し、産業別

最低賃金における「相当数の労働者」の範囲につ

いても、原則として1,000人程度とし、地域、産業

の実情を踏まえ、1,000人程度を下回ったものにつ

いては、申出を受けて、地方最低賃金審議会にお

いて、廃止等について調査審議を行うこととする。

○相当数の労働者については、地域・産業の実情を

踏まえたものとなるように対応する。 
○具体的な取り組みは、地方連合と連携して対応す

る。 

(2)③適用労働者数等の通知 

 産業別最低賃金の決定等に関する申出の意向表

明があった場合には、適用労働者数等を労使双方

で確認できるようにするため、当該申出の意向表

明後速やかに、最低賃金審議会事務局から当該産

業別最低賃金の基幹的労働者である適用労働者数

等を明示し、関係労使に通知することとする。 

○適用労働者数については、地方労働局と調整の

上、直近の変動を反映するなどの対応に努め、申

請要件を確保する。 

(2)④産業別最低賃金の表示単位期間の時間額単

独方式の検討 

 地域別最低賃金の表示単位期間については、平

成14年度からすべての都道府県で時間額単独方

式に移行したところであり、産業別最低賃金の表

示単位期間の時間額単独方式への移行について

も、地方最低賃金審議会において、地域、産業の

実情を踏まえつつ、検討することとする。 

○地域別最低賃金の時間額単独方式への移行を踏

まえて、特定（産業別）最低賃金についても、2003

年度からの時間額単独方式への移行に努める。 
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特定(産業別)最低賃金の金額改正に向けた取り組みの留意点≪改訂版≫ 
 

2007年以降、地域別最低賃金が従来と比較して大幅に引き上げられてきた結果、地域や産業によって

は、地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金の水準が逆転する状況もみられます。使用者側は逆転現

象を根拠に、特定（産業別）最低賃金の不要論の主張を強めており、「必要性あり」の結論を得られない

ケースも出ています。 

こうした状況を踏まえ、制度の趣旨である当該産業労使のイニシアティブを発揮しながら、特定（産

業別）最低賃金を基幹的労働者の最低賃金にふさわしい水準へと改善するよう、以下の諸点に留意しな

がら取り組むこととします。 

 

○業界団体、企業、都道府県（事業所）など各レベルで、経営者側に対して特定（産業別）最低賃金の

意義と必要性についての理解を深めるための取り組みを強化します。 

○地方最低賃金審議会および専門部会の使用者側委員に対して、事前に理解を求める働きかけや審議後

の意見交換を積極的に行うなど、当該産業・地域の実態を踏まえた真摯な審議を行うための信頼関係

づくりに取り組みます。 

○特定（産業別）最低賃金制度への理解促進にあたっては、金属労協・最賃センター「産業別最低賃金

ガイドブック」等を活用することとします。 

○必要性審議で活用するため、金属労協および各産別で制度の意義・役割について再整理を行うことと

します。 

 

○特定（産業別）最低賃金は、当該産業労使のイニシアティブを発揮するという制度の趣旨を踏まえ、

特定（産業別）最低賃金の金額を審議する「専門部会」の構成は、労使各側３名のうち少なくとも各

２名が「当該産業に直接関与する労使を代表する者」となっています。しかしながら、その前段の本

審では、必ずしも当該産業労使が審議に参加していない中で「必要性」の審議が行われます。本審で

「必要性あり」に至らなければ、当該産業労使による審議の場（専門部会）が設置することができず、

制度の趣旨からして問題があります。 
○従って、制度の趣旨を踏まえれば、当該産業労使の必要性の判断を重視すべきこと、当該産業労使が

参加する専門部会を設置して金額を審議すべきであることを強く主張し、必ず「必要性あり」の答申

を引き出すように取り組みます。 
 

１．特定（産業別）最低賃金の意義と必要性について、当該産業労使で理解を深めるための取り組

みを強化します。 

２．当該産業労使のイニシアティブを発揮するという産業別最低賃金の趣旨を踏まえ、当該産業労

使の必要性の判断を重視すべきこと、当該産業労使が参加する専門部会で金額を審議すべきこと

を強く主張し、必ず必要性ありの答申を引き出します。 

別紙２ 
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○労働協約ケースは、適用対象労働者に対して、一定以上の割合で企業内最低賃金協定が適用されてい

る場合に特定（産業別）最低賃金の新設や金額改正の申出（申請）を行うものであり、労使の合意に

基づく申出（申請）であることから審議を円滑に進めることができます。また、労働協約ケースにお

ける金額審議では、最低賃金協定をベースに審議を行うことから、労働協約の拡張的な取り組みに結

びつき、本来の趣旨である基幹的労働者賃金の適正水準の設定による賃金の底上げと格差是正につな

がります。このため、企業内最低賃金協定の水準をチェックしつつ、合意労働者に占める企業内最低

賃金協定の比率を高めるように取り組みます。 
○公正競争ケースによる申出（申請）の場合でも、合意労働者に占める企業内最低賃金協定の比率を高

めることは労使合意による裏づけとなり、審議を円滑に進めることができます。また、金額審議にお

いて、企業内最低賃金協定の水準を審議の重要な参考資料として活用することもできます。このため、

公正競争ケースで申出（申請）する場合であっても、合意労働者に占める企業内最低賃金協定の比率

を高めるように取り組むこととします。 
 

○企業内最低賃金協定の水準は、金属労協平均で154,000円程度となっていますが、水準のバラツキが大

きく、現行の特定（産業別）最低賃金と水準の接近している協定もあるのが現状です。 

○特定（産業別）最低賃金の金額改正・新設の申出の際に提出する企業内最低賃金協定は、申出ケ－ス

（労働協約ケ－スまたは公正競争ケース）にかかわりなく、金額水準の上限として取り扱われます｡  

○このため、特定（産業別）最低賃金の申出（申請）に用いる協定は、特定（産業別）最低賃金の引き

上げに寄与する水準であるかどうか、チェックした上で申出（申請）に用いることとします。 

○また、2011年度の申出（申請）に用いた協定のうち、現行の特定（産業別）最低賃金と水準が接近し

ている協定については、当該産別・単組と連携し、2012年度の申出（申請）までに水準を見直すこと

とします。 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

３．可能な場合は、労働協約ケースによる申出（申請）への移行し、適用対象労働者に対する企業

内最低賃金協定の比率を高めます。公正競争ケースの場合でも、企業内最低賃金協定の割合を増

やします。 

４．申出書に添付する企業内最低賃金協定のうち最も低い水準が、特定（産業別）最低賃金の「金

額改正の上限」となることに留意して申出(申請)に取り組みます。 

最も低い 
最低賃金協定 

産業別最低賃金 

地域別最低賃金 

産業別最低賃金の引

き上げの上限 

地域別最低賃金が産業別最低賃金の上

限額を上回った場合 

無 効 
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○特定（産業別）最低賃金の「必要性審議」では、引き上げ額を「０」とすることも含めて「金額改正

の必要性あり」を答申し、金額決定は専門部会に委ねるという運用がされてきました。 

○しかしながら、改正最低賃金法では、特定（産業別）最低賃金額は地域別最低賃金額を上回らなけれ

ばならないとされているため、金額改正の必要性審議で「金額改正の必要性あり」が答申された場合

は、必ず地域別最低賃金額を上回る水準で特定（産業別）最低賃金を決定しなければなりません。 

※例えば、地域別最低賃金が770円→780円に改定され、特定（産業別）最低賃金が「金額改正の必

要性あり」とされた場合、現行の特定（産業別）最低賃金が780円であれば、781円以上に引き上

げなければならない。 

○2011年度の東京都・神奈川県の必要性審議では、先に改定した地域別最低賃金が、一部の特定（産業

別）最低賃金を上回ったことを根拠に、使用者側が特定（産業別）最低賃金の不要論を従来以上に強

硬に主張し、一部の業種では「必要性あり」の結論を得られない結果となりました。 

○特定（産業別）最低賃金は労使のイニシアティブに基づく制度であるため、必要性審議は公労使の「全

会一致」が前提になっています。従って、全会一致で「必要性あり」の結論に至るように、事前に当

該産業労使の合意形成に向けた働きかけを強化し、審議に臨むことが重要です。 

 

 
○生活保護との乖離解消のために地域別最低賃金が大幅に引き上げられている地域では、最大限の努力

を行っても、特定（産業別）最低賃金が地域別最低賃金を下回る恐れもあります。しかしながら、特

定（産業別）最低賃金は、地域別最低賃金を下回った場合であっても、その効力を失うものの、即時

に廃止されるものではありません。 
○特定（産業別）最低賃金を廃止する場合は、労働者側または使用者側から廃止の申出（申請）を行っ

た上で、地方最低賃金審議会において全会一致で「廃止」を決定することが原則となっています。 
○また、改正最低賃金法では、都道府県労働局長が「著しく不適当となった」と認めるときは職権によ

り特定（産業別）最低賃金の「廃止」を決定することができるようになっていますが、その場合も、

労使のイニシアティブを重視するという趣旨を踏まえ、労使の意思を確認することなく廃止を決定す

ることはありません。 
○特定（産業別）最低賃金の優位性を維持し、地域別最低賃金を下回ることがないよう万全の取り組み

を行うことが基本となりますが、当年度の審議結果において地域別最低賃金が上回った場合において

も、使用者側に対して理解を求める活動を継続し、速やかに地域別最低賃金を上回る水準へと引き上

げるように取り組むこととします。 
以 上 

 

解説：地域別最低賃金と産業別最低賃金が接近している場合に留意すべき取り

扱いについて 

２．産業別最低賃金が地域別最低賃金を下回った場合の取り扱い 

１．必要性審議の位置づけ 
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Ⅳ．2015年度特定(産業別)最低賃金額改正に臨む確認事項 
 
2015年度地域別最低賃金額改正の目安が示されたことを受け、今年度の特定（産業別）最低賃金額改

正に臨む具体的な考え方を2015年８月３日に確認した。 

 
 

2015年度特定(産業別)最低賃金額改正に臨む確認事項 

 
2015 年８月３日 

全日本金属産業労働組合協議会 

（金属労協／ＪＣＭ） 

 

金属労協（ＪＣＭ）は、以下の基本的な考え方に基づき、2015 年度特定（産業別）最低賃金額改正に

取り組むことを確認しました。 

 

１．はじめに 

 

2015 年７月 30日に 2015 年度の地域別最低賃金の目安が示され、今後、地域別最低賃金、特定（産業

別）最低賃金の審議がスタートします。 

地域別最低賃金は、「成長力底上げ戦略推進円卓会議」の合意や、改正最低賃金法の趣旨を踏まえた地

域別最低賃金と生活保護水準との乖離解消、「雇用戦略対話」における政労使合意、「経済財政運営と改

革の基本方針」、「日本再興戦略」等に配意した審議によって、2007 年度から 2014 年度までの８年間に、

全国加重平均で 107円引き上げられました。2015 年度の目安審議では、各ランクの目安は、Ａランク 19

円、Ｂランク18円、Ｃランク 16円、Ｄランク 16円となり、全国加重平均は、昨年を上回る18円とい

う結果になりました。このため、地域別最低賃金は、多くの地域で昨年を上回る引き上げが見込まれま

す。 

一方、特定（産業別）最低賃金は、地域別最低賃金に対する水準差が徐々に縮小してきています。さ

らに、使用者側が地域別最低賃金額を下回った特定（産業別）最低賃金は速やかに廃止すべきとの方針

で臨んでいるため、こうした場合に「必要性あり」に至らず、金額改正ができない事態が生じています。 

しかしながら、２つの最低賃金は、異なる役割と機能を果たしています。特定（産業別）最低賃金は、

わが国唯一の企業の枠を超えた労働条件決定システムであり、「労使交渉の補完・代替機能」を担いつつ、

「公正な賃金決定」を促進し、「産業別の賃金の下支え」や「公正競争の確保」という役割を果たしてい

ます。また、雇用形態の多様化が進展する中で、「同一価値労働同一賃金」を基本とした非正規労働者の

賃金の底上げを図るため、特定（産業別）最低賃金の持つ機能がより重要性を増しています。 

2015 年闘争では、経済の好循環、実質生活の維持、「人への投資」の実現に向けて、ＪＣ共闘が一丸

となって賃上げに取り組んだ結果 1,607 組合が賃上げを獲得しました。賃上げを獲得した組合の平均引

き上げ額は、前年を上回る1,751 円となっています。また、企業内最低賃金協定の締結組合は、昨年を

上回り、全組合の 52.2％が締結しています。18歳最低賃金協定の水準は、前年から 1,221 円増加し、平

均で月額 156,957 円となりました。 

金属労協では、特定（産業別）最低賃金をＪＣミニマム運動の一つと位置づけ、金属産業の賃金の底

上げをめざして取り組んでいます。組織労働者の賃金の引き上げや企業内最低賃金の協定締結と水準引
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き上げの成果を波及させ、未組織労働者を含めた金属産業全体の賃金の底上げを図るため、特定（産業

別）最低賃金の引き上げに全力で取り組むこととします。 

 

２．必要性審議への対応 

 

① 地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金の水準が接近・逆転していることなどを理由に、使用者

側委員が特定（産業別）最低賃金の不要論を主張するケースがみられます。審議が難航する場合は、

特定（産業別）最低賃金が当該産業労使のイニシアティブに基づく制度であることを重視し、当該産

業労使の参加する専門部会を設置して金額審議を行うべきことを強く主張して、「必要性あり」の答申

を引き出すこととします。 

また、地域の実態を踏まえて、当該産業労使が必要性審議に参加するなど、当該産業労使の意見を

反映させる方策を検討することとします。その場合は、産別本部や地方連合と連携して取り組むこと

とします。 

② 同時に、制度の意義・役割を訴えるとともに、企業内最低賃金協定の水準をめざした引き上げが必

要であることを主張することとします。 

③ 金属労協の「2015 年度特定(産業別)最低賃金の取り組み方針（2015 年１月）」に基づき、使用者側

委員等への事前の働きかけ等を十分に行った上で、必要性審議に臨むこととします。 

 

３．金額改正審議への対応 

 

(1) 金額水準の基本的考え方 

 

① 特定（産業別）最低賃金は、組織労働者が締結した労働協約を未組織労働者に適用する「労働協約

の拡張適用」の考え方が根幹にあります。組織労働者と未組織労働者、正規労働者と非正規労働者の

賃金格差を是正し、雇用形態の多様化に対応した均等・均衡処遇を実現するため、特定（産業別）最

低賃金を企業内最低賃金協定に準拠した水準へと引き上げることをめざします。その実現のため、計

画的な引き上げに取り組みます。 

② 「人への投資」の観点から、日本の基幹産業である金属産業の「労働の価値」にふさわしい賃金水

準を確立するため、基幹的労働者の賃金水準の底支えの役割を果たす特定（産業別）最低賃金の引き

上げを図ります。 

③ 特定（産業別）最低賃金が基幹的労働者を対象とした最低賃金であること、金属産業がわが国の基

幹産業であり、その労働の質も高いものであることなどから、地域別最低賃金に対して「少なくとも

10％以上上回る水準」を確保し、地域別最低賃金との水準差を維持しつつ、さらに基幹的労働者にふ

さわしい水準への引き上げを図ります。 

＜参考＞ 

2015 年闘争方針 

○すべての組合が企業内最低賃金協定を締結する。 

○企業内最低賃金協定の水準は、高卒初任給準拠とし、着実に引き上げる。 

○月額156,000円以上の水準、もしくは月額3,000円以上の引き上げに取り組む。 

○非正規労働者への適用や特定（産業別）最低賃金への波及のため、時間額を併記する。時間額
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で協定する場合は、上記月額を所定労働時間で除した水準とし、時間額987円以上の水準、も

しくは時間額19円以上の引き上げに取り組む。 

○社会全体への波及効果を高めるため、非正規労働者（直接雇用）を含めた協定の締結をめざす。

2015 年闘争全体集計（最終集計：2015 年７月 24日） 

○18歳最低賃金協定：平均月額 156,957 円 

 

(2) 2015 年度の金額改正を取りまく情勢と主張点 

 

① 日本経済は、消費税引き上げを機に景気の低迷がみられましたが、2014 年年末以降、全体として回

復基調を取り戻しています。失業率も 2015 年４、５月には、完全失業率が 3.3％に低下し、有効求人

倍率も１倍を超える状況が続いています。金属産業の企業収益も、為替相場の影響によるバラツキが

あるものの、中小企業を含めて概ね増収増益が続く状況となっています。 

② 使用者側は、資源・エネルギー価格の高騰や電力供給不安、円安による素材・部品の輸入価格の上

昇など、取りまく環境の厳しさや先行き不安を強調し、特定（産業別）最低賃金を引き上げる状況に

ないことを主張することが想定されます。 

③ これに対し、われわれは、 

ⅰ) 日本経済を持続的な経済成長に導くためには、企業収益の改善を賃金の引き上げにつなげ、それ

が消費の拡大、さらには企業収益の拡大につながる経済の好循環の実現が求められている。物価が

上昇基調にある中で、経済の好循環を実現するためには、すべての働く者の賃金の引き上げが必要

である。 

ⅱ）金属産業の競争力を強化するためには、「人への投資」によって中長期的に次代を担う人材を確保

するとともに、熟練した技術・技能の流出を防ぐことが必要である。人手不足感が強まっているこ

とから、人材確保のため、賃金の引き上げが必要である。 

ⅲ）金属労協では、ほとんどの組合が定期昇給を実施した上で、６割の組合がベア等の賃上げを獲得

し、賃上げ獲得組合数、賃上げ額ともに前年を上回っている。企業内最低賃金協定についても、協

定の締結率、引き上げ組合数、引き上げ額ともに前年を上回っている。均等・均衡待遇の観点から、

組織労働者の賃上げの成果を波及させ、未組織労働者・非正規労働者の賃金の引き上げにつながる

特定（産業別）最低賃金の引き上げが必要である。 

ⅳ） 未組織・非正規労働者を含めた現場力を支える金属産業全体の賃金の底上げを図るため、特定（産

業別）最低賃金を日本の基幹産業である金属産業にふさわしい水準に引き上げるべきである。 

などの主張をすることとします。 

 

(3) 2015 年度の金額改正にあたっての具体的な対応 

 

① 企業内最低賃金協定の水準は、金属労協平均で月額 156,957 円となり、時間額換算で 993円程度と

なっています。企業内最低賃金協定に準拠した水準への改正をめざし、金額水準（絶対額）を重視し

た主張を行い、適正な金額水準について十分な審議を尽くすこととします。 

② 地域別最低賃金に対する当該特定（産業別）最低賃金の水準差を維持・拡大するとともに、企業内

最低賃金協定との差を早期に是正し、金属産業の基幹的労働者にふさわしい最低賃金を実現するため、

地域別最低賃金の引き上げ額以上の引き上げを図ることとします。 
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４．当該産業労使のイニシアティブを発揮した取り組みの推進 

 

① 関係労使間の意思疎通を十分に図った上で審議に臨むこととします。 

② 関係労使の意思疎通を図るにあたっては、金属労協の「産業別最低賃金ガイドブック」や連合の「最

低賃金の手引き」等を活用し、特定（産業別）最低賃金制度の意義・役割について理解を求める働き

かけを行うこととします。 

③ 専門部会における金額審議では、全会一致の合意に向けて最大限の努力を行うこととします。 

 

５．年内発効の徹底 

  

○ 発効日については、未組織労働者の賃金の底上げを早期に実現するため、「年内発効」を徹底するこ

ととします。 

 

６．関係者間の連携 

 

① 地方審議会委員および産別（中央および地方）、地方連合との間で緊密に連携を図り、取り組みに万

全を期すこととします。 

② 特定（産業別）最低賃金と地域別最低賃金の水準が接近もしくは逆転している地域については、当

該都道府県の審議会委員・専門部会委員と連携して具体的取り組みを検討することとします。 

③ 地方審議会における審議の過程で問題が発生した場合は、関係産別や地方連合と連携を図りながら

対処することとします。 

 
以 上 
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9
0
～

単
純

平
均

鉄
鋼

1
8

1
1

3
3

4
4

2
8
4
2

非
鉄

金
属

6
3

1
2

8
2
3

金
属

製
品

3
2

1
8
3
7

一
般

機
械

2
1

2
1

4
9

3
2

8
2
4

電
気

機
械

4
4

2
7

5
5

6
7

7
4

1
7
8
8

精
密

機
械

7
1

1
3

1
1

8
1
6

輸
送

用
機

械
3
1

4
3

3
7

7
5

2
8
3
1

自
動

車
小

売
2
0

1
4

3
3

1
4

3
1

7
9
5

自
動

車
整

備
1

1
7
7
2

金
属

産
業

計
1
5
1

0
3

7
1
1

1
5

1
5

2
1

3
6

2
5

1
3

1
1

8
1
3

(
1
3
年

度
)

1
5
3

1
5

1
1

1
3

1
8

1
1

3
7

2
2

2
2

8
1

0
8
0
1

⑥
対
地
賃
比
率
の
分
布

発
効

件
数

1
0
0

 
～

1
0
4
1
0
5

 
～

1
0
9
1
1
0

 
～

1
1
4
1
1
5

 
～

1
1
9
1
2
0

 
～

1
2
4
1
2
5

 
～

1
2
9

平
均

比
率

鉄
鋼

1
8

1
9

7
1

1
1
4
.
7

非
鉄

金
属

6
1

1
1

3
1
1
1
.
9

金
属

製
品

3
1

2
1
0
9
.
5

一
般

機
械

2
1

1
2

1
1

5
2

1
1
3
.
6

電
気

機
械

4
4

4
2
5

1
2

3
1
0
9
.
0

精
密

機
械

7
1

4
2

1
0
8
.
4

輸
送

用
機

械
3
1

1
5

1
6

6
3

1
1
3
.
9

自
動

車
小

売
2
0

3
7

9
1

1
0
9
.
5

自
動

車
整

備
1

1
1
1
3
.
5

金
属

産
業

計
1
5
1

1
2

4
5

6
3

2
5

6
0

1
1
1
.
5

(
1
3
年

度
)

1
5
3

1
0

4
5

6
3

2
8

7
0

1
1
2
.
0

3
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⑦
発
効
日
の
分
布 発

効
件

数
1
0
月

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

前
倒

し
同

日
後

倒
し

鉄
鋼

1
8

2
1
6

4
1
3

1

非
鉄

金
属

6
1

5
4

1
1

金
属

製
品

3
3

2
1

0

一
般

機
械

2
1

2
1
9

8
1
2

1

電
気

機
械

4
4

1
4
0

2
1

1
6

2
4

4

精
密

機
械

7
7

2
5

0

輸
送

用
機

械
3
1

2
2
9

1
1

1
7

3

自
動

車
小

売
2
0

1
1
9

7
1
1

1

自
動

車
整

備
1

1
1

金
属

産
業

計
1
5
1

0
9

1
3
9

2
0

1
5
4

8
5

1
1

(
1
3
年

度
)

1
5
3

1
6

1
2
8

1
5

0
3

3
7

7
6

4
0

⑧
採
決
状
況

発
効

件
数

全
会

一
致

そ
の

他

鉄
鋼

1
8

1
7

1

非
鉄

金
属

6
5

1

金
属

製
品

3
3

一
般

機
械

2
1

1
9

2

電
気

機
械

4
4

3
6

8

精
密

機
械

7
6

1

輸
送

用
機

械
3
1

2
4

7

自
動

車
小

売
2
0

2
0

自
動

車
整

備
1

1

金
属

産
業

計
1
5
1

1
3
1

2
0

(
1
3
年

度
)

1
5
3

1
2
2

3
1

4
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時
間

額
引

上
額

引
上

率
対

地
賃

比
率

対
地

賃
格

差
時

間
額

引
上

額
時

間
額

引
上

額

北
海

道
食

品
改

正
公

7
/
7

8
/
1
2

8
0
2

1
1

1
.
3
9

1
0
7
.
2

5
4

7
9
1

1
0

7
4
8

1
4

9
/
2
6

○
有

－
－

1
2
/
1

北
海

道
鉄

鋼
改

正
協

7
/
2

8
/
1
2

8
5
8

1
6

1
.
9
0

1
1
4
.
7

1
1
0

8
4
2

1
0

7
4
8

1
4

1
0
/
1

○
有

－
－

1
2
/
1

北
海

道
電

気
機

械
改

正
協

7
/
1
5

8
/
1
2

7
9
4

1
0

1
.
2
8

1
0
6
.
1

4
6

7
8
4

8
7
4
8

1
4

1
0
/
2

○
有

－
－

1
2
/
1

北
海

道
輸

送
機

械
(
船

)
改

正
協

7
/
9

8
/
1
2

7
9
9

1
2

1
.
5
2

1
0
6
.
8

5
1

7
8
7

1
0

7
4
8

1
4

1
0
/
4

○
有

－
－

1
2
/
4

青
森

鉄
鋼

改
正

協
7
/
3
1

9
/
2
5

8
0
0

1
3

1
.
6
5

1
1
7
.
8

1
2
1

7
8
7

1
0

6
7
9

1
4

1
0
/
8

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
1

青
森

電
気

機
械

改
正

公
7
/
2
8

9
/
2
5

7
3
5

1
4

1
.
9
4

1
0
8
.
2

5
6

7
2
1

9
6
7
9

1
4

1
0
/
9

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
1

青
森

各
種

商
品

小
売

改
正

公
7
/
2
8

9
/
2
5

7
2
7

1
3

1
.
8
2

1
0
7
.
1

4
8

7
1
4

9
6
7
9

1
4
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
1

青
森

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
3
0

9
/
2
5

7
6
6

1
3

1
.
7
3

1
1
2
.
8

8
7

7
5
3

1
0

6
7
9

1
4
1
0
/
1
5

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
1

岩
手

鉄
鋼

・
金

属
製

品
改

正
協

7
/
3
1

8
/
2
6

7
5
5

1
5

2
.
0
3

1
1
1
.
4

7
7

7
4
0

1
2

6
7
8

1
3
1
0
/
2
0

●
無

1
0
/
2
0

○
1
2
/
1
8

岩
手

精
密

機
械

改
正

公
7
/
3
1

8
/
2
6

7
4
3

1
4

1
.
9
2

1
0
9
.
6

6
5

7
2
9

1
2

6
7
8

1
3
1
0
/
1
0

○
無

1
0
/
2
0

○
1
2
/
1
8

岩
手

電
気

機
械

改
正

公
7
/
2
4

8
/
2
6

7
2
8

1
0

1
.
3
9

1
0
7
.
4

5
0

7
1
8

9
6
7
8

1
3
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
2
0

○
1
2
/
1
8

岩
手

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
3
1

8
/
2
6

7
4
1

1
2

1
.
6
5

1
0
9
.
3

6
3

7
2
9

9
6
7
8

1
3
1
0
/
1
7

○
無

1
0
/
2
0

○
1
2
/
1
8

岩
手

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
3
1

8
/
2
6

7
6
5

1
4

1
.
8
6

1
1
2
.
8

8
7

7
5
1

1
2

6
7
8

1
3

1
0
/
2

○
無

1
0
/
2
0

○
1
2
/
1
8

宮
城

鉄
鋼

改
正

協
7
/
1
6

8
/
2
1

8
1
1

1
3

1
.
6
3

1
1
4
.
2

1
0
1

7
9
8

1
0

7
1
0

1
4
1
0
/
1
5

○
有

－
－

1
2
/
1
5

宮
城

電
気

機
械

改
正

公
7
/
1
6

8
/
2
1

7
6
9

1
2

1
.
5
9

1
0
8
.
3

5
9

7
5
7

8
7
1
0

1
4
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
1
9

宮
城

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
1
6

8
/
2
1

7
7
8

1
5

1
.
9
7

1
0
9
.
6

6
8

7
6
3

9
7
1
0

1
4
1
0
/
1
4

○
有

－
－

1
2
/
1
5

秋
田

非
鉄

金
属

改
正

協
6
/
2
0

8
/
1
1

8
0
4

1
4

1
.
7
7

1
1
8
.
4

1
2
5

7
9
0

1
1

6
7
9

1
4
1
0
/
2
2

○
有

－
－

1
2
/
2
7

秋
田

電
気

機
械

改
正

協
7
/
2
8

8
/
1
1

7
3
8

1
3

1
.
7
9

1
0
8
.
7

5
9

7
2
5

1
0

6
7
9

1
4
1
0
/
2
0

○
有

－
－

1
2
/
2
7

秋
田

輸
送

機
械

(
車

)
改

正
協

7
/
2
5

8
/
1
1

7
7
6

1
3

1
.
7
0

1
1
4
.
3

9
7

7
6
3

1
2

6
7
9

1
4
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
2
7

秋
田

自
動

車
小

売
改

正
協

7
/
2
5

8
/
1
1

7
6
5

1
5

2
.
0
0

1
1
2
.
7

8
6

7
5
0

1
2

6
7
9

1
4
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
2
7

山
形

一
般

機
械

改
正

公
7
/
2
5

9
/
8

7
6
8

1
4

1
.
8
6

1
1
2
.
9

8
8

7
5
4

9
6
8
0

1
5
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
5

山
形

電
気

機
械

改
正

公
7
/
2
5

9
/
8

7
5
3

1
3

1
.
7
6

1
1
0
.
7

7
3

7
4
0

9
6
8
0

1
5
1
0
/
1
6

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
5

山
形

輸
送

機
械

(
車

)
改

正
公

7
/
2
5

9
/
8

7
6
9

1
3

1
.
7
2

1
1
3
.
1

8
9

7
5
6

9
6
8
0

1
5

1
0
/
7

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
5

山
形

自
動

車
整

備
改

正
公

7
/
2
5

9
/
8

7
7
2

1
4

1
.
8
5

1
1
3
.
5

9
2

7
5
8

9
6
8
0

1
5
1
0
/
2
0

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
5

福
島

非
鉄

金
属

改
正

協
7
/
1
7

7
/
3
0

8
0
2

1
3

1
.
6
5

1
1
6
.
4

1
1
3

7
8
9

1
1

6
8
9

1
4

9
/
3
0

○
有

－
－

1
1
/
2
8

福
島

精
密

機
械

改
正

公
7
/
1
7

7
/
3
0

7
8
7

1
3

1
.
6
8

1
1
4
.
2

9
8

7
7
4

1
1

6
8
9

1
4
1
0
/
2
0

●
無

1
0
/
2
8

●
1
2
/
2
7

福
島

電
気

機
械

改
正

公
7
/
1
7

7
/
3
0

7
5
3

1
2

1
.
6
2

1
0
9
.
3

6
4

7
4
1

1
1

6
8
9

1
4
1
0
/
1
4

○
有

－
－

1
2
/
1
3

福
島

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
1
7

7
/
3
0

7
8
9

1
3

1
.
6
8

1
1
4
.
5

1
0
0

7
7
6

1
1

6
8
9

1
4
1
0
/
2
1

●
無

1
0
/
2
8

●
1
2
/
2
7

福
島

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
1
7

7
/
3
0

7
8
5

1
3

1
.
6
8

1
1
3
.
9

9
6

7
7
2

1
1

6
8
9

1
4
1
0
/
1
6

○
有

－
－

1
2
/
1
7

茨
城

鉄
鋼

改
正

協
7
/
7

9
/
8

8
3
4

1
6

1
.
9
6

1
1
4
.
4

1
0
5

8
1
8

1
3

7
2
9

1
6
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
3
1

茨
城

一
般

機
械

改
正

公
7
/
1
4

9
/
8

8
1
1

1
3

1
.
6
3

1
1
1
.
2

8
2

7
9
8

9
7
2
9

1
6
1
0
/
2
9

○
有

－
－

1
2
/
3
1

茨
城

電
気

機
械

・
精

密
改

正
協

7
/
1
5

9
/
8

8
0
6

1
3

1
.
6
4

1
1
0
.
6

7
7

7
9
3

1
1

7
2
9

1
6
1
0
/
2
7

○
有

－
－

1
2
/
3
1

茨
城

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
1
7

9
/
8

7
8
0

1
3

1
.
6
9

1
0
7
.
0

5
1

7
6
7

1
1

7
2
9

1
6
1
0
/
2
4

○
有

－
－

1
2
/
3
1

部
会

採
決

採
決

状
況

６
条

５
項

申 出
申

出
ｹ
ｰ
ｽ

2
0
1
4
年
度
　
特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
　
決
定
状
況
　
(都

道
府
県
別
）

申
出

日

必
要

性
答

申
日

1
3
年

度
産

別
1
4
年

度
特

定
（

産
業

別
）

最
低

賃
金

本
審

採
決

採
決

状
況

効
力

発
生

日
(
予

定
)

都
道

府
県

名

1
4
年

度
地

賃

5 
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時
間

額
引

上
額

引
上

率
対

地
賃

比
率

対
地

賃
格

差
時

間
額

引
上

額
時

間
額

引
上

額

部
会

採
決

採
決

状
況

６
条

５
項

申 出
申

出
ｹ
ｰ
ｽ

申
出

日

必
要

性
答

申
日

1
3
年

度
産

別
1
4
年

度
特

定
（

産
業

別
）

最
低

賃
金

本
審

採
決

採
決

状
況

効
力

発
生

日
(
予

定
)

都
道

府
県

名

1
4
年

度
地

賃

栃
木

塗
料

改
正

協
7
/
2
2

8
/
2
1

8
7
5

1
0

1
.
1
6

1
1
9
.
4

1
4
2

8
6
5

9
7
3
3

1
5

1
0
/
7

○
有

－
－

1
2
/
3
1

栃
木

一
般

機
械

改
正

公
6
/
2
7

8
/
2
1

8
2
1

1
2

1
.
4
8

1
1
2
.
0

8
8

8
0
9

1
0

7
3
3

1
5
1
0
/
2
9

○
有

－
－

1
2
/
3
1

栃
木

精
密

機
械

改
正

公
6
/
2
7

8
/
2
1

8
2
1

1
2

1
.
4
8

1
1
2
.
0

8
8

8
0
9

1
0

7
3
3

1
5
1
0
/
2
3

○
有

－
－

1
2
/
3
1

栃
木

電
気

機
械

改
正

協
7
/
1
4

8
/
2
1

8
2
2

1
3

1
.
6
1

1
1
2
.
1

8
9

8
0
9

1
0

7
3
3

1
5
1
0
/
2
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2

7
6
5

1
6

1
0
/
8

○
有

－
－

1
2
/
1
3

静
岡

鉄
鋼

、
非

鉄
金

属
改

正
公

7
/
3

8
/
1
1

8
5
2

1
3

1
.
5
5

1
1
1
.
4

8
7

8
3
9

1
3

7
6
5

1
6

1
0
/
1

▲
無

1
0
/
1
0

○
1
2
/
1
3

静
岡

輸
送

機
械

・
一

般
機

械
改

正
公

7
/
3

8
/
1
1

8
6
4

1
3

1
.
5
3

1
1
2
.
9

9
9

8
5
1

1
3

7
6
5

1
6

1
0
/
1

▲
無

1
0
/
1
0

○
1
2
/
1
3

静
岡

電
気

機
械

改
正

協
7
/
3

8
/
1
1

8
3
6

1
3

1
.
5
8

1
0
9
.
3

7
1

8
2
3

1
3

7
6
5

1
6

1
0
/
7

○
有

－
－

1
2
/
1
3

静
岡

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
3

8
/
1
1

8
1
0

1
1

1
.
3
8

1
0
5
.
9

4
5

7
9
9

1
2

7
6
5

1
6

1
0
/
3

○
有

－
－

1
2
/
1
3

7 
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時
間

額
引

上
額

引
上

率
対

地
賃

比
率

対
地

賃
格

差
時

間
額

引
上

額
時

間
額

引
上

額

部
会

採
決

採
決

状
況

６
条

５
項

申 出
申

出
ｹ
ｰ
ｽ

申
出

日

必
要

性
答

申
日

1
3
年

度
産

別
1
4
年

度
特

定
（

産
業

別
）

最
低

賃
金

本
審

採
決

採
決

状
況

効
力

発
生

日
(
予

定
)

都
道

府
県

名

1
4
年

度
地

賃

愛
知

繊
維

改
正

公
6
/
3
0

－
－

－
－

－
－

－
－

8
0
0

2
0

－
－

－
－

－
－

愛
知

鉄
鋼

改
正

協
6
/
3
0

7
/
3
1

8
9
9

1
4

1
.
5
8

1
1
2
.
4

9
9

8
8
5

1
1

8
0
0

2
0

1
0
/
8

○
無

1
0
/
1
5

○
1
2
/
1
6

愛
知

一
般

機
械

改
正

公
6
/
3
0

7
/
3
1

8
7
0

1
2

1
.
4
0

1
0
8
.
8

7
0

8
5
8

9
8
0
0

2
0

1
0
/
1

○
無

1
0
/
1
5

○
1
2
/
1
6

愛
知

精
密

機
械

改
正

協
6
/
3
0

7
/
3
1

8
2
7

1
4

1
.
7
2

1
0
3
.
4

2
7

8
1
3

9
8
0
0

2
0
1
0
/
1
0

○
無

1
0
/
1
5

○
1
2
/
1
6

愛
知

電
気

機
械

改
正

協
6
/
3
0

7
/
3
1

8
3
7

1
4

1
.
7
0

1
0
4
.
6

3
7

8
2
3

8
8
0
0

2
0

1
0
/
2

●
無

1
0
/
1
5

●
1
2
/
1
6

愛
知

輸
送

機
械

改
正

協
6
/
3
0

7
/
3
1

8
7
7

1
4

1
.
6
2

1
0
9
.
6

7
7

8
6
3

9
8
0
0

2
0

1
0
/
9

●
無

1
0
/
1
5

●
1
2
/
1
6

愛
知

各
種

商
品

小
売

改
正

協
6
/
3
0

7
/
3
1

8
1
0

1
1

1
.
3
8

1
0
1
.
3

1
0

7
9
9

7
8
0
0

2
0

1
0
/
7

○
無

1
0
/
1
5

○
1
2
/
1
6

愛
知

自
動

車
小

売
改

正
公

6
/
3
0

7
/
3
1

8
5
9

1
3

1
.
5
4

1
0
7
.
4

5
9

8
4
6

1
0

8
0
0

2
0
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
1
5

○
1
2
/
1
6

三
重

ガ
ラ

ス
改

正
協

7
/
3

8
/
5

8
1
4

1
4

1
.
7
5

1
0
8
.
1

6
1

8
0
0

1
2

7
5
3

1
6
1
0
/
1
6

○
無

1
0
/
2
2

○
1
2
/
2
0

三
重

電
線

・
ケ

ー
ブ

ル
改

正
協

6
/
1
9

8
/
8

8
3
3

1
3

1
.
5
9

1
1
0
.
6

8
0

8
2
0

1
2

7
5
3

1
6
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
2
2

○
1
2
/
2
0

三
重

洋
食

器
改

正
協

7
/
8

8
/
5

8
2
9

1
3

1
.
5
9

1
1
0
.
1

7
6

8
1
6

1
1

7
5
3

1
6
1
0
/
2
1

○
無

1
0
/
2
2

○
1
2
/
2
0

三
重

電
気

機
械

改
正

協
6
/
1
0

8
/
5

8
1
9

1
4

1
.
7
4

1
0
8
.
8

6
6

8
0
5

1
2

7
5
3

1
6
1
0
/
1
5

●
無

1
0
/
2
2

●
1
2
/
2
0

三
重

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
1

8
/
5

8
5
4

1
3

1
.
5
5

1
1
3
.
4

1
0
1

8
4
1

1
2

7
5
3

1
6
1
0
/
1
7

○
無

1
0
/
2
2

○
1
2
/
2
0

滋
賀

繊
維

改
正

公
7
/
2
8

8
/
1
2

7
6
0

1
0

1
.
3
3

1
0
1
.
9

1
4

7
5
0

8
7
4
6

1
6
1
0
/
2
4

○
無

1
0
/
2
8

○
1
2
/
2
7

滋
賀

窯
業

改
正

公
7
/
2
8

8
/
1
2

8
4
8

1
2

1
.
4
4

1
1
3
.
7

1
0
2

8
3
6

9
7
4
6

1
6
1
0
/
1
7

○
無

1
0
/
2
8

○
1
2
/
2
7

滋
賀

一
般

機
械

改
正

公
7
/
2
8

8
/
1
2

8
4
7

1
2

1
.
4
4

1
1
3
.
5

1
0
1

8
3
5

7
7
4
6

1
6
1
0
/
1
6

○
無

1
0
/
2
8

○
1
2
/
2
7

滋
賀

電
気

機
械

・
精

密
改

正
公

7
/
2
8

8
/
1
2

8
3
0

1
2

1
.
4
7

1
1
1
.
3

8
4

8
1
8

8
7
4
6

1
6
1
0
/
2
2

▲
無

1
0
/
2
8

○
1
2
/
2
7

滋
賀

輸
送

機
械

(
車

）
改

正
公

7
/
2
8

8
/
1
2

8
5
1

1
2

1
.
4
3

1
1
4
.
1

1
0
5

8
3
9

9
7
4
6

1
6
1
0
/
2
1

○
無

1
0
/
2
8

○
1
2
/
2
7

滋
賀

各
種

商
品

小
売

改
正

公
7
/
2
8

8
/
1
2

7
7
5

1
0

1
.
3
1

1
0
3
.
9

2
9

7
6
5

8
7
4
6

1
6
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
2
8

○
1
2
/
2
7

京
都

金
属

製
品

改
正

協
7
/
2
4

8
/
1
8

8
5
4

1
2

1
.
4
3

1
0
8
.
2

6
5

8
4
2

8
7
8
9

1
6
1
0
/
1
6

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
1
9

京
都

電
気

機
械

改
正

協
7
/
2
4

8
/
1
8

8
5
3

1
3

1
.
5
5

1
0
8
.
1

6
4

8
4
0

9
7
8
9

1
6

1
0
/
9

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
1
9

京
都

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
2
4

8
/
1
8

8
6
0

1
1

1
.
3
0

1
0
9
.
0

7
1

8
4
9

9
7
8
9

1
6
1
0
/
1
0
○

●
無

1
0
/
2
1

○
●

1
2
/
1
9

京
都

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
2
4

8
/
1
8

8
0
3

1
3

1
.
6
5

1
0
1
.
8

1
4

7
9
0

9
7
8
9

1
6
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
1
9

京
都

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
2
4

8
/
1
8

7
9
0

2
2

2
.
8
6

1
0
0
.
1

1
7
6
8

－
7
8
9

1
6
1
0
/
2
1

○
無

1
0
/
2
8

○
1
2
/
1
9

大
阪

塗
料

改
正

協
6
/
2
7

7
/
3
1

8
8
0

1
0

1
.
1
5

1
0
5
.
0

4
2

8
7
0

9
8
3
8

1
9

9
/
1

○
有

－
－

1
0
/
3
1

大
阪

鉄
鋼

改
正

協
6
/
2
7

7
/
3
1

8
7
6

1
1

1
.
2
7

1
0
4
.
5

3
8

8
6
5

9
8
3
8

1
9

9
/
8

○
有

－
－

1
1
/
7

大
阪

非
鉄

・
電

線
改

正
公

6
/
2
5

9
/
8

8
4
0

1
4

1
.
6
9

1
0
0
.
2

2
8
2
6

1
0

8
3
8

1
9
1
0
/
1
4

○
有

－
－

1
2
/
1
4

大
阪

一
般

機
械

改
正

公
6
/
2
5

7
/
3
1

8
6
2

1
2

1
.
4
1

1
0
2
.
9

2
4

8
5
0

8
8
3
8

1
9

9
/
1
2

○
有

－
－

1
1
/
1
3

大
阪

電
気

機
械

改
正

協
6
/
2
5

9
/
4

8
4
0

1
3

1
.
5
7

1
0
0
.
2

2
8
2
7

7
8
3
8

1
9

1
0
/
7

○
有

－
－

1
2
/
6

大
阪

輸
送

機
械

(
車

)
改

正
公

6
/
2
5

8
/
2
7

8
6
0

1
2

1
.
4
2

1
0
2
.
6

2
2

8
4
8

9
8
3
8

1
9

9
/
2
6

○
有

－
－

1
1
/
3
0

大
阪

自
動

車
小

売
改

正
協

6
/
2
5

8
/
2
7

8
5
0

1
2

1
.
4
3

1
0
1
.
4

1
2

8
3
8

9
8
3
8

1
9
1
0
/
1
0

○
有

－
－

1
2
/
1
1
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時
間

額
引

上
額

引
上

率
対

地
賃

比
率

対
地

賃
格

差
時

間
額

引
上

額
時

間
額

引
上

額

部
会

採
決

採
決

状
況

６
条

５
項

申 出
申

出
ｹ
ｰ
ｽ

申
出

日

必
要

性
答

申
日

1
3
年

度
産

別
1
4
年

度
特

定
（

産
業

別
）

最
低

賃
金

本
審

採
決

採
決

状
況

効
力

発
生

日
(
予

定
)

都
道

府
県

名

1
4
年

度
地

賃

兵
庫

繊
維

改
正

公
6
/
2
6

8
/
2
1

0
.
0
0

0
.
0

-
7
7
6

7
6
8

6
7
7
6

1
5

兵
庫

塗
料

改
正

協
6
/
2
6

7
/
3
0

8
9
4

1
0

1
.
1
3

1
1
5
.
2

1
1
8

8
8
4

7
7
7
6

1
5

9
/
3
0

○
有

－
－

1
2
/
1

兵
庫

鉄
鋼

改
正

協
6
/
2
6

7
/
3
0

8
7
7

1
1

1
.
2
7

1
1
3
.
0

1
0
1

8
6
6

9
7
7
6

1
5

9
/
1
7

○
有

－
－

1
2
/
1

兵
庫

一
般

機
械

改
正

公
6
/
2
6

7
/
3
0

8
5
8

1
1

1
.
3
0

1
1
0
.
6

8
2

8
4
7

7
7
7
6

1
5

9
/
3
0

○
有

－
－

1
2
/
1

兵
庫

精
密

機
械

改
正

協
6
/
2
6

7
/
3
0

8
2
2

1
0

1
.
2
3

1
0
5
.
9

4
6

8
1
2

7
7
7
6

1
5

9
/
2
6

○
有

－
－

1
2
/
1

兵
庫

電
気

機
械

改
正

協
6
/
2
6

7
/
3
0

8
2
1

1
1

1
.
3
6

1
0
5
.
8

4
5

8
1
0

6
7
7
6

1
5

9
/
2
9

○
有

－
－

1
2
/
1

兵
庫

輸
送

機
械

改
正

協
6
/
2
6

7
/
3
0

8
9
2

1
0

1
.
1
3

1
1
4
.
9

1
1
6

8
8
2

6
7
7
6

1
5

9
/
1
1

○
有

－
－

1
2
/
1

兵
庫

各
種

商
品

小
売

改
正

公
6
/
2
6

7
/
3
0

7
8
6

5
0
.
6
4

1
0
1
.
3

1
0

7
8
1

6
7
7
6

1
5

9
/
1
6

○
有

－
－

1
2
/
1

兵
庫

自
動

車
小

売
改

正
公

6
/
2
6

7
/
3
0

8
3
0

6
0
.
7
3

1
0
7
.
0

5
4

8
2
4

4
7
7
6

1
5

1
0
/
2

○
有

－
－

1
2
/
1

奈
良

一
般

機
械

改
正

協
7
/
2
2

8
/
7

8
2
0

1
0

1
.
2
3

1
1
3
.
3

9
6

8
1
0

7
7
2
4

1
4

1
0
/
7

▲
無

1
0
/
2
8

△
1
2
/
2
7

奈
良

電
気

機
械

改
正

協
7
/
1
5

8
/
7

8
1
8

1
0

1
.
2
4

1
1
3
.
0

9
4

8
0
8

6
7
2
4

1
4
1
0
/
2
1

▲
無

1
0
/
2
8

▲
1
2
/
2
7

奈
良

自
動

車
小

売
改

正
協

7
/
2
2

8
/
7

8
2
0

1
0

1
.
2
3

1
1
3
.
3

9
6

8
1
0

6
7
2
4

1
4
1
0
/
2
3

○
有

－
○

1
2
/
2
7

和
歌

山
鉄

鋼
改

正
協

7
/
1
7

8
/
2
0

8
3
4

1
6

1
.
9
6

1
1
6
.
6

1
1
9

8
1
8

1
3

7
1
5

1
4
1
0
/
2
0

○
有

－
－

1
2
/
3
0

和
歌

山
百

貨
店

改
正

公
7
/
2
5

8
/
2
0

7
6
5

1
1

1
.
4
6

1
0
7
.
0

5
0

7
5
4

7
7
1
5

1
4
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
3
0

鳥
取

電
気

機
械

改
正

協
7
/
2
3

9
/
1
8

7
4
3

5
0
.
6
8

1
0
9
.
7

6
6

7
3
8

2
6
7
7

1
3
1
0
/
2
4

○
有

－
－

1
2
/
2
5

鳥
取

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
2
4

9
/
1
8

7
0
0

3
0
.
4
3

1
0
3
.
4

2
3

6
9
7

－
6
7
7

1
3
1
0
/
1
4

○
有

－
－

島
根

鉄
鋼

改
正

公
8
/
1

8
/
7

7
9
3

1
8

2
.
3
2

1
1
6
.
8

1
1
4

7
7
5

1
2

6
7
9

1
5

9
/
1
6

○
有

－
－

1
1
/
1
5

島
根

一
般

機
械

改
正

公
8
/
1

8
/
7

7
7
8

1
7

2
.
2
3

1
1
4
.
6

9
9

7
6
1

1
1

6
7
9

1
5
1
0
/
2
4

○
有

－
－

1
2
/
2
4

島
根

電
気

機
械

改
正

公
8
/
7

8
/
7

7
1
8

1
1

1
.
5
6

1
0
5
.
7

3
9

7
0
7

7
6
7
9

1
5
1
0
/
2
8

○
有

－
－

1
2
/
2
7

島
根

輸
送

機
械

(
車

）
改

正
公

8
/
1

8
/
7

7
7
2

1
2

1
.
5
8

1
1
3
.
7

9
3

7
6
0

9
6
7
9

1
5
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
1
9

島
根

自
動

車
小

売
改

正
協

8
/
1

8
/
7

7
4
9

1
7

2
.
3
2

1
1
0
.
3

7
0

7
3
2

1
2

6
7
9

1
5
1
0
/
2
9

○
有

－
－

1
2
/
2
8

岡
山

窯
業

改
正

公
6
/
2
6

8
/
1

8
4
2

1
6

1
.
9
4

1
1
7
.
1

1
2
3

8
2
6

1
1

7
1
9

1
6
1
0
/
2
0

○
有

－
－

1
2
/
1
8

岡
山

鉄
鋼

改
正

協
6
/
2
6

8
/
1

8
5
8

1
7

2
.
0
2

1
1
9
.
3

1
3
9

8
4
1

1
2

7
1
9

1
6
1
0
/
2
0

○
有

－
－

1
2
/
1
8

岡
山

一
般

機
械

改
正

公
6
/
2
6

8
/
1

8
3
5

1
5

1
.
8
3

1
1
6
.
1

1
1
6

8
2
0

1
1

7
1
9

1
6
1
0
/
1
5

▲
無

1
0
/
2
7

▲
1
2
/
2
6

岡
山

電
気

機
械

改
正

公
6
/
2
6

8
/
1

7
7
1

1
5

1
.
9
8

1
0
7
.
2

5
2

7
5
6

1
1

7
1
9

1
6
1
0
/
1
6

○
有

－
－

1
2
/
1
7

岡
山

輸
送

機
械

(
車

)
改

正
公

6
/
2
6

8
/
1

8
2
3

1
6

1
.
9
8

1
1
4
.
5

1
0
4

8
0
7

1
1

7
1
9

1
6
1
0
/
2
1

●
無

1
0
/
2
7

●
1
2
/
2
6

岡
山

輸
送

機
械

(
船

)
改

正
協

6
/
2
6

8
/
1

8
5
3

1
6

1
.
9
1

1
1
8
.
6

1
3
4

8
3
7

1
0

7
1
9

1
6
1
0
/
1
7

○
有

－
－

1
2
/
2
8

岡
山

各
種

商
品

小
売

改
正

公
6
/
2
7

8
/
1

7
7
8

1
6

2
.
1
0

1
0
8
.
2

5
9

7
6
2

1
0

7
1
9

1
6

1
0
/
2

○
有

－
－

1
1
/
3
0

広
島

鉄
鋼

改
正

協
7
/
1
1

8
/
5

8
6
4

1
7

2
.
0
1

1
1
5
.
2

1
1
4

8
4
7

1
3

7
5
0

1
7
1
0
/
2
1

○
無

1
0
/
3
0

○
1
2
/
3
1

広
島

金
属

製
品

改
正

公
7
/
1
1

8
/
5

8
2
7

1
5

1
.
8
5

1
1
0
.
3

7
7

8
1
2

1
0

7
5
0

1
7
1
0
/
2
8

○
無

1
0
/
3
0

○
1
2
/
3
1

広
島

一
般

機
械

改
正

公
7
/
1
1

8
/
5

8
3
5

1
5

1
.
8
3

1
1
1
.
3

8
5

8
2
0

1
1

7
5
0

1
7
1
0
/
2
7

○
無

1
0
/
3
0

○
1
2
/
3
1

広
島

電
気

機
械

改
正

協
7
/
1
1

8
/
5

7
9
6

1
6

2
.
0
5

1
0
6
.
1

4
6

7
8
0

1
1

7
5
0

1
7
1
0
/
2
0

○
無

1
0
/
3
0

○
1
2
/
3
1

広
島

輸
送

機
械

(
車

)
改

正
協

7
/
1
1

8
/
5

8
1
7

1
6

2
.
0
0

1
0
8
.
9

6
7

8
0
1

1
1

7
5
0

1
7
1
0
/
2
9

●
無

1
0
/
3
0

●
1
2
/
3
1

広
島

輸
送

機
械

(
船

)
改

正
公

7
/
1
1

8
/
5

8
5
8

1
6

1
.
9
0

1
1
4
.
4

1
0
8

8
4
2

1
1

7
5
0

1
7
1
0
/
2
7

○
無

1
0
/
3
0

○
1
2
/
3
1

広
島

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
1
1

8
/
5

7
9
0

2
0

2
.
6
0

1
0
5
.
3

4
0

7
7
0

－
7
5
0

1
7

1
1
/
7

○
無

1
1
/
1
7

○
1
/
1
5

広
島

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
1
1

8
/
5

8
1
3

1
5

1
.
8
8

1
0
8
.
4

6
3

7
9
8

1
1

7
5
0

1
7
1
0
/
2
1

○
無

1
0
/
3
0

○
1
2
/
3
1
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時
間

額
引

上
額

引
上

率
対

地
賃

比
率

対
地

賃
格

差
時

間
額

引
上

額
時

間
額

引
上

額

部
会

採
決

採
決

状
況

６
条

５
項

申 出
申

出
ｹ
ｰ
ｽ

申
出

日

必
要

性
答

申
日

1
3
年

度
産

別
1
4
年

度
特

定
（

産
業

別
）

最
低

賃
金

本
審

採
決

採
決

状
況

効
力

発
生

日
(
予

定
)

都
道

府
県

名

1
4
年

度
地

賃

山
口

鉄
鋼

・
非

鉄
改

正
協

7
/
7

8
/
5

8
5
0

1
7

2
.
0
4

1
1
8
.
9

1
3
5

8
3
3

1
3

7
1
5

1
4
1
0
/
1
4

○
有

－
－

1
2
/
1
5

山
口

電
気

機
械

改
正

協
7
/
7

8
/
5

7
7
6

1
6

2
.
1
1

1
0
8
.
5

6
1

7
6
0

1
2

7
1
5

1
4
1
0
/
1
5

○
有

－
－

1
2
/
1
5

山
口

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
7

8
/
5

8
2
2

1
6

1
.
9
9

1
1
5
.
0

1
0
7

8
0
6

1
1

7
1
5

1
4
1
0
/
1
5

○
有

－
－

1
2
/
1
5

山
口

百
貨

店
改

正
協

7
/
2
4

8
/
5

7
3
7

2
7

3
.
8
0

1
0
3
.
1

2
2

7
1
0

－
7
1
5

1
4
1
0
/
1
0

○
有

－
－

1
2
/
1
5

徳
島

木
材

改
正

公
7
/
4

8
/
2
0

7
9
8

1
0

1
.
2
7

1
1
7
.
5

1
1
9

7
8
8

8
6
7
9

1
3

9
/
2
9

○
有

－
－

1
2
/
2
1

徳
島

一
般

機
械

改
正

公
6
/
2
6

8
/
2
0

8
2
7

1
1

1
.
3
5

1
2
1
.
8

1
4
8

8
1
6

9
6
7
9

1
3

1
0
/
9

○
有

－
－

1
2
/
2
1

徳
島

電
気

機
械

改
正

公
6
/
2
7

8
/
2
0

7
9
2

1
5

1
.
9
3

1
1
6
.
6

1
1
3

7
7
7

1
1

6
7
9

1
3

1
0
/
8

○
有

－
－

1
2
/
2
1

香
川

食
品

改
正

公
7
/
2
9

8
/
5

7
4
8

3
0
.
4
0

1
0
6
.
6

4
6

7
4
5

2
7
0
2

1
6
1
0
/
1
5

○
有

－
－

1
2
/
1
5

香
川

一
般

機
械

改
正

公
7
/
7

8
/
5

8
3
6

1
3

1
.
5
8

1
1
9
.
1

1
3
4

8
2
3

1
0

7
0
2

1
6
1
0
/
2
4

○
有

－
－

1
2
/
2
5

香
川

電
気

機
械

改
正

公
7
/
8

8
/
5

7
9
0

1
3

1
.
6
7

1
1
2
.
5

8
8

7
7
7

1
0

7
0
2

1
6
1
0
/
1
4

○
有

－
－

1
2
/
1
5

香
川

輸
送

機
械

(
船

)
改

正
公

7
/
4

8
/
5

8
4
4

1
4

1
.
6
9

1
2
0
.
2

1
4
2

8
3
0

9
7
0
2

1
6
1
0
/
1
5

○
有

－
－

1
2
/
1
9

愛
媛

製
紙

改
正

公
6
/
2
7

8
/
5

8
1
0

1
4

1
.
7
6

1
1
9
.
1

1
3
0

7
9
6

1
2

6
8
0

1
4
1
0
/
2
2

○
有

－
－

1
2
/
2
5

愛
媛

一
般

機
械

改
正

協
6
/
1
8

8
/
5

8
2
0

1
3

1
.
6
1

1
2
0
.
6

1
4
0

8
0
7

9
6
8
0

1
4
1
0
/
2
2

●
無

1
0
/
2
4

●
1
2
/
2
5

愛
媛

電
気

機
械

改
正

協
6
/
1
2

8
/
5

7
9
2

1
4

1
.
8
0

1
1
6
.
5

1
1
2

7
7
8

1
1

6
8
0

1
4
1
0
/
1
4

○
有

－
－

1
2
/
2
5

愛
媛

輸
送

機
械

(
船

)
改

正
公

7
/
4

8
/
5

8
3
0

1
2

1
.
4
7

1
2
2
.
1

1
5
0

8
1
8

9
6
8
0

1
4
1
0
/
2
0

▲
無

1
0
/
2
4

▲
1
2
/
2
5

愛
媛

各
種

商
品

小
売

改
正

公
6
/
2
7

8
/
5

7
2
5

1
1

1
.
5
4

1
0
6
.
6

4
5

7
1
4

9
6
8
0

1
4
1
0
/
2
0

●
無

1
0
/
2
4

●
1
2
/
2
5

高
知

電
気

機
械

改
正

協
7
/
1
6
1
0
/
2
9

7
5
0

5
0
.
6
7

1
1
0
.
8

7
3

7
4
5

4
6
7
7

1
3
1
0
/
2
2

○
有

－
－

1
2
/
3
0

高
知

一
般

貨
物

改
正

協
7
/
2
9

－
－

－
－

－
－

9
1
0

－
6
7
7

1
3

－
－

－
－

－
－

福
岡

鉄
鋼

改
正

協
6
/
2
7

8
/
1
9

8
6
5

1
7

2
.
0
0

1
1
9
.
0

1
3
8

8
4
8

1
3

7
2
7

1
5

1
0
/
2

○
有

－
－

1
2
/
1
0

福
岡

電
気

機
械

改
正

協
7
/
3

8
/
1
9

8
2
1

1
5

1
.
8
6

1
1
2
.
9

9
4

8
0
6

1
3

7
2
7

1
5

1
0
/
7

○
有

－
－

1
2
/
1
0

福
岡

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
4

8
/
1
9

8
4
4

1
6

1
.
9
3

1
1
6
.
1

1
1
7

8
2
8

1
2

7
2
7

1
5

1
0
/
2

○
有

－
－

1
2
/
1
0

福
岡

百
貨

店
改

正
協

7
/
3

8
/
1
9

7
9
0

1
5

1
.
9
4

1
0
8
.
7

6
3

7
7
5

1
1

7
2
7

1
5

1
0
/
7

○
有

－
－

1
2
/
1
0

福
岡

自
動

車
小

売
改

正
協

7
/
1
8

8
/
1
9

8
3
4

1
5

1
.
8
3

1
1
4
.
7

1
0
7

8
1
9

1
2

7
2
7

1
5

1
0
/
3

○
有

－
－

1
2
/
1
0

佐
賀

陶
磁

器
改

正
公

7
/
3
1

8
/
2
6

6
7
9

1
4

2
.
1
1

1
0
0
.
1

1
6
6
5

1
1

6
7
8

1
4
1
0
/
1
7

○
有

－
－

1
2
/
1
8

佐
賀

一
般

機
械

改
正

公
7
/
3
1

8
/
2
6

7
8
2

1
2

1
.
5
6

1
1
5
.
3

1
0
4

7
7
0

9
6
7
8

1
4
1
0
/
2
2

○
有

－
－

1
2
/
2
0

佐
賀

電
気

機
械

改
正

協
7
/
2
5

8
/
2
6

7
4
6

1
2

1
.
6
3

1
1
0
.
0

6
8

7
3
4

9
6
7
8

1
4
1
0
/
2
7

○
有

－
－

1
2
/
2
6

長
崎

一
般

機
械

改
正

協
7
/
2

9
/
8

8
0
0

1
2

1
.
5
2

1
1
8
.
2

1
2
3

7
8
8

9
6
7
7

1
3
1
0
/
1
4

○
有

－
－

1
2
/
1
3

長
崎

電
気

機
械

改
正

公
7
/
2

9
/
8

7
3
4

8
1
.
1
0

1
0
8
.
4

5
7

7
2
6

9
6
7
7

1
3
1
0
/
2
7

▲
無

1
0
/
3
0

▲
1
2
/
3
1

長
崎

輸
送

機
械

(
船

)
改

正
協

7
/
2

9
/
8

8
1
0

1
0

1
.
2
5

1
1
9
.
6

1
3
3

8
0
0

9
6
7
7

1
3
1
0
/
2
9

▼
無

1
0
/
3
0

▲
1
2
/
3
1

熊
本

電
気

機
械

改
正

協
6
/
1
3

7
/
3
0

7
2
5

8
1
.
1
2

1
0
7
.
1

4
8

7
1
7

7
6
7
7

1
3
1
0
/
1
0

○
有

－
－

1
2
/
1
5

熊
本

輸
送

機
械

改
正

協
6
/
1

7
/
3
0

7
7
5

8
1
.
0
4

1
1
4
.
5

9
8

7
6
7

8
6
7
7

1
3
1
0
/
1
0

○
有

－
－

1
2
/
1
5

熊
本

百
貨

店
改

正
協

6
/
1
3

7
/
3
0

7
0
7

4
0
.
5
7

1
0
4
.
4

3
0

7
0
3

3
6
7
7

1
3
1
0
/
1
0

○
有

－
－
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時
間

額
引

上
額

引
上

率
対

地
賃

比
率

対
地

賃
格

差
時

間
額

引
上

額
時

間
額

引
上

額

部
会

採
決

採
決

状
況

６
条

５
項

申 出
申

出
ｹ
ｰ
ｽ

申
出

日

必
要

性
答

申
日

1
3
年

度
産

別
1
4
年

度
特

定
（

産
業

別
）

最
低

賃
金

本
審

採
決

採
決

状
況

効
力

発
生

日
(
予

定
)

都
道

府
県

名

1
4
年

度
地

賃

大
分

鉄
鋼

改
正

協
7
/
9

8
/
2
6

8
1
7

1
6

2
.
0
0

1
2
0
.
7

1
4
0

8
0
1

1
3

6
7
7

1
3
1
0
/
1
5

○
有

－
－

1
2
/
2
5

大
分

非
鉄

金
属

改
正

協
7
/
9

8
/
2
6

8
0
7

1
4

1
.
7
7

1
1
9
.
2

1
3
0

7
9
3

1
1

6
7
7

1
3
1
0
/
1
7

▲
無

1
0
/
2
4

▲
1
2
/
2
5

大
分

電
気

機
械

改
正

公
7
/
1
5

8
/
2
6

7
3
5

1
2

1
.
6
6

1
0
8
.
6

5
8

7
2
3

1
0

6
7
7

1
3
1
0
/
2
2

●
無

1
0
/
2
4

●
1
2
/
2
5

大
分

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
2
8

8
/
2
6

7
8
5

1
2

1
.
5
5

1
1
6
.
0

1
0
8

7
7
3

1
0

6
7
7

1
3
1
0
/
2
3

○
有

－
－

1
2
/
2
5

大
分

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
2
9

8
/
2
6

7
0
4

7
1
.
0
0

1
0
4
.
0

2
7

6
9
7

6
6
7
7

1
3
1
0
/
2
3

●
無

1
0
/
2
4

●
1
2
/
2
5

大
分

自
動

車
小

売
改

正
協

7
/
2
8

8
/
2
6

7
4
7

1
3

1
.
7
7

1
1
0
.
3

7
0

7
3
4

1
1

6
7
7

1
3
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
2
5

宮
崎

食
品

改
正

公
7
/
1
4

9
/
4

6
7
8

8
1
.
1
9

1
0
0
.
1

1
6
7
0

7
6
7
7

1
3
1
0
/
2
7

○
有

－
－

1
2
/
2
6

宮
崎

電
気

機
械

改
正

公
7
/
1
4

9
/
4

7
1
6

9
1
.
2
7

1
0
5
.
8

3
9

7
0
7

8
6
7
7

1
3

1
1
/
6

●
無

1
1
/
1
7

●
1
/
1
5

宮
崎

各
種

商
品

小
売

改
正

公
7
/
1
4

9
/
4

6
9
5

8
1
.
1
6

1
0
2
.
7

1
8

6
8
7

6
6
7
7

1
3
1
0
/
2
0

○
有

－
－

1
2
/
1
8

宮
崎

自
動

車
小

売
改

正
協

7
/
1
4

9
/
4

7
4
2

1
1

1
.
5
0

1
0
9
.
6

6
5

7
3
1

1
1

6
7
7

1
3

1
0
/
9

○
有

－
－

1
2
/
1
0

鹿
児

島
電

気
機

械
改

正
協

7
/
1
7

9
/
9

7
2
0

1
0

1
.
4
1

1
0
6
.
2

4
2

7
1
0

1
0

6
7
8

1
3
1
0
/
2
9

●
無

1
1
/
5

●
1
/
4

鹿
児

島
百

貨
店

改
正

協
7
/
1
8

9
/
9

6
9
3

8
1
.
1
7

1
0
2
.
2

1
5

6
8
5

5
6
7
8

1
3
1
0
/
2
7

○
有

－
－

1
2
/
2
8

鹿
児

島
自

動
車

小
売

改
正

協
7
/
2
2

9
/
9

7
4
8

1
3

1
.
7
7

1
1
0
.
3

7
0

7
3
5

1
1

6
7
8

1
3
1
0
/
1
6

○
有

－
－

1
2
/
1
7

沖
縄

食
品

(
畜

)
－

－
－

－
－

－
－

－
－

6
8
3

6
6
7
7

1
3

－
－

－
－

－
－

沖
縄

食
品

(
糖

)
改

正
公

8
/
2
6

7
0
0

7
1
.
0
1

1
0
3
.
4

2
3

6
9
3

7
6
7
7

1
3

9
/
2
4

○
有

－
－

1
1
/
2
3

沖
縄

食
品

(
飲

)
－

－
－

－
－

－
－

－
－

6
8
6

6
6
7
7

1
3

－
－

－
－

－
－

沖
縄

新
聞

改
正

公
8
/
2
6

7
7
5

7
0
.
9
1

1
1
4
.
5

9
8

7
6
8

9
6
7
7

1
3

9
/
2
6

○
有

－
－

1
1
/
2
7

沖
縄

各
種

商
品

小
売

改
正

公
8
/
2
6

6
9
2

7
1
.
0
2

1
0
2
.
2

1
5

6
8
5

9
6
7
7

1
3

1
0
/
2

○
有

－
－

1
1
/
3
0

沖
縄

自
動

車
小

売
改

正
公

8
/
2
6

7
0
5

1
2

1
.
7
3

1
0
4
.
1

2
8

6
9
3

1
2

6
7
7

1
3

9
/
2
9

○
有

－
－

1
1
/
2
7

決
定

状
況

表
示

＝
○

：
全

会
一

致
、

●
：

使
用

者
側

反
対

、
▲

：
労

働
者

側
反

対
、

■
：

使
用

者
側

退
席

、
◆

労
働

者
側

退
席

、
－

：
６

条
５

項
適

用
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時
間

額
引

上
額

引
上

率
対

地
賃

比
率

対
地

賃
格

差
時

間
額

引
上

額
時

間
額

引
上

額

北
海

道
鉄

鋼
改

正
協

7
/
2

8
/
1
2

8
5
8

1
6

1
.
9
0

1
1
4
.
7

1
1
0

8
4
2

1
0

7
4
8

1
4

1
0
/
1

○
有

－
－

1
2
/
1

青
森

鉄
鋼

改
正

協
7
/
3
1

9
/
2
5

8
0
0

1
3

1
.
6
5

1
1
7
.
8

1
2
1

7
8
7

1
0

6
7
9

1
4

1
0
/
8

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
1

岩
手

鉄
鋼

・
金

属
製

品
改

正
協

7
/
3
1

8
/
2
6

7
5
5

1
5

2
.
0
3

1
1
1
.
4

7
7

7
4
0

1
2

6
7
8

1
3
1
0
/
2
0

●
無

1
0
/
2
0

○
1
2
/
1
8

宮
城

鉄
鋼

改
正

協
7
/
1
6

8
/
2
1

8
1
1

1
3

1
.
6
3

1
1
4
.
2

1
0
1

7
9
8

1
0

7
1
0

1
4
1
0
/
1
5

○
有

－
－

1
2
/
1
5

茨
城

鉄
鋼

改
正

協
7
/
7

9
/
8

8
3
4

1
6

1
.
9
6

1
1
4
.
4

1
0
5

8
1
8

1
3

7
2
9

1
6
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
3
1

群
馬

鉄
鋼

改
正

協
7
/
2
8

8
/
1
1

8
2
8

1
3

1
.
6
0

1
1
4
.
8

1
0
7

8
1
5

1
0

7
2
1

1
4
1
0
/
2
8

○
有

－
－

1
2
/
2
7

千
葉

鉄
鋼

改
正

協
7
/
1
1

7
/
3
1

8
8
0

1
3

1
.
5
0

1
1
0
.
3

8
2

8
6
7

1
0

7
9
8

2
1
1
0
/
2
0

▲
無

1
0
/
2
4

▲
1
2
/
2
5

東
京

鉄
鋼

改
正

協
7
/
2
5

－
－

－
－

－
－

8
7
1

1
2

8
8
8

1
9

－
－

－
－

－
－

神
奈

川
鉄

鋼
改

正
協

7
/
2
2

－
－

－
－

－
－

8
7
4

1
0

8
8
7

1
9

－
－

－
－

－
－

静
岡

鉄
鋼

、
非

鉄
金

属
改

正
公

7
/
3

8
/
1
1

8
5
2

1
3

1
.
5
5

1
1
1
.
4

8
7

8
3
9

1
3

7
6
5

1
6

1
0
/
1

▲
無

1
0
/
1
0

○
1
2
/
1
3

愛
知

鉄
鋼

改
正

協
6
/
3
0

7
/
3
1

8
9
9

1
4

1
.
5
8

1
1
2
.
4

9
9

8
8
5

1
1

8
0
0

2
0

1
0
/
8

○
無

1
0
/
1
5

○
1
2
/
1
6

大
阪

鉄
鋼

改
正

協
6
/
2
7

7
/
3
1

8
7
6

1
1

1
.
2
7

1
0
4
.
5

3
8

8
6
5

9
8
3
8

1
9

9
/
8

○
有

－
－

1
1
/
7

兵
庫

鉄
鋼

改
正

協
6
/
2
6

7
/
3
0

8
7
7

1
1

1
.
2
7

1
1
3
.
0

1
0
1

8
6
6

9
7
7
6

1
5

9
/
1
7

○
有

－
－

1
2
/
1

和
歌

山
鉄

鋼
改

正
協

7
/
1
7

8
/
2
0

8
3
4

1
6

1
.
9
6

1
1
6
.
6

1
1
9

8
1
8

1
3

7
1
5

1
4
1
0
/
2
0

○
有

－
－

1
2
/
3
0

島
根

鉄
鋼

改
正

公
8
/
1

8
/
7

7
9
3

1
8

2
.
3
2

1
1
6
.
8

1
1
4

7
7
5

1
2

6
7
9

1
5

9
/
1
6

○
有

－
－

1
1
/
1
5

岡
山

鉄
鋼

改
正

協
6
/
2
6

8
/
1

8
5
8

1
7

2
.
0
2

1
1
9
.
3

1
3
9

8
4
1

1
2

7
1
9

1
6
1
0
/
2
0

○
有

－
－

1
2
/
1
8

広
島

鉄
鋼

改
正

協
7
/
1
1

8
/
5

8
6
4

1
7

2
.
0
1

1
1
5
.
2

1
1
4

8
4
7

1
3

7
5
0

1
7
1
0
/
2
1

○
無

1
0
/
3
0

○
1
2
/
3
1

山
口

鉄
鋼

・
非

鉄
改

正
協

7
/
7

8
/
5

8
5
0

1
7

2
.
0
4

1
1
8
.
9

1
3
5

8
3
3

1
3

7
1
5

1
4
1
0
/
1
4

○
有

－
－

1
2
/
1
5

福
岡

鉄
鋼

改
正

協
6
/
2
7

8
/
1
9

8
6
5

1
7

2
.
0
0

1
1
9
.
0

1
3
8

8
4
8

1
3

7
2
7

1
5

1
0
/
2

○
有

－
－

1
2
/
1
0

大
分

鉄
鋼

改
正

協
7
/
9

8
/
2
6

8
1
7

1
6

2
.
0
0

1
2
0
.
7

1
4
0

8
0
1

1
3

6
7
7

1
3
1
0
/
1
5

○
有

－
－

1
2
/
2
5

2
0

8
4
2

1
5

1
1
4
.
7

秋
田

非
鉄

金
属

改
正

協
6
/
2
0

8
/
1
1

8
0
4

1
4

1
.
7
7

1
1
8
.
4

1
2
5

7
9
0

1
1

6
7
9

1
4
1
0
/
2
2

○
有

－
－

1
2
/
2
7

福
島

非
鉄

金
属

改
正

協
7
/
1
7

7
/
3
0

8
0
2

1
3

1
.
6
5

1
1
6
.
4

1
1
3

7
8
9

1
1

6
8
9

1
4

9
/
3
0

○
有

－
－

1
1
/
2
8

埼
玉

非
鉄

金
属

改
正

協
7
/
1
0

8
/
1

8
5
4

1
2

1
.
4
3

1
0
6
.
5

5
2

8
4
2

1
0

8
0
2

1
7

9
/
2
5

○
無

9
/
3
0

○
1
2
/
1

神
奈

川
電

線
・

ケ
ー

ブ
ル

新
設

協
7
/
1
4

－
－

－
－

－
－

－
－

8
8
7

1
9

－
－

－
－

－
－

三
重

電
線

・
ケ

ー
ブ

ル
改

正
協

6
/
1
9

8
/
8

8
3
3

1
3

1
.
5
9

1
1
0
.
6

8
0

8
2
0

1
2

7
5
3

1
6
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
2
2

○
1
2
/
2
0

大
阪

非
鉄

・
電

線
改

正
公

6
/
2
5

9
/
8

8
4
0

1
4

1
.
6
9

1
0
0
.
2

2
8
2
6

1
0

8
3
8

1
9
1
0
/
1
4

○
有

－
－

1
2
/
1
4

大
分

非
鉄

金
属

改
正

協
7
/
9

8
/
2
6

8
0
7

1
4

1
.
7
7

1
1
9
.
2

1
3
0

7
9
3

1
1

6
7
7

1
3
1
0
/
1
7

▲
無

1
0
/
2
4

▲
1
2
/
2
5

7
8
2
3

1
3

1
1
1
.
9

必
要

性
答

申
日

1
4
年

度
特

定
（

産
業

別
）

最
低

賃
金

1
3
年

度
産

別
1
4
年

度
地

賃
部

会
採

決
採

決
状

況
６

条
５

項
本

審
採

決
採

決
状

況

効
力

発
生

日
(
予

定
)

2
0
1
4
年
度
　
特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金
　
決
定
状
況
　
(産

業
別
）

都
道

府
県

名
申 出

申
出

ｹ
ｰ
ｽ

申
出

日
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時
間

額
引

上
額

引
上

率
対

地
賃

比
率

対
地

賃
格

差
時

間
額

引
上

額
時

間
額

引
上

額

必
要

性
答

申
日

1
4
年

度
特

定
（

産
業

別
）

最
低

賃
金

1
3
年

度
産

別
1
4
年

度
地

賃
部

会
採

決
採

決
状

況
６

条
５

項
本

審
採

決
採

決
状

況

効
力

発
生

日
(
予

定
)

都
道

府
県

名
申 出

申
出

ｹ
ｰ
ｽ

申
出

日

三
重

洋
食

器
改

正
協

7
/
8

8
/
5

8
2
9

1
3

1
.
5
9

1
1
0
.
1

7
6

8
1
6

1
1

7
5
3

1
6
1
0
/
2
1

○
無

1
0
/
2
2

○
1
2
/
2
0

京
都

金
属

製
品

改
正

協
7
/
2
4

8
/
1
8

8
5
4

1
2

1
.
4
3

1
0
8
.
2

6
5

8
4
2

8
7
8
9

1
6
1
0
/
1
6

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
1
9

広
島

金
属

製
品

改
正

公
7
/
1
1

8
/
5

8
2
7

1
5

1
.
8
5

1
1
0
.
3

7
7

8
1
2

1
0

7
5
0

1
7
1
0
/
2
8

○
無

1
0
/
3
0

○
1
2
/
3
1

3
8
3
7

1
3

1
0
9
.
5

山
形

一
般

機
械

改
正

公
7
/
2
5

9
/
8

7
6
8

1
4

1
.
8
6

1
1
2
.
9

8
8

7
5
4

9
6
8
0

1
5
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
5

茨
城

一
般

機
械

改
正

公
7
/
1
4

9
/
8

8
1
1

1
3

1
.
6
3

1
1
1
.
2

8
2

7
9
8

9
7
2
9

1
6
1
0
/
2
9

○
有

－
－

1
2
/
3
1

栃
木

一
般

機
械

改
正

公
6
/
2
7

8
/
2
1

8
2
1

1
2

1
.
4
8

1
1
2
.
0

8
8

8
0
9

1
0

7
3
3

1
5
1
0
/
2
9

○
有

－
－

1
2
/
3
1

群
馬

一
般

機
械

改
正

公
7
/
2
8

8
/
1
1
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機
械

改
正

公
7
/
8

8
/
5

7
9
0

1
3

1
.
6
7

1
1
2
.
5

8
8

7
7
7

1
0

7
0
2

1
6
1
0
/
1
4

○
有

－
－

1
2
/
1
5
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時
間

額
引

上
額

引
上

率
対

地
賃

比
率

対
地

賃
格

差
時

間
額

引
上

額
時

間
額

引
上

額

必
要

性
答

申
日

1
4
年

度
特

定
（

産
業

別
）

最
低

賃
金

1
3
年

度
産

別
1
4
年

度
地

賃
部

会
採

決
採

決
状

況
６

条
５

項
本

審
採

決
採

決
状

況

効
力

発
生

日
(
予

定
)

都
道

府
県

名
申 出

申
出

ｹ
ｰ
ｽ

申
出

日

愛
媛

電
気

機
械

改
正

協
6
/
1
2

8
/
5

7
9
2

1
4

1
.
8
0

1
1
6
.
5

1
1
2

7
7
8

1
1

6
8
0

1
4
1
0
/
1
4

○
有

－
－

1
2
/
2
5

高
知

電
気

機
械

改
正

協
7
/
1
6
1
0
/
2
9

7
5
0

5
0
.
6
7

1
1
0
.
8

7
3

7
4
5

4
6
7
7

1
3
1
0
/
2
2

○
有

－
－

1
2
/
3
0

福
岡

電
気

機
械

改
正

協
7
/
3

8
/
1
9

8
2
1

1
5

1
.
8
6

1
1
2
.
9

9
4

8
0
6

1
3

7
2
7

1
5

1
0
/
7

○
有

－
－

1
2
/
1
0

佐
賀

電
気

機
械

改
正

協
7
/
2
5

8
/
2
6

7
4
6

1
2

1
.
6
3

1
1
0
.
0

6
8

7
3
4

9
6
7
8

1
4
1
0
/
2
7

○
有

－
－

1
2
/
2
6

長
崎

電
気

機
械

改
正

公
7
/
2

9
/
8

7
3
4

8
1
.
1
0

1
0
8
.
4

5
7

7
2
6

9
6
7
7

1
3
1
0
/
2
7

▲
無

1
0
/
3
0

▲
1
2
/
3
1

熊
本

電
気

機
械

改
正

協
6
/
1
3

7
/
3
0

7
2
5

8
1
.
1
2

1
0
7
.
1

4
8

7
1
7

7
6
7
7

1
3
1
0
/
1
0

○
有

－
－

1
2
/
1
5

大
分

電
気

機
械

改
正

公
7
/
1
5

8
/
2
6

7
3
5

1
2

1
.
6
6

1
0
8
.
6

5
8

7
2
3

1
0

6
7
7

1
3
1
0
/
2
2

●
無

1
0
/
2
4

●
1
2
/
2
5

宮
崎

電
気

機
械

改
正

公
7
/
1
4

9
/
4

7
1
6

9
1
.
2
7

1
0
5
.
8

3
9

7
0
7

8
6
7
7

1
3

1
1
/
6

●
無

1
1
/
1
7

●
1
/
1
5

鹿
児

島
電

気
機

械
改

正
協

7
/
1
7

9
/
9

7
2
0

1
0

1
.
4
1

1
0
6
.
2

4
2

7
1
0

1
0

6
7
8

1
3
1
0
/
2
9

●
無

1
1
/
5

●
1
/
4

4
5

7
8
8

1
2

1
0
9
.
0

岩
手

精
密

機
械

改
正

公
7
/
3
1

8
/
2
6

7
4
3

1
4

1
.
9
2

1
0
9
.
6

6
5

7
2
9

1
2

6
7
8

1
3
1
0
/
1
0

○
無

1
0
/
2
0

○
1
2
/
1
8

福
島

精
密

機
械

改
正

公
7
/
1
7

7
/
3
0

7
8
7

1
3

1
.
6
8

1
1
4
.
2

9
8

7
7
4

1
1

6
8
9

1
4
1
0
/
2
0

●
無

1
0
/
2
8

●
1
2
/
2
7

栃
木

精
密

機
械

改
正

公
6
/
2
7

8
/
2
1

8
2
1

1
2

1
.
4
8

1
1
2
.
0

8
8

8
0
9

1
0

7
3
3

1
5
1
0
/
2
3

○
有

－
－

1
2
/
3
1

埼
玉

精
密

機
械

改
正

協
7
/
1
0

8
/
1

8
7
0

1
3

1
.
5
2

1
0
8
.
5

6
8

8
5
7

1
2

8
0
2

1
7

9
/
2

○
無

9
/
3
0

○
1
2
/
1

千
葉

精
密

機
械

改
正

公
7
/
2
3

7
/
3
1

8
4
1

1
2

1
.
4
5

1
0
5
.
4

4
3

8
2
9

1
0

7
9
8

2
1

1
0
/
9

○
有

－
－

1
2
/
2
5

愛
知

精
密

機
械

改
正

協
6
/
3
0

7
/
3
1

8
2
7

1
4

1
.
7
2

1
0
3
.
4

2
7

8
1
3

9
8
0
0

2
0
1
0
/
1
0

○
無

1
0
/
1
5

○
1
2
/
1
6

兵
庫

精
密

機
械

改
正

協
6
/
2
6

7
/
3
0

8
2
2

1
0

1
.
2
3

1
0
5
.
9

4
6

8
1
2

7
7
7
6

1
5

9
/
2
6

○
有

－
－

1
2
/
1

7
8
1
6

1
3

1
0
8
.
4
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時
間

額
引

上
額

引
上

率
対

地
賃

比
率

対
地

賃
格

差
時

間
額

引
上

額
時

間
額

引
上

額

必
要

性
答

申
日

1
4
年

度
特

定
（

産
業

別
）

最
低

賃
金

1
3
年

度
産

別
1
4
年

度
地

賃
部

会
採

決
採

決
状

況
６

条
５

項
本

審
採

決
採

決
状

況

効
力

発
生

日
(
予

定
)

都
道

府
県

名
申 出

申
出

ｹ
ｰ
ｽ

申
出

日

北
海

道
輸

送
機

械
(
船

)
改

正
協

7
/
9

8
/
1
2

7
9
9

1
2

1
.
5
2

1
0
6
.
8

5
1

7
8
7

1
0

7
4
8

1
4

1
0
/
4

○
有

－
－

1
2
/
4

秋
田

輸
送

機
械

(
車

)
改

正
協

7
/
2
5

8
/
1
1

7
7
6

1
3

1
.
7
0

1
1
4
.
3

9
7

7
6
3

1
2

6
7
9

1
4
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
2
7

山
形

輸
送

機
械

(
車

)
改

正
公

7
/
2
5

9
/
8

7
6
9

1
3

1
.
7
2

1
1
3
.
1

8
9

7
5
6

9
6
8
0

1
5

1
0
/
7

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
5

福
島

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
1
7

7
/
3
0

7
8
9

1
3

1
.
6
8

1
1
4
.
5

1
0
0

7
7
6

1
1

6
8
9

1
4
1
0
/
2
1

●
無

1
0
/
2
8

●
1
2
/
2
7

栃
木

輸
送

機
械

(
車

）
改

正
協

7
/
2
2

8
/
2
1

8
2
5

1
3

1
.
6
0

1
1
2
.
6

9
2

8
1
2

1
0

7
3
3

1
5
1
0
/
2
9

○
有

－
－

1
2
/
3
1

群
馬

輸
送

機
械

改
正

公
7
/
2
8

8
/
1
1

8
1
7

1
3

1
.
6
2

1
1
3
.
3

9
6

8
0
4

1
0

7
2
1

1
4
1
0
/
2
8

○
有

－
－

1
2
/
2
7

埼
玉

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
1
0

8
/
1

8
7
0

1
3

1
.
5
2

1
0
8
.
5

6
8

8
5
7

1
0

8
0
2

1
7

9
/
1
6

○
無

9
/
3
0

○
1
2
/
1

東
京

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
3
1

－
－

－
－

－
－

－
－

8
8
8

1
9

－
－

－
－

－
－

神
奈

川
輸

送
機

械
(
車

）
新

設
協

7
/
1
4

－
－

－
－

－
－

－
－

8
8
7

1
9

－
－

－
－

－
－

富
山

輸
送

機
械

(
車

）
・

一
般

機
械

改
正

協
7
/
1
8

7
/
2
5

8
2
0

1
0

1
.
2
3

1
1
2
.
6

9
2

8
1
0

6
7
2
8

1
6

9
/
1
8

○
有

－
－

1
1
/
1
9

石
川

輸
送

機
械

(
車

）
改

正
協

7
/
1
8

8
/
2
7

8
3
6

1
0

1
.
2
1

1
1
6
.
4

1
1
8

8
2
6

6
7
1
8

1
4
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
3
1

山
梨

輸
送

機
械

(
車

）
改

正
協

7
/
3
0

8
/
2
1

8
2
8

1
3

1
.
6
0

1
1
4
.
8

1
0
7

8
1
5

9
7
2
1

1
5
1
0
/
2
7

○
有

－
－

1
2
/
2
6

岐
阜

輸
送

機
械

(
車

)
改

正
協

6
/
2
6

8
/
4

8
4
2

1
2

1
.
4
5

1
1
4
.
1

1
0
4

8
3
0

7
7
3
8

1
4
1
0
/
1
5

○
有

－
－

1
2
/
2
1

岐
阜

輸
送

機
械

(
航

)
改

正
協

6
/
1
8

7
/
2
8

8
9
0

1
1

1
.
2
5

1
2
0
.
6

1
5
2

8
7
9

6
7
3
8

1
4
1
0
/
2
0

○
有

－
－

1
2
/
2
1

静
岡

輸
送

機
械

・
一

般
機

械
改

正
公

7
/
3

8
/
1
1

8
6
4

1
3

1
.
5
3

1
1
2
.
9

9
9

8
5
1

1
3

7
6
5

1
6

1
0
/
1

▲
無

1
0
/
1
0

○
1
2
/
1
3

愛
知

輸
送

機
械

改
正

協
6
/
3
0

7
/
3
1

8
7
7

1
4

1
.
6
2

1
0
9
.
6

7
7

8
6
3

9
8
0
0

2
0

1
0
/
9

●
無

1
0
/
1
5

●
1
2
/
1
6

三
重

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
1

8
/
5

8
5
4

1
3

1
.
5
5

1
1
3
.
4

1
0
1

8
4
1

1
2

7
5
3

1
6
1
0
/
1
7

○
無

1
0
/
2
2

○
1
2
/
2
0

滋
賀

輸
送

機
械

(
車

）
改

正
公

7
/
2
8

8
/
1
2

8
5
1

1
2

1
.
4
3

1
1
4
.
1

1
0
5

8
3
9

9
7
4
6

1
6
1
0
/
2
1

○
無

1
0
/
2
8

○
1
2
/
2
7

京
都

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
2
4

8
/
1
8

8
6
0

1
1

1
.
3
0

1
0
9
.
0

7
1

8
4
9

9
7
8
9

1
6
1
0
/
1
0
○

●
無

1
0
/
2
1

○
●

1
2
/
1
9

大
阪

輸
送

機
械

(
車

)
改

正
公

6
/
2
5

8
/
2
7

8
6
0

1
2

1
.
4
2

1
0
2
.
6

2
2

8
4
8

9
8
3
8

1
9

9
/
2
6

○
有

－
－

1
1
/
3
0

兵
庫

輸
送

機
械

改
正

協
6
/
2
6

7
/
3
0

8
9
2

1
0

1
.
1
3

1
1
4
.
9

1
1
6

8
8
2

6
7
7
6

1
5

9
/
1
1

○
有

－
－

1
2
/
1

島
根

輸
送

機
械

(
車

）
改

正
公

8
/
1

8
/
7

7
7
2

1
2

1
.
5
8

1
1
3
.
7

9
3

7
6
0

9
6
7
9

1
5
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
1
9

岡
山

輸
送

機
械

(
車

)
改

正
公

6
/
2
6

8
/
1

8
2
3

1
6

1
.
9
8

1
1
4
.
5

1
0
4

8
0
7

1
1

7
1
9

1
6
1
0
/
2
1

●
無

1
0
/
2
7

●
1
2
/
2
6

岡
山

輸
送

機
械

(
船

)
改

正
協

6
/
2
6

8
/
1

8
5
3

1
6

1
.
9
1

1
1
8
.
6

1
3
4

8
3
7

1
0

7
1
9

1
6
1
0
/
1
7

○
有

－
－

1
2
/
2
8

広
島

輸
送

機
械

(
車

)
改

正
協

7
/
1
1

8
/
5

8
1
7

1
6

2
.
0
0

1
0
8
.
9

6
7

8
0
1

1
1

7
5
0

1
7
1
0
/
2
9

●
無

1
0
/
3
0

●
1
2
/
3
1

広
島

輸
送

機
械

(
船

)
改

正
公

7
/
1
1

8
/
5

8
5
8

1
6

1
.
9
0

1
1
4
.
4

1
0
8

8
4
2

1
1

7
5
0

1
7
1
0
/
2
7

○
無

1
0
/
3
0

○
1
2
/
3
1

山
口

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
7

8
/
5

8
2
2

1
6

1
.
9
9

1
1
5
.
0

1
0
7

8
0
6

1
1

7
1
5

1
4
1
0
/
1
5

○
有

－
－

1
2
/
1
5

香
川

輸
送

機
械

(
船

)
改

正
公

7
/
4

8
/
5

8
4
4

1
4

1
.
6
9

1
2
0
.
2

1
4
2

8
3
0

9
7
0
2

1
6
1
0
/
1
5

○
有

－
－

1
2
/
1
9

愛
媛

輸
送

機
械

(
船

)
改

正
公

7
/
4

8
/
5

8
3
0

1
2

1
.
4
7

1
2
2
.
1

1
5
0

8
1
8

9
6
8
0

1
4
1
0
/
2
0

▲
無

1
0
/
2
4

▲
1
2
/
2
5

福
岡

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
4

8
/
1
9

8
4
4

1
6

1
.
9
3

1
1
6
.
1

1
1
7

8
2
8

1
2

7
2
7

1
5

1
0
/
2

○
有

－
－

1
2
/
1
0

長
崎

輸
送

機
械

(
船

)
改

正
協

7
/
2

9
/
8

8
1
0

1
0

1
.
2
5

1
1
9
.
6

1
3
3

8
0
0

9
6
7
7

1
3
1
0
/
2
9

▼
無

1
0
/
3
0

▲
1
2
/
3
1

熊
本

輸
送

機
械

改
正

協
6
/
1

7
/
3
0

7
7
5

8
1
.
0
4

1
1
4
.
5

9
8

7
6
7

8
6
7
7

1
3
1
0
/
1
0

○
有

－
－

1
2
/
1
5

大
分

輸
送

機
械

改
正

協
7
/
2
8

8
/
2
6

7
8
5

1
2

1
.
5
5

1
1
6
.
0

1
0
8

7
7
3

1
0

6
7
7

1
3
1
0
/
2
3

○
有

－
－

1
2
/
2
5

3
3

8
3
1

1
3

1
1
3
.
9

16
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時
間

額
引

上
額

引
上

率
対

地
賃

比
率

対
地

賃
格

差
時

間
額

引
上

額
時

間
額

引
上

額

必
要

性
答

申
日

1
4
年

度
特

定
（

産
業

別
）

最
低

賃
金

1
3
年

度
産

別
1
4
年

度
地

賃
部

会
採

決
採

決
状

況
６

条
５

項
本

審
採

決
採

決
状

況

効
力

発
生

日
(
予

定
)

都
道

府
県

名
申 出

申
出

ｹ
ｰ
ｽ

申
出

日

青
森

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
3
0

9
/
2
5

7
6
6

1
3

1
.
7
3

1
1
2
.
8

8
7

7
5
3

1
0

6
7
9

1
4
1
0
/
1
5

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
1

岩
手

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
3
1

8
/
2
6

7
6
5

1
4

1
.
8
6

1
1
2
.
8

8
7

7
5
1

1
2

6
7
8

1
3

1
0
/
2

○
無

1
0
/
2
0

○
1
2
/
1
8

宮
城

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
1
6

8
/
2
1

7
7
8

1
5

1
.
9
7

1
0
9
.
6

6
8

7
6
3

9
7
1
0

1
4
1
0
/
1
4

○
有

－
－

1
2
/
1
5

秋
田

自
動

車
小

売
改

正
協

7
/
2
5

8
/
1
1

7
6
5

1
5

2
.
0
0

1
1
2
.
7

8
6

7
5
0

1
2

6
7
9

1
4
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
2
7

福
島

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
1
7

7
/
3
0

7
8
5

1
3

1
.
6
8

1
1
3
.
9

9
6

7
7
2

1
1

6
8
9

1
4
1
0
/
1
6

○
有

－
－

1
2
/
1
7

埼
玉

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
2
2

8
/
1

8
6
9

1
2

1
.
4
0

1
0
8
.
4

6
7

8
5
7

1
0

8
0
2

1
7

9
/
1
7

○
無

9
/
3
0

○
1
2
/
1

千
葉

自
動

車
小

売
(
新

）
改

正
公

7
/
1
8

7
/
3
1

8
5
0

1
2

1
.
4
3

1
0
6
.
5

5
2

8
3
8

1
1

7
9
8

2
1
1
0
/
1
0

○
有

－
－

1
2
/
2
5

神
奈

川
自

動
車

小
売

新
設

協
7
/
1
4

－
－

－
－

－
－

－
－

8
8
7

1
9

－
－

－
－

－
－

新
潟

自
動

車
小

売
(
新

）
改

正
公

7
/
2
4

8
/
2
6

8
2
7

1
4

1
.
7
2

1
1
5
.
7

1
1
2

8
1
3

1
2

7
1
5

1
4
1
0
/
2
2

○
有

－
－

1
2
/
2
0

愛
知

自
動

車
小

売
改

正
公

6
/
3
0

7
/
3
1

8
5
9

1
3

1
.
5
4

1
0
7
.
4

5
9

8
4
6

1
0

8
0
0

2
0
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
1
5

○
1
2
/
1
6

京
都

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
2
4

8
/
1
8

7
9
0

2
2

2
.
8
6

1
0
0
.
1

1
7
6
8

－
7
8
9

1
6
1
0
/
2
1

○
無

1
0
/
2
8

○
1
2
/
1
9

大
阪

自
動

車
小

売
改

正
協

6
/
2
5

8
/
2
7

8
5
0

1
2

1
.
4
3

1
0
1
.
4

1
2

8
3
8

9
8
3
8

1
9
1
0
/
1
0

○
有

－
－

1
2
/
1
1

兵
庫

自
動

車
小

売
改

正
公

6
/
2
6

7
/
3
0

8
3
0

6
0
.
7
3

1
0
7
.
0

5
4

8
2
4

4
7
7
6

1
5

1
0
/
2

○
有

－
－

1
2
/
1

奈
良

自
動

車
小

売
改

正
協

7
/
2
2

8
/
7

8
2
0

1
0

1
.
2
3

1
1
3
.
3

9
6

8
1
0

6
7
2
4

1
4
1
0
/
2
3

○
有

－
○

1
2
/
2
7

広
島

自
動

車
小

売
改

正
公

7
/
1
1

8
/
5

8
1
3

1
5

1
.
8
8

1
0
8
.
4

6
3

7
9
8

1
1

7
5
0

1
7
1
0
/
2
1

○
無

1
0
/
3
0

○
1
2
/
3
1

島
根

自
動

車
小

売
改

正
協

8
/
1

8
/
7

7
4
9

1
7

2
.
3
2

1
1
0
.
3

7
0

7
3
2

1
2

6
7
9

1
5
1
0
/
2
9

○
有

－
－

1
2
/
2
8

福
岡

自
動

車
小

売
改

正
協

7
/
1
8

8
/
1
9

8
3
4

1
5

1
.
8
3

1
1
4
.
7

1
0
7

8
1
9

1
2

7
2
7

1
5

1
0
/
3

○
有

－
－

1
2
/
1
0

大
分

自
動

車
小

売
改

正
協

7
/
2
8

8
/
2
6

7
4
7

1
3

1
.
7
7

1
1
0
.
3

7
0

7
3
4

1
1

6
7
7

1
3
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
2
5

宮
崎

自
動

車
小

売
改

正
協

7
/
1
4

9
/
4

7
4
2

1
1

1
.
5
0

1
0
9
.
6

6
5

7
3
1

1
1

6
7
7

1
3

1
0
/
9

○
有

－
－

1
2
/
1
0

鹿
児

島
自

動
車

小
売

改
正

協
7
/
2
2

9
/
9

7
4
8

1
3

1
.
7
7

1
1
0
.
3

7
0

7
3
5

1
1

6
7
8

1
3
1
0
/
1
6

○
有

－
－

1
2
/
1
7

沖
縄

自
動

車
小

売
改

正
公

8
/
2
6

7
0
5

1
2

1
.
7
3

1
0
4
.
1

2
8

6
9
3

1
2

6
7
7

1
3

9
/
2
9

○
有

－
－

1
1
/
2
7

2
1

7
9
5

1
3

1
0
9
.
5

山
形

自
動

車
整

備
改

正
公

7
/
2
5

9
/
8

7
7
2

1
4

1
.
8
5

1
1
3
.
5

9
2

7
5
8

9
6
8
0

1
5
1
0
/
2
0

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
5

1
7
7
2

1
4

1
1
3
.
5
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時
間

額
引

上
額

引
上

率
対

地
賃

比
率

対
地

賃
格

差
時

間
額

引
上

額
時

間
額

引
上

額

必
要

性
答

申
日

1
4
年

度
特

定
（

産
業

別
）

最
低

賃
金

1
3
年

度
産

別
1
4
年

度
地

賃
部

会
採

決
採

決
状

況
６

条
５

項
本

審
採

決
採

決
状

況

効
力

発
生

日
(
予

定
)

都
道

府
県

名
申 出

申
出

ｹ
ｰ
ｽ

申
出

日

青
森

各
種

商
品

小
売

改
正

公
7
/
2
8

9
/
2
5

7
2
7

1
3

1
.
8
2

1
0
7
.
1

4
8

7
1
4

9
6
7
9

1
4
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
2
1

岩
手

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
3
1

8
/
2
6

7
4
1

1
2

1
.
6
5

1
0
9
.
3

6
3

7
2
9

9
6
7
8

1
3
1
0
/
1
7

○
無

1
0
/
2
0

○
1
2
/
1
8

茨
城

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
1
7

9
/
8

7
8
0

1
3

1
.
6
9

1
0
7
.
0

5
1

7
6
7

1
1

7
2
9

1
6
1
0
/
2
4

○
有

－
－

1
2
/
3
1

栃
木

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
1
1

8
/
2
1

7
8
6

1
3

1
.
6
8

1
0
7
.
2

5
3

7
7
3

1
0

7
3
3

1
5
1
0
/
2
7

○
有

－
－

1
2
/
3
1

埼
玉

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
2
3

8
/
1

8
2
1

1
1

1
.
3
6

1
0
2
.
4

1
9

8
1
0

8
8
0
2

1
7

9
/
2

○
無

9
/
3
0

○
1
2
/
1

千
葉

各
種

商
品

小
売

改
正

公
7
/
1
6

7
/
3
1

8
1
9

1
2

1
.
4
9

1
0
2
.
6

2
1

8
0
7

1
2

7
9
8

2
1

1
0
/
6

○
有

－
－

1
2
/
2
5

新
潟

各
種

商
品

小
売

改
正

公
8
/
4

8
/
2
6

7
7
3

1
4

1
.
8
4

1
0
8
.
1

5
8

7
5
9

1
2

7
1
5

1
4
1
0
/
2
3

○
有

－
－

1
2
/
2
1

富
山

百
貨

店
改

正
協

7
/
3
0

8
/
5

7
9
0

2
0

2
.
6
0

1
0
8
.
5

6
2

7
7
0

－
7
2
8

1
6

9
/
1
6

○
有

－
－

1
1
/
1
5

石
川

百
貨

店
改

正
公

7
/
1
7

8
/
2
7

7
9
0

9
1
.
1
5

1
1
0
.
0

7
2

7
8
1

6
7
1
8

1
4
1
0
/
2
1

▲
無

1
0
/
2
7

▲
1
2
/
3
1

福
井

百
貨

店
改

正
協

7
/
3
0

8
/
2
6

7
7
3

1
0

1
.
3
1

1
0
8
.
0

5
7

7
6
3

8
7
1
6

1
5
1
0
/
1
4

▲
無

1
0
/
2
2

▲
1
2
/
2
4

長
野

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
2
5

8
/
2
1

7
7
3

1
0

1
.
3
1

1
0
6
.
2

4
5

7
6
3

7
7
2
8

1
5
1
0
/
2
0

○
有

－
－

1
2
/
3
1

静
岡

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
3

8
/
1
1

8
1
0

1
1

1
.
3
8

1
0
5
.
9

4
5

7
9
9

1
2

7
6
5

1
6

1
0
/
3

○
有

－
－

1
2
/
1
3

愛
知

各
種

商
品

小
売

改
正

協
6
/
3
0

7
/
3
1

8
1
0

1
1

1
.
3
8

1
0
1
.
3

1
0

7
9
9

7
8
0
0

2
0

1
0
/
7

○
無

1
0
/
1
5

○
1
2
/
1
6

滋
賀

各
種

商
品

小
売

改
正

公
7
/
2
8

8
/
1
2

7
7
5

1
0

1
.
3
1

1
0
3
.
9

2
9

7
6
5

8
7
4
6

1
6
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
2
8

○
1
2
/
2
7

京
都

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
2
4

8
/
1
8

8
0
3

1
3

1
.
6
5

1
0
1
.
8

1
4

7
9
0

9
7
8
9

1
6
1
0
/
1
4

○
無

1
0
/
2
1

○
1
2
/
1
9

兵
庫

各
種

商
品

小
売

改
正

公
6
/
2
6

7
/
3
0

7
8
6

5
0
.
6
4

1
0
1
.
3

1
0

7
8
1

6
7
7
6

1
5

9
/
1
6

○
有

－
－

1
2
/
1

和
歌

山
百

貨
店

改
正

公
7
/
2
5

8
/
2
0

7
6
5

1
1

1
.
4
6

1
0
7
.
0

5
0

7
5
4

7
7
1
5

1
4
1
0
/
2
1

○
有

－
－

1
2
/
3
0

鳥
取

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
2
4

9
/
1
8

7
0
0

3
0
.
4
3

1
0
3
.
4

2
3

6
9
7

－
6
7
7

1
3
1
0
/
1
4

○
有

－
－

岡
山

各
種

商
品

小
売

改
正

公
6
/
2
7

8
/
1

7
7
8

1
6

2
.
1
0

1
0
8
.
2

5
9

7
6
2

1
0

7
1
9

1
6

1
0
/
2

○
有

－
－

1
1
/
3
0

広
島

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
1
1

8
/
5

7
9
0

2
0

2
.
6
0

1
0
5
.
3

4
0

7
7
0

－
7
5
0

1
7

1
1
/
7

○
無

1
1
/
1
7

○
1
/
1
5

山
口

百
貨

店
改

正
協

7
/
2
4

8
/
5

7
3
7

2
7

3
.
8
0

1
0
3
.
1

2
2

7
1
0

－
7
1
5

1
4
1
0
/
1
0

○
有

－
－

1
2
/
1
5

愛
媛

各
種

商
品

小
売

改
正

公
6
/
2
7

8
/
5

7
2
5

1
1

1
.
5
4

1
0
6
.
6

4
5

7
1
4

9
6
8
0

1
4
1
0
/
2
0

●
無

1
0
/
2
4

●
1
2
/
2
5

福
岡

百
貨

店
改

正
協

7
/
3

8
/
1
9

7
9
0

1
5

1
.
9
4

1
0
8
.
7

6
3

7
7
5

1
1

7
2
7

1
5

1
0
/
7

○
有

－
－

1
2
/
1
0

熊
本

百
貨

店
改

正
協

6
/
1
3

7
/
3
0

7
0
7

4
0
.
5
7

1
0
4
.
4

3
0

7
0
3

3
6
7
7

1
3
1
0
/
1
0

○
有

－
－

大
分

各
種

商
品

小
売

改
正

協
7
/
2
9

8
/
2
6

7
0
4

7
1
.
0
0

1
0
4
.
0

2
7

6
9
7

6
6
7
7

1
3
1
0
/
2
3

●
無

1
0
/
2
4

●
1
2
/
2
5

宮
崎

各
種

商
品

小
売

改
正

公
7
/
1
4

9
/
4

6
9
5

8
1
.
1
6

1
0
2
.
7

1
8

6
8
7

6
6
7
7

1
3
1
0
/
2
0

○
有

－
－

1
2
/
1
8

鹿
児

島
百

貨
店

改
正

協
7
/
1
8

9
/
9

6
9
3

8
1
.
1
7

1
0
2
.
2

1
5

6
8
5

5
6
7
8

1
3
1
0
/
2
7

○
有

－
－

1
2
/
2
8

沖
縄

各
種

商
品

小
売

改
正

公
8
/
2
6

6
9
2

7
1
.
0
2

1
0
2
.
2

1
5

6
8
5

9
6
7
7

1
3

1
0
/
2

○
有

－
－

1
1
/
3
0

2
8

7
6
2

1
2

1
0
5
.
3

北
海

道
食

品
改

正
公

7
/
7

8
/
1
2

8
0
2

1
1

1
.
3
9

1
0
7
.
2

5
4

7
9
1

1
0

7
4
8

1
4

9
/
2
6

○
有

－
－

1
2
/
1

千
葉

食
品

改
正

公
7
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